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第１章 総則 

 

（約款の適用） 

第１条 当社は、この電話サービス等契約約款（以下「約款」といいます｡)を定め、この約

款に基づき、電話サービス及び総合ディジタル通信サービス（当社がこの約款以外の契約

約款及び料金表を定め、それにより提供するものを除きます。以下「電話サービス等」と

いいます｡)を提供します。 

 

(注) 本条のほか、当社は、電話サービス等に附帯するサービス（当社が別に定めるものを

除きます。以下「附帯サービス」といいます｡)をこの約款により提供します。 

 

（約款の変更） 

第２条 当社は、民法の定めに従い、この約款を変更することができます。この場合、電話

サービス等の提供条件は変更後の約款によります。なお、当社は、変更後の約款及びその

効力発生時期を、所定のＷＥＢサイトその他相当の方法で周知するものとし、変更後の約

款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。 

２ 当社は、電気通信事業法施行規則（昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」

といいます｡)第 22 条の２の３第２項第１号に該当する場合であって、当社からの申出によ

り提供条件の変更を行うときは、個別の通知及び説明に代え、所定のＷＥＢサイトにその

内容を掲示します。 

 

（用語の定義） 

第３条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

用語 用語の意味 

電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 

電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電

気通信設備を他人の通信の用に供すること 

通話 おおむね３キロヘルツの帯域の音声その他の音響を電気通信回

線（電気通信設備たる回線をいいます。以下同じとします｡)を

通 じて送り、又は受ける通信 

総合ディジタル通信 主として 64kbps の伝送速度により符号、音響又は影像を電気通

信回線を通じて送り、又は受ける通信 

通話等 通話又は総合ディジタル通信 

電話等網 主として通話等の用に供することを目的として伝送交換を行う

ための電気通信回線設備（送信の場所と受信の場所との間を接

続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並

びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします｡) 

電話サービス 当社の電話等網を使用して行う電気通信サービスであって、通

話に係るもの 

総合ディジタル通信サ

ービス 

当社の電話等網を使用して行う電気通信サービスであって、総

合ディジタル通信に係るもの 

一般電話サービス等 一般電話サービス又は一般通信サービス 

第１種一般電話サービ

ス等 

第１種一般電話サービス又は第１種一般通信サービス 
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第２種一般電話サービ

ス等 

第２種一般電話サービス又は第２種一般通信サービス 

随時電話サービス等 随時電話サービス又は随時通信サービス 

当社電話交換局 電話サービス等に関する交換業務を行う当社の事業所 

電話サービス等取扱所 電話サービス等に関する業務を行う当社の事業所及び当社から

の委託により窓口業務（電話サービス等を公衆の利用に供する

ために事業所に設置する電話機等（電話機及びそれに付随する

設備をいいます。以下同じとします｡)により、通話等を取り扱

うことをいいます。以下同じとします｡)を行う者の事務所 

国際無線通信取扱所 当社の委託により料金表第２（通話等料金）で規定する国際無

線電話通話等を取り扱う本邦船舶の無線局 

電話等契約 当社から電話サービス等の提供を受けるための契約 

電話等契約者 当社と電話等契約を締結している者 

相互接続点 当社と当社以外の電気通信事業者（電気通信事業法（昭和 59 年

法律第 86 号。以下「事業法」といいます｡)第９条の登録を受け

た者又は事業法第 16 条第１項の届出をした者をいいます。以下

同じとします｡)との間の相互接続協定（事業法第 33 条第９項若

しくは同条第 10 項又は第 34 条第４項の規定に基づき当社が当

社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締

結した協定をいいます。以下同じとします｡)に基づく相互接続

に係る電気通信設備の接続点 

協定事業者 (１) 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 

(２) 別表１の１－２（電話サービスに係るもの（相互接続協

を締結していない者に係るもの））に掲げる事業者 

特定事業者 特定の協定事業者 

契約者回線 別表１（１－２を除きます｡)又は別表３に規定する契約に基づ

いて設置される電気通信回線 

他社公衆電話 協定事業者が街頭その他の場所に電話機等を設置して公衆の利

用に供する協定事業者の電話サービス又は総合ディジタル通信

サービス 

契約者回線等 契約者回線並びに契約者回線に当該電気通信事業者の電話網又

は総合ディジタル通信網のみを介して接続される電気通信設備

であって当該電気通信事業者が提供する電話サービス又は総合

ディジタル通信サービス以外の電気通信サービスに係る契約に

基づくもの及び当該電気通信事業者が必要により設置する電気

通信設備 

ＦＴＴＨ接続回線等 (１) 当社のＦＴＴＨサービス契約約款に定めるＦＴＴＨ接続

回線、ホームプラス電話サービス契約約款に定めるホームプ

ラス電話契約者回線、光ダイレクトサービス契約約款に定め

る光ダイレクト接続回線、ＷｅｂｅｘＣａｌｌｉｎｇサービ

ス契約約款に定める特定装置接続回線、クラウドコーリング

サービス契約約款に定める特定装置接続回線、イントラネッ

トＩＰ電話サービス契約約款に定めるイントラネットＩＰ電

話利用回線、マンションプラス電話サービス契約約款に定め

るマンションプラス電話利用回線又はケーブルプラスホーム
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電話サービス契約約款に定めるケーブルプラスホーム電話契

約者回線 

(２) 沖縄セルラー電話株式会社のＦＴＴＨサービス契約約款

に定めるＦＴＴＨ接続回線 

(３) ＪＣＯＭ株式会社又はＪＣＯＭ株式会社のグループ会社

（当社が別に定めるものに限ります｡)の当社が別に定めるサ

ービスに係る電気通信回線 

携帯電話事業者 無線設備規則（昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号）第３条

第１号に規定する携帯無線通信による電気通信サービス（以下

「携帯電話サービス」といいます｡)を提供する協定事業者 

一般電話等契約 当社から一般電話サービス等の提供を受けるための電話等契約 

第１種一般電話等契約 当社から第１種一般電話サービス等の提供を受けるための電話

等契約 

特定第１種一般電話契

約 

移動体電話契約（別表３に規定する契約又は別表３に規定する

電気通信事業者が提供する同表に規定する契約により提供され

る電気通信サービスを利用して、そのサービスと同等の電気通

信サービスを提供する電気通信事業者（その電気通信サービス

の提供に係る無線局を自ら開設かつ運用していない者に限りま

す｡)との間で締結される契約をいいます。以下同じとします｡)

を締結した者が当社から第１種一般電話サービスの提供を受け

るための電話等契約 

第２種一般電話等契約 当社から第２種一般電話サービス等の提供を受けるための電話

等契約 

特定第２種一般電話契

約 

別表３の１の(1)に規定する契約（以下「特定携帯電話契約」と

いいます｡)若しくは特定携帯電話契約により提供される電気通

信サービスを利用して、そのサービスと同等の電気通信サービ

スを提供する電気通信事業者（その電気通信サービスの提供に

係る無線局を自ら開設かつ運用していない者に限ります｡)との

間で締結される契約を締結した者が当社から第２種一般電話サ

ービスの提供を受けるための電話等契約 

付加機能限定電話契約 当社から付加機能限定電話サービスの提供を受けるための電話

等契約 

一般電話等契約者 当社と一般電話等契約を締結している電話等契約者 

第１種一般電話等契約

者 

当社と第１種一般電話等契約を締結している電話等契約者 

特定第１種一般電話契

約者 

当社と特定第１種一般電話契約を締結している電話等契約者 

第２種一般電話等契約

者 

当社と第２種一般電話等契約を締結している電話等契約者 

特定第２種一般電話契

約者 

当社と特定第２種一般電話契約を締結している電話等契約者 

付加機能限定電話契約

者 

当社と付加機能限定電話契約を締結している電話等契約者 

メンバーズコード 第１種一般電話等契約者又は付加機能限定電話契約者であっ

て、フリーコールサービスの利用の請求をした者に当社がお知
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らせする数字 

国際通話等 国際通話又は国際通信 

他社接続通話等 相互接続点で接続される協定事業者の電気通信サービスを利用

して行う通話等 

請求者 当社が提供する電話サービス等に係る通話等を行う者 

対話者 請求者が当社の提供する電話サービス等に係る通話等を行おう

とする相手 

ケーブル陸揚局 複数地点間の電気通信のために用いられる海底ケーブルの陸揚

げを行う事業所 

船舶地球局 海事衛星通信を取り扱う船舶に設置した地球局 

携帯移動地球局 携帯移動衛星通信を取り扱うために設置した地球局 

インマルサットＦｌｅ

ｅｔＸｐｒｅｓｓ地球

局 

インマルサットＦｌｅｅｔＸｐｒｅｓｓ通信を取り扱うために

設置した地球局であって、インマルサットＦｌｅｅｔＸｐｒｅ

ｓｓに係るもの 

固定衛星地球局 複数地点間の電気通信のために用いられる衛星回線の設定に関

わる地球局であって、船舶地球局、携帯移動地球局及びインマ

ルサットＦｌｅｅｔＸｐｒｅｓｓ地球局以外のもの 

端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、

１の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内

（これに準ずる区域内を含みます｡)又は同一の建物内であるも

の 

自営端末設備 電話等契約者が設置する端末設備 

自営電気通信設備 電気通信事業者（電気通信回線設備を設置するものに限りま

す｡)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外

のもの 

国際ネットワーク番号 ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｅ.164 及びＩＴＵ－Ｔ勧告Ｅ.164.1 に基づきＩ

ＴＵが割り当てる番号 

国際ネットワーク 複数国に跨って提供されることを目的として国際ネットワーク

番号を用いる電気通信サービス 

消費税相当額 消費税法（昭和 63 年法律第 108 号) 及び同法に関する法令の規

定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法（昭和 25 年法

律第 226 号）及び同法に関する法令の規定に基づき課税される

地方消費税の額 

５Ｇ約款 当社又は沖縄セルラー電話株式会社のａｕ（５Ｇ）通信サービ

ス契約約款 

ＬＴＥ約款 当社又は沖縄セルラー電話株式会社のａｕ（ＬＴＥ）通信サー

ビス契約約款 

ａｕ約款 ５Ｇ約款及びＬＴＥ約款 

ｐｏｖｏ1.0 約款 当社又は沖縄セルラー電話株式会社のｐｏｖｏ1.0通信サービス

契約約款 

ｐｏｖｏ2.0 約款 当社又は沖縄セルラー電話株式会社のｐｏｖｏ2.0通信サービス

契約約款 

ｐｏｖｏ約款 ｐｏｖｏ1.0 約款及びｐｏｖｏ2.0 約款 

ＵＱｍⅠ約款 当社又は沖縄セルラー電話株式会社のＵＱ ｍｏｂｉｌｅ通信

サービス契約約款 
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ＵＱｍⅡ約款 当社又は沖縄セルラー電話株式会社のＵＱ ｍｏｂｉｌｅ通信

サービスⅡ契約約款 

ＵＱｍ約款 ＵＱｍⅠ約款及びＵＱｍⅡ約款 

ユニバーサルサービス

料 

事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担

金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及

び負担金算定等規則（平成 14 年総務省令第 64 号）により算出

された額に基づいて、当社が定める料金 

電話リレーサービス料 覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律（令和２年

法律第 53 号）に定める電話リレーサービスの提供の確保のため

の負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円

滑化に関する法律施行規則（令和２年総務省令第 110 号）によ

り算出された額に基づいて、当社が定める料金 

 

（通話以外の通信の取扱い） 

第４条 電話サービスを利用して行う通話以外の通信は、これを通話とみなして取り扱いま

す。 

 

（外国における取扱制限） 

第５条 電話サービス等の取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者（外国の

法令に基づいて、その外国において電気通信サービスを提供している者をいいます。以下

同じとします｡)が定める契約約款等により制限されることがあります。 
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第２章 電話サービス等の種類等 

 

（電話サービス等の種類） 

第６条 電話サービス等には、次の種類があります。 

(１) 電話サービス 

一般電

話サー

ビス 

第１種一般電

話サービス 

特定の契約者回線を使用して行う電話サービスであって、あら

かじめ、当社への契約の申込みを要するもの 

第２種一般電

話サービス 

特定の契約者回線を使用して行う電話サービスであって、当社

への契約の申込みを要しないもの 

随時電話サービス 他社公衆電話の電話機等を使用して行う電話サービスであっ

て、あらかじめ、当社への契約の申込みを要しないもの 

付加機能限定電話サー

ビス 

特定のＦＴＴＨ接続回線等を使用して行う電話サービス（当社

が別に定める付加機能に限ります｡)であって、あらかじめ、当

社への契約の申込みを要するもの 

 

(２) 総合ディジタル通信サービス 

一般通

信サー

ビス 

第１種一般通

信サービス 

特定の契約者回線を使用して行う総合ディジタル通信サービス

であって、あらかじめ、当社への契約の申込みを要するもの 

第２種一般通

信サービス 

特定の契約者回線を使用して行う総合ディジタルサービスであ

って、当社への契約の申込みを要しないもの 

随時通信サービス 他社公衆電話の電話機等を使用して行う総合ディジタル通信サ

ービスであって、あらかじめ、当社への契約の申込みを要しな

いもの 

 

（電話サービス等の区別等） 

第７条 電話サービス等には、料金表通則に定める区別があります。 
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第３章 電話サービス等の提供区間等 

 

（電話サービス等の提供区間等） 

第８条 当社の電話サービス等は、別記１に定める提供区間において提供します。 
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第４章 電話等契約 

 

第１節 一般電話等契約 

 

第１款 第１種一般電話等契約 

 

（契約の単位） 

第９条 当社は、１の第１種一般電話等契約の申込みごとに１の第１種一般電話等契約を締

結します。この場合において、第１種一般電話等契約者は、１の第１種一般電話等契約に

つき１人に限ります。 

 

（第１種一般電話等契約申込の方法） 

第 10 条 第１種一般電話等契約の申込みをするときは、この約款を承諾のうえ、申し込んで

いただきます。 

 

（第１種一般電話等契約申込の承諾） 

第 11 条 当社は、第１種一般電話等契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って

承諾します。 

２ 当社は、前項の規定に関わらず、次の場合には、その第１種一般電話等契約の申込みを

承諾しないことがあります。 

(１) 申込に係る契約者回線について、協定事業者がその契約者回線に係る加入電話等契

約（別表１又は別表２に規定する契約とします。以下同じとします｡)に係る電話番号又

は契約者回線番号（以下「電話番号等」といいます｡)を相互接続点へ送出しないとき。 

(２) 第１種一般電話等契約の申込みをした者が電話サービス等に係る料金又は工事に関

する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

(３) その契約者回線と当社の電話等網との相互接続に関し、その契約者回線に係る協定

事業者の承諾が得られないとき、その他その申込内容が相互接続協定に基づく条件に適

合しないとき。 

(４) その他電話サービス等に関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 

 

第 12 条 削除 

 

（利用する契約者回線の変更） 

第 13 条 第１種一般電話等契約者は、利用する契約者回線の変更の請求をすることができま

す。 

２ 当社は、前項の請求があったときは、第 11 条（第１種一般電話等契約申込の承諾）の規

定に準じて取り扱います。 

 

（第１種一般電話サービス等の利用の一時中断） 

第 14 条 当社は、第１種一般電話等契約者から請求があったときは、第１種一般電話サービ

ス等の利用の一時中断（当該第１種一般電話等契約に基づいて利用する第１種一般電話サ

ービス等に係る設備等を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをい

います。以下同じとします｡)を行います。 
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２ 第１種一般電話サービス等の利用中断期間（当該第１種一般電話等契約に基づいて利用

する第１種一般電話サービス等を利用できないようにした日から利用できるようにした日

の前日までの間をいいます。以下同じとします｡)は、１年を限度とします。 

３ 第１種一般電話サービス等の利用中断期間が１年を経過した後、第１種一般電話等契約

者が新たに第１種一般電話サービス等の利用の一時中断若しくは再利用又は第１種一般電

話サービス等の区別の変更の請求を行わない場合において、その１年を経過した日から起

算してさらに１年を経過したときは、その第１種一般電話等契約は解除されたものとしま

す。 

 

（利用限度額） 

第 14 条の２ 当社は、第１種一般電話契約者が当社に支払うべき電話サービス等の料金の累

積額（既に当社に支払われた金額を除きます。また、通話等料金を料金月単位に累積し、

その月間累積通話等料金の額に対して定まる割引率を乗じて得た額を割り引く取扱いを行

っている場合は、その割り引く取扱い前の金額とします｡)について、次のいずれかに該当

する場合は、限度額（以下本条において「利用限度額」といいます｡)を定めることがあり

ます。 

(１) 過去の利用実績に照らし、著しく利用が増加し又は増加することが予想される者 

(２) 電話サービス等の料金等の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある者 

２ 前項の規定に基づいて利用限度額を設定した場合、当社は契約者にその利用限度額を通

知します。この場合、契約者の住所等への郵送等の通知をもって、その通知を行ったもの

とみなします。 

３ 利用限度額は、当社が別に定める額とします。 

４ 当社は、第１項に定める電話サービス等の料金の累積額が利用限度額を超えたときは、

第１種一般電話契約者に電話サービス等の提供を行わないことがあります。 

５ 第１種一般電話契約者は、第１項の規定により利用限度額を設定された場合であっても、

利用限度額を超える部分の料金等の支払いについて、第 88 条（通話等料金の支払義務）第

１項の規定の適用を免れるものではありません。 

６ 第１項に定める事由に該当する場合であって、当社が必要と認めたときは電話等契約者

本人であることを証明する書類を提示していただきます。 

 

 (注) 本条第 3 項に規定する当社が別に定める利用限度額は、税抜額 50,000 円(税込額

55,000 円)とします。 

 

（第１種一般電話等契約に基づく権利の譲渡の禁止） 

第 15 条 第１種一般電話等契約者が第１種一般電話等契約に基づいて第１種一般電話サービ

ス等の提供を受ける権利は、譲渡することができません。 

 

（第１種一般電話等契約者が行う第１種一般電話等契約の解除） 

第 16 条 第１種一般電話等契約者は、第１種一般電話等契約を解除しようとするときは、

あらかじめ、そのことを通知していただきます。 

２ 当社は、第１種一般電話等契約に係る契約者回線について、第 105 条（電話等契約者か

らの通知）に規定する異動があったことを当社が知った場合は、第１種一般電話等契約者

からその第１種一般電話等契約を解除する通知があったものとして取り扱います。 
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（破産等による第１種一般電話等契約の解除） 

第 17 条 当社は、第１種一般電話等契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の、

破産法（平成 16 年法律第 75 号）、民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）又は会社更生法

（平成 14 年法律第 154 号）の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知っ

たときは、直ちにその第１種一般電話等契約を解除することがあります。 

 

（当社が行う第１種一般電話等契約の解除） 

第 18 条 当社は、次の場合は、その第１種一般電話等契約を解除することがあります。 

(１) 第 69 条（電話サービス等の利用停止）第１項各号の規定により電話サービス等の利

用停止をされた第１種一般電話等契約者がなおその事実を解消しないとき。 

(２) 削除 

２ 当社は、第１種一般電話等契約者が第 69 条第１項各号の規定のいずれかに該当する場合

に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項第

１号の規定に関わらず、電話サービス等の利用停止をしないでその第１種一般電話等契約

を解除することがあります。 

３ 当社は、前２項の規定により、その第１種一般電話等契約を解除しようとするときは、

あらかじめ、そのことを第１種一般電話等契約者に通知します。 

 

（第１種一般電話等契約の終了） 

第 18 条の２ 当社は、第１種一般電話等契約に係る契約者回線について、 終利用日から連

続する 12 料金月（料金表通則に規定する料金月をいいます。以下この条において同じとし

ます｡)の各料金月のいずれにおいても、当該第１種一般電話等契約に基づく通話等が行わ

れなかったとき、その第１種一般電話等契約は終了したものとして取り扱います。 

 

（その他の提供条件） 

第 19 条 第１種一般電話等契約に関するその他の提供条件については、別記３及び４に定め

るところによります。 

 

第２款 特定第１種一般電話契約 

 

（特定第１種一般電話契約申込の承諾） 

第 20 条 当社は、特定第１種一般電話契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従っ

て承諾します。 

２ 当社は、前項の規定に関わらず、次の場合には、その特定第１種一般電話契約の申込み

を承諾しないことがあります。 

(１) 特定第１種一般電話契約の申込みをした者とその申込みに係る契約者回線に係る移

動体電話契約者（移動体電話契約を締結している者をいいます｡)が異なるとき。 

(２) 申込みに係る契約者回線について、協定事業者がその契約者回線に係る移動体電話

契約に係る電話番号等を相互接続点へ送出しないとき。 

(３) 特定第１種一般電話契約の申込みをした者が電話サービスに係る料金又は工事に関

する費用の支払いを当社が別に定める方法により行わないとき。 

(４) 特定第１種一般電話契約の申込みをした者が電話サービスに係る料金又は工事に関
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する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

(５) その契約者回線と当社の電話等網との相互接続に関し、その契約者回線に係る協定

事業者の承諾が得られないとき、その他その申込内容が相互接続協定に基づく条件に適

合しないとき。 

(６) その他電話サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 

 

（保証金） 

第 21 条 当社は、次の場合には、その特定第１種一般電話契約に係る電話サービスの提供の

条件として、保証金の預託を請求することがあります。 

(１) 新規に特定第１種一般電話契約を締結したとき、又は利用の一時中断の取扱いを行

っていた契約者回線について、利用を再開したとき。 

(２) 過去の利用実績に照らし著しく利用が増加し、又は増加することが予想されるとき。 

(３) 電話サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれが

あるとき。 

(４) 電話サービスに係る料金又は工事に関する費用の支払方法を変更するとき（当社が

別に定める支払方法に変更する場合を除きます｡)。 

２ 保証金の額については、当社が別に定める金額の中から、特定第１種一般電話契約者に、

月間の予想料金の額に応じて、選択していただきます。 

３ 保証金については、無利息とします。 

４ 当社は、特定第１種一般電話契約者がこの約款の規定に基づき当社に支払うべき金額を

支払期日までに支払わず、又は支払わないおそれがあるときは、保証金をその支払うべき

金額に充当することがあります。 

 

(注) 本条第２項に規定する当社が別に定める金額は、１万円、３万円、５万円又は 10 万

円以上（10 万円を超える場合は 10 万円単位とします｡)とします。 

 

（保証金の返還） 

第 22 条 当社は、次の場合が生じたときは、保証金をその預託者に返還します。 

(１) 保証金の預託日から起算して２年を経過したとき。 

(２) 特定第１種一般電話契約者が電話サービスに係る料金又は工事に関する費用の支払

方法を当社が別に定める支払方法に変更するとき。 

(３) 特定第１種一般電話契約について、利用の一時中断の取扱いが行われ、又は契約の

解除があったとき。 

２ 前項の規定により保証金を返還する際に、預託者がこの約款に基づき当社に支払うべき

金額があるときは、支払期日以前であっても、保証金をその支払うべき金額に充当するこ

とがあります。 

 

（利用限度額） 

第 23 条 当社は、特定第１種一般電話契約者が当社に支払うべき電話サービスの料金の累積

額（既に当社に支払われた金額を除きます｡)について、限度額（以下本条において「利用

限度額」といいます｡)を定めることがあります。この場合において、当社は、特定第１種

一般電話契約者にその旨を通知します。 

２ 利用限度額は、特定第１種一般電話契約者から申出のあった月間の予想料金に当社が定
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める一定率を乗じて得た額以上の額とします。 

３ 当社は、第１項に定める電話サービスの料金の累積額が利用限度額を超えたときは、特

定第１種一般電話契約者に電話サービスの提供を行わないことがあります。 

４ 特定第１種一般電話契約者は、第１項の規定により利用限度額を設定された場合であっ

ても、利用限度額を超える部分の料金等の支払いについて、第 88 条（通話等料金の支払義

務）第１項の規定の適用を免れるものではありません。 

 

（移動体電話契約の解除等による特定第１種一般電話契約の解除） 

第 24 条 当社は、特定第１種一般電話契約に係る契約者回線について、移動体電話契約の解

除があった場合は、その特定第１種一般電話契約は解除されたものとして取り扱います。

また、特定第１種一般電話契約者が、別に定める契約約款等（契約約款又は料金表（電気

通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件についての別段の合意がある場合はその

合意を含みます｡)をいいます。以下同じとします｡)の定めるところにより、その電気通信

サービスの利用権を譲渡し、その譲渡が承認された場合についても同様とします。 

２ 特定第１種一般電話契約者は、前項により特定第１種一般電話契約が解除される場合に

は、あらかじめ、書面によりその旨を契約事務を行う電話サービス等取扱所に通知してい

ただきます。 

３ 当社は、第１項の規定により特定第１種一般電話契約が解除されたにも関わらず、前項

に規定する通知がなされない場合には、その契約者回線により利用された通話の通話等料

金（料金表第２（通話等料金）に定める料金をいいます。以下同じとします｡)に相当する

額をその特定第１種一般電話契約を解除された者に支払っていただくことがあります。 

 

（破産等による特定第１種一般電話契約の解除） 

第 25 条 当社は、特定第１種一般電話契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法

の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその特定

第１種一般電話契約を解除することがあります。 

 

（当社が行う特定第１種一般電話契約の解除） 

第 26 条 当社は、第 69 条（電話サービス等の利用停止）第１項各号の規定により電話サー

ビスの利用停止をされた特定第１種一般電話契約者がなおその事実を解消しないときは、

その特定第１種一般電話契約を解除することがあります。 

２ 当社は、特定第１種一般電話契約者が第 69 条第１項各号の規定のいずれかに該当する場

合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項

の規定に関わらず、電話サービスの利用停止をしないでその特定第１種一般電話契約を解

除することがあります。 

３ 当社は、前２項の規定により、その特定第１種一般電話契約を解除しようとするときは、

そのことを特定第１種一般電話契約者に通知します。 

 

（特定第１種一般電話等契約の終了） 

第 26 条の２ 当社は、特定第１種一般電話契約に係る契約者回線について、 終利用日から

連続する 12 料金月（料金表通則に規定する料金月をいいます。以下この条において同じと

します｡)の各料金月のいずれにおいても、当該特定第１種一般電話契約に基づく通話等が

行われなかったとき、その特定第１種一般電話契約は終了したものとして取扱う場合があ
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ります。 

２ 前項に規定する場合のほか、当社は、特定第１種一般電話契約に係る契約者回線（当社

が別に定める条件に適合するものを除きます｡)について、当社が別に定める期間に、５Ｇ

約款又はＬＴＥ約款に定めるａｕ国際通話定額の適用の申込みがあったことを確認したと

きは、特定第１種一般電話契約は終了したものとして取扱います。 

 

（その他の提供条件） 

第 27 条 契約の単位、特定第１種一般電話契約申込、利用する契約者回線の変更、第１種一

般電話サービスの利用の一時中断、特定第１種一般電話契約に基づく権利の譲渡の禁止及

び特定第１種一般電話契約者が行う特定第１種一般電話契約の解除については、第１種一

般電話等契約の場合に準じて取り扱います。 

ただし、第 33 条の７（その他の提供条件）第２項に該当する場合は、この限りでありま

せん。 

２ 削除 

３ 第１に規定するほか、特定第１種一般電話契約に関するその他の提供条件については、

別記３及び４に定めるとことによります。 

 

 

第３款 第２種一般電話等契約 

 

（第２種一般電話等契約の締結） 

第 28 条 加入電話等契約を締結したとき、又は電話加入権等（加入電話等契約者が加入電話

等契約に基づいて協定事業者が提供する電気通信サービスの提供を受ける権利をいいます。

以下同じとします｡)の譲渡を受けたときは、その加入電話等契約者（その加入電話等契約

を締結している者をいいます。以下同じとします｡)は、当社と第２種一般電話等契約を締

結したこととなります。 

  ただし、その加入電話等契約の申込みが承諾された際、又はその電話加入権等の譲渡が

承認された際に、当社に対して第２種一般電話等契約を締結しない旨の意思表示があった

ときは、この限りでありません。 

２ 加入電話等契約の譲渡があった料金月に行われた通話等（当社が別に定めるものに限り

ます｡)は、全て譲渡後の第２種一般電話等契約者が行ったものとみなして取り扱います。 

３ 第１項において、加入電話等契約者が当社と第１種一般電話等契約を締結している場合

は、その第１種一般電話等契約に係る事業者識別番号と同一の事業者識別番号に係る第２

種一般電話等契約については、締結したこととはなりません。 

４ 第１項ただし書又は第５項ただし書の規定その他の規定により、現に当社と第２種一般

電話等契約を締結していない者（当社とその第２種一般電話等契約に係る事業者識別番号

と同一の事業者識別番号に係る第１種一般電話等契約を締結している者を除きます｡)が第

２種一般電話サービス等を利用しようとするときは、あらかじめ書面によりその旨を申し

出て、当社と第２種一般電話等契約を締結していただきます。 

  ただし、次の場合には、当社は第２種一般電話等契約を締結しないことがあります。 

(１) 第２種一般電話サービス等を利用しようとする者とその申出に係る契約者回線に係

る加入電話等契約者が異なるとき。 

(２) 第２種一般電話サービス等を利用しようとする者が電話サービス等に係る料金又は
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工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

(３) 第２種一般電話サービス等を利用しようとする者が第 69 条（電話サービス等の利用

停止）第１項各号の規定により電話サービス等の利用停止をされている場合において、

なおその事実を解消しないとき。 

５ 前４項に規定するほか、第 16 条（第１種一般電話等契約者が行う第１種一般電話等契約

の解除）その他の規定により、その第１種一般電話等契約を解除した又は解除されたとき

は、その第１種一般電話等契約に係る契約者回線に係る加入電話等契約者は、その第１種

一般電話等契約に係る事業者識別番号と同一の事業者識別番号に係る第２種一般電話等契

約を当社と締結したこととなります。 

  ただし、その解除があった際に、当社に対して第２種一般電話等契約を締結しない旨の

意思表示があったときは、この限りでありません。 

 

第 29 条 削除 

 

（利用限度額） 

第 29 条の２ 当社は、第２種一般電話契約者が当社に支払うべき電話サービス等の料金の累

積額(既に当社に支払われた金額を除きます。また、通話等料金を料金月単位に累積し、そ

の月間累積通話等料金の額に対して定まる割引率を乗じて得た額を割り引く取扱いを行っ

ている場合は、その割り引く取扱い前の金額とします｡)について、次のいずれかに該当す

る場合は、限度額（以下本条において「利用限度額」といいます｡)を定めることがありま

す。 

(１) 過去の利用実績に照らし、著しく利用が増加し又は増加することが予想される者 

(２) 電話サービス等の料金等の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある者 

２ 前項の規定に基づいて利用限度額を設定した場合、当社は契約者にその利用限度額を通

知します。この場合、第 107 条（協定事業者からの通知）の規定により協定事業者から通

知を受けた住所等への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。 

３ 利用限度額は、当社が別に定める額とします。 

４ 当社は、第１項に定める電話サービス等の料金の累積額が利用限度額を超えたときは、

第２種一般電話契約者に電話サービス等の提供を行わないことがあります。 

５ 第２種一般電話契約者は、第１項の規定により利用限度額を設定された場合であっても、

利用限度額を超える部分の料金等の支払いについて、第 88 条（通話等料金の支払義務）第

１項の規定の適用を免れるものではありません。 

６ 第１項に定める事由に該当する場合であって、当社が必要と認めたときは電話等契約者

本人であることを証明する書類を提示していただきます。 

 

 (注) 本条第３項に規定する当社が別に定める利用限度額は、税抜額 50,000 円(税込額

55,000 円)とします。 

 

（加入電話等契約の解除等による第２種一般電話等契約の解除） 

第 30 条 当社は、第２種一般電話等契約に係る契約者回線について、加入電話等契約の解除

があった場合は、その第２種一般電話等契約は解除されたものとして取り扱います。第２

種一般電話等契約者が、別表１又は別表２に規定する契約約款等の定めるところにより、

電話加入権等を譲渡し、その電話加入権等の譲渡が承認された場合についても同様としま
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す。 

２ 当社は、第２種一般電話等契約者が、その第２種一般電話等契約者に係る事業者識別番

号と同一の事業者識別番号に係る第１種一般電話等契約を当社と締結した場合は、その契

約の締結があったときに、その第２種一般電話等契約者に係るその第２種一般電話等契約

は解除されたものとして取り扱います。 

 

（破産等による第２種一般電話等契約の解除） 

第 31 条 当社は、第２種一般電話等契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の

適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその第２種

一般電話等契約を解除することがあります。 

 

（当社が行う第２種一般電話等契約の解除） 

第 32 条 当社は、第 69 条（電話サービス等の利用停止）第１項各号の規定により電話サー

ビス等の利用停止をされた第２種一般電話等契約者がなおその事実を解消しないときは、

その第２種一般電話等契約を解除することがあります。 

２ 当社は、第２種一般電話等契約者が第 69 条第１項各号の規定のいずれかに該当する場合

に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の

規定に関わらず、電話サービス等の利用停止をしないでその第２種一般電話等契約を解除

することがあります。 

３ 当社は、前２項の規定により、その第２種一般電話等契約を解除しようとするときは、

そのことを第２種一般電話等契約者に通知します。 

 

（その他の提供条件） 

第 33 条 契約の単位、第２種一般電話サービス等の利用の一時中断、第２種一般電話等契約

に基づく権利の譲渡の禁止及び第２種一般電話等契約者が行う第２種一般電話等契約の解

除については、第１種一般電話等契約の場合に準じて取り扱います。 

２ 前項に規定するほか、第２種一般電話等契約に関するその他の提供条件については、別

記３及び４に定めるところによります。 

 

第４款 特定第２種一般電話契約 

 

（特定第２種一般電話契約の締結） 

第 33 条の２ 特定携帯電話契約を締結したときは、その特定携帯電話契約者（その特定携帯

電話契約を締結している者をいいます。以下同じとします｡)は、当社と特定第２種一般電

話契約を締結したこととなります。 

  ただし、その特定携帯電話契約の申込みが承諾された際に、当社に対して特定第２種一

般電話契約を締結しない旨の意思表示があったときは、この限りでありません。 

２ 第１項ただし書又は第 33 条の４（特定携帯電話契約の解除等による特定第２種一般電話

契約の解除）第２項ただし書の規定その他の規定により、現に当社と特定第２種一般電話

契約を締結していない特定携帯電話契約者が第２種一般電話サービス等を利用しようとす

るときは、あらかじめ書面によりその旨を申し出て、当社と特定第２種一般電話契約を締

結していただきます。 

  ただし、次の場合には、当社は特定第２種一般電話契約を締結しないことがあります。 
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(１) 第２種一般電話サービス等を利用しようとする者とその申出に係る契約者回線に係

る特定携帯電話契約者が異なるとき。 

(２) 第２種一般電話サービス等を利用しようとする者が電話サービス等に係る料金又は

工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

(３) 第２種一般電話サービス等を利用しようとする者が第 69 条（電話サービス等の利用

停止）第１項各号の規定により電話サービス等の利用停止をされている場合において、

なおその事実を解消しないとき。 

 

（利用限度額） 

第 33 条の３ 当社は、特定第２種一般電話契約者（特定携帯電話契約者であって、ｐｏｖｏ

2.0 契約及びＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約（ＵＱｍⅠ約款に定める第１種デュアルサービスの

ものに限ります｡)の契約者を除きます。以下本条において同じとします｡)が当社に支払う

べき電話サービスの料金の月間累積通話等料金（料金表第２（通話等料金）第１（適用）

(16)に定める特定携帯国際自動通話定額に係る定額通話等料金を除きます｡)の額（既に支

払われた金額を除きます｡)及びａｕ約款、ｐｏｖｏ1.0 約款又はＵＱｍ約款に定めるａｕ

国際通話又は国際通話に関する料金（ａｕ約款に定めるａｕ国際通話定額に係る定額料及

び定額通話料を除きます｡)の月間累計額を合算した額（以下この条において「国際通話月

間累計額」といいます｡)について、別に定める利用限度額を設定します。 

２ 当社は、前項に定める国際通話月間累計額が利用限度額を超えたことを確認したときは、

その確認をした日を含む料金月の末日までの間、特定第２種一般電話契約に係る契約者回

線について電話サービスの提供を行いません。 

３ 特定第２種一般電話契約者は、第１項の規定により設定された利用限度額を超える部分

の料金等の支払いについて、第 88 条（通話等料金の支払義務）第１項の規定の適用を免れ

るものではありません。 

４ 当社は、特定第２種一般電話契約者からの申出があった場合であって、当社が別に定め

る基準に適合するときは、その申出があった料金月において、第１項の利用限度額の解除

又は利用限度額の変更を行うことがあります。 

５ 前項に規定する場合において、特定第２種一般電話契約者は、当社が、特定第２種一般

電話契約に係る料金の支払状況に関する情報について、必要があるときは、特定事業者か

ら必要な特定第２種一般電話契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただ

きます。 

 

(注) 本条第１項に規定する当社が別に定める利用限度額は、３万円とします。 

 

（特定携帯電話契約の解除等による特定第２種一般電話契約の解除） 

第 33 条の４ 当社は、特定第２種一般電話契約に係る契約者回線について、特定携帯電話契

約の解除があった場合は、その特定第２種一般電話契約は解除されたものとして取り扱い

ます。特定第２種一般電話契約者（特定携帯電話契約者に限ります｡)が、別に定める契約

約款等の定めるところにより、その電気通信サービスの利用権を譲渡し、その譲渡が承認

された場合についても同様とします。 

２ 前項の場合において、電話利用権を譲り受けた者は、協定事業者がその電話利用権の譲

渡を承認したときに、当社と特定第２種一般電話契約を締結したこととなります。 

  ただし、その電話利用権を譲り受けることを承認された際に、当社に対して特定第２種
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一般電話契約を締結しない旨の意思表示があった場合は、この限りでありません。 

 

（破産等による特定第２種一般電話契約の解除） 

第 33 条の５ 当社は、特定第２種一般電話契約者について、破産法、民事再生法又は会社更

生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその

特定第２種一般電話契約を解除することがあります。 

 

（当社が行う特定第２種一般電話契約の解除） 

第 33 条の６ 当社は、第 69 条（電話サービス等の利用停止）第１項各号の規定により電話

サービス等の利用停止をされた特定第２種一般電話契約者がなおその事実を解消しないと

きは、その特定第２種一般電話契約を解除することがあります。 

２ 当社は、特定第２種一般電話契約者が第 69 条第１項各号の規定のいずれかに該当する場

合にその事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の

規定に関わらず、電話サービス等の利用停止をしないでその特定第２種一般電話契約を解

除することがあります。 

３ 当社は、前２項の規定により、その特定第２種一般電話契約を解除しようとするときは、

そのことを特定第２種一般電話契約者に通知します。 

 

（その他の提供条件） 

第 33 条の７ 契約の単位、第２種一般電話サービスの利用の一時中断、特定第２種一般電話

契約に基づく権利の譲渡の禁止及び特定第２種一般電話契約者が行う特定第２種一般電話

契約の解除については、第１種一般電話等契約の場合に準じて取り扱います。 

２ 削除 

３ 特定第２種一般電話契約者は、ａｕ約款、ｐｏｖｏ約款又はＵＱｍ約款に基づき当社又

は沖縄セルラー電話株式会社が提供する携帯電話サービスを利用することができないとき

は、特定携帯国際自動通話を行うことはできません。 

４ 前３項に規定するほか、特定第２種一般電話契約に関するその他の提供条件については、

別記３及び４に定めるところによります。 

 

 

第２節 削除 

 

第 34 条～第 58 条 削除 

 

 

第３節 削除 

 

第 59 条～第 63 条 削除 

 

 

第４節 付加機能限定電話契約 

 

（付加機能限定電話契約申込） 
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第 63 条の２ 付加機能限定電話契約を申し込むことができる者は、ＦＴＴＨ接続回線等に係

る電気通信サービス又は当社が別に定める協定事業者の電気通信サービスに係る契約を締

結している者（以下「ＦＴＴＨ等契約者」といいます｡)に限ります。 

２ 付加機能限定電話契約の申込みをするときは、この約款を承諾のうえ、申し込んでいた

だきます。 

 

（付加機能限定電話契約申込の承諾） 

第 63 条の３ 当社は、付加機能限定電話契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従

って承諾します。 

２ 当社は、前項の規定に関わらず、次の場合には、その付加機能限定電話契約の申込みを

承諾しないことがあります。 

(１) 申込みに係るＦＴＴＨ接続回線等について、協定事業者がそのＦＴＴＨ接続回線等

に係る電気通信番号を相互接続点へ送出しないとき。 

(２) 付加機能限定電話契約の申込みをした者が電話サービス等に係る料金又は工事に関

する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

(３) そのＦＴＴＨ接続回線等と当社の電話等網との相互接続に関し、そのＦＴＴＨ接続

回線等に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他その申込内容が相互接続協定

に基づく条件に適合しないとき。 

(４) 第 102 条（利用に係る電話等契約者の義務）の規定に違反するおそれがあるとき。 

(５) その他電話サービス等に関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 

 

（破産等による付加機能限定電話契約の解除） 

第 63 条の４ 当社は、付加機能限定電話契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生

法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその付

加機能限定電話契約を解除することがあります。 

 

（当社が行う付加機能限定電話契約の解除） 

第 63 条の５ 当社は、第 69 条（電話サービス等の利用停止）第１項各号の規定により電話

サービス等の利用停止をされた付加機能限定電話契約者がなおその事実を解消しないとき

は、その付加機能限定電話契約を解除することがあります。 

２ 当社は、付加機能限定電話契約者が第 69 条第１項各号の規定のいずれかに該当する場合

に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の

規定に関わらず、付加機能限定電話サービスの利用停止をしないでその付加機能限定電話

契約を解除することがあります。 

３ 当社は、付加機能限定電話契約者がＦＴＴＨ等契約者でなくなった場合には、その付加

機能限定電話契約を解除します。 

４ 当社は、第１項又は第２項の規定により、その付加機能限定電話契約を解除しようとす

るときは、あらかじめ、そのことを付加機能限定電話契約者に通知します。 

 

 （その他の提供条件） 

第 63 条の６ 契約の単位、付加機能限定電話サービスの利用の一時中断、付加機能限定電話

契約に基づく権利の譲渡の禁止及び付加機能限定電話契約者が行う付加機能限定電話契約

の解除については、一般電話等契約の場合に準じて取り扱います。 
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２ 前項に規定するほか、付加機能限定電話契約に関するその他の提供条件については、別

に定めるところによります。 

 

第５節 削除 

 

第 63 条の７～第 63 条の 14 削除 
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第５章 付加機能 

 

（付加機能の提供） 

第 64 条 当社は、電話等契約者から請求があったときは、次の場合を除いて、料金表第３

（付加機能使用料）に規定するところにより、付加機能を提供します。 

(１) 付加機能の提供を請求した電話等契約者が、料金表第３（付加機能使用料）に定め

る付加機能使用料の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

(２) 付加機能の提供が技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当

社の業務の遂行上支障があるとき。 

２ 当社は、料金表第３（付加機能使用料）に特段の定めがあるときは、その付加機能の利

用の停止又は廃止を行うことがあります。 

 

(注) 当社は、臨時付加機能（電話等契約者が 30 日以内の利用期間を指定して提供を受け

る付加機能をいいます。以下同じとします｡)は提供しません。 

 

（付加機能における電気通信番号） 

第 64 条の２ 付加機能に係る電気通信番号は、電気通信番号に余裕がある場合に限り、料金

表第３（付加機能使用料）２（料金額）(4)（フリーコールサービスに係るもの）ア（フリ

ーコールサービスⅠ）及びイ（フリーコールサービスⅡ）の１のメンバーズコードごとに

電気通信番号規則（令和元年総務省令第４号。以下「番号規則」といいます｡)別表第２号

又は第 10 号に規定する電気通信番号を当社が定めます。 

ただし、料金表に特段の定めがある場合は、この限りでありません。 

２ 削除 

３ 当社は、当社の電話サービスの提供上必要があるときは、電気通信番号を変更すること

があります。 

４ 当社は、前項の規定により電気通信番号を変更する場合には、あらかじめ、そのことを

電話等契約者にお知らせします。 

 

（付加機能の利用の一時中断） 

第 65 条 当社は、電話等契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断

（その付加機能に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすること

をいいます。以下同じとします｡)を行います。 

 

 （付加機能の接続休止） 

第 66 条 当社は、付加機能を提供している電話サービス等の接続休止（第 70 条（電話サー

ビス等の接続休止）第１項の接続休止をいいます｡)があったときは、その付加機能の接続

休止を行います。 

２ 当社は、前項の規定により付加機能の接続休止をするときは、第 70 条第２項の規定に準

じて取り扱います。 

 

（付加機能の廃止等） 

第 67 条 電話等契約者は、付加機能を廃止しようとするときは、あらかじめ、そのことを契

約事務を行う電話サービス等取扱所に通知していただきます。 
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２ 当社は、電話等契約者がその電話等契約を解除し、又は解除されたとき、あるいは、そ

の契約者回線の移転に伴い、その電話番号等が変更になったとき、電話等契約者から当該

電話等契約に係る付加機能を廃止する通知があったものとして取り扱います。 

３ 前項の規定に関わらず、第 24 条（移動体電話契約の解除等による特定第１種一般電話契

約の解除）又は第 30 条（加入電話等契約の解除等による第２種一般電話等契約の解除）の

規定により電話等契約が解除されることによって付加機能が廃止されることとなる場合に

は、あらかじめ、そのことを契約事務を行う電話サービス等取扱所に通知していただきま

す。 

４ 当社は付加機能が廃止されたにも関わらず、前項に規定する通知がなされないときは、

付加機能の廃止がないものとみなして付加機能に係る通話等を取り扱うことがあります。

この場合において、その通話等料金の支払義務については、付加機能の規定によるものと

します。 

５ 終利用日から連続する 12 料金月（料金表通則に規定する料金月をいいます。以下この

条において同じとします｡)の各料金月のいずれにおいても、電話等契約に基づく通話等が

行われなかったとき、当社は、その付加機能の提供を終了します。 
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第６章 利用中止等 

 

（電話サービス等の利用中止） 

第 68 条 当社は、次の場合には、電話サービス等の一部又は全部の利用を中止することがあ

ります。 

(１) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。 

(２) 特定の契約者回線から、多数の不完了呼（相手先の応答前に発信を取り止めること

をいいます。以下同じとします｡)を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、又

はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。 

(３) 第 72 条（通話等利用の制限）の規定により、通話等利用を中止するとき。 

(４) 相互接続協定に基づき、相互接続点の所在場所を変更するとき。 

２ 前項に規定する場合のほか、第 14 条の２（利用限度額）（同条に準じる第 63 条（その

他の提供条件）第１項において同じとします｡)第６項又は第 29 条の２（利用限度額）第６

項に基づき、当社は、電話等契約者本人であることを確認できるまでその電話等契約に係

る契約者回線に係る電話サービス等の利用を中止することがあります。 

３ 当社は、前２項の規定により電話サービス等の利用を中止するときは、あらかじめ、そ

のことを電話等契約者にお知らせ（個別の通知又は当社所定のＷＥＢサイトに掲示する等

の方法により行います｡)します。 

  ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。 

４ 当社は、第２項により電話サービス等の利用中止をした場合、電話等契約者本人である

ことを確認したときは、その電話等契約に係る契約者回線に係る電話サービス等の利用中

止を解除します。その場合、あらかじめ、解除をする日を電話等契約者に通知します。 

  ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでありません。 

 

（電話サービス等の利用停止） 

第 69 条 当社は、電話等契約者が次のいずれかに該当する場合は、６か月以内で当社が定め

る期間（その電話サービス等に係る料金その他の債務（この約款の規定により、支払いを

要することとなった電話サービス等に係る料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以

外の債務（当社の契約約款及び料金表の規定により支払いを要することとなった電気通信

サービスに係る料金（当社が電話サービス等に係る料金と料金月単位で一括して請求する

ものに限ります｡)を含みます｡)をいいます。以下この条において同じとします｡)を第 10 章

（料金等）第２節（料金等の支払義務）各条の規定に基づきその請求を行った当社又は特

定事業者に支払わないときは、その料金その他の債務がその請求を行った当社又は特定事

業者に支払われるまでの間）、その電話等契約者に係る電話サービス等の利用を停止する

ことがあります。 

(１) 料金その他の債務について、当社が請求したものについては当社が定める支払期日

を経過してもなお支払わないとき、又は特定事業者が請求したものについてはその特定

事業者が定める支払期日を経過してもなお支払いがない旨の通知を特定事業者から受け

たとき。 

(２) 第 102 条（利用に係る電話等契約者の義務）又は第 103 条（利用上の制限）の規定

に違反したとき。 

(３) 削除 

(４) 削除 
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(５) 電話サービス等契約者が、契約の申込みその他の場合において、その契約者の氏名、

名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先等に関し事実に反する申出を行い、当社の

業務の遂行に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。 

(６) 削除 

(７) 前各号のほか、電話サービス等に関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備

に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。 

２ 当社は、前項の規定により電話サービス等の利用停止をするときは、あらかじめ、その

理由、利用停止をする日及び期間を電話等契約者に通知します。 

  ただし、前項第２号により、電話サービス等の利用停止を行うとき（第 102 条（利用に

係る電話等契約者の義務）第１項第３号の規定の違反により、電話サービス等の利用停止

を行うときに限ります｡)であって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。 

 

（電話サービス等の接続休止） 

第 70 条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又

は協定事業者における電気通信事業の休止により、電話等契約者が他社接続通話等を全く

利用することができなくなったときは、電話サービス等の接続休止（当社の電話サービス

等を利用して行う通話等と他社接続通話等との接続を休止することをいいます。以下同じ

とします｡)とします。 

  ただし、その電話サービス等について、電話等契約者から電話サービス等の利用の一時

中断又は電話等契約の解除の通知があったときは、この限りでありません。 

２ 前項に規定する接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して１年間とし、そ

の接続休止の期間を経過した日において、その電話サービス等に係る電話等契約は、解除

されたものとして取り扱います。この場合には、当社は、そのことを電話等契約者に通知

します。 

 

(注) 当社は、電話サービス等の接続休止を行ったときは、関係の電話サービス等取扱所

に掲示する等の方法により、その旨を周知します。 
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第７章 通話等 

 

第１節 通話等の種類等 

 

（通話等の種類等） 

第 71 条 通話等の種類等は、料金表第２（通話等料金）に定めるところによります。 

２ 通話等の区別は、次のとおりとします。 

区別 内容 

自動通話等 請求者のダイヤル操作により、自動的に対話者に接続される通話（以下

「自動通話」といいます｡)及びこれに相当する総合ディジタル通信（以

下「自動通信」といいます｡) 

非自動通話等 当社電話交換局の交換取扱者又は外国の交換取扱者を介して、対話者側

に接続される通話（以下「非自動通話」といいます｡)及びこれに相当す

る総合ディジタル通信（以下「非自動通信」といいます｡) 

 

 

第２節 通話等利用の制限 

 

第１款 自動通話等 

 

（通話等利用の制限） 

第 72 条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合に

おいて、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給

の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする自動通話等及び公共の利益のため

緊急を要する事項を内容とする自動通話等を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設

置されている契約者回線又はＦＴＴＨ接続回線等であって、当社がそれらの機関との協議

により定めたもの以外のものによる自動通話等の利用を中止する措置（特定の地域への通

話等を中止する措置を含みます｡)を執ることがあります。 

機関名 

気象機関 

水防機関 

消防機関 

災害救助機関 

秩序の維持に直接関係がある機関 

防衛に直接関係がある機関 

海上の保安に直接関係がある機関 

輸送の確保に直接関係がある機関 

通信役務の提供に直接関係がある機関 

電力の供給に直接関係がある機関 

水道の供給に直接関係がある機関 

ガスの供給に直接関係がある機関 

選挙管理機関 

新聞社等の機関 

金融機関 



30 

 

その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関 

備考 上欄に定めるそれぞれの対象機関は、事業法施行規則第 56 条第１号の規定に基づ

き、総務大臣が指定する機関をいいます。以下同じとします。 

２ 当社は、国際通話等が第三者によって不正に使用されていると判断された場合は、国際

通話等の全部又は一部の利用を制限又は中止する措置を執ることがあります。 

 

（通話等時間等の制限） 

第 73 条 前条の規定による場合のほか、当社は、自動通話等が著しくふくそうするときは、

通話等時間又は特定の地域への自動通話等の利用を制限することがあります。 

 

第２款 非自動通話等 

 

（通話等の種別及び接続の順位） 

第 74 条 非自動通話等の種別及び接続の順位は、次のとおりとします。 

一般通話等 内容 接続の順位 

非常通話等 １ 海上、陸上、空中及び宇宙空間における人命の安全

に関する非自動通話等 

２ 世界保健機関の伝染病に関する特別に緊急な非自動

通話等 

３ 大事故、地震、暴風、台風、火事、洪水、難破その

他の災害又は人命救助業務に関係する非自動通話等 

１ 

緊急通話等 次に掲げる者が行う通話等並びに国際連合の特権及び免

除に関する条約（昭和 38 年条約第 12 号）第３条及び専

門機関の特権及び免除に関する条約（昭和 38 年条約第

13 号）第４条の規定に基づき、国際連合及び専門機関

が行う公用の通話等（以下「官用通話等」といいます｡)

であって、先順位を請求したもの 

(１) 国の元首 

(２) 政府の首長及び政府の一員である者 

(３) 陸軍、海軍及び空軍の司令長官 

(４) 外交官及び領事官 

(５) 国際連合の事務総長及び国際連合の主要機関の長 

(６) 国際司法裁判所 

２ 

一般通話等 非常通話等及び緊急通話等以外の非自動通話等 ３ 

 

（通話等時間の制限） 

第 75 条 当社は、非自動通話等が著しくふくそうするときは、一般通話等（官用通話等を除

きます｡)に限ってその通話等時間を制限することがあります。 

 

（通話等の切断） 

第 76 条 当社は、非常通話等の取扱上必要がある場合は、一般通話等及び緊急通話等を切断

することがあります。 

 

（非常事態が発生した場合等における利用の制限） 
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第 77 条 当社は、天災、事変、その他の非常事態の発生、又は電気通信回線設備の障害、そ

の他の事由により、非自動通話等が著しく遅延し又は遅延するおそれがあるときは、その

遅延の程度に応じ、下記の措置を執ることがあります。 

(１) 非常通話等及び緊急通話等のほかは、受け付けません。 

(２) 非常通話等のほかは、受け付けません。 

 

 

第３節 当社又は協定事業者の契約約款等による制約 

 

（当社又は協定事業者の契約約款等による制約） 

第 78 条 電話等契約者は、当社又は協定事業者の契約約款等の定めるところにより、契約者

回線又はＦＴＴＨ接続回線等を使用することができない場合においては、当該契約者回線

又はＦＴＴＨ接続回線等を使用して通話等を行うことはできません。 

 

 

第４節 通話等時間の測定等 

 

（通話等時間の測定等） 

第 79 条 通話等時間及び情報量の測定等については、料金表第２（通話等料金）に定めると

ころによります。 

 

 

第５節 削除 

 

第 80 条 削除 
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第８章 削除 

 

第 81 条 削除 

 

第 82 条 削除 

 

第 83 条 削除 

 

第 84 条 削除 

 

 

第９章 削除 

 

第 85 条 削除 
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第 10 章 料金等 

 

第１節 料金及び工事に関する費用 

 

（料金等） 

第 86 条 当社が提供する電話サービス等に係る料金は、料金表に定めるところによります。 

２ 当社が提供する電話サービス等に係る契約に係る費用は、契約料（料金表第５（契約料）

に定める契約料をいいます。以下同じとします｡)とし、料金表に定めるところによります。 

３ 当社が提供する電話サービス等に係る工事に関する費用は、工事費（料金表第６（工事

費）に定める工事費をいいます。以下同じとします｡)とし、料金表に定めるところにより

ます。 

 

 

第２節 料金等の支払義務 

 

（定額利用料の支払義務） 

第 87 条 電話等契約者は、その電話等契約に基づいて当社が提供する電話サービス等の態様

に応じて、料金表に定める期間において、定額利用料（料金表第３（付加機能使用料）に

定める料金のうち、定額料金であるものをいいます。以下同じとします｡)の支払いを要し

ます。 

２ 利用の一時中断等により電話サービス等を利用することができない状態が生じたときの

定額利用料の支払いは、次によります。 

(１) 利用の一時中断をしたときは、電話等契約者は、その期間中の定額利用料の支払い

を要します 

(２) 電話サービス等の利用停止があったときは、電話等契約者は、その期間中の定額利

用料の支払いを要します。 

(３) 削除 

(４) 前３号の規定によるほか、電話等契約者は、次の場合を除いて、電話サービス等を

利用できなかった期間中の定額利用料の支払いを要します。 

区別 支払いを要しない料金 

１ 電話等契約者の責めによらない理由により、

電話サービス等を全く利用できない状態（電話

サービス等に係る電気通信設備による全ての通

話等に著しい支障が生じ、全く利用できない状

態と同程度の状態となる場合を含みます。以下

この表において同じとします｡)が生じた場合

（２欄から４欄までに該当する場合を除きま

す｡)に、そのことを当社が知った時刻から起算

して 24 時間以上その状態が連続したとき。 

そのことを当社が知った時刻以後

の利用できなかった時間（24 時間

の倍数である部分に限ります｡)に

ついて、24 時間ごとに日数を計算

し、その日数に対応する定額利用

料 

２ 当社の故意又は重大な過失により、その電話

サービス等を全く利用できない状態が生じたと

き。 

そのことを当社が知った時刻以後

の利用できなかった時間につい

て、その時間に対応する定額利用

料 

３ 削除 削除 
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４ 電話サービス等の接続休止をしたとき。 接続休止をした日から起算し、再

び利用できる状態とした日の前日

までの日数に対応する定額利用料 

３ 第１項の期間において、他社接続通話等を行うことができないため、電話サービス等を

利用できない状態が生じたときの定額利用料の支払いは、次によります。 

(１) 協定事業者の定める契約約款等の規定による利用の一時中断、利用停止又は協定事

業者との契約の解除その他契約者回線に係る契約者に帰する理由により、他社接続通話

等を行うことができなくなった場合であっても、電話等契約者は、その期間中の定額利

用料の支払いを要します。 

(２) 前号の規定によるほか、電話等契約者は、次の場合を除いて、他社接続通話等を行

うことができないため、電話サービス等を全く利用できなかった期間中の定額利用料の

支払いを要します。 

区別 支払いを要しない料金 

１ 電話等契約者の責めによらない理由により、

他社接続通話等を全く行うことができない状態

（その契約者回線による全ての他社接続通話等

に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と

同程度の状態となる場合を含みます。以下この

表において同じとします｡)が生じたため、電話

サービス等を全く利用できなくなった場合（２

欄に該当する場合を除きます｡)に、そのことを

当社が知った時刻から起算して 24 時間以上その

状態が連続したとき。 

そのことを当社が知った時刻以後

の利用できなかった時間（24 時間

の倍数である部分に限ります｡)に

ついて、24 時間ごとに日数を計算

し、その日数に対応する定額利用

料 

２ 他社接続通話等に係る協定事業者の故意又は

重大な過失により、当該他社接続通話等を行う

ことができない状態が生じたため、当社の電話

サービス等を全く利用できない状態が生じたと

き。 

そのことを当社が知った時刻以後

の利用できなかった時間につい

て、その時間に対応する定額利用

料 

４ 削除 

５ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を

返還します。 

 

（ユニバーサルサービス料の支払義務） 

第 87 条の２ 電話等契約者は、フリーコールサービスⅠ又はフリーコールサービスⅡを利用

しているときは、第 64 条の２（付加機能における電気通信番号）の規定により当社が定め

た電気通信番号の番号について、料金表第 11（ユニバーサルサービス料）に規定するユニ

バーサルサービス料の支払いを要します。 

２ 利用の一時中断等により電話サービス等を利用することができなくなった場合であって

も、電話等契約者は、ユニバーサルサービス料の支払いを要します。 

３ 協定事業者の定める契約約款等の規定による利用の一時中断等により、他社接続通話等

を行うことができなくなった場合であっても、電話等契約者は、その期間中のユニバーサ

ルサービス料の支払いを要します。 

 

（電話リレーサービス料の支払義務） 
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第 87 条の３ 電話等契約者は、フリーコールサービスⅠ又はフリーコールサービスⅡを利用

しているときは、第 64 条の２（付加機能における電気通信番号）の規定により当社が定め

た電気通信番号の番号について、料金表第 12（電話リレーサービス料）に規定する電話リ

レーサービス料の支払いを要します。 

２ 利用の一時中断等により電話サービス等を利用することができなくなった場合であって

も、電話等契約者は、電話リレーサービス料の支払いを要します。 

３ 協定事業者の定める契約約款等の規定による利用の一時中断等により、他社接続通話等

を行うことができなくなった場合であっても、電話等契約者は、その期間中の電話リレー

サービス料の支払いを要します。 

 

（通話等料金の支払義務） 

第 88 条 電話等契約者は、次の通話等について、第 79 条（通話等時間の測定等）の規定に

より当社が測定した通話等時間又は情報量と料金表第２（通話等料金）の規定とに基づい

て算定した通話等料金の支払いを要します。 

  ただし、料金表に特段の定めがある場合は、その定めによるものとします。 

区別 支払いを要する者 

１ ２から３以外の通話等 その通話等を発信した契約者回線

に係る電話等契約者 

２ 削除 削除 

３ 電話サービス等取扱所若しくは国際無線通信

取扱所の窓口の電話機等又は他社公衆電話の電

話機等から行った通話等（料金表第２（通話等

料金）に規定する第１種料金着信払自動通話等

又は第３種料金着信払自動通話等を除きます｡) 

その通話等の請求者 

２ 電話等契約者は、その契約者回線又はＦＴＴＨ接続回線等により電話等契約者以外の者

が行った通話等に係る通話等料金についても、当社に対し責任を負わなければなりません。 

３ 電話等契約者は、通話等料金について、当社の機器の故障等により正しく算定すること

ができなかった場合は、料金表第２（通話等料金）に定めるところにより算定した料金額

の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、当社は、電話等契約

者と協議し、その事情を参酌するものとします。 

 

（契約料の支払義務） 

第 89 条 電話等契約者は、契約料を要する申込み又は請求をし、その承諾を受けた場合は、

契約料の支払いを要します。 

 

（工事費の支払義務） 

第 90 条 電話等契約者は、工事を要する申込み又は請求をし、その承諾を受けたときは、工

事費の支払いを要します。 

  ただし、工事の着手前にその電話等契約の解除又はその工事の請求の取消し（以下この

条において「解除等」といいます｡)があったときは、この限りでありません。 

２ 電話等契約者は、工事の着手後完了前に解除等があったときは、前項の規定に関わらず、

解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担し

ていただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相
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当額を加算した額とします。 

 

 

第３節 料金の計算方法等 

 

（料金の計算方法等） 

第 91 条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定め

るところによります。 

 

 

第４節 割増金及び延滞利息 

 

（割増金） 

第 92 条 電話等契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その

免れた額のほか、その免れた額（消費税相当額を加算しない額とします｡)の２倍に相当す

る額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払ってい

ただきます。 

 

（延滞利息） 

第 93 条 電話等契約者は、料金その他の債務（延滞利息を除きます｡)について支払期日を経

過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数に

ついて年 14.5％の割合（年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当た

りの割合とします｡)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払

っていただきます。 

  ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りであ

りません。 

 

第５節 収納手数料の負担等 

 

（収納手数料の負担等） 

第 93 条の２ 電話等契約者は、料金その他の債務について、支払期日を経過した後支払う場

合、料金収納に係る費用として次表に定める額の手数料を負担していただきます。 

区分 手数料の額 

１ ２以外の場合 

（期日後料金支払手数料） 

税抜額 300 円(税込額 330 円)

２ 払込取扱票を用いてコンビニエンスストアにお

いて支払う場合 

収納代行機関が定める額

備考 次のいずれかに該当するときは、区分１に定める手数料の負担を要しません。 

(１) その契約者名義が法人（法人に相当するものと当社が認めるものを含みます｡)で

あるとき。 

(２) その他当社が別に定める条件に該当するとき。 

 

第６節 協定事業者に係る債権の譲受等 
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（協定事業者に係る債権の譲受等） 

第 93 条の３ 協定事業者と電気通信サービスに係る契約を締結している電話等契約者は、そ

の契約約款等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた協定事業者の債権を譲り

受け、当社が請求することを承認していただきます。この場合、当社及び協定事業者は、

電話等契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。 

２ 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する電話サービス等の料金

とみなして取り扱います。 
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第 11 章 削除 

 

第 94 条 削除 
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第 12 章 保守 

 

第 95 条 削除 

 

第 96 条 削除 

 

（修理又は復旧の順位） 

第 97 条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を

修理し、又は復旧することができないときは、第 72 条（通話等利用の制限）の規定により

優先的に取り扱われる通話等を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理

し、又は復旧します。この場合において、第１順位及び第２順位の電気通信設備は、同条

の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。 

順位 修理又は復旧する電気通信設備 

１ 

気象機関に設置されるもの 

水防機関に設置されるもの 

消防機関に設置されるもの 

災害救助機関に設置されるもの 

秩序の維持に直接関係がある機関に設置されるもの 

防衛に直接関係がある機関に設置されるもの 

海上の保安に直接関係がある機関に設置されるもの 

輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 

通信役務の提供に直接関係がある機関に設置されるもの 

電力の供給に直接関係がある機関に設置されるもの 

２ 

水道の供給に直接関係がある機関に提供されるもの 

ガスの供給に直接関係がある機関に提供されるもの 

選挙管理機関に提供されるもの 

新聞社等の機関に提供されるもの 

金融機関に提供されるもの 

その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関に提供されるもの

（第１順位となるものを除きます｡) 

３ 第１順位及び第２順位に該当しないもの 
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第 13 章 損害賠償 

 

（責任の制限） 

第 98 条 当社は、電話サービス等を提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由

（当社が当社の提供区間と協定事業者の提供区間とを合わせて料金を設定している場合は、

その協定事業者の責めに帰すべき理由を含みます｡)によりその提供をしなかったときは、

その電話サービス等が全く利用できない状態（当該電話等契約に係る電気通信設備による

全ての通話等に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含

みます。以下この条において同じとします｡)にあることを当社が知った時刻から起算して、

24 時間以上その状態が連続したときに限り、当該電話等契約者の損害を賠償します。 

ただし、協定事業者が当該協定事業者の契約約款等に定めるところにより損害を賠償す

る場合は、この限りでありません。 

２ 前項の場合において、当社は、電話サービス等が全く利用できない状態にあることを当

社が知った時刻以後のその状態が連続した時間（24 時間の倍数である部分に限ります｡)に

ついて、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する当該電話サービス等に係る次の

料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。 

(１) 定額利用料 

(２) 通話等料金（電話サービス等を全く利用できない状態が連続した期間の初日の属す

る料金月の前６料金月の１日当たりの平均通話等料金（前６料金月の実績を把握するこ

とが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額）により算出します｡) 

３ 前２項の規定に関わらず、当社は、電話サービス等を提供しなかったことの原因が、本

邦のケーブル陸揚局より外国側又は固定衛星地球局より衛星側の電気通信回線設備におけ

る障害であるときは、電話サービス等を提供しなかったことにより生じた損害を賠償しま

せん。 

４ 当社は、電話サービス等を提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失により

その提供をしなかったときは、前３項の規定は適用しません。 

 

（注１）本条第２項に規定する「当社が別に定める方法」により算出した額は、原則とし

て、電話サービス等を全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間にお

ける１日当たりの平均通話等料金とします。 

（注２）本条第２項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金表

通則の規定に準じて取り扱いますが、その算定した料金額に１円未満の端数が生じた場

合は、料金表通則の規定に関わらず、その端数を切り上げます。 

 

（免責） 

第 99 条 当社は、電話サービス等の提供に当たって、当社の責めに帰すべき理由により、電

話等契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合、その電話サービス

等に係る１料金月の定額利用料を上限として賠償します。ただし、あらかじめその工事の

内容について電話等契約者から承諾を得ている場合は、この限りではありません。 

２ 当社は、この約款等の変更により、自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更

（以下この条において「改造等」といいます｡)を要することとなる場合であっても、その

改造等に要する費用については負担しません。 
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第 14 章 雑則 

 

第 100 条 削除 

 

（承諾の限界） 

第 101 条 当社は、電話等契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾す

ることが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行

上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をそ

の請求をした電話等契約者にお知らせします。 

  ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。 

 

（利用に係る電話等契約者の義務） 

第 102 条 電話等契約者は、次のことを守っていただきます。 

(１) 故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通話等の伝送交換に妨害を与える

行為を行わないこと。 

(２) 故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある

行為を行わないこと。 

２ 電話等契約者は、前項の規定に違反してその当社契約者回線等を忘失し、又は毀損した

ときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払

っていただきます。 

 

（利用上の制限） 

第 103 条 電話等契約者は、コールバックサービス（本邦から発信する国際通話等を外国か

ら発信する形態に転換することによって通話等を可能とする形態の電気通信サービスをい

います。以下同じとします｡)のうち、次の方式のものを利用し、又は他人に利用させる態

様で通話等を行ってはなりません。 

区別 方式の概要 

ポーリング方式 外国側から本邦宛に継続して通話等の請求が行われ、電話等契

約者がコールバックサービスの利用を行う場合にのみ、それに

応答することで提供がなされるコールバックサービスの方式 

アンサーサプレッショ

ン方式 

その提供に際し、当社が通話等に係る通話等時間の測定を行う

ために用いる応答信号が不正に抑圧されることとなるコールバ

ックサービスの方式 

 

第 104 条 削除 

 

（電話等契約者からの通知） 

第 105 条 電話等契約者（第２種一般電話等契約者及び特定第２種一般電話契約者を除きま

す｡)は、利用する契約者回線について、当社又は協定事業者の定める契約約款等の規定に

よる異動があったときは、その内容について、速やかに契約事務を行う電話サービス等取

扱所に通知していただきます。 

  

(注) 本条に規定する当社が別に定める異動は、次のとおりとします。 
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(１) 契約者回線に係る契約を締結している者の氏名若しくは住所の変更又は地位の承継 

(２) 契約者回線に係る契約の解除 

(３) 電話利用権又は電話加入権等の譲渡 

(４) 契約者回線に係る電話番号等の変更 

(５) 契約者回線に係る利用休止 

 

（電話等契約者の氏名等の通知） 

第 106 条 当社は、協定事業者から要請があったときは、電話等契約者（その協定事業者と

電話サービス等を利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります｡)の氏名及び住

所等をその協定事業者に通知することがあります。 

 

(注) 本条においては、別表３の規定に関わらず、その協定事業者より電気通信役務の提

供を受けて電気通信サービスを提供する電気通信事業者（当社が別に定めるものに限り

ます｡)を協定事業者とみなして取り扱います。以下本条から第 107 条の２において同じ

とします。 

 

（特定の付加機能を利用する電話等契約者に係る情報の通知） 

第 106 条の２ 当社は、特殊詐欺への反復・継続的利用を理由とする警察機関からの番号利

用停止（総務省総合通信基盤局長発出文書「特殊詐欺に利用された固定電話番号の利用停

止等スキームについて」（以下「総務省文書」といいます。）に定める固定電話番号の利

用停止をいいます。以下同じとします。）に係る要請があるときは、総務省文書に基づき、

その電気通信番号に係る電話等契約者に係る情報を警察機関に通知することがあります。 

 

（協定事業者からの通知） 

第 107 条 電話等契約者（電話等契約の申込者を含みます。以下この条において同じとしま

す｡)は、当社が、料金若しくは工事に関する費用の適用又は電話等契約者と協定事業者と

の間の契約に関する情報について、必要があるときは、協定事業者から必要な電話等契約

者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。 

 

（電話等契約者に係る情報の利用） 

第 107 条の２ 当社は、電話等契約者に係る氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居

所又は請求書の送付先等の情報を、当社又は協定事業者の電気通信サービスに係る契約の

申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社の約款又は協定事業

者の約款（料金表を含みます｡)の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、

本サービス提供に当たり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポ

リシーにおいて定めます。 

 

(注) 業務の遂行上必要な範囲での利用には、電話等契約者に係る情報を当社の業務を委

託している者に提供する場合を含みます。 

 

（電話帳） 
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第 108 条 当社は、電話等契約者から請求があったときは、別記６から８に定めるところに

より、メンバーズコードを電話帳（当社が別に定める協定事業者が発行する電話帳をいい

ます。以下同じとします｡)に掲載します。 

 

（電話番号案内） 

第 109 条 メンバーズコードは、当社が別に定める協定事業者の契約約款等に定める電話番

号案内において案内を行います。 

 

(注) 電話帳への掲載を省略されているもの（電話等契約者から案内を行ってほしい旨の

請求があるものを除きます｡)については、番号の案内は行いません。 

 

（協定事業者の電話サービス等に係る料金等の回収代行） 

第 110 条 当社は、電話等契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者

（当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします｡)の電気通

信サービスに関する契約約款等の規定により協定事業者がその契約者に請求することとし

た電気通信サービスに係る料金又は工事に関する費用について、その協定事業者の代理人

として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。 

(１) その申出をした電話等契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払い

を現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。 

(２) その電話等契約者の申出について、協定事業者が承諾するとき。 

(３) その他当社の業務の遂行上支障がないとき。 

２ 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、その電話等契

約者が当社が定める支払期日を超えてもなお支払わないときは、当社は、その電話等契約

者に係る前項の取扱いを廃止します。 

 

（協定事業者による電話サービス等に係る料金の回収代行） 

第 111 条 当社は、電話等契約者から申出があったときは、次の場合に限り、当社がこの約

款（料金表を含みます｡)の規定によりその電話等契約者に請求することとした電話等サー

ビスに係る料金又は工事に関する費用について、当社の代理人として、協定事業者（当社

が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします｡)が請求し、回収

する取扱いを行います。 

(１) その申出をした電話等契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払い 

(２) その電話等契約者の申出について、協定事業者が承諾するとき。 

(３) その他当社の業務の遂行上支障がないとき。 

２ 前項の規定により、協定事業者が請求した料金又は工事に関する費用について、その電

話等契約者が協定事業者が定める支払期日を超えてもなおその協定事業者に支払わないと

きは、当社は、その電話等契約者に係る前項の取扱いを廃止します。 

 

（電話サービス等の技術的事項及び技術資料の閲覧） 

第 112 条 電話サービス等における基本的な技術的事項は、別表６のとおりとします。 

２ 当社は、当社が指定する電話サービス等取扱所において、電話サービス等を利用するう

えで参考となる別記 18 に定める事項を記載した技術資料を閲覧に供します。 
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（提供条件書） 

第 113 条 当社は、この約款のほか、当社が別に定める提供条件書に定めるところにより、

電話サービス等及び附帯サービスを提供します。 

 

（法令に関する規定） 

第 114 条 電話サービス等の提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、そ

の定めるところによります。 

 

 (注) 法令に定めがある事項については、別記 13 に定めるところによります。 

 

（閲覧） 

第 115 条 この約款において、別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に

供します。 
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第 15 章 附帯サービス 

 

（附帯サービス） 

第 116 条 電話サービス等に関する附帯サービスの取扱いについては、別記に定めるところ

によります。 
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別記 

１ 電話サービス等の提供区間 

  当社の電話サービス等は、次の区間において提供します。 

一般電話サービス等 (１) 相互接続点相互間（１の相互接続点に終始する場合を含

みます｡) 

(２) アクセスポイント（電話等網（電話サービス等に係るも

のに限ります｡)と当社の他の電気通信サービスに係る電気通

信回線との接続点をいいます。以下同じとします｡)相互間

（１のアクセスポイントに終始する場合を含みます｡) 

(３) 相互接続点とアクセスポイント、外国、船舶地球局、携

帯移動地球局又はインマルサットＦｌｅｅｔＸｐｒｅｓｓ地

球局との間 

随時電話サービス等 (１) 相互接続点相互間（１の相互接続点に終始する場合を含

みます｡) 

(２) 外国相互間 

(３) 船舶局相互間 

(４) 船舶地球局相互間 

(５) 相互接続点とアクセスポイント、外国、船舶地球局、携

帯移動地球局又はインマルサットＦｌｅｅｔＸｐｒｅｓｓ地

球局との間 

(６) 外国と船舶地球局、携帯移動地球局又はインマルサット

ＦｌｅｅｔＸｐｒｅｓｓ地球局との間 

 

２ 削除 

 

３ 電話等契約者の地位の承継 

(１) 相続又は法人の合併若しくは分割により電話等契約者の地位の承継があったときは、

相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割

により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、速やか

に契約事務を行う電話サービス等取扱所に届け出ていただきます。 

(２) (１)の場合において、地位を承継した者が２人以上あるときは、そのうちの１人を

当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様

とします。 

(３) 当社は、(２)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者の

うちの１人を代表者として取り扱います。 

 

４ 電話等契約者の氏名等の変更 

(１) 電話等契約者は、その氏名、名称、電話番号、住所若しくは居所又は請求書の送付

先等に変更があったときは、そのことを速やかに契約事務を行う電話サービス等取扱所

に届け出ていただきます。 

(２) 当社は、(１)の届出があったときは、その届出のあった事実を証明する書類を提示

していただくことがあります。 

 

５ 削除 
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６ 電話帳の普通掲載 

(１) 当社は、電話等契約者（料金表第３表（付加機能使用料）に規定するフリーコール

サービスⅡ利用者に限ります。以下８（電話帳の重複掲載）までにおいて同じとしま

す｡)から請求があったときは、メンバーズコード（料金表第３表（付加機能使用料）に

規定する事業者識別番号を含め８桁、９桁又は 10 桁のもの及びサービス識別番号を含め、

10桁又は 11桁のものに限ります。以下８（電話帳の重複掲載）までにおいて同じとしま

す｡)を電話帳に普通掲載として次の事項を掲載します。 

ア 電話等契約者又はその電話等契約者が指定する者の氏名、名称又は称号のうち１ 

イ 電話等契約者又はその電話等契約者が指定する者の職業（協定事業者が定める職業

区分によるものとします｡)のうち１ 

ウ 電話等契約者又はその電話等契約者が指定する者の住所又は居所のうち１ 

(２) (１)に規定する事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。 

(３) (１)の規定により普通掲載として掲載できる数は、電話等契約者に係るメンバーズ

コードの数の範囲内とします。 

(４) 当社は、その普通掲載が協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがある

ときは、(１)の規定に関わらず、電話帳の普通掲載の取扱いを行わないことがあります。 

 

７ 電話帳の掲載省略 

(１) 当社は、次の場合に該当するときは、６（電話帳の普通掲載）の規定に関わらず、

電話帳への掲載を省略することがあります。 

ア 削除 

イ 電話等契約者が指定した特定の契約者回線に通話等の機能を有しない端末設備が接

続されている場合であって、６（電話帳の普通掲載）の(１)のアからウに規定する事

項に加えてその端末設備の種類について協定事業者が定める記号等を普通掲載として

掲載することについて電話等契約者の承諾が得られないとき。 

(２) 当社は、(１)に規定する場合のほか、電話等契約者から請求があったときは、電話

帳への掲載を省略します。 

 

８ 電話帳の重複掲載 

(１) 当社は、電話等契約者から、普通掲載のほか、６（電話帳の普通掲載）に規定する

掲載事項について、次の請求があったときは、重複掲載として電話帳に掲載します。 

ア 氏名、名称若しくは称号（普通掲載として掲載したものを除きます｡)又は商品名に

よる掲載 

イ 普通掲載として掲載した職業区分以外の職業区分への掲載 

(２) (１)に規定する事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。 

(３) 当社は、その重複掲載が協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがある

ときは、(１)の規定に関わらず、電話帳の重複掲載の取扱いを行わないことがあります。 

(４) 電話等契約者は、(１)の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第７（重複掲

載料）に規定する料金の支払いを要します。 

 

９ 削除 

10 削除 
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11 削除 

12 削除 

 

13 当社の維持責任 

  当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則（昭和 60 年郵政省令第

30 号）に適合するよう維持します。 

 

14 協定事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行 

  当社は、電話等契約の申込者又は電話等契約者から要請があったときは、当社の電話サ

ービス等と一体的に利用する協定事業者の電気通信サービスの利用に係る協定事業者に対

する申込み、請求、届出その他当社が別に定める事項について、手続きの代行を行います。 

 

15 通話等明細書等の送付 

(１) 当社は、電話等契約者から請求があったときは、その契約者に係る電話サービス等

の通話等明細書又は支払証明書を発行します。 

(２) 通話等明細書には、次の種類があります。 

ア イ以外もの 

イ 当社が別に定める区域内通話等の料金明細を記録しているもの 

(３) 電話等契約者は、(２)のイに規定する通話等明細書の送付の請求をし、その承諾を

受けたときは、料金表第８（通話等明細書の送付手数料）に規定する手数料の支払いを

要します。 

(４) 電話等契約者は、(２)のイに規定する通話等明細書の送付の請求をし、その承諾を

受けたときは、当社が別に定めるところにより、郵送料等（実費）の支払いを要します。 

(５) 電話等契約者は、支払証明書の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第９

（支払証明書の発行手数料）に規定する発行手数料の支払いを要します。 

 

16 払込取扱票の発行等 

(１) 当社は、電話サービス等に係る料金その他の債務について支払期日を経過してもな

お支払わないとき（支払期日を経過した後、電話サービス等取扱所（料金収納事務を行

う当社の事業所に限ります｡)以外において支払われた場合であって、当社がその支払い

の事実を確認できないときを含みます｡)は、当社が指定する電話サービス等取扱所又は

金融機関等における料金等の支払いに係る払込取扱票の発行及びその他必要な取扱いを

行います。 

(２) 電話等契約者は、(１)の規定に該当することとなったときは、料金表第 10（払込取

扱票の発行等手数料）に規定する払込取扱票発行等手数料の支払いを要します。 

 

16 の２ 窓口払込みの取り扱い等 

(１) 当社は、口座振替又はクレジットカード等による料金等の支払いに係る手続きが行

われていない（手続きを行った後その取扱いができないこととなった場合を含みます｡)

等当社所定の事由に該当するときは、当社が指定する電話サービス等取扱所又は金融機

関等における料金等の支払いに必要な取扱い、その支払いに係る払込取扱票及び書面請

求書（当社のＷＥＢｄｅ請求書ご利用規約に定める書面による請求書をいいます｡)の発

行並びにその他必要な取扱いを行います。 
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(２)  電話等契約者は、(１)の規定に該当したときは、料金表第 10 の２（窓口取扱等手

数料）に規定する窓口取扱等手数料の支払いを要します。 

(３) (２)の規定に関わらず、以下のいずれかに該当する場合、窓口取扱等手数料の支払

いを要しません。この場合において、電話等契約者は、窓口取扱等手数料に代えて払込

取扱票発行等手数料の支払いを要します。 

ア その契約者名義が法人（法人に相当するものと当社が認めるものを含みます｡)であ

るとき。 

イ その他当社が別に定める条件に該当するとき。 
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料金表 

通則 

１ 削除 

２ 削除 

 

（他社接続通話等と接続して行う通話等に係る通話等料金の設定等） 

３ 他社接続通話等と接続して行う通話等（協定事業者の電話サービス又は総合ディジタル

通信サービスに係る契約者回線又は公衆電話の電話機等から発信された他社接続通話等と

接続して行う通話等については、事業者識別番号（番号規則の規定により当社が指定を受

けた電気通信事業者の電気通信回線設備を識別するための電気通信番号をいいます。以下

同じとします｡)を付加して行われるものに限ります｡)に係る料金額は、特定相互接続通話

等（料金表第２（通話等料金）１（適用）の表の 11 欄の特定相互接続通話等をいいます｡)

となるもの及び国際着信課金通話等（協定事業者等の契約者回線又は公衆電話の電話機等

から外国に宛てて発信する、事業者識別番号 00531 をダイヤルして行われる第３種料金着

信払自動通話等（同表の２欄の第３種料金着信払自動通話等をいいます｡)であって、外国

の電気通信事業者が外国の電気通信事業者の契約約款等により、当社の電気通信サービス

の提供区間、協定事業者の電気通信サービスの提供区間及び外国の電気通信事業者の電気

通信サービスの提供区間を合わせてその料金額を設定するものをいいます｡)を除いて、当

社の電気通信サービスの提供区間と協定事業者の電気通信サービスの提供区間とを合わせ

て、当社が設定するものとします。 

４ 他社接続通話等と接続して行う通話等に係る料金の適用については、次のとおりとしま

す。 

(１) 協定事業者の電話サービスに係る契約者回線又は公衆電話の電話機等から発信され

た他社接続通話等と接続して行う通話等については、通話に係る料金を適用します。 

(２) 協定事業者の総合ディジタル通信サービスに係る契約者回線又は公衆電話の電話機

等から発信された他社接続通話等と接続して行う通話等については、総合ディジタル通

信に係る料金を適用します。 

 

（国際通話に係る料金の設定等） 

５ 削除 

６ 特定第２種一般電話契約者は、特定第２種一般電話契約に係る国際通話について、当社

又は沖縄セルラー電話株式会社が測定した通話時間と料金表第２（通話等料金）の規定と

に基づいて算定した通話等料金の支払いを要します。 

７ 特定第２種一般電話契約に係る国際通話の料金に関するその他の取扱いについては、ａ

ｕ約款、ｐｏｖｏ約款又はＵＱｍ約款に規定する通常通話の場合に準じて取り扱います。 

 

 （電話等契約の種類） 

８ 一般電話等契約には、下表の種類があります。 

種類 内容 

カテゴリーⅠ 非自動通話等を含めた国際通話等の発信が可能であって、国内

通話等に係る料金について、一定の利用秒数当たりの料金額を

時間帯等の区分に応じて定めるもの又は一定の料金額で通話等

が利用可能な秒数を時間帯等の区分に応じて定めるもの 
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カテゴリーⅡ 非自動通話等を除く国際通話等の発信が可能であって、国内通

話等に係る料金について、一定の料金額で通話等が利用可能な

秒数を時間帯等の区分に応じて定めるもの 

カテゴリーⅢ 非自動通話等を含めた国際通話等の発信が可能であって、国内

通話等に係る料金について、一定の利用秒数当たりの料金額を

時間帯等の区分に応じて定めるもの 

備考 

１ 当社は、カテゴリーⅢに係る第１種一般電話等契約は締結しません。 

２ 当社は、カテゴリーⅡに係る第１種一般電話等契約者からのカテゴリーⅠに係る第

１種一般電話等契約の申込みを承諾したときは、そのカテゴリーⅡに係る第１種一般

電話等契約を解除します。 

３ 当社は、カテゴリーⅠ又はカテゴリーⅡに係る特定第１種一般電話契約及びカテゴ

リーⅠ又はカテゴリーⅢに係る特定第２種一般電話契約は締結しません。 

４ 当社は、カテゴリーⅠに係る第２種一般電話等契約は締結しません。 

（注１）カテゴリーⅡに係る国際通話等については、東日本電信電話株式会社及び西日本

電信電話株式会社に係る契約者回線に限り提供します。 

（注２）カテゴリーⅢに係る国内通話等については、東日本電信電話株式会社及び西日本

電信電話株式会社に係る契約者回線以外は提供しません。 

９ 削除 

 

10 削除 

11 削除 

12 削除 

 

（料金の計算方法） 

13 第 87 条（定額利用料の支払義務）の規定により付加機能使用料の支払いを要することと

する期間は次のとおりとします。 

(１) 第１種国内通話等に係る付加機能の付加機能使用料 

  その電話等契約に基づいて当社が付加機能の提供を開始した日から起算して付加機能

の廃止があった日の前日までの期間（提供を開始した日と廃止があった日が同一の日で

ある場合は、その日） 

(２) 国際通話等に係る付加機能の付加機能使用料 

その電話等契約に基づいて当社が付加機能の提供を開始した日の翌日から起算して付

加機能の廃止があった日までの期間（提供を開始した日と廃止があった日が同一の日で

ある場合は、その日） 

14 当社は、月額料金（定額利用料のうち、月額で定められている料金をいいます。以下同

じとします｡)、通話等料金、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料は、料金

月（１の暦月の起算日（当社が電話等契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。以

下同じとします｡)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします｡)

に従って計算します。 

  ただし、当社が必要と認めるときは、通話等料金について、料金月によらず当社が別に

定める期間に従って随時に計算することがあります。 

 （注）当社は電話等契約ごとに、毎暦月の１日、１１日、１６日又は２３日のいずれかの

日を起算日とします。 
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15 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の起算日を変更することがあり

ます。 

16 当社は、月額料金、通話等料金、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料は

については、料金月等に従って計算したものの合計額により、支払いを請求します。 

17 当社は、特別の事情がある場合は、あらかじめ電話等契約者の承諾を得て、14 の規定に

関わらず、通話等料金を２以上の料金月分まとめて計算し、それらの料金月のうち 終料

金月以外の料金月については、それぞれ概算額により支払いを請求することがあります。

この場合の精算は、 終料金月において行います。 

17-2 当社は、料金その他の計算について、次表に規定するとおりとします。 

区分 計算方法 

(１) (２)以外の料金 この約款に定める税抜額（消費税相当額を加算しない額をいい

ます。以下同じとします｡)により行います。 

(２) 27の但書きに定

める料金 

この約款に定める額により行います。 

17-3 削除 

 

（月額料金の日割） 

18 当社は、次の場合が生じたときは、月額料金をその利用日数に応じて日割りします。 

(１) 料金月の初日以外の日に付加機能の提供の開始があったとき。 

(２) 料金月の初日以外の日に付加機能の廃止があったとき。 

(３) (１)及び(２)の場合を除いて、料金月の初日以外の日に月額料金の額が増加又は減

少したとき（この場合において、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあ

った日から適用します｡)。 

(４) 第 87 条（定額利用料の支払義務）第２項第４号の表又は同条第３項第２号の表の規

定に該当するとき。 

(５) 料金月の初日に付加機能の提供を開始し、その日にその付加機能の廃止があったと

き。 

(６) 起算日の変更があったとき。 

19 18 の規定による月額料金の日割は、料金月の日数（13 の第２号の規定による料金の計算

においては、１料金月当たりの日数を 30 日とみなします｡)により行います。この場合にお

いて、第 87 条（定額利用料の支払義務）第２項第４号の表の１欄又は同条第３項第２号の

表に規定する月額料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始

時刻が属する日とみなします。 

 

（端数処理） 

20 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた場合は、

その端数を切り捨てます。 

  ただし、この約款に特段の定めがある場合は、この限りでありません。 

 

（料金等の支払い） 

21 電話等契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社

が指定する金融機関等において支払っていただきます。 

22 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。 
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23 当社は、支払われた金額について、その充当すべき料金等の指定がないときは、当社が

別に定める順序で充当します。 

 

（少額料金の翌月払い） 

24 当社は、当該月に請求すべき料金の総額が当社が別に定める額に満たない場合は、当社

が別に定める場合に該当するときを除いて、その月に請求すべき料金を翌月又は翌々月に

請求する料金に合わせて請求することがあります。 

 

（料金の一括後払い） 

25 当社は、24 の場合のほか、当社に特別の事情がある場合は、電話等契約者の承諾を得て、

２か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあり

ます。 

 

（前受金） 

26 当社は、料金又は工事に関する費用について、電話等契約者の要請があったときは、当

社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。 

 

 （注）26 の「当社が別に定める条件」とは、前受金には利息を付さないことを条件として

預かることをいいます。 

 

（消費税相当額の加算） 

27 この約款の規定により料金の支払いを要するものとされている額は、この約款に定める

税抜額に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。 

  ただし、次の各号に掲げる料金については、この限りでありません。 

(１) 国際通話等に係る料金 

(２) 国際無線電話通話等に係る料金 

(３) 海事衛星電話通話等に係る料金 

(４) 携帯移動衛星電話通話等に係る料金 

(５) 国際通話等において利用可能な付加機能の付加機能使用料 

 

(注) 本項により計算された支払いを要する額は、この約款に定める税込額（税抜額に消費

税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします｡)に基づき計算した額と異なる場合

があります。 

 

（料金等の臨時減免） 

28 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の定めに関わらず、

臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。 

 

 (注）当社は、料金等の減免を行ったときは、関係の電話サービス等取扱所に掲示する等の

方法により、その旨を周知します。 

 

29 削除 

30 削除 
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（ＫＤＤＩ一括請求に係る料金等の取扱い） 

31 当社は、電話等契約者（第１種一般電話サービス等に係る電話等契約者であって料金明

細内訳を記録している者に限ります。以下この 31 から 33 までにおいて同じとします｡)又

は付加機能限定電話契約者（料金明細内訳を記録している者に限ります。以下この 31 から

33 までにおいて同じとします｡)から請求があったときは、次の割引判定条件の全てを満た

すことを条件に、次の割引対象サービスに係る料金等（その請求日の属する料金月の前料

金月に生じたものであって、当社が別に定めるものに限ります｡)から、その料金等に一括

請求額（当社のａｕ約款に定めるａｕ判定料金、次の割引判定条件のウに定める電話判定

料金及び当社の総合オープン通信網サービス契約約款に定めるインターネット判定料金の

合計請求額をいいます。以下同じとします｡)に応じて定まる下表の割引率を乗じて得た額

（１円未満の端数が生じたときは、これを契約者回線又はメンバーズコードごとに切り上

げます｡)を割り引く取扱いを行います。 

(１) 割引判定条件 

ア 当社の５Ｇ約款に定める５Ｇ契約者又はＬＴＥ約款に定めるＬＴＥ契約者（それぞ

れＫＤＤＩ一括請求の取扱いの適用を受けている者に限ります｡)であること。 

イ 当社のａｕ約款に定めるａｕ判定料金に係る請求があること。 

ウ 電話サービス等（第１種一般電話サービス等又は付加機能限定電話サービスに限り

ます。以下この31から33までにおいて同じとします｡)に係る料金等（その請求日の属

する料金月の前料金月に生じたものであって、当社が別に定めるものに限ります。以

下「電話判定料金」といいます｡)の請求（その電話判定料金の請求額が税抜額1,000円

(税込額 1,100 円)以上の場合に限ります｡)又は当社の総合オープン通信網サービス契

約約款に定めるインターネット判定料金の請求があること。 

(２) 割引対象サービス 

ア 第１種一般電話サービス等 

イ 付加機能限定電話サービス 

(３) 割引率 

一括請求額 割引率 

税抜額 50,000 円(税込額 55,000 円)以上の場合 ４％ 

税抜額 20,000 円(税込額 22,000 円)以上の場合 ３％ 

税抜額 10,000 円(税込額 11,000 円)以上の場合 ２％ 

32 31 の取扱いは、電話等契約者又は付加機能限定電話契約者からの請求があったことを当

社が電話サービス等取扱所において確認した日（以下この 32 において「確認日」といいま

す｡)の属する料金月の初日（確認日の属する料金月の末日に電話サービス等が開始されて

いない場合は、当該電話サービス等の提供を開始した日の属する料金月の初日）から適用

することとし、その次料金月以降においても、従前と同様の条件により、31 の取扱いは継

続するものとします。 

33 当社は、当社のａｕ約款に定めるＫＤＤＩ一括請求について、当社が電話サービス等取

扱所においてその取扱いが終了したことを確認できたときは、その確認ができた日の属す

る料金月の初日から、31 の取扱いは終了したものとします 

 

（「ＫＤＤＩまとめて請求」に係る料金等の取扱い） 
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34 当社の「ＫＤＤＩまとめて請求に係る取扱い規約」（以下「ＫＤＤＩまとめて請求規約」

といいます｡)に定める「ＫＤＤＩまとめて請求」（以下「ＫＤＤＩまとめて請求」といい

ます｡)が適用されている場合は、この約款の規定に関わらず、ＫＤＤＩまとめて請求規約

が適用されます。 

 

（料金等の請求） 

35 電話サービス等に係る料金その他の債務の請求については、この約款のほか、請求に関

する当社の各規約等に定めるところによります。 
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第１ 削除 

  



57 

 

第２ 通話等料金 

１ 適用 

通話等料金の適用については、第 88 条（通話等料金の支払義務）の規定によるほか、

次のとおりとします。 

通話等料金の適用 

(１) 単位料金区

域の設定 

ア 当社は、全国の区域を分けて単位料金区域（区域外通話等

（(3)欄に規定する区域外通話等をいいます｡)の料金を算定する

場合に、その算定の基礎となる通話等地域間距離を測定するため

の単位となる区域をいいます。以下同じとします｡)を定めます。 

イ 当社は、当社が指定する電話サービス等取扱所において、単位

料金区域及びその単位料金区域と隣接する他の単位料金区域を表

示する図表並びに全国の単位料金区域一覧表を閲覧に供します。 

(２) 通話等の種

類等の適用 

ア 通話等には、下表の種類があります。 

種類 内容 

国内通

話等 

国内通話 本邦内に終始する通話であって、第２種移動

体着信通話、国際無線電話通話、海事衛星電

話通話、携帯移動衛星電話通話をダイヤルし

て行われる通話以外のもの 

国内通信 本邦内に終始する総合ディジタル通信であっ

て、第２種移動体着信通信、国際無線電話通

信、海事衛星電話通信、携帯移動衛星電話通

信、アクセスコードをダイヤルして行われる

通信以外のもの 

第２種

移動体

着信通

話等 

第２種移

動体着信

通話 

契約者回線から契約者回線（別に定める契約

に基づいて設置される携帯契約回線（別表３

の１に定める契約に基づいて設置される契約

者回線をいいます。以下同じとします｡)に限

ります｡)へ行われる通話（事業者識別番号で

ある 0077 をダイヤルして行われる通話に限

ります｡) 

第２種移

動体着信

通信 

第２種移動体着信通話に相当する総合ディジ

タル通信 

国際通

話等 

国際通話 国際無線電話通話、海事衛星電話通話及び携

帯移動衛星電話通話以外の通話であって、本

邦と外国（外国の電気通信事業者（別に定め

る者に限ります｡)の衛星電話システムに係る

衛星携帯端末（以下「特定衛星携帯端末」と

いいます｡)、機内携帯通話システムに係る端

末（以下「特定機内携帯端末」といいます｡)

及び船舶内携帯通話システムに係る端末（以

下「特定船舶内携帯端末」といいます｡)を含

みます。以下同じとします｡)との間又は外国

相互間で行われる通話 

国際通信 国際通話に相当する総合ディジタル通信 
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国際無

線電話

通話等 

国際無線

電話通話

国際無線電話サービス（当社が提供する電気

通信サービスであって、電気通信回線設備を

使用して、外国の海岸局経由により、本邦と

船舶との間、本邦船舶と外国との間、本邦船

舶と本邦船舶との間又は本邦船舶と外国船舶

との間で行われる他人の通信を媒介するもの

をいいます。以下同じとします｡)に係る通話

国際無線

電話通信

国際無線電話通話に相当する総合ディジタル

通信 

海事衛

星電話

通話等 

海事衛星

電話通話

海事衛星電話サービス（インマルサット・シ

ステムの海事衛星、海岸地球局及び船舶地球

局等により構成される電気通信回線設備を使

用して他人の通信を媒介するものをいいま

す。以下同じとします｡)に係る通話 

海事衛星

電話通信

海事衛星電話通話に相当する総合ディジタル

通信 

携帯移

動衛星

電話通

話等 

携帯移動

衛星電話

通話 

携帯移動衛星電話サービス（インマルサッ

ト・システムのインマルサットＦｌｅｅｔＸ

ｐｒｅｓｓ基地地球局、インマルサットＦｌ

ｅｅｔＸｐｒｅｓｓ地球局、携帯移動衛星、

携帯基地地球局及び携帯移動地球局等により

構成される電気通信回線設備を使用して他人

の通信を媒介するものをいいます。以下同じ

とします｡)に係る通話 

携帯移動

衛星電話

通信 

携帯移動衛星電話通話に相当する総合ディジ

タル通信 

備考 

１ 国内通話等は、当社が別に定めるものを除いて、事業者識別

番号を付加して発信するものとし、当社が別に定めるものを除

いて、当社が設置する電気通信回線設備と協定事業者が設置す

る電気通信回線設備とを接続して提供します。 

２ 国際通話等、国際無線電話通話等、海事衛星電話通話等及び

携帯移動衛星電話通話等は、当社が別に定めるものを除いて、

事業者識別番号を付加して発信するものとし、当社が別に定め

るものを除いて、当社が設置する電気通信回線設備と協定事業

者が設置する電気通信回線設備及び外国の電気通信事業者が設

置する電気通信回線設備とを接続して提供します。 

３ 国内通話等は自動通話等に限り取り扱います。 

４ 国際無線電話通話等は非自動通話等に限り取り扱います。 

イ 削除 

ウ 総合ディジタル通信には、下表の区別があります。 

区別 内容 

ディジタル通信モ

ード（64kbps） 

１のＢチャネル（64kbps で信号を伝送する

ことが可能なチャネルをいいます。以下同



59 

 

じとします｡)を利用して 64kbps で回線交換

方式により符号、音声その他の音響又は影

像の伝送を行うもの 

通話モード １のＢチャネルを利用して回線交換方式に

より主としておおむね３ＫＨｚの帯域の音

声その他の音響の伝送を行うもの 

備考 

１ 次の総合ディジタル通信は、通話モードによる場合に限り行

うことができます。 

(１) 協定事業者の電話サービスに係る契約者回線等との間の

もの 

(２) 国際無線電話通信 

(３) 非自動通信 

２ ディジタル通信モード（64kbps）については、外国の電気通

信事業者の事情により56kbpsの符号伝送が可能なものとして提

供することがあります。 

３ 削除 

エ 国内通話等には下表の区別があります。 

区別 内容 

第１種国内通話等 任意の契約者回線又は任意の他社公衆電話の

電話機等から事業者識別番号である 0053 又

は 0056 をダイヤルして行われるもの以外の

もの 

削除 削除 

オ 削除 

カ 削除 

キ 自動通話等には、下表の種別があります。 

種別 内容 

① 一般自動通話

等 

②から⑫までの通話等以外のもの 

② 第１種料金着

信払自動通話等 

フリーコールサービスⅠ、フリーコールサー

ビスⅡ又はフリーコールサービスⅢに係る通

話等 

③ 第３種料金着

信払自動通話等 

その通話等の料金を対話者側で支払うことを

条件として請求された通話等であって、②の

通話等以外のもの 

④ 削除 削除 

⑤ 削除 削除 

⑥ 削除 削除 

⑦ 削除 削除 

⑧ 削除 削除 

⑨ 削除 削除 

⑩ 第３種内線自

動通話等 

Ｓネットサービスに係る通話等 

⑪ 国際ローミン 国際ローミング着信サービスに係る通話等 
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グ着信自動通話

等 

⑫ 特定携帯国際

自動通話 

特定第２種一般電話契約に係る通話（国際ロ

ーミング着信自動通話等を除きます｡) 

備考 

１ 一般自動通話等以外の自動通話等を組み合わせて取り扱うこ

とはできません。 

２ 第３種料金着信払自動通話等は、国内通話等、海事衛星電話

通話等及び携帯移動衛星電話通話等においては取り扱いませ

ん。 

３ 削除 

４ 第３種料金着信払自動通話等及び国際ローミング着信自動通

話等の総合ディジタル通信においては、通話モードによる場合

に限り行うことができます。 

５ 当社は、通話等の種類に応じて別に定めるところにより自動

通話等の取扱いを行います。 

 

(注) 自動通話等の発信又は着信に使用することができる電気通

信回線は次のとおりとします。 

１ 第１種国内通話等に係る自動通話等の発信に使用すること

ができるもの 

(１) 契約者回線（携帯契約回線及び当社が別に定めるもの

を除きます。以下この注において同じとします｡) 

(２) 携帯契約回線（フリーコールサービスに係る通話等を

発信する場合に限ります｡) 

(３) 他社公衆電話の電話機等（フリーコールサービスに係

る通話等を発信する場合に限ります｡) 

２ 第２種国内通話等に係る自動通話等の発信に使用すること

ができるもの 

(１) 契約者回線 

３ 国際通話等に係る自動通話等の発信に使用することができ

るもの 

(１) 契約者回線 

(２) 携帯契約回線（特定第２種一般電話契約に係るものに

限ります。以下この(注)の４から６において同じとしま

す｡) 

(３) 削除 

(４) 電話サービス取扱所の窓口の電話機等（一般自動通話

等を発信する場合に限ります｡) 

４ 海事衛星電話通話等に係る自動通話等の発信に使用するこ

とができるもの 

(１) 契約者回線 

(２) 携帯契約回線 

(３) 削除 
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(４) 電話サービス取扱所の窓口の電話機等（一般自動通話

等を発信する場合に限ります｡) 

５ 第２種海事衛星電話通話等に係る自動通話等の発信に使用

することができるもの 

(１) 契約者回線 

(２) 携帯契約回線 

６ 携帯移動衛星電話通話等に係る自動通話等の発信に使用す

ることができるもの 

(１) 契約者回線 

(２) 携帯契約回線 

(３) 削除 

(４) 電話サービス取扱所の窓口の電話機等（一般自動通話

等を発信する場合に限ります｡) 

７ 第１種料金着信払自動通話等に係る自動通話等の着信に使

用することができるもの 

(１) 契約者回線 

(２)  当社が別に定める協定事業者の電気通信サービスに係

る電気通信回線 

８ 第３種料金着信払自動通話等に係る自動通話等（外国に着

信するものを除きます｡)の着信に使用することができるもの 

(１) 契約者回線 

ク 非自動通話等には、下表の種別があります。 

種別 内容 

① 一般非自動通

話等 

特定の対話者、内線電話又は電話番号等に対

して請求された本邦発信の通話等 

② 第１種本邦着

信通話等 

外国から発信し本邦に着する、当社電話交換

局の交換取扱者に請求する通話等 

備考 

１ 当社は、通話等の種類に応じて別に定めるところにより非自

動通話等の取扱いを行います。 

 

(注) 非自動通話等の発信に使用することができる電気通信回線

と、その電気通信回線から発信することができる非自動通話

等は、次に掲げる通話等の種類ごとに、それぞれ次のとおり

とします。 

   ただし、外国においてその取扱いをしない場合はこの限り

でありません。 

１ 通話等の種類が国際通話等の場合 

電気通信回線 発信することができる非自動

通話等 

契約者回線（携帯契約回線及

び当社が別に定めるものを除

きます。以下この注において

同じとします｡) 

一般非自動通話等及び第１種

本邦着信通話等 

２ 通話等の種類が国際無線電話通話等の場合 
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電気通信回線 発信することができる非自動

通話等 

契約者回線及び電話サービス

取扱所の窓口の電話機等 

一般非自動通話等 

３ 通話等の種類が海事衛星電話通話等の場合 

電気通信回線 発信することができる非自動

通話等 

契約者回線 一般非自動通話等 

４ 通話等の種類が携帯移動衛星電話通話等の場合 

電気通信回線 発信することができる非自動

通話等 

契約者回線 一般非自動通話等 

  

  

(３) 通話等の区

分 

ア 当社は、通話等料金の適用に当たり、国内通話等について、下

表のとおり区分します。 

ただし、フリーコールサービスに係る特定通話等（携帯契約回

線からメンバーズコード（フリーコールサービスⅡ又はフリーコ

ールサービスⅢに係るものに限ります｡)をダイヤルして行うもの

をいいます。以下同じとします｡)については、この限りでありま

せん。 

区分 適用する通話等 

県内通話等 １の都道府県内（北海道、岩手県、福井県、

鳥取県、徳島県、高知県及び沖縄県以外の都

道府県の区域については、平成 11 年郵政省

令第 24 号別表第一及び別表第二によって定

められた区域をいいます。以下同じとしま

す｡)の協定事業者の事業所に設置される交換

設備に収容されている契約者回線等からその

都道府県と同一の都道府県内の協定事業者の

事業所に設置される交換設備に収容されてい

る契約者回線等又は当該同一の都道府県内に

その終端があるＦＴＴＨ接続回線等への通話

等 

県間通話等 県内通話等以外の通話等 

イ 当社は、通話等料金の適用に当たり、県内通話等及び県間通話

等について、下表のとおり区分します。 

ただし、県間通話等においては、区域内通話等の区分は設けま

せん。 

区分 適用する通話等 

区域内通話等 １の単位料金区域内の協定事業者の事業所に

設置される交換設備に収容されている契約者

回線等からその単位料金区域と同一の単位料

金区域内の協定事業者の事業所に設置される

交換設備に収容されている契約者回線等又は
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当該同一の単位料金区域内にその終端がある

ＦＴＴＨ接続回線等への通話等 

隣接区域内通話等 １の単位料金区域内の協定事業者の事業所に

設置される交換設備に収容されている契約者

回線等からその単位料金区域と隣接する他の

単位料金区域内の協定事業者の事業所に設置

される交換設備に収容されている契約者回線

等又は当該隣接する他の単位料金区域内にそ

の終端があるＦＴＴＨ接続回線等への通話等

区域外通話等 区域内通話等及び隣接区域内通話等以外の通

話等 

  

(４) 平日昼間、

夜間・休日及び

深夜・早朝の料

金額の適用 

ア 平日昼間、夜間・休日及び深夜・早朝とは、下表の時間帯をい

います。 

区分 内容 

平日昼間 平日の午前８時から午後７時までの間 

土日・夜間 平日の午後７時から午後 11 時までの間並び

に土曜日、日曜日及び祝日の午前８時から午

後 11 時までの間 

深夜・早朝 上記の平日昼間及び夜間・休日の時間帯を除

く全時間帯 

イ 「平日」とは、土曜日、日曜日及び祝日以外の日をいいます。 

ウ 「祝日」とは、国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 

号）の規定により休日とされた日並びに１月２日及び１月３日を

いいます。 

エ 国際通話等に係る通話等料金において、通話等料金が異なる祝

日、曜日又は時間帯にわたる通話等については、その通話等が開

始された祝日、曜日又は時間帯における通話等料金を適用しま

す。 

(５) 削除 削除 

(６) 通話等地域

間距離の測定 

通話等地域間距離は、国内通話等（フリーコールサービスに係る特

定通話等（携帯契約回線に係るものに限ります｡)を除きます｡)にあ

っては、次のとおり測定します。 

ア 当社が別に定めるところにより、全国の区域を一辺２キロメー

トルの正方形に区分し、その区分した区画（以下「方形区画」と

いいます｡)にそれぞれ縦軸の番号及び横軸の番号を付します。 

イ 通話等地域間距離の測定のための起算点となる方形区画は、契

約者回線等が収容されている協定事業者の事業所のある場所又は

ＦＴＴＨ接続回線等の終端のある場所に基づき当社が指定する方

形区画とします。 

ウ 通話等地域間距離は、通話等が行われた双方の契約者回線等そ

の他の電気通信設備に係る通話等地域間距離の測定のための起算

点となる方形区画の番号（以下「方形区画番号」といいます｡)に

基づき、次の算式により算出します。この場合において、算出し
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た結果に１キロメートル未満の端数が生じたときは、その端数を

切り捨てます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

エ 当社は、当社が指定する電話サービス等取扱所において、通話

等地域間距離の測定のための起算点及びその方形区画番号を閲覧

に供します。 

(７) 離島に関す

る通話等料金の

特例 

離島（本州、北海道、四国及び九州以外をいいます。以下この欄に

おいて同じとします｡)との間の国内通話等については、フリーコー

ルサービスⅡに係る特定通話等の場合を除いて、次のとおりとしま

す。 

ア 離島にあって当社が指定する単位料金区域の区域内にある契約

者回線等又はその区域内にその終端があるＦＴＴＨ接続回線等と

その離島とそれぞれ社会的経済的諸条件及び通話の交流上密接な

関係にあるとして当社が指定する単位料金区域の区域内にある契

約者回線等若しくはその区域内にその終端があるＦＴＴＨ接続回

線等との間の通話等については、「隣接区域内通話等」に係る料

金額を適用します。 

イ 沖縄県にある単位料金区域の区域内にある契約者回線等又はそ

の区域内にその終端があるＦＴＴＨ接続回線等と鹿児島県にあっ

て当社が指定する単位料金区域の区域内にある契約者回線等又は

その区域内にその終端があるＦＴＴＨ接続回線等との間の通話等

については、「隣接区域内通話等」に係る料金額を適用します。 

ウ 沖縄県にある単位料金区域の区域内にある契約者回線等又はそ

の区域内にその終端があるＦＴＴＨ接続回線等とそれ以外の単位

料金区域の区域内にある契約者回線等又はその区域内にその終端

があるＦＴＴＨ接続回線等との間の通話等については、沖縄県に

ある単位料金区域の通話等地域間距離測定のための起算点となる

方形区画をイにおいて当社が指定する単位料金区域の通話等地域

間距離測定のための起算点となる方形区画とみなして算出した通

話等地域間距離の料金を適用します。 

ただし、その算出した通話等地域間距離が(６)欄の規定によっ

て算出した通話等地域間距離を超える場合を除きます。 

エ 当社は、当社が指定する電話サービス等取扱所において、ア及

びイにおいて指定する単位料金区域名を閲覧に供します。 

(８) 通話等時間

の測定等 

ア 自動通話等の通話等時間は、双方の契約者回線等その他の電気

通信回線を接続して通話等をできる状態にした時刻から起算し、

請求者又は対話者による送受話器をかける等の通話等終了の信号

を受けて、その通話等をできない状態にした時刻までの経過時間

縦軸の方形

区画番号の

数差×２

横軸の方形

区画番号の

数差×２ 

2 2 

＋

通話等地域間距離＝ 
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とし、当社の機器（協定事業者の機器を含むことがあります。以

下同じとします｡)により測定します。 

イ 非自動通話等の通話等時間は、次表に掲げるその通話等の開始

時刻から終了時刻までの時間とし、当社の機器により測定しま

す。 

区分 時刻 

開始時刻 請求者の電話設備（通話等の用に供される端

末設備若しくは自営電気通信設備又はそれら

に相当するものと当社が認めるものをいいま

す。以下同じとします｡)が対話者等に接続さ

れ、当社電話交換局の交換取扱者が、通話等

が設定されたことを請求者に告げた時刻 

終了時刻 当社電話交換局の交換設備が請求者の電話設

備から通話等終了の信号を受信した時刻 

備考 

１ 当社電話交換局が非自動通話等を接続する場合において、対

話者側の電気通信設備が、加入者不在の場合に応答する装置又

は不在加入者の代行を業とする者に接続されているため、その

装置又は代行業者による応答があったときは、次により取り扱

います。 

(１) 削除 

(２) 一般非自動通話等の場合 

請求者が通話等をすることを希望する場合に限って接続

します。 

２ 削除 

ウ 削除 

エ 次の時間は、ア又はイの通話等時間に含みません。 

(ア) 回線の故障等通話等の請求者又は対話者の責任によらない

理由により、通話等の途中に一時通話等ができなかった時間 

(イ) 回線の故障等通話等の請求者又は対話者の責任によらない

理由により、通話等を打ち切ったときは、料金表第２（通話等

料金）に規定する秒数に満たない端数の通話等時間 

オ エの規定に関わらず、次のいずれかに該当する場合は、通話等

時間の調整は行いません。 

(ア) 音声による通話以外の通信が行われた場合において、伝送

品質の不良によりその通信ができなかったとき。 

ただし、音声による通話ができない状態であったときは、こ

の限りでありません。 

(イ) 地下駐車場、トンネル、ビルの陰、山間部等電波の伝わり

にくいところで通話等が行われた場合において、伝送品質の不

良によりその通話等ができなかったとき。 

(ウ) 契約者回線又はＦＴＴＨ接続回線等の終端において、又は

その終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者

回線又はＦＴＴＨ接続回線等に当社又は当社以外の電気通信事

業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続
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し、通話等が行われた場合において、その接続を原因とする伝

送品質の不良によりその通話等ができなかったとき。 

カ 電気通信設備の障害、業務上の過誤その他請求者又は対話者の

責めによらない理由により、通話等に中断があったときは、請求

者は、直ちにその旨を当社電話交換局に申告いただきます。 

キ 当社は、カの規定により自動通話等の中断等の申告を受けた場

合、その自動通話等の通話等時間を、エ及びオの規定に従って調

整します。 

ク 当社は、カの規定により非自動通話等の中断の申告を受けた場

合、その当社電話交換局は、速やかに再接続を試み、又は非自動

通話等の通話等時間を、エ及びオの規定に従ってを調整します。 

ケ カに規定する中断等の場合において、通話者の責めによらない

理由により、直ちにその旨の申告ができなかったときは、当社

は、その通話等に係る請求書の発行日から起算して６か月以内に

限り、申告に応じるものとします。 

(９) 当社の機器

の故障等により

正しく算定する

ことができなか

った場合の通話

等料金の取扱い 

当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合

の通話等料金は、次のとおりとします。 

ア 過去１年間の実績を把握することができる場合 

  機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初

日（初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に

判断して機器の故障等があったと認められる日）の属する料金月

の前12料金月の各料金月における１日平均の通話等料金が 低と

なる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 

イ ア以外の場合 

  把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出し

た１日平均の通話等料金が 低となる値に、算定できなかった期

間の日数を乗じて得た額 

 

(注) イの「当社が別に定める方法」は、原則として、次のとおり

とします。 

(ア) 過去２か月以上の実績を把握することができる場合 

機器の故障等により正しく算定することができなかった日

前の実績が把握できる各料金月における１日平均の通話等料

金が 低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて

得た額 

(イ) 過去２か月間の実績を把握することができない場合 

機器の故障等により正しく算定することができなかった日

前の実績が把握できる期間における１日平均の通話等料金又

は故障等の回復後の７日間における１日平均の通話等料金の

うち低いものの値に、算定できなかった期間の日数を乗じて

得た額 

(10) 通話等に関

する料金の減免 

電気通信サービスに関する問合せ、申込み等のためにそれぞれの業

務を行う電話サービス等取扱所等に設置されている電気通信設備又

は協定事業者が必要により設置する電気通信設備であって、当社が
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指定したものへの通話等は、第88条（通話等料金の支払義務）第１

項の規定に関わらず、その料金の支払いを要しません。 

(11) 特定相互接

続通話等の取扱

い 

ア 当社が提供する通話等には、(２)欄に規定する通話等（当社又

は外国の電気通信事業者がその料金額を設定するものに限りま

す｡)のほか、特定相互接続通話等（特定事業者との相互接続協定

に基づき、当該特定事業者の契約者が当社の電話等網を使用して

次の区間において利用することができる通話等であって、当社が

その料金を設定するもの以外のものをいいます。以下同じとしま

す｡)があります。 

(ア) 相互接続点相互間 

(イ) 削除 

(ウ) 相互接続点と外国との間 

イ 特定相互接続通話等に係る料金は、料金表第２（通話等料金）

の規定に関わらず、当社の電気通信サービスの提供区間と協定事

業者の電気通信サービスの提供区間とを合わせて、その特定相互

接続通話等に係る特定事業者が設定するものとし、その特定事業

者の契約約款及び料金表に規定するところによります。 

ウ 特定相互接続通話等に係る料金については、その特定相互接続

通話等に係る料金を設定した特定事業者（以下「通話等料金設定

事業者」といいます｡)が請求するものとし（エに規定する場合を

除きます｡)、料金に関するその他の取扱いについては、約款及び

料金表の規定に関わらず、その通話等料金設定事業者の契約約款

及び料金表に規定するところによります。 

ただし、通話等料金設定事業者の契約約款及び料金表に規定す

るところに従って、当社が請求する場合は、その特定相互接続通

話等を行った者は、その料金を当社に支払っていただきます。こ

の場合において、料金に関するその他の取扱いについては、約款

及び料金表に規定するところによります。 

(12) 削除 削除 

(13) ＦＴＴＨ接

続回線等への割

引適用 

当社は、別に定める選択料金制サービスの取扱いを受けている電話

等契約者からＦＴＴＨ接続回線等に係る電気通信サービスの利用の

請求があり、その承諾をしたときは、当該電話等契約者から請求が

あり、当社の業務の遂行上支障がない場合に、当該電気通信サービ

スに係るＦＴＴＨ接続回線等を課金先とするフリーコールサービス

Ⅳについて、１のフリーコールサービスⅣごとに、利用額をその利

用額に100分の 75を乗じて得た額（その計算結果に１円未満の端数

が生じた場合は、その端数を四捨五入します｡)とする取扱いを行い

ます。 

(14) 特定携帯国

際自動通話に係

る通話料の取扱

いⅠ 

ア 特定第２種一般電話契約者（ＬＴＥ約款に定める特定料金種別

を選択しているものに限ります。以下この(14)及び(15)において

同じとします｡)は、その契約者回線からの特定携帯国際自動通話

に関する料金（(16)に定める特定携帯国際自動通話定額に係るａ

ｕ国際通話定額地域への通話等料金及び定額通話等料金を除きま

す。以下この欄において同じとします｡)の月間累積通話等料金の
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額のうち、次表に規定する額（以下「特定携帯国際自動通話料控

除可能額」といいます｡)の支払いを要しません。 

支払いを要しない額 

その契約者回線に係る、ＬＴＥ約款に定める控除可能額から同契

約約款に定める通話料控除額を差し引いた額に充当比率を乗じて

得た額。 

この場合において、充当比率は、その契約者回線からの特定携帯

国際自動通話に関する料金の月間累積通話等料金の額を、その契

約者回線からの特定携帯国際自動通話に関する料金の月間累積通

話等料金の額とＬＴＥ約款に定めるａｕ国際通話に関する料金

（ＬＴＥ約款に定めるａｕ国際通話定額に係る定額料、ａｕ国際

通話定額地域への通話料及び定額通話料を除きます｡)の月間累計

額を合算した額で除して得た値とします。以下この(14)及び(15)

において同じとします。 

イ 特定携帯国際自動通話に関する料金の月間累積は、ＬＴＥ約款

に定める基本使用料の料金種別及び区分ごとに、料金月単位で行

います。 

ウ 当社は、特定第２種一般電話契約者の契約者回線について、ア

の規定により支払いを要しないこととされた料金額（以下「特定

携帯国際自動通話料控除額」といいます｡)とＬＴＥ約款に定める

ａｕ国際通話料控除額を合算した額（以下「国際通話料控除額」

といいます｡)が、特定携帯国際自動通話控除可能額とＬＴＥ約款

に定めるａｕ国際通話料控除可能額を合算した額（以下「国際通

話料控除可能額」といいます｡)に満たない場合は、ＬＴＥ約款に

定める特定料金種別の国際ＳＭＳ送信に係る通話料の取扱いを行

います。 

(15) 削除 削除 

(16) 特定携帯国

際自動通話に係

る通話等料金の

定額適用 

（ａｕ国際通話

定額） 

ア 当社は、特定第２種一般電話契約に係る契約者回線（５Ｇ約款

又はＬＴＥ約款に定めるａｕ国際通話定額の適用を受けるものに

限ります｡)からの特定携帯国際自動通話（料金表別表３の２に定

める地域（以下「特定携帯国際自動通話定額地域」といいます｡)

への通話に限ります。以下この欄において同じとします｡)に関す

る料金について、２（料金額）(１)のエに規定する料金額に代え

て、ａｕ国際通話等合算回数（イに定めるものをいいます。以下

この欄において同じとします｡)に応じて、次表に定める料金額を

適用する取扱い（以下「特定携帯国際自動通話定額」といいま

す｡)を行います。 

(ア) その契約者回線からの特定携帯国際自動通話等合算回数が

60 回以内のものである特定携帯国際自動通話に係るもの。 

区分 料金額 

通

話

等

料

金 

ア イ以外の部分 0 円

イ 第 79 条（通話等時間の測定

等）の規定により測定した通話

等時間がその特定携帯国際自動

通話を開始した時点から 15 分を

30 秒までごとに 20 円
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超える部分 

(イ) その契約者回線からの特定携帯国際自動通話等合算回数が

61 回以上のものである特定携帯国際自動通話に係るもの。 

区分 料金額 

通

話

等

料

金 

定額通話等料金 １の特定携帯国際自動

通話ごとに 300 円

上欄に定める定額通話等料金のほか 

 ア イ以外の部分 0 円

イ 第 79 条（通話等時間の測

定等）の規定により測定した

通話等時間がその特定携帯国

際自動通話を開始した時点か

ら 15 分を超える部分 

30 秒までごとに 20 円

イ 特定携帯国際自動通話等合算回数とは、その料金月における、

その契約者回線からの特定携帯国際自動通話の回数及びａｕ国際

通話（５Ｇ約款又はＬＴＥ約款に定めるａｕ国際通話定額地域へ

の通話に限ります。以下この欄において同じとします｡)をいいま

す。以下この欄において同じとします｡)の回数を合算したものを

いいます。 

ウ 当社は、５Ｇ約款又はＬＴＥ約款に定めるところによりａｕ国

際通話定額の適用を開始した日から、特定携帯国際自動通話定額

の適用を開始します。 

エ 当社は、特定携帯国際自動通話定額の適用を受けている契約者

回線について、５Ｇ約款又はＬＴＥ約款に定めるところによりａ

ｕ国際通話定額の適用の廃止があったときは、その廃止があった

日をもって特定携帯国際自動通話定額の適用を廃止します。 

オ 当社は、特定携帯国際自動通話定額の適用を受けている契約者

回線について、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、

特定携帯国際自動通話定額並びにこの約款に定める通話等料金の

減額適用及び割引適用（当社が別に定めるものを除きます｡)の取

扱いを行わないものとします。 

(ア) ５Ｇ約款又はＬＴＥ約款に定めるａｕ（５Ｇ）通信サービ

ス又はａｕ（ＬＴＥ）通信サービスの利用停止を行う事由（同

約款に定める、契約者回線への端末設備又は自営電気通信設備

の接続に関するもの及びその端末設備等の検査に関するものに

限ります｡)に該当するとき。 

(イ) 第 102 条（利用に係る電話等契約者の義務）第１項第２号

及び第３号（同号に相当する５Ｇ約款及びＬＴＥ約款の規定を

含みます｡)に該当するとき。 

(ウ) その契約者回線以外の電気通信回線に着信のあった通話を

他の電気通信回線に転送する等により、その契約者回線を使用

して他人の通信を媒介したとき。 

(エ) 特定の相手先への通話を大量に行うこと等により、他人か

ら利益を現に得ているとき又はそのおそれがあるとき。 

(オ) その契約者からキに定める協力を得られないとき。 
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(カ) その契約者回線からの特定携帯国際自動通話及びａｕ国際

通話が、当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信サービ

ス（通話に係るものに限ります｡)を利用するための電気通信番

号（当社が別に定めるものに限ります｡)をダイヤルして行われ

たものであるとき。 

(キ) その契約者回線からの特定携帯国際自動通話及びａｕ国際

通話が、特定の電気通信事業者の電気通信設備に対し、一方的

な発信又は機械的な発信により一定時間内に長時間又は多数の

通信を一定期間継続するものであるとき。 

(ク) その他当社の業務の遂行上支障が生じるおそれがあると

き。 

カ 当社は、特定携帯国際自動通話定額の適用を受けている契約者

回線について、オに定めるいずれかに該当すると当社が判断した

場合、その判断を行った日を含む料金月の前料金月の末日に遡っ

て特定携帯国際自動通話定額の適用を廃止できるものとします。 

キ 当社は、オに定める事由の有無を判断するために必要な調査等

を行う場合があります。この場合において、特定第２種一般電話

契約者は、その調査等に協力していただきます。 

ク 特定第２種一般電話契約者は、当社がキに定める調査等を行う

に当たり、その契約者回線に係る通話の情報等（調査等に必要な

範囲に限ります｡)を閲覧、記録、分析、保存等することを承諾し

ていただきます。 

(17) フリーコー

ルサービスⅢに

係る第１種料金

着信払自動通話

等に係る通話等

料金の取扱い 

フリーコールサービスⅢに係る電話等契約者は、フリーコールサー

ビスⅢに係る第１種料金着信払自動通話等について、通話等料金の

支払いを要しません。 
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２ 料金額 

(１) 通話に係るもの 

ア 第１種一般電話等契約又は第２種一般電話等契約に係るもの（国際無線電話通話、

海事衛星電話通話及び携帯移動衛星電話通話を除きます｡) 

(ア) カテゴリーⅠに係る第１種一般電話等契約に係るもの 

① 第１種国内通話 

(ａ) 契約者回線（携帯契約回線を除きます。以下この２（料金額）において同

じとします｡)から行うもの 

ⅰ ⅴ以外のもの 

料金額（３分までごとに） 

税抜額 8.5 円(税込額 9.35 円) 

備考 通話等ごとの通話等料金の算定に当たっては、料金表通則第 20 項（端数処理）の

規定は適用しません。 

 

ⅱ 削除 

ⅲ 削除 

ⅳ 削除 

 

ⅴ Ｓネットサービスを利用してスピードナンバーをダイヤルして行われる通

話で、当社が別に定める当社の電気通信サービスに係る電気通信回線に着信

する通話に係るもの 

料金額（３分までごとに） 

税抜額 8円(税込額 8.8 円) 

 

(ｂ) 契約者回線に着信するものであって携帯契約回線からメンバーズコード

（フリーコールサービスⅡに係るものに限ります｡)により行うもの 

料金額（14.0 秒までごとに） 

税抜額 10 円(税込額 11 円) 

 

(ｃ)  削除 

  

(ｄ)  契約者回線に着信するものであって任意の公衆電話の電話機等を使用し

てメンバーズコードにより行うもの 

料金額（１分までごとに） 

税抜額 30 円(税込額 33 円) 

 

② 削除 

 

③ 国際通話 

(ａ) (ｂ)以外のもの 

ⅰ 自動通話に係るもの 

区分 料金額（１分までごとに） 

アジア１ 30 円
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アジア２ 30 円

アジア３ 45 円

アジア４ 63 円

アジア５ 72 円

アジア６ 77 円

アジア７ 105 円

アジア８ 107 円

アジア９ 113 円

アジア 10 127 円

アジア 11 130 円

アジア 12 153 円

アジア 13 159 円

アジア 14 213 円

アジア 15 227 円

アジア 16 35 円

アジア 17 60 円

アフリカ１ 128 円

アフリカ２ 180 円

アフリカ３ 257 円

アメリカ１ 9 円

アメリカ２ 15 円

アメリカ３ 78 円

アメリカ４ 157 円

アメリカ５ 113 円

アメリカ６ 159 円

アメリカ７ 30 円

アメリカ８ 105 円

アメリカ９ 115 円

アメリカ 10 230 円

オセアニア１ 57 円

オセアニア２ 9 円

オセアニア３ 50 円

オセアニア４ 72 円

オセアニア５ 80 円

オセアニア６ 112 円

オセアニア７ 160 円

ヨーロッパ１ 20 円

ヨーロッパ２ 42 円

ヨーロッパ３ 92 円

ヨーロッパ４ 102 円

ヨーロッパ５ 142 円

ヨーロッパ６ 203 円

特定衛星携帯端末１ 273 円

特定衛星携帯端末２ 378 円
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国際ネットワーク１ 20 円

備考 

１ 各区分における取扱地域は、料金表別表２の(１)のアに定めるところによります。 

２ 外国から本邦の契約者回線に着する第３種料金着信払自動通話の料金は、契約者回

線から当該国にあてる一般自動通話とみなした場合に適用される自動通話の通話料と

同額とします。 

 

ⅱ 非自動通話に係るもの 

料金額 

初の３分まで 超過１分までごとに 

2,160 円 460 円

備考 非自動通話の取扱地域は、料金表別表２の(１)のイに定めるところによります。 

 

(ｂ) 削除 

 

④ 第２種移動体着信通話 

区分 料金額 

（60 秒までごとに） 

当社又は沖縄セルラー電話株式会社の携帯電話サービス（副回

線通信サービス利用規約に定める副回線通信サービスを除きま

す｡)に係る契約者回線（以下「特定契約者回線」といいます｡)

に着信があった場合 

税抜額 15.5 円

(税込額 17.05 円)

上欄以外の携帯契約回線に着信があった場合（付加機能を利用

することにより株式会社ＮＴＴドコモが指定したＩＰ電話番号

に着信する場合を含みます｡) 

税抜額 16 円

(税込額 17.6 円)

 

(イ) カテゴリーⅡに係る第１種一般電話等契約又は第２種一般電話等契約に係る

もの 

① 国内通話 

(ア)の①（第１種国内通話)の料金と同額 

 

② 削除 

 

③ 第２種移動体着信通話 

(ア)の④（第２種移動体着信通話)の料金と同額 

 

(ウ) カテゴリーⅢに係る第２種一般電話等契約に係るもの 

① 削除 

 

② 国際通話 

(ａ) (ｂ)以外のもの 

(ア)の③の(ａ)の料金と同額 

 

(ｂ) 削除  
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イ 削除 

ウ 削除 

 

エ 特定携帯国際自動通話 

(ア) (イ)及び(ウ)以外のもの 

① ②及び③以外のもの 

地域 通話先区分 料金額 

（30 秒までごとに）

アジア マレーシア 79 円

ブルネイ・ダルサラーム国、マカオ 82 円

シンガポール共和国 89 円

フィリピン共和国 94 円

インドネシア共和国、タイ王国、ベトナム社会主

義共和国、香港、台湾、大韓民国、中華人民共和

国（香港及びマカオを除きます｡) 

99 円

ミャンマー連邦共和国 138 円

アラブ首長国連邦、イエメン共和国、イスラエル

国、イラン・イスラム共和国、インド、オマーン

国、カタール国、キプロス共和国、クウェート

国、サウジアラビア王国、シリア・アラブ共和

国、スリランカ民主社会主義共和国、ネパール王

国、パキスタン・イスラム共和国、バングラデシ

ュ人民共和国、ブータン王国、モルディブ共和

国、モンゴル国、ヨルダン・ハシェミット王国、

ラオス人民民主共和国、朝鮮民主主義人民共和国 

149 円

アフガニスタン・イスラム共和国、イラク共和

国、カンボジア王国、バーレーン国、レバノン共

和国、東ティモール 

199 円

オセアニア グアム、ハワイ 36 円

ニュージーランド 50 円

サイパン 69 円

オーストラリア、マーシャル諸島共和国 99 円

クリスマス島、サモア独立国、ココス・キーリン

グ諸島、ノーフォーク島、ツバル、ニュー・カレ

ドニア、フランス領ポリネシア、米領サモア、ミ

クロネシア連邦 

149 円

キリバス共和国、クック諸島、ソロモン諸島、ト

ケラウ諸島、トンガ王国、ナウル共和国、ニウ

エ、バヌアツ共和国、パラオ共和国、フィジー共

和国 

199 円

パプアニューギニア共和国 249 円

アフリカ セーシェル共和国、ディエゴ・ガルシア 85 円

アンゴラ共和国、ウガンダ共和国、エジプト・ア

ラブ共和国、エスワティニ王国、エチオピア連邦

民主共和国、ガーナ共和国、カメルーン共和国、

184 円
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ケニア共和国、コートジボワール共和国、コモロ

連合、ザンビア共和国、ジンバブエ共和国、スー

ダン共和国、セネガル共和国、タンザニア連合共

和国、チュニジア共和国、ナイジェリア連邦共和

国、ブルキナファソ、ペナン共和国、ボツワナ共

和国、マラウイ共和国、モーリシャス共和国、モ

ザンビーク共和国、モロッコ王国、南アフリカ共

和国、南スーダン共和国 

アセンション島、アルジェリア民主人民共和国、

エリトリア国、カーボベルデ共和国、ガボン共和

国、ガンビア共和国、ギニアビサウ共和国、ギニ

ア共和国、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サ

ントメ・プリンシペ民主共和国、シエラレオネ共

和国、ジブチ共和国、セントヘレナ島、ソマリア

共和国、チャド共和国、トーゴ共和国、ナミビア

共和国、ニジェール共和国、ブルンジ共和国、マ

イヨット島、マダガスカル共和国、マリ共和国、

モーリタニア・イスラム共和国、リビア、リベリ

ア共和国、ルワンダ共和国、レソト国、レユニオ

ン、赤道ギニア共和国、中央アフリカ共和国 

199 円

アメリカ アラスカ 36 円

アメリカ合衆国（アラスカ及びハワイを除きま

す｡) 

39 円

カナダ 49 円

ブラジル連邦共和国 134 円

アメリカ領ヴァージン諸島、アルゼンチン共和

国、アルバ、アンティグア・バーブーダ、ウルグ

アイ東方共和国、エクアドル共和国、エルサルバ

ドル共和国、オランダ領アンティール、オランダ

領セントマーチン、ガイアナ共和国、カナリア諸

島、キューバ共和国、グアテマラ共和国、グァデ

ルーベ、グレナダ、コスタリカ共和国、コロンビ

ア共和国、サンピエール島・ミクロン島、ジャマ

イカ、セントビンセント及びグレナディーン諸

島、チリ共和国、ドミニカ共和国、ニカラグア共

和国、バミューダ諸島、ハイチ共和国、パナマ共

和国、バハマ国、パラグアイ共和国、バルバド

ス、プエルト・リーコ、フォークランド諸島、フ

ランス領ギアナ、ベネズエラ・ボリバル共和国、

ベリーズ、ペルー共和国、ボリビア共和国、ホン

ジュラス共和国、マルティニク、メキシコ合衆

国、モンセラット 

149 円

アンギラ、グレート・ブリテン領ヴァージン諸

島、ケイマン諸島、スリナム共和国、セントクリ

ストファー・ネイビス、セントルシア、ターク

199 円
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ス・カイコス諸島、ドミニカ国、トリニダード・

トバゴ共和国 

ヨーロッパ デンマーク王国 65 円

ギリシャ共和国、ノルウェー王国、ベルギー王国 75 円

アイルランド、アゾールス諸島、ポーランド共和

国、ポルトガル共和国、マディラ諸島 

81 円

フィンランド共和国 82 円

オランダ王国、スイス連邦、スペイン、スペイン

領北アフリカ、ロシア連邦 

109 円

イタリア共和国、ウクライナ、グレートブリテン

及び北部アイルランド連合王国、スウェーデン王

国、チェコ共和国、ドイツ連邦共和国、バチカン

市国、ハンガリー共和国、フェロー諸島、フラン

ス共和国、ルーマニア 

119 円

アゼルバイジャン共和国、ルクセンブルク大公国 124 円

トルコ共和国 134 円

アイスランド共和国、アルメニア共和国、アンド

ラ公国、ウズベキスタン共和国、オーストリア共

和国、カザフスタン共和国、グリーンランド、ク

ロアチア共和国、コソボ共和国、サンマリノ共和

国、ジブラルタル、スロバキア共和国、スロベニ

ア共和国、セルビア共和国、ブルガリア共和国、

ベルラーシ共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、

マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国、マルタ共

和国、モナコ公国、モルドバ共和国、モンテネグ

ロ共和国、ラトビア共和国 

149 円

アルバニア共和国、エストニア共和国、キルギス

共和国、ジョージア、タジキスタン共和国、トル

クメニスタン、リトアニア共和国、リヒテンシュ

タイン公国 

199 円

備考 本欄の通話先区分には、特定衛星携帯端末１、特定衛星携帯端末２及び国際ネッ

トワーク１を含みません。 

 

② 特定衛星携帯端末に係るもの 

区分 料金額 

（60 秒までごとに） 

特定衛星携帯端末１（スラーヤー） 275 円

特定衛星携帯端末２（イリジウム） 380 円

備考 イリジウムについては、特定第２種一般電話契約に係る通話を取り扱いません。 

 

③ 国際ネットワークに係るもの 

区分 料金額 

（30 秒までごとに） 

国際ネットワーク１ 119 円

備考  
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１ 国際ネットワーク１とは、Orange S.A.が提供する国際ネットワークをいいます。 

２ 国際ネットワーク１の区分における取扱地域については、本邦発の通話に限り取り

扱います。 

 

(イ) 海事衛星電話通話に係るもの 

      削除 

 

(ウ) 携帯移動衛星電話通話に係るもの 

区分 料金額 

（60 秒までごとに） 

インマルサットサービスに係るもの（着信側が 64kbps の

Audio/Speech モード以外の場合） 

260 円

インマルサットサービスに係るもの（着信側が 64kbps の

Audio/Speech モードの場合） 

840 円

 

オ 削除 

カ 削除 

キ 削除 

ク 削除 

ケ 削除 

コ 削除 

サ 削除 

シ 削除 
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ス 国際ローミング着信自動通話 

国際ローミング着信自動通話の料金は、別表３に規定する電気通信事業者が規

定する海外ローミング機能に係るオプション機能使用料と加算して合計額を当該

電気通信事業者が請求するものとし、その合計額は当該電気通信事業者の契約約

款及び料金表に規定します。 
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セ 海事衛星電話通話 

(ア) 海事衛星電話通話 

削除 

 

ソ 削除 
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タ 携帯移動衛星電話通話 

(ア) 契約者回線から発信するもの 

① ②以外のもの 

(ａ) (ｂ)以外のもの 

ⅰ 自動通話に係るもの 

区分 料金額（１分までごとに） 

インマルサットサービスに係るもの（着信側が64kbpsの

Audio/Speech モード以外の場合）           

210 円

インマルサットサービスに係るもの（着信側が64kbpsの

Audio/Speech モードの場合）            

686 円

 

ⅱ 非自動通話に係るもの 

料金額 

初の３分まで 超過１分までごとに 

2,160 円 460 円

 

(ｂ) 特定携帯国際自動通話による通話に係るもの 

区分 料金額（１分までごとに） 

インマルサットサービスに係るもの（着信側が64kbpsの

Audio/Speech モード以外の場合） 

260 円

インマルサットサービスに係るもの（着信側が64kbpsの

Audio/Speech モードの場合） 

840 円

 

② 削除 

 

(イ) 削除 
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チ 国際無線電話通話 

(ア) 削除 

 

(イ) 削除 

 

(ウ) 国際無線通信取扱所から発信するもの 

区分 
料金額 

初の３分まで 超過１分までごとに 

外国海岸局を経由する

場合 

 海岸局料 

 陸線料 

 特別取扱に係る料金 

 

 

 経由海岸局が所在する国において定める額 

 経由海岸局が所在する国において定める額 

 経由海岸局が所在する国において定める額 

備考 

１ 国際無線電話通話の通話料は、本邦又は外国の海岸局料及び陸線料並びに外国の海

岸局で定める特別取扱に係る料金を合計した額とします。 

２ 船舶局相互間に発着する国際無線電話通話を海岸局が中継する場合、海岸局料は受

信及び送信に係る海岸局料の合計額とします。 

 

ツ 削除 
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(２) 総合ディジタル通信に係るもの 

ア イ～コ以外のもの 

  その通信を通話とみなした場合に適用される料金の額と同額 

 

イ 削除 

ウ 削除 

エ 削除 

オ 削除 

カ 削除 

キ 削除 

ク 削除 

 

ケ 第２種移動体着信通信（ディジタル通信モード（64kbps）によるものに限りま

す｡) 

区分 料金額 

（１分までごとに） 

第２種移動体着信通信 税抜額 40 円(税込額 44 円)

 

コ 削除 
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第３ 付加機能利用料 

１ 適用 

付加機能使用料の適用については、第 87 条（定額利用料の支払義務）の規定によるほ

か、次のとおりとします。 

通話等料金の適用 

(１) １のメンバ

ーズコードにつ

き複数の追加サ

ービス（フリー

コールサービス

等の付加機能を

利用する場合に

追加して利用す

ることができる

付加機能をいい

ます。以下同じ

とします｡)を同

時利用する場合

の料金の適用 

１のメンバーズコードにつき複数の追加サービス（フリーコールサ

ービスⅠに係るものに限ります｡)を同時利用する場合の料金につい

ては、２（料金額）の(3)の規定に関わらず、次のとおりとしま

す。 

（月額）

区分 単位 料金額 

ア 全国共通番号サービス、

受付先変更サービス及び着

信先分配サービスを同時利

用する場合 

１メンバー

ズコードご

とに 

税抜額 1,200 円

(税込額 1,320 円)

イ 発信エリア限定サービ

ス、受付先変更サービス及

び着信先分配サービスを同

時利用する場合 

１メンバー

ズコードご

とに 

税抜額 1,200 円

(税込額 1,320 円)

  

(２) 削除 削除 

(３) 削除 削除 

(４) フリーコー

ルサービスⅣに

係る付加機能使

用料の適用 

フリーコールサービスⅣに係る付加機能使用料は、第 87 条（定額

利用料の支払義務）の規定に関わらず、第３種料金着信払自動通話

等用番号の割当てを行った日の属する料金月の初日から、第３種料

金着信払自動通話等用番号の廃止があった日の属する料金月の末日

までの期間について、付加機能使用料の支払いを要するものとしま

す。 

(５) １のメンバ

ーズコードにつ

き複数の追加サ

ービスを同時利

用する場合の適

用の順位 

１のメンバーズコードにつき複数の追加サービス（フリーコールサ

ービスⅠ又はフリーコールサービスⅡに係るものに限ります｡)を同

時利用する場合の適用の順位については、次のとおりとします。 

順位 追加サービス 

１ 特定通話等着信規制サービス 

２ 電気通信番号通知要請サービス 

３ 着信先通知サービス 

４ 着信呼数限定サービス 

５ 発信エリア限定サービス 

６ 全国共通番号サービス 

７ 受付回線設定サービス（当社が別に定めるものに限

ります｡) 

８ 接続先案内サービス 

９ 受付先変更サービス 

10 着信先分配サービス 

11 受付回線設定サービス（適用の順位が７となるもの

を除きます｡) 
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12 広域転送サービス 

13 話中時アナウンスサービス 

14 発信エリア案内サービス 
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２ 料金額 

(１) 削除 

(２) 削除 

(３) 削除 

 

(４) フリーコールサービスに係るもの 

区分 単位 料金額（月額） 

ア 

 

フ

リ

｜

コ

｜

ル

サ

｜

ビ

ス

Ⅰ 

任意の電気通信回線（当社が別に定めるもの

に限ります。以下、本表において同じとしま

す｡)又は任意の他社公衆電話の電話機等か

ら、通常桁数（事業者識別番号を含め、12 桁

のものとします｡)のメンバーズコードをダイ

ヤルして行われる通話等を、本サービスの利

用の請求をした電話等契約者（カテゴリーⅠ

若しくはカテゴリーⅡに係る第１種一般電話

等契約に係る第１種一般電話等契約者又は付

加機能限定電話契約者をいいます。以下この

表のイ欄までにおいて同じとします｡)が指定

した特定の電気通信回線へ接続し、かつ、そ

の通話等料金を本サービスの利用の請求をし

た電話等契約者に課金するもの 

（商品名：ＫＤＤＩフリーコールサービス） 

－ －

備

考 

(ア) 電話等契約者が、本サービスを利用して行う通話等を接続する電気通信

回線として本人名義以外の電気通信回線を指定する場合は、その電気通信回

線の契約者が同意し、かつ、当社の業務の遂行上支障がないときに限り提供

します。 

(イ) 電話等契約者は、本サービスを利用して行う通話等を接続する電気通信

回線としてＦＴＴＨ接続回線等を指定したときは、次表のとおり、本サービ

スを利用して行った通話等の通話等料金の支払いを要します。 

区分 料金額 

契約者回線（携帯契約回線を除きます｡)か

ら行う場合 

180 秒までごとに

税抜額 8 円(税込額 8.8 円)

携帯契約回線から行う場合 30 秒までごとに

税抜額 10 円(税込額 11 円)

任意の他社公衆電話の電話機等から行う場

合 

60 秒までごとに

税抜額 27 円(税込額 29.7 円)

(ウ) 当社は、１の本サービスごとに１のメンバーズコードを定め、電話等契

約者にお知らせします。 

(エ) 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、メンバーズコー

ドを変更することがあります。この場合には、あらかじめ、そのことを本サ

ービスの利用の請求をした電話等契約者にお知らせします。 

(オ) 本サービスを利用して行った通話等の通話等料金の支払いを要する者

は、本サービスの利用の請求をした電話等契約者とします。以下この表にお

いて同じとします。 
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(カ) 当社は、ＦＴＴＨ接続回線等からメンバーズコードをダイヤルして行わ

れる通話等について、契約者回線からメンバーズコードをダイヤルして行わ

れる通話等とみなした場合に適用される通話等の料金を適用します。 

(キ) 当社は、本サービスを利用している電話等契約者（以下「フリーコール

サービスⅠ利用者」といいます｡)から請求があったときは、以下この表のオ

欄からコ欄に掲げる追加サービスを提供します。 

(ク) メンバーズコードの指定方法等本サービスの利用に係る細目事項は、当

社が別に定めるところによります。 

イ 

 

フ

リ

｜

コ

｜

ル

サ

｜

ビ

ス

Ⅱ 

任意の電気通信回線又は任意の他社公衆電話

の電話機等から、短桁数（事業者識別番号又

はサービス識別番号（番号規則の規定により

当社が指定を受けた電気通信事業者が付加的

な機能を用いて提供する電気通信役務の内容

を識別するための電気通信番号をいいます。

以下同じとします｡)を含め、７桁から１１桁

までのものとします｡)のメンバーズコードを

ダイヤルして行われる通話等を、本サービス

の利用の請求をした電話等契約者が指定した

特定の電気通信回線へ接続し、かつ、その通

話等料金を本サービスの利用の請求をした電

話等契約者に課金するもの 

(１) タイプⅠのもの 

（商品名：フリーコールＤＸ） 

(ア) メンバーズコードの桁数が７桁のも

の 

 

(イ) メンバーズコードの桁数が８桁のも

の 

 

(ウ) メンバーズコードの桁数が９桁のも

の 

 

(エ) メンバーズコードの桁数が 10 桁のも

の 

 

(オ) メンバーズコードの桁数が 11 桁のも

の 

 

 

(２) タイプⅡのもの 

（商品名：フリーコールＳ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１メンバー

ズコードご

とに 

１メンバー

ズコードご

とに 

１メンバー

ズコードご

とに 

１メンバー

ズコードご

とに 

１メンバー

ズコードご

とに 

 

１メンバー

ズコードご

とに 

税抜額 100,000 円

(税込額 110,000 円)

税抜額 50,000 円

(税込額 55,000 円)

税抜額 8,000 円

(税込額 8,800 円)

税抜額 2,000 円

(税込額 2,200 円)

税抜額 1,500 円

(税込額 1,650 円)

税抜額 1,000 円

(税込額 1,100 円)

備

考 

(ア) 電話等契約者が、本サービスを利用して行う通話等を接続する電気通信

回線として本人名義以外の電気通信回線を指定する場合は、その電気通信回
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線の契約者が同意し、かつ、当社の業務の遂行上支障がないときに限り提供

します。 

(イ) （ア）の規定に関わらず、当社は、次の場合には本サービスの提供を行

わないことがあります。 

①その電話等契約者に対して、警察機関から番号付与拒否要請（総務省文

書に定める新たな固定電話番号の提供拒否の要請をいいます。以下同じ

とします｡)を受け、番号付与拒否期間（総務省文書に基づき新たな固定

電話番号の提供を拒否することとなる期間（警察機関の要請する期間と

し、警察機関がその番号付与拒否要請について撤回等を行ったときはそ

の撤回等があった日までの期間）をいいます。以下同じとします｡)中で

あるとき。 

  ②電話等契約者が電気通信事業者として本サービスに係る電気通信番号を第

三者に付与することとなる場合において、番号停止（総務省文書に定め

る固定電話番号の利用停止をいいます。以下同じとします｡)の措置を受

けている電気通信番号（当社がこの約款又は当社の他の電気通信サービ

スに係る契約約款に基づき付与したものに限ります｡)の利用に係る第三

者にはその提供を行わないことを、その電話等契約者が本サービスに係

る電気通信番号を第三者に付与する際の提供条件として定めていないと

き。 

(ウ) 当社は、電話等契約者に付与した本サービスに係る電気通信番号につい

て、警察機関から番号停止要請（総務省文書に定める固定電話番号の利用停

止要請をいいます、以下同じとします｡)を受けた場合、番号停止期間（警察

機関の要請する期間（当該期間の満了前に、その電話等契約者について番号

付与拒否要請があったときは、当該期間の満了日又はその番号付与拒否要請

に係る番号付与拒否期間の末日のいずれか遅い日まで）をいいます。ただ

し、警察機関が番号停止要請について撤回等を行ったときはその撤回等があ

った日までの期間とします。以下同じとします｡)が経過し、かつ、その電話

等契約者から本サービスに係る電気通信番号の利用の再開に係る申出があ

り、当該申出に基づきその利用を再開するまでの間、この(ア)の規定により

付与している電気通信番号について番号停止の措置を行うことがあります。 

(エ) 当社は、（ウ）の規定に基づく番号停止の措置を行う場合、総務省文書

に基づき、次のとおり取り扱うことがあります。 

  ① 番号停止前の本サービスに係る電気通信番号を廃止します。 

  ② 番号停止後、本サービスに係る電気通信番号の利用を再開するときは改

めて異なる電気通信番号を付与することがあります。 

(オ) 電話等契約者は、本サービスの全部又は一部を自らの電気通信事業の用

に現に供している者及び供しようとする場合は、その旨及び電気通信番号使

用計画の認定状況について当社に申告していただきます。 

(カ) 電話等契約者は、本サービスの全部又は一部を自らの電気通信事業の用

に供する場合は、電気通信番号計画（令和元年総務省告示第６号）の電気通

信番号の使用に関する条件を遵守していただきます。 

(キ) 前項に違反している又は違反しているおそれのある事実を当社が知った

場合には、当社は当該電話等契約者の氏名及び住所などを総務省に通知する

ことがあることについて電話等契約者は同意していただきます。 

(ク) 当社所定の方法により、本サービスを自らの電気通信事業の用に供して

いる又は供しようとする旨を当社に申告すること及び電気通信番号使用計画
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の認定を受けた又は認定のための申請を行っている事実を確認するための書

類（当社が別に定めるものに限ります｡)を当社に提出していただきます。 

(ケ) 当社が、番号使用条件の遵守状況について当社が別に定める事項の回答

を求めた場合は、その求めに応じていただきます。 

(コ) 前２号の規定により当社に申告、提出又は回答された内容（電話等契約

者の氏名等の情報及び回答がされない場合は、その事実を含みます｡)を、当

社が総務省に通知することについて承諾していただきます。 

(サ) 当社は、電話等契約者が(オ)、(カ)、(キ)、(ク)、(ケ)又は(コ)に違反

していると判断した場合、本サービスに係る電気通信番号の利用停止を行う

ことがあります。 

(シ) 当社は、(サ)の規定により電気通信番号の利用停止を行う場合、次のと

おり取扱うことがあります。 

   ① 利用停止前の本サービスに係る電気通信番号を廃止します。 

  ② 利用停止後、なお(オ)、(カ)、(キ)、(ク)、(ケ)又は(コ)に違反した

状態を解消しない場合は、当社は当該電話等契約者に対する本サービ

スの提供を終了します。 

  ③ 利用停止後、本サービスに係る電気通信番号の利用を再開するときは

改めて異なる電気通信番号を付与することがあります。 

(ス) 当社は、(イ)から（シ）の取扱いに関して発生する損害については、当

社に故意又は重過失がない限り、責任を負いません。 

(セ) 電話等契約者は、本サービスを利用して行う通話等を接続する電気通信

回線としてＦＴＴＨ接続回線等を指定したときは、次表のとおり、本サービ

スを利用して行った通話等の通話等料金の支払いを要します。 

区分 料金額 

契約者回線（携帯契約回線を除きま

す｡)から行う場合 

180 秒までごとに

税抜額 8 円(税込額 8.8 円)

携帯契約回線から行う場合 30 秒までごとに

税抜額 10 円(税込額 11 円)

任意の他社公衆電話の電話機等から

行う場合 

60 秒までごとに

税抜額 27 円(税込額 29.7 円)

(ソ) 当社は、１の本サービスごとに１のメンバーズコードを定め、電話等契

約者にお知らせします。 

(タ) 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、メンバーズコー

ドを変更することがあります。この場合には、あらかじめ、そのことを本サ

ービスの利用の請求をした電話等契約者にお知らせします。 

(チ) 本サービスを利用して行った通話等の通話等料金の支払いを要する者

は、本サービスの利用の請求をした電話等契約者とします。以下この表にお

いて同じとします。 

(ツ) 当社は、ＦＴＴＨ接続回線等又はａｕ契約者回線（当社の光ダイレクト

サービス契約約款に規定するａｕオフィスナンバーサービスに係るものに限

ります｡)からメンバーズコードを指定して行われる通話等（当社の光ダイレ

クトサービス契約約款に規定する「ａｕ音声通信」の部分を除きます｡)につ

いて、契約者回線からメンバーズコードをダイヤルして行われる通話等とみ

なした場合に適用される通話等の料金を適用します。 
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(テ) 当社は、本サービスを利用している電話等契約者（以下「フリーコール

サービスⅡ利用者」といいます｡)から請求があったときは、以下この表のカ

欄からノ欄及びヘ欄からマ欄に掲げる追加サービスを提供します。 

(ト) 当社は、(テ)の規定に関わらず、タイプⅡに係るフリーコールサービス

Ⅱ利用者から請求があったときは、この表のカ欄、キ欄、サ欄、シ欄、ヘ欄

及びホ欄に掲げる追加サービスに限り提供します。 

(ナ) フリーコールサービスⅡ利用者は、フリーコールサービスⅡのタイプの

変更の請求をすることができます。この場合において、そのタイプの変更

は、請求のあった日の属する料金月の当社が指定する日からとします。 

(二) メンバーズコードの指定方法等本サービスの利用に係る細目事項は、当

社が別に定めるところによります。 

ウ 

 

フ

リ

｜

コ

｜

ル

サ

｜

ビ

ス

Ⅲ 

特定のＦＴＴＨ接続回線等（光ダイレクトサ

ービス契約約款又はイントラネットＩＰ電話

サービス契約約款（以下あわせてこのウにお

いて「特定約款」といいます｡)に定める光ダ

イレクト接続回線又はイントラネットＩＰ電

話利用回線であって、本サービスを利用して

いる電話等契約者（以下「フリーコールサー

ビスⅢ利用者」といいます｡)名義のものに限

ります。以下このウにおいて「転送元回線」

といいます｡)から、そのフリーコールサービ

スⅢ利用者が備考(イ)に基づき割り当てを受

けたメンバーズコードをあて先として、特定

約款に定める着信転送サービスを利用して転

送され、本サービスに係る電気通信設備（以

下このウにおいて「本設備」といいます｡)に

着信した通話等以下このウにおいて「転送先

回線」といいます｡)について、備考(エ)欄に

定める付加機能（以下「追加機能」いいま

す｡)を適用するもの 

１メンバー

ズコードご

とに 

税抜額 1,500 円

(税込額 1,650 円)

備

考 

(ア) 本サービスは、付加機能限定電話契約者（特定約款に定める光ダイレク

ト電話契約者又はイントラネットＩＰ電話契約者である者に限ります｡)から

請求があった場合に限り提供します。 

(イ) 当社は、１の本サービスごとに１のメンバーズコードを定め、電話等契

約者にお知らせします。 

(イ)の２ 転送元回線に着信する通話等の料金の適用その他の取扱いについて

は、当該通話等の発信を行う回線に係る当社又は協定事業者の契約約款等に

定めるとおりとします。 

(ウ) 当社は、転送先回線に着信する通話等をフリーコールサービスⅢに係る

第１種料金着信払自動通話等とみなして取り扱います。ただし、本約款の規

定に関わらず、フリーコールサービスⅢに係る第１種料金着信払い自動通話

等の料金は、転送元回線に係る当社の契約約款等に定めるとおりとします。 

(エ) 当社は、フリーコールサービスⅢ利用者から請求があったときは、この

表のカ欄、キ欄、ク欄、ケ欄、サ欄、ス欄、セ欄、ソ欄、ツ欄、ネ欄及びヘ

欄に掲げる追加サービスを提供します。この場合、当社は、フリーコールサ
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ービスⅢに係る第１種料金着信払自動通話等に基づきその追加機能を提供し

ます。 

(オ) (エ)に定める追加サービスの適用による着信先の電気通信回線は、番号

規則別表第１号又は第６号に規定する電気通信番号（当社の契約約款に基づ

き当社が定めたものに限ります｡)に係るものに限り指定することができるも

のとします。 

(カ) その他本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところに

よります。 

エ 

 

フ

リ

｜

コ

｜

ル

サ

｜

ビ

ス

Ⅳ 

第３種料金着信払自動通話等用番号（その通

話等料金を対話者側で支払うことを条件とし

て自動通話等（総合ディジタル通信にあって

は、通話モードによるものに限ります｡)を請

求するための番号をいいます。以下同じとし

ます｡)をダイヤルして行われる通話等を、本

サービスの利用の請求をした電話等契約者

（カテゴリーⅠに係る第１種一般電話等契約

者、カテゴリーⅢに係る第２種一般電話等契

約に係る第２種一般電話等契約者又は付加機

能限定電話契約者に限ります。以下この欄に

おいて同じとします｡)に係る契約者回線（カ

テゴリーⅠに係る第１種一般電話等契約又は

カテゴリーⅢに係る第２種一般電話等契約に

係るものに限ります。以下この欄において同

じとします｡)又はＦＴＴＨ接続回線等に接続

し、かつその通話等料金を本サービスの利用

の請求をした電話等契約者に課金するもの 

（商品名：ＫＤＤＩワールドフリーフォン） 

第３種料金着信払自動通話等用番号に係る外

国側の電気通信事業者 

(１) (２)以外のもの 

 

 

 

 

(２) M800 Limited 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３種料金

着信払自動

通話等用番

号ごとに 

 

第３種料金

着信払自動

通話等用番

号ごとに 

－

8,000 円

備

考 

(ア) 当社は、１の本サービスの利用の請求をした電話等契約者に係る電気通

信回線（協定事業者が提供する代表取扱サービスを利用している場合は、そ

れぞれ１の契約者回線とみなします｡)につき、取扱地域に係る外国側の電気

通信事業者ごとに１の第３種料金着信払自動通話等用番号を割り当てます。 

(イ) 本サービスに係る電話番号等の変更はできません。 
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(ウ) 利用期間は１月（利用開始の日の翌日からその翌月の利用開始の日に相

当する日（利用開始の日に相当する日がないときは、その月の末日としま

す｡)までの期間をいいます｡)以上とします。 

(エ) 本サービスの利用を請求した電話等契約者は、本サービスに係る電気通

信回線がＦＴＴＨ接続回線等のときは、外国からＦＴＴＨ接続回線等に着信

する通信について、契約者回線から当該国にあてる一般自動通話とみなした

場合に適用される自動通話の料金額の支払いを要します。 

(オ) 本サービスの利用を請求した電話等契約者は、本サービスに係る電気通

信回線が携帯契約回線のときは、外国から携帯契約回線に着信する通信につ

いて、料金表第２（通話等料金）２（料金額）の(１)通話に係るものウ（第

３種料金着信払自動通話等に係るもの）に定める自動通話の料金額の支払を

要します。 

(カ) 当社は、本サービスを利用している電話等契約者（以下「フリーコール

サービスⅣ利用者」といいます｡)から請求があったときは、以下この表のハ

欄からフ欄に掲げる追加サービスを提供します。 

(キ) その他本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところに

よります。 

オ 

 

カ

ス

タ

マ

ア

ナ

ウ

ン

ス

サ

｜

ビ

ス

Ⅰ 

第１種料金着信払自動通話等の請求者に対し

て、本サービスの利用の請求をしたフリーコ

ールサービスⅠ利用者が作成し、あらかじめ

当社の音声応答装置に登録したメッセージを

自動的に送出するもの 

（商品名：カスタマアナウンス） 

１メンバー

ズコードご

とに 

税抜額 700 円

(税込額 770 円)

備

考 

(ア) 本サービスは、フリーコールサービスⅠ利用者に限り提供します。 

(イ) 登録メッセージの作成方法等本サービスの利用に係る細目事項は、当社

が別に定めるところによります。 

カ 

 

発

信

エ

リ

ア

限

定

サ

｜

ビ

第１種料金着信払自動通話等を、本サービス

の利用の請求をしたフリーコールサービス利

用者（フリーコールサービスⅠ利用者、フリ

ーコールサービスⅡ利用者又はフリーコース

サービスⅢ利用者をいいます。以下この表に

おいて同じとします｡)があらかじめ指定した

発信地域から行われたものに限り接続するも

の 

（商品名：発信エリア限定） 

(ア) (イ)以外のもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１メンバー

ズコードご

とに 

 

税抜額 500 円

(税込額 550 円)
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ス (イ) フリーコールサービスⅡ（タイプⅠの

ものに限ります｡)又はフリーコースサービ

スⅢに係るもの 

 

－ 

 

 

－

備

考 

(ア) 本サービスは、フリーコールサービス利用者（フリーコールサービスⅠ

利用者、フリーコールサービスⅡ利用者（タイプⅠに係る者に限ります｡)又

はフリーコールサービスⅢ利用者に限ります｡)に限り提供します。 

(イ) 発信地域の指定方法等本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に

定めるところによります。 

キ 

 

受

付

先

変

更

サ

｜

ビ

ス 

第１種料金着信払自動通話等を、その第１種

料金着信払自動通話等が発信される時間帯、

曜日又は日付に応じて、本サービスの利用の

請求をしたフリーコールサービス利用者があ

らかじめ指定した特定の電気通信回線へ接続

するもの 

（商品名：受付先変更） 

(１) コースⅠのもの 

 

 

(２) コースⅡのもの 

 

 

 

 

 

 

１メンバー

ズコードご

とに 

 

－ 

税抜額 500 円

(税込額 550 円)

－

備

考 

(ア) 本サービスのうち、コースⅠはフリーコールサービスⅠ利用者、フリー

コールサービスⅡ利用者又はフリーコールサービスⅢ利用者に限り、コース

ⅡはフリーコールサービスⅡ利用者又はフリーコールサービスⅢ利用者に限

り提供します。 

(イ) 発信時間帯の指定方法等本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別

に定めるところによります。 

ク 

 

着

信

先

分

配

サ

｜

ビ

ス 

第１種料金着信払自動通話等を、本サービス

の利用の請求をしたフリーコールサービス利

用者があらかじめ指定した着信回数の割合で

振り分け、当該フリーコールサービス利用者

があらかじめ指定した複数の電気通信回線へ

接続するもの 

（商品名：着信先分配） 

(ア) (イ)以外のもの 

 

 

 

(イ) フリーコールサービスⅡ（タイプⅡの

ものを除きます｡)又はフリーコースサービ

スⅢに係るもの 

 

 

 

 

 

 

 

１メンバー

ズコードご

とに 

 

－ 

税抜額 500 円

(税込額 550 円)

－

備

考 

(ア) 本サービスは、フリーコールサービス利用者（タイプⅡに係るフリーコ

ールサービスⅡ利用者を除きます。以下この表のコ欄までにおいて同じとし

ます｡)に限り提供します。 

(イ) 着信回数割合の指定方法等本サービスの利用に係る細目事項は、当社が

別に定めるところによります。 
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ケ 

 

全

国

共

通

番

号

サ

｜

ビ

ス 

第１種料金着信払自動通話等を、その第１種

料金着信払自動通話等が発信される地域に応

じて本サービスの利用の請求をしたフリーコ

ールサービス利用者があらかじめ指定した特

定の電気通信回線へ接続するもの 

（商品名：ユニバーサル） 

１メンバー

ズコードご

とに 

税抜額 500 円

(税込額 550 円)

備

考 

(ア) 本サービスは、フリーコールサービス利用者（タイプⅡに係る者を除き

ます｡)に限り提供します。 

(イ) 発信地域の指定方法等本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に

定めるところによります。 

コ 削除 

サ 

 

特

定

通

話

等

着

信

規

制

サ

｜

ビ

ス 

本サービスの利用の請求をしたフリーコール

サービスⅡ利用者があらかじめ指定したとこ

ろに基づき、携帯契約回線又は公衆電話の電

話機から発信された第１種料金着信払自動通

話等を特定の電気通信回線に着信することが

できないようにするもの 

（商品名：発信許容端末選択） 

－ －

備

考 

(ア) 本サービスは、フリーコールサービスⅡ利用者又はフリーコールサービ

スⅢ利用者に限り提供します。 

(イ) 本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによりま

す。 

シ 

 

エ

リ

ア

案

内

サ

｜

ビ

ス 

１種料金着信払自動通話等の対話者に対し

て、その通話等が発信された地域名を案内す

るもの 

（商品名：発信エリア案内） 

－ －

備

考 

(ア) 本サービスは、フリーコールサービスⅡ利用者に限り提供します。 

(イ) 発信地域名の案内方法等本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別

に定めるところによります。 

ス 

 

カ

ス

タ

マ

第１種料金着信払自動通話等の請求者に対し

て、本サービスの利用の請求をしたフリーコ

ールサービス利用者が作成し、あらかじめ当

社の音声応答装置に登録したメッセージを自

動的に送出するもの 

(１) コースⅠ 
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ア

ナ

ウ

ン

ス

サ

｜

ビ

ス

Ⅱ 

      大 20 アナウンスまでのもの 

    （商品名：カスタマアナウンス） 

 

 

(２) コースⅡ 

     大５アナウンスまでのもの 

    （商品名：カスタマアナウンスライト）

１メンバー

ズコードご

とに 

１メンバー

ズコードご

とに 

税抜額 3,000 円

(税込額 3,300 円)

税抜額 1,000 円

(税込額 1,100 円)

備

考 

(ア) 本サービスは、フリーコールサービスⅡ利用者（タイプⅡに係る者を除

きます｡)又はフリーコールサービスⅢ利用者に限り提供します。 

(イ) コースⅠとコースⅡを重複して利用することはできません。 

(ウ) 登録メッセージの作成方法等本サービスの利用に係る細目事項は、当社

が別に定めるところによります。 

セ 

 

受

付

回

線

設

定

サ

｜

ビ

ス 

第１種料金着信払自動通話等であって、同時

に着信する料 金着信払自動通話等を、発信時

間等に応じて、本サービスの利用の請求をし

たフリーコールサービス利用者があらかじめ

指定した方法により振り分け、当該フリーコ

ールサービス利用者があらかじめ指定した特

定の電気通信回線へ接続するもの 

（商品名：受付回線設定） 

－ －

備

考 

(ア) 本サービスは、フリーコールサービスⅡ利用者（タイプⅡに係る者を除

きます｡)又はフリーコールサービスⅢ利用者に限り提供します。 

(イ) 同時着信通話等の振り分け方法等本サービスの利用に係る細目事項は、

当社が別に定めるところによります。 

ソ 

 

待

合

せ

接

続

サ

｜

ビ

ス 

第１種料金着信払自動通話等が接続される特

定の電気通信回線が話中時に、本サービスの

利用の請求をしたフリーコールサービス利用

者があらかじめ指定した時間まで保留し、話

中終了時点で、保留時間の長い第１種料金着

信払自動通話等から順次当該フリーコールサ

ービスⅡ利用者があらかじめ指定した特定の

電気通信回線へ接続するもの 

（商品名：待ち合わせ接続） 

１メンバー

ズコードご

とに 

税抜額 500 円

(税込額 550 円)

備

考 

(ア) 本サービスは、フリーコールサービスⅡ利用者（タイプⅡに係る者を除

きます｡)又はフリーコールサービスⅢ利用者であって、受付回線設定サービ

スを利用している者に限り提供します。 

(イ) 保留時間の指定方法等本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に

定めるところによります。 

タ 

 

広

域

転

送

第１種料金着信払自動通話等が接続される特

定の電気通信回線が話中又は無応答時に、本

サービスの利用の請求をしたフリーコールサ

ービス利用者があらかじめ転送先として指定

した特定の電気通信回線へ接続するもの 

（商品名：広域転送） 

１メンバー

ズコードご

とに 

税抜額 500 円

(税込額 550 円)
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サ

｜

ビ

ス 

備

考 

(ア）本サービスは、フリーコールサービスⅡ利用者（タイプⅡに係る者を除き

ます｡)に限り提供します。 

(イ)転送先の指定方法等本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定め

るところによります。 

チ 

 

着

信

呼

数

限

定

サ

｜

ビ

ス 

第１種料金着信払自動通話等を、本サービス

の利用の請求をしたフリーコールサービス利

用者があらかじめ指定した着信呼数の上限に

達するまで接続するもの 

（商品名：着信数限定） 

－ －

備

考 

(ア) 本サービスは、フリーコールサービスⅡ利用者（タイプⅡに係る者を除

きます｡)に限り提供します。 

(イ) 着信呼数の上限の指定方法等本サービスの利用に係る細目事項は、当社

が別に定めるところによります。 

ツ 

 

接

続

先

案

内

サ

｜

ビ

ス 

第１種料金着信払自動通話等の請求者に対し

て、本サービスの利用の請求をしたフリーコ

ールサービス利用者があらかじめ当社の装置

に登録した選択番号等の接続先案内を行い、

請求者が当該案内に基づき選択番号を追加ダ

イヤルすることにより、当該フリーコールサ

ービス利用者があらかじめ指定した特定の電

気通信回線へ接続するもの 

（商品名：接続先案内） 

１メンバー

ズコードご

とに 

税抜額 500 円

(税込額 550 円)

備

考 

(ア) 本サービスは、フリーコールサービスⅡ利用者（タイプⅡに係る者を除

きます｡)又はフリーコールサービスⅢ利用者に限り提供します。 

(イ) 選択番号等の登録方法等本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別

に定めるところによります。 

テ 削除 

ト 削除 

ナ 

 

話

中

時

ア

ナ

ウ

ン

ス

サ

｜

ビ

ス 

第１種料金着信払自動通話等が接続される特

定の電気通信回線が話中又は無応答時に、当

該通話等の請求者に対して、あらかじめ当社

の音声応答装置に登録したメッセージを自動

的に送出するもの 

（商品名：話中無応答時アナウンス） 

－ －

備

考 

(ア) 本サービスは、フリーコールサービスⅡ利用者（タイプⅡに係る者を除

きます。以下この欄において同じとします｡)に限り提供します。 

(イ) 本サービスの利用の請求をしたフリーコールサービスⅡ利用者は、カス

タマアナウンスサービスⅡを利用して作成した本サービスに係るメッセージ

を当社の音声応答装置に登録することができます。 

(ウ) 本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによりま

す。 
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ニ 

 

ダ

イ

ヤ

ル

番

号

通

知

サ

｜

ビ

ス 

第１種料金着信払自動通話等を接続する契約

者回線に係る総合ディジタル通信設備に、当

該通話等に係るメンバーズコードの情報を送

出するもの 

（商品名：ダイヤル番号通知） 

１メンバー

ズコードご

とに 

税抜額 500 円

(税込額 550 円)

備

考 

(ア) 本サービスは、フリーコールサービスⅡ利用者（タイプⅡに係る者を除

きます｡)に限り提供します。 

(イ) 本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによりま

す。 

 

ヌ 削除 

ネ 

 

着

信

先

通

知

サ

｜

ビ

ス 

第１種料金着信払自動通話等の請求者に対し

て、あらかじめ当社の音声応答装置に登録し

たメッセージを自動的に送出するもの 

（商品名：着信先通知） 

１メンバー

ズコードご

とに 

税抜額 500 円

(税込額 550 円)

備

考 

(ア) 本サービスは、フリーコールサービスⅡ利用者（タイプⅡに係る者を除

きます。以下この欄において同じとします｡)又はフリーコールサービスⅢ利

用者に限り提供します。 

(イ) 本サービスの利用の請求をしたフリーコールサービスⅡ利用者又はフリ

ーコールサービスⅢ利用者は、カスタマアナウンスサービスⅡを利用して作

成した本サービスに係るメッセージを当社の音声応答装置に登録することが

できます。 

(ウ) 本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによりま

す。 

ノ 

 

待

合

せ

接

続

通

知

サ

｜

ビ

ス 

待合せ接続サービスにより保留されていた第

１種料金着信払自動通話等を接続するとき

に、第１種料金着信払自動通話等の対話者に

対して、その第１種料金着信払自動通話等が

待合せ接続サービスにより保留されていたこ

とを通知するもの 

（商品名：待ち合わせ呼通知） 

１メンバー

ズコードご

とに 

税抜額 500 円

(税込額 550 円)

備

考 

(ア) 本サービスは、フリーコールサービスⅡ利用者（タイプⅡに係る者を除

きます｡)であって、待合せ接続サービスを利用している者に限り提供しま

す。 

(イ) 本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによりま

す。 

ハ 

 

ユ

本サービスの利用の請求をしたフリーコール

サービスⅣ利用者が第３種料金着信払自動通

話等用番号に代えて、世界共通料金着信払自

－ －
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ニ

バ

｜

サ

ル

フ

リ

｜

ナ

ン

バ

｜

サ

｜

ビ

ス 

動通話等用番号を利用してフリーコールサー

ビスⅣを利用できるもの 

（商品名：ユニバーサルフリーナンバー） 

備

考 

(ア) 本サービスは、フリーコールサービスⅣ利用者に限り提供します。 

(イ) 世界共通料金着信払自動通話等用番号は、第３種料金着信払自動通話等

用番号を２取扱地域以上登録するフリーコールサービスⅣ利用者に限り登録

できます。 

ヒ 

 

着

信

転

送

サ

｜

ビ

ス 

本邦に着信する第３種料金着信払自動通話等

を本サービスの利用の請求をしたフリーコー

ルサービスⅣ利用者があらかじめ指定した他

の電気通信設備に自動的に転送し、又は当社

交換設備において着信を規制する機能であっ

て、次の３つの種類があるもの 

（商品名：着信転送サービス） 

(１) 固定転送機能 

  着信転送サービスの利用の承諾を受けた

者があらかじめ登録した転送先（本サービ

スにより転送される通話等の相手先の電気

通信設備をいいます。以下この表において

同じとします｡)及び転送時間帯（その転送

を行う時間帯をいいます。以下この表にお

いて同じとします｡)に基づき、転送するも

の 

(２) 随時転送機能 

  契約者回線（携帯契約回線を除きま

す｡)、ＦＴＴＨ接続回線等又は他社公衆電

話の電話機等（以下この表において「指定

用回線等」といいます｡)から送出する指示

に基づいて転送先を指定し、変更し、又は

解除するもの 

(３) 随時着信規制機能 

  指定用回線等から送出する指示に基づい

て、随時に第３種料金着信払自動通話等の

着信を規制し、又は規制を解除するもの 

－ －

備

考 

(ア) 本サービスは、フリーコールサービスⅣ利用者に限り提供します。 
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(イ) この表のフ欄に規定する着信時間帯指定サービスの提供を同時に受ける

ことはできません。 

(ウ) 随時転送機能は、固定転送機能に係る登録を行っている場合に限って利

用できます。 

(エ) 本サービスによる転送先は、本邦内の電気通信設備に限ります。 

(オ) 転送先の指定方法等本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定

めるところによります。 

フ 

 

着

信

時

間

帯

指

定

サ

｜

ビ

ス 

本サービスの利用の請求をしたフリーコール

サービスⅣ利用者に係る契約者回線（カテゴ

リーⅠに係る第１種一般電話等契約又はカテ

ゴリーⅢに係る第２種一般電話等契約に係る

ものに限ります。以下この欄において同じと

します｡)又はＦＴＴＨ接続回線等に着信する

第３種料金着信払自動通話等を着信する時間

帯により当社交換設備において規制する機能

であって、次の２つの種類があるもの 

（商品名：着信時間帯指定サービス） 

(１) 固定着信時間帯指定機能 

  フリーコールサービスⅣ利用者があらか

じめ登録した着信指定時間帯（第３種料金

着信払自動通話等を着信させる時間帯をい

います。以下この表において同じとしま

す｡)に限って第３種料金着信払自動通話等

を着信させるもの 

(２) 随時着信規制機能 

  指定用回線等から送出する指示に基づい

て、随時に第３種料金着信払自動通話等の

着信を規制し、又は規制を解除するもの 

－ －

備

考 

(ア) 本サービスは、フリーコールサービスⅣ利用者に限り提供します。 

(イ) この表のヒ欄に規定する着信転送サービスの提供を同時に受けることは

できません。 

(ウ) 本サービスに係る随時着信規制機能は、固定着信時間帯指定機能に係る

登録を行っている場合に限って利用できます。 

(エ) 着信時間帯の指定方法等本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別

に定めるところによります。 

へ 

 

電

気

通

信

番

号

通

知

本サービスの利用の請求をしたフリーコール

サービス利用者が指定した特定の電気通信回

線へ発信電気通信番号が通知されない第１種

料金着信払自動通話等に対して、その発信電

気通信番号を通知してかけ直してほしい旨の

案内により自動的に応答するもの 

（商品名：番号通知リクエスト） 

１メンバー

ズコードご

とに 

税抜額 1,000 円

(税込額 1,100 円)

備

考 

(ア) 本サービスは、フリーコールサービスⅡ利用者又はフリーコールサービ

スⅢ利用者に限り提供します。 
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要

請

サ

｜

ビ

ス 

(イ) 当社は、発信電気通信番号を通知してかけ直してほしい旨の案内により自

動的に応答する通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その通信

を打ち切ります。 

(ウ) 本サービスの利用の請求をしたフリーコールサービスⅡ利用者（タイプ

Ⅱに係る者を除きます｡)又はフリーコールサービスⅢ利用者は、カスタマア

ナウンスサービスⅡを利用して作成した本サービスに係る案内により自動的

に応答させることができます。 

(エ) 本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによりま

す。 

ホ 

 

迷

惑

電

話

撃

退

サ

｜

ビ

ス 

Ⅰ 

本サービスの利用の請求をしたフリーコール

サービス利用者が指定した特定の電気通信回

線において、直前に着信した特定の電気通信

番号を迷惑電話として登録することにより、

その登録以降、当該電気通信番号からの着信

に対して、おことわりする旨の案内により自

動的に応答するもの 

（商品名：迷惑電話撃退（通常版）） 

１メンバーズ

コードごとに

税抜額 1,000 円

(税込額 1,100 円)

備

考 

(ア) 本サービスは、フリーコールサービスⅡ利用者（タイプⅡに係る者に限

ります｡)に限り提供します。 

(イ) この表のマ欄に規定する迷惑電話撃退サービスⅡの提供を同時に受ける

ことはできません。 

(ウ) 当社は、おことわりする旨の案内により自動的に応答する通信につい

て、着信した時刻から一定時間経過後、その通信を打ち切ります。 

(エ) 当社は、本サービスの利用に伴い発生する損害については、当社に故意

又は重過失がない限り、責任を負いません。 

(オ) 本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによりま

す。 

マ 

 

迷

惑

電

話

撃

退

サ

｜

ビ

ス 

Ⅱ 

本サービスの利用の請求をしたフリーコール

サービス利用者が当社が別に定める方法によ

る自営端末設備からの登録操作等を行うこと

により、あらかじめ登録した特定の電気通信

番号からの着信に対して、おことわりする旨

の案内により自動的に応答するもの 

（商品名：迷惑電話撃退スーパー） 

１メンバーズ

コードごとに

税抜額 30,000 円

(税込額 33,000 円)

備

考 

(ア) 本サービスは、フリーコールサービスⅡ利用者（タイプⅡに係る者を除

きます｡)に限り提供します。 

(イ) この表のホ欄に規定する迷惑電話撃退サービスⅠの提供を同時に受ける

ことはできません。 

(ウ) 当社は、おことわりする旨の案内により自動的に応答する通信につい

て、着信した時刻から一定時間経過後、その通信を打ち切ります。 

(エ) 当社は、本サービスの利用に伴い発生する損害については、当社に故意

又は重過失がない限り、責任を負いません。 

(オ) 本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによりま

す。 
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(５) 削除 

(６) 削除 

(７) 削除 

(８) 削除 

(９) 削除 
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(10) Ｓネットサービスに係るもの 

区分 単位 料金額（月額） 

Ｓ

ネ

ッ

ト

サ

｜

ビ

ス 

本サービスの利用の請求をした電話等契約者

（カテゴリーⅠ若しくはカテゴリーⅡに係る

第１種一般電話等契約に係る第１種一般電話

等契約者に限ります。以下この欄において同

じとします｡)がその契約者回線（当社が別に

定めるＶネットサービス契約約款に基づいて

当社が提供するサービス（以下「Ｖネットサ

ービス」といいま｡)に係るものを除きます｡)

からスピードナンバー（当社が別に定める基

準に適合するものに限ります｡)をダイヤルし

て行われる通話等を、そのスピードナンバー

に対応する特定の契約者回線へ接続するもの 

（商品名：ＫＤＤＩ広域短縮サービス） 

－ －

備

考 

(ア) 本サービスは、電話等契約者に限り提供します。 

(イ) 本サービスの提供を受けている契約者回線は、Ｖネットサービスの提供

を受けることはできません。 

(ウ) 本サービスの利用の請求をするときは、スピードナンバー及びその請求

に係る契約者回線から発信する場合の 大ダイヤル桁数を指定し、当社に届

け出ていただきます。 

(ウ)の２ スピードナンバーは、着信先の契約者回線が番号規則別表第 1 号に

規定する電気通信番号に係るもの又は当社が別に定める当社の電気通信サー

ビスに係るものである場合に限り付与できるものとします。 

(エ) スピードナンバーは、着信先の契約者回線がＶネットサービスに係る回

線の場合は、その電話等契約の名義が本サービスの利用の請求をした電話等

契約者の本人名義のものを除いて付与できるものとします。 

(オ) 本サービスの利用の請求があった場合において、その請求に係るスピー

ドナンバーの数が当社が別に定める数を超えるときは、第 64 条（付加機能の

提供）の規定に関わらず、その請求は承諾しないものとします。 

(カ) 本サービスに係る電話等契約者は、スピードナンバーの変更又は本サー

ビスに係る契約者回線から発信する場合の 大ダイヤル桁数の変更の請求を

することができます。 

(キ) 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、スピ

ードナンバーを変更していただくことがあります。この場合には、あらかじ

め、そのことを本サービスの利用の請求をした電話等契約者にお知らせしま

す。 

(ク) 本サービスの利用に伴う通話料は、料金表第２（通話等料金）の規定に

基づき請求します。 
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(11) 特定通話等規制サービスに係るもの 

区分 単位 料金額（月額） 

ア 

 

特

定

通

話

等

発

信

規

制

サ

｜

ビ

ス

Ⅰ 

本サービスの利用の請求をした一般電話等契

約者が利用できる事業者識別番号の中から当

該一般電話等契約者があらかじめ指定した事

業者識別番号を使用して、当該一般電話等契

約に係る契約者回線から国内通話等以外の通

話等であって、当社が別に定めるものを行う

ことができないようにするもの 

（商品名：国際利用休止） 

－ －

備

考 

(ア) 本サービスは、一般電話等契約者に限り提供します。 

(イ) 当社は、契約者回線に係る電話番号等が変更となった場合は、本サービ

スを廃止したものとして取り扱います。 

(ウ) 削除  

(エ) 前項に規定する場合のほか、ａｕ約款、ｐｏｖｏ約款又はＵＱｍ約款に

規定するａｕ国際通話利用規制、国際通話利用規制又はＵＱ国際通話利用規

制の適用を受ける契約者回線について、本サービスを適用します。 

(オ) 契約者回線の指定方法等本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別

に定めるところによります。 

イ 削除 

ウ 

 

特

定

通

話

等

発

信

規

制

サ

｜

ビ

ス

Ⅲ 

本サービスの利用の請求をした一般電話等契

約者が利用できる事業者識別番号の中から当

該一般電話等契約者があらかじめ指定した事

業者識別番号を使用して、当該一般電話等契

約に係る契約者回線（携帯契約回線又はＶネ

ットサービスに係るものを除きます。以下こ

の欄において同じとします｡)から国際通話等

以外の通話等であって、当社が別に定めるも

のを行うことができないようにするもの 

（商品名：国内利用休止） 

－ －

備

考 

(ア) 本サービスは、一般電話等契約者に限り提供します。 

(イ) 当社は、契約者回線に係る電話番号等が変更となった場合は、本サービ

スを廃止したものとして取り扱います。 

(ウ) 削除(エ) 契約者回線の指定方法等本サービスの利用に係る細目事項

は、当社が別に定めるところによります。 

エ 削除 

オ 

 

特

定

通

話

等

着

本サービスの利用の請求をした電話等契約者

があらかじめ指定した特定の契約者回線へ着

信する当社が別に定める通話等を行うことが

できないようにするもの 

－ －

備

考 

(ア) 本サービスは、電話等契約者に限り提供します。 

(イ) 当社は、契約者回線に係る電話番号等が変更となった場合は、本サービ

スを廃止したものとして取り扱います。 
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信

規

制

サ

｜

ビ

ス 

(ウ) 契約者回線の指定方法等本サービスの利用に係る細目事項は、当社が別

に定めるところによります。 

 

  



104 

 

(12) その他のもの 

区分 単位 料金額（月額） 

ア 削除 

イ 削除 

ウ 削除 

エ 削除 

オ 削除 

カ 削除 

キ 削除 

ク 

 

国

際

ロ

｜

ミ

ン

グ

着

信

サ

｜

ビ

ス 

別表３に規定する電気通信事業者が提供する

海外ローミング機能又は海外ローミング転送

機能により転送された通話等（総合ディジタ

ル通信にあっては、通話モードによるものに

限ります。以下この欄において同じとしま

す｡)を外国に所在する特定端末設備（別表３

に規定する電気通信事業者が定める端末設備

をいいます。以下この欄において同じとしま

す｡)に着信するもの 

－ －

備

考 

(ア) 本サービスは、特定第１種一般電話契約者（カテゴリーⅢに係る特定第

１種一般電話等契約に係る者に限ります｡)又は特定第２種一般電話契約者が

別に定める電気通信事業者が提供する海外ローミング機能を利用できる場合

に限り提供します。 

(イ) 電話等契約者は、国際ローミング着信自動通話等について、別に定める

電気通信事業者が測定した通話等時間と料金表第２（通話等料金）の規定と

に基づいて算定した通話等料金の支払いを要します。 

(ウ) 国際ローミング着信自動通話等の料金に関するその他の取扱いについて

は、この料金表の規定に関わらず、別表３に規定する電気通信事業者の契約

約款及び料金表に規定するところによります。 

ケ 削除 

コ 削除 
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第４ 削除 

第５ 削除 
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第６ 工事費 

１ 適用 

工事費の適用については、第 90 条（工事費の支払義務）の規定によるほか、次のとお

りとします。 

工事費の適用 

(１) 工事費の適

用 

工事費は、工事を要することとなる、料金表第３（付加機能使用

料）に規定する付加機能ごとに適用します。 

(２) 同時に２以

上の工事を施工

する場合の工事

費の適用 

１の電話等契約者からの申込み又は請求により、同時に２以上の工

事を施工する場合は、１の付加機能ごとに、それらの工事費のう

ち、１の工事の工事費（工事費の額が異なるときは、 高額のもの

とします｡)を適用します。 

 ただし、次に掲げる工事については、当該工事の部分に関しての

み、同時工事の減額適用はないものとします。 

ア フリーコールサービスⅡに係る工事 

イ フリーコールサービスⅢに係る工事 

(３) 削除 削除 

(４) 削除 削除 

(５) 付加機能の

利用等の場合の

工事費の適用 

付加機能の利用等の場合の工事費は、付加機能の利用に係る請求そ

の他の変更等に関する工事について、適用します。 

(６) 同一のメン

バーズコードに

ついて同時に２

以上の工事を施

行する場合の工

事費の適用 

同一のメンバーズコードについて同時に２以上の工事を施工する場

合は、それらの工事費のうち、１の工事の工事費（工事費の額が異

なるときは、 高額のものとします｡)を適用します。 

ただし、フリーコールサービスⅡ又はフリーコールサービスⅢに

係る工事については、この限りでありません。 

(７) 接続休止が

あった付加機能

を再開する場合

の工事費の適用 

接続休止があった付加機能を再開する場合は、２（工事費の額）の

規定に関わらず、工事費の支払いを要しません。 
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２ 料金額 

(１) 削除 

 

(２) 削除 

 

(３) 削除 

 

(４) 削除  

 

(５) 付加機能に係るもの 

付加機能の利用の開始、利用の一時中断の再開又は接続する契約者回線の変更等に

関する工事 

ア 削除 

イ 削除 

 

ウ フリーコールサービスに係るもの 

区分 単位 料金額 

税抜額(税込額) 

(ア) フリーコールサービ

スⅠ 

１メンバーズコードごとに 200 円(220 円)

(イ) フリーコールサービス

Ⅱ 

１メンバーズコードごとに 1,000 円(1,100 円)

(ウ) フリーコールサービ

スⅢ 

１メンバーズコードごとに 1,000 円(1,100 円)

(エ) フリーコールサービ

スⅣ 

① 初期登録時に係る登

録 

 

 

② 利用開始後に係る登

録又は変更 

 

 

１取扱地域 

 

１取扱地域増すごとに 

 

１取扱地域ごとに 

3,000 円(3,300 円)

1,000 円(1,100 円)

1,000 円(1,100 円)

(オ) カスタマアナウンス

サービスⅠ 

１メンバーズコードごとに 200 円(220 円)

(カ) 受付変更サービス 

① コースⅠのもの 

 

② コースⅡのもの 

 

１メンバーズコードごとに 

 

－ 

200 円(220 円)

－

(キ) 全国共通番号サービ

ス 

１メンバーズコードごとに 200 円(220 円)

(ク) 削除 削除 削除

(ケ) カスタマアナウンス

サービスⅡ 

① コースⅠのもの 

 

 

１メンバーズコードごとに 500 円(550 円)
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② コースⅡのもの 

 

１メンバーズコードごとに 200 円(220 円)

(コ) 待合せ接続サービス １メンバーズコードごとに 200 円(220 円)

(サ) 広域転送サービス １メンバーズコードごとに 200 円(220 円)

(シ) 接続先案内サービス １メンバーズコードごとに 200 円(220 円)

(ス) 削除 削除 削除

(セ) ダイヤル番号通知サ

ービス 

１メンバーズコードごとに 200 円(220 円)

(ソ) 削除 削除 削除

(タ) 待合せ接続通知サー

ビス 

１メンバーズコードごとに 200 円(220 円)

(チ) ユニバーサルサルフ

リーナンバーサービス 

１世界共通料金着信払自動

通話等用番号ごとに 

18,000 円

(ツ) 着信先通知サービス １メンバーズコードごとに 200 円(220 円)

備考 

１ 当社は、世界共通料金着信払自動通話等用番号の登録を行う場合、第３種料金着信

払自動通話等用番号を２取扱地域以上登録するフリーコールサービスⅣ利用者に限

り、その世界共通料金着信払自動通話等用番号の登録を行います。 

２ フリーコールサービスⅣに係る工事費について、１の第３種料金着払自動通話等用

番号を２取扱地域以上で利用可能な場合は同一の取扱地域とみなして取り扱います。 

 

エ 削除 

 

オ 削除 

 

カ スピードダイヤルサービスに係るもの 

区分 単位 料金額 

税抜額(税込額) 

スピードダイヤルサービス １契約者回線ごとに 200 円(220 円)

 

キ 削除 

 

ク 削除 

 

ケ Ｓネットサービスに係るもの 

区分 単位 料金額 

税抜額(税込額) 

Ｓネットサービス １契約者回線ごとに 100 円(110 円)

 

コ 削除 
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第７ 重複掲載料 

電話帳発行のつど１掲載ごとに 税抜額 500 円(税込額 550 円) 

 

 

第８ 通話等明細書の送付手数料 

１通話等明細書ごとに 

区域内通話等の数 手数料の額 

1 から 500 までのもの 税抜額 100 円(税込額 110 円)

501 から 2,500 までのもの 税抜額 240 円(税込額 264 円)

2,501 から 5,000 までのもの 税抜額 710 円(税込額 781 円)

5,000 を越えるもの 税抜額 1,070 円(税込額 1,177 円)

 

 

第９ 支払証明書の発行手数料 

１ 適用 

支払証明書の発行手数料の適用については、別記 15（通話等明細書等の発行）の規定

によるほか、次のとおりとします。 

支払証明書の発行

手数料の適用 

電話等契約者は、２（料金額）の規定に関わらず、当社が別に定め

る頻度又は態様等により支払証明書の発行の請求を行った場合を除

き、支払証明書発行手数料の支払いを要しません。 

 

２ 料金額 

区分 単位 料金額 

支払証明書発行手数料 支払証明書の発行１回ごと

に 

税抜額 400 円

(税込額 440 円)

 

（注）支払証明書の発行を受けようとするときは、上記手数料のほか、印紙代及び郵送料が

必要な場合があります。 

 

 

第 10 払込取扱票の発行等手数料 

１ 適用 

払込取扱票の発行等手数料の適用については、別記 16（払込取扱票の発行等）の規定

によるほか、次のとおりとします。 

払込取扱票の発行等手数料の適用 

払込取扱票の発行

等手数料の適用 

電話等契約者は、その電話等契約について、以下のいずれかに該当

する場合、２（料金額）の規定に関わらず、払込取扱票発行等手数

料の支払いを要しません。 

(１) その契約者名義が法人（法人に相当するものと当社が認める

者を含みます｡)であるとき。 

(２) その他当社が別に定める条件に該当するとき。 

 

２ 料金額 

区分 単位 料金額 
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払込取扱票発行等手数料 

（払込取扱票発行手数料） 

払込取扱票の発行１回ごと

に 

税抜額 200 円

(税込額 220 円)

 

 

第 10 の２ 窓口取扱等手数料 

１ 料金額 

区分 単位 料金額 

窓口取扱等手数料 

（窓口取扱手数料） 

払込取扱票及び書面請求書

の発行１回ごとに 

税抜額 400 円

(税込額 440 円)

 

 

第 11 ユニバーサルサービス料 

１ 適用 

ユニバーサルサービス料の適用については、第 87 条の２（ユニバーサルサービス料の

支払義務）の規定によるほか、次のとおりとします。 

ユニバーサルサービス料の適用 

ユニバーサルサー

ビス料の適用 

ア ユニバーサルサービス料は、第64条の２（付加機能における電

気通信番号）に定める１の電気通信番号ごとに適用します。 

イ ユニバーサルサービス料は、適用対象の電気通信番号のうち、

その暦月の末日に利用されている電気通信番号に適用します。 

ウ ユニバーサルサービス料の計算は、料金月単位で行います。 

エ その暦月の末日に契約の解除があったときは、第87条の２（ユ

ニバーサルサービス料の支払義務）の規定に関わらず、その料金

月におけるユニバーサルサービス料の支払いを要しません。 

オ ユニバーサルサービス料については、日割は行いません。 

 

２ 料金額 

区分 料金額 

ユニバーサルサービス料 ユニバーサルサービス制度について定めた当社のホームペ

ージに規定する「ユニバーサルサービス料」の額 

(注) ユニバーサルサービス制度について定めた当社のホームページは、次のとおりです。 

https://www.kddi.com/corporate/kddi/public/universal/ 

 

 

第 12 電話リレーサービス料 

１ 適用 

電話リレーサービス料の適用については、第 87 条の３（電話リレーサービス料の支払

義務）の規定によるほか、次のとおりとします。 

電話リレーサービス料の適用 

電話リレーサービ

ス料の適用 

ア 電話リレーサービス料は、第64条の２（付加機能における電気

通信番号）に定める１の電気通信番号ごとに適用します。 

イ 電話リレーサービス料は、適用対象の電気通信番号のうち、そ

の暦月の末日に利用されている電気通信番号に適用します。 

ウ 電話リレーサービス料の計算は、料金月単位で行います。 
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エ その暦月の末日に契約の解除があったときは、第87条の３（電

話リレーサービス料の支払義務）の規定に関わらず、その料金月

における電話リレーサービス料の支払いを要しません。 

オ 電話リレーサービス料については、日割は行いません。 

 

２ 料金額 

区分 料金額 

電話リレーサービス料 話リレーサービス制度について定めた当社のホームページ

に規定する「電話リレーサービス料」の額 

(注) 電話リレーサービス制度について定めた当社のホームページは、次のとおりです。 

https://www.kddi.com/corporate/kddi/public/telephonerelay/ 
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料金表別表１ 削除 

 

  



113 

 

料金表別表２ 国際通話等の取扱地域 

(１) 国際通話等の取扱地域（ディジタル通信モード（64kbps）によるものを除きます｡) 

ア イ以外のもの 

区分 取扱地域 

アジア１ 大韓民国、シンガポール共和国、中華人民共和国（香港及びマカオを除

きます｡)、香港 

アジア２ 台湾 

アジア３ インドネシア共和国、タイ王国 

アジア４ ブルネイ・ダルサラーム国 

アジア５ マカオ 

アジア６ モンゴル国 

アジア７ インド 

アジア８ スリランカ民主社会主義共和国、ネパール王国、パキスタン・イスラム

共和国 、バングラデシュ人民共和国、ブータン王国、べトナム社会主

義共和国、モルディブ共和国、ラオス人民民主共和国 

アジア９ アラブ首長国連邦、イスラエル国、オマーン、カタール国、キプロス共

和国、クウェート国、サウジアラビア王国、ヨルダン・ハシェミット王

国、シリア・アラブ共和国、バーレーン国、レバノン共和国 

アジア１０ 東ティモール 

アジア１１ 朝鮮民主主義人民共和国 

アジア１２ カンボジア王国、ミャンマー連邦共和国 

アジア１３ イエメン共和国 

アジア１４ アフガニスタン・イスラム共和国 

アジア１５ イラク共和国、イラン・イスラム共和国 

アジア１６ フィリピン共和国 

アジア１７ マレーシア 

アフリカ１ アルジェリア民主人民共和国、アンゴラ共和国、ウガンダ共和国、エジ

プト・アラブ共和国、ガーナ共和国、カーボベルデ共和国、ガボン共和

国、カメルーン共和国、ガンビア共和国、ケニア共和国、コモロ連合、

ザンビア共和国、ジブチ共和国、社会主義人民リビア・アラブ国、ジン

バブエ共和国、スーダン共和国、エスワティニ王国、セネガル共和国、

セントヘレナ島、ソマリア共和国、タンザニア連合共和国、中央アフリ

カ共和国、トーゴ共和国、ナイジェリア連邦共和国、ナミビア共和国、

ニジェール共和国、ブルキナファソ、ブルンジ共和国、ベナン共和国、

ボツワナ共和国、マイヨット島、マラウイ共和国、マリ共和国、南アフ

リカ共和国、南スーダン共和国、モーリシャス共和国、モーリタニア・

イスラム共和国、モザンビーク共和国、モロッコ王国、リベリア共和

国、ルワンダ共和国、レソト王国、レユニオン 

アフリカ２ アセンション島、エチオピア連邦民主共和国、エリトリア国、ギニア共

和国、コートジボワール共和国、シエラレオネ共和国、セーシェル共和

国、赤道ギニア共和国、チュニジア共和国、ディエゴ・ガルシア、マダ

ガスカル共和国 

アフリカ３ ギニアビサウ共和国、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プ

リンシペ民主共和国、チャド共和国 

アメリカ１ アメリカ合衆国（アラスカ及びハワイを除きます｡)、アラスカ 
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アメリカ２ カナダ 

アメリカ３ サンピエール島・ミクロン島、メキシコ合衆国 

アメリカ４ トリニダードトバゴ共和国、バミューダ諸島 

アメリカ５ アルバ、アンギラ、アンティグア・バーブーダ、オランダ領アンティー

ル、オランダ領セントマーチン、キューバ共和国、グァデルーペ、グレ

ート・ブリテン領ヴァージン諸島、グレナダ、ケイマン諸島、ジャマイ

カ、セントクリストファー・ネイビス、セントビンセント及びグレナデ

ィーン諸島、セントルシア、タークス及びカイコス諸島、ドミニカ共和

国、ドミニカ国、ハイチ共和国、バルバドス、プエルト・リーコ、米領

バージン諸島、マルティニク、モンセラット 

アメリカ６ バハマ国 

アメリカ７ ブラジル連邦共和国 

アメリカ８ ペルー共和国 

アメリカ９ アルゼンチン共和国、ウルグアイ東方共和国、エクアドル共和国、エル

サルバドル共和国、ガイアナ共和国、グアテマラ共和国、コスタリカ共

和国、コロンビア共和国、スリナム共和国、チリ共和国、ニカラグア共

和国、パナマ共和国、パラグアイ共和国、フランス領ギアナ、ベネズエ

ラ・ボリバル共和国、ベリーズ、ボリビア共和国、ホンジュラス共和国

アメリカ１０ フォークランド諸島 

オセアニア１ グアム、サイパン 

オセアニア２ ハワイ 

オセアニア３ オーストラリア 

オセアニア４ クリスマス島、ココス・キーリング諸島、ニュージーランド 

オセアニア５ ノーフォーク島、パプアニューギニア共和国、米領サモア、ミクロネシ

ア連邦 

オセアニア６ マーシャル諸島共和国 

オセアニア７ バヌアツ共和国、キリバス共和国、クック諸島、ソロモン諸島、ツバ

ル、トケラウ諸島、トンガ王国、ナウル共和国、サモア独立国、ニウ

エ、ニュー・カレドニア、パラオ共和国、フィジー共和国、フランス領

ポリネシア 

ヨーロッパ１ グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国、ドイツ連邦共和国、

フランス共和国 

ヨーロッパ２ アンドラ公国、モナコ公国 

ヨーロッパ３ アイスランド共和国、アイルランド、アゾールス諸島、イタリア共和

国、バチカン市国、オーストリア共和国、オランダ王国、カナリア諸

島、ギリシャ共和国、グリーンランド、サンマリノ共和国、ジブラルタ

ル、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイン、スペイン領北アフリ

カ、デンマーク王国、トルコ共和国、ノルウェー王国、フェロー諸島、

フィンランド共和国、ベルギー王国、ポルトガル共和国、マディラ諸

島、マルタ共和国、リヒテンシュタイン公国、ルクセンブルク大公国 

ヨーロッパ４ アゼルバイジャン共和国、ウクライナ、ウズベキスタン共和国、エスト

ニア共和国、カザフスタン共和国、ジョージア、クロアチア共和国、ス

ロバキア共和国、スロベニア共和国、タジキスタン共和国、チェコ共和

国、ハンガリー共和国、ブルガリア共和国、ベラルーシ共和国、ボスニ

ア・ヘルツェゴビナ、ポーランド共和国、マケドニア・旧ユーゴスラビ
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ア共和国、モルドバ共和国、ラトビア共和国、リトアニア共和国、ルー

マニア、ロシア連邦 

ヨーロッパ５ コソボ共和国、トルクメニスタン、セルビア共和国、モンテネグロ共和

国 

ヨーロッパ６ アルバニア共和国、アルメニア共和国、キルギス共和国 

特定衛星携帯

端末１ 

スラーヤー 

特定衛星携帯

端末２ 

イリジウム 

特定機内携帯

端末 

AeroMobile AS 又は OnAir Switzerland Sarl の機内携帯通信システムに

より電気通信サービスが提供される地域 

特定船舶内携

帯端末 

Maritime Communications Partner AS、 On-Waves SIMMIN、 Monaco 

Telecom、Telecom Italia 又は Wireless Maritime Services の船舶内携

帯通話システムにより電気通信サービスが提供される地域 

国際ネットワ

ーク１ 

Orange S.A.が提供する国際ネットワーク 

備考 

１ 特定衛星携帯端末１、特定衛星携帯端末２、特定機内携帯端末、特定船舶内携帯端

末及び国際ネットワーク１の区分（以下この備考において「特定区分」といいます｡)

以外における取扱地域に、特定区分の取扱地域を含みません。 

２ 特定機内携帯端末及び特定船舶内携帯端末の区分における取扱地域については、国

際ローミング着信自動通話についてのみ取扱います。 

３ エルサルバドル共和国、マカオ、モルディヴ共和国、グアテマラ共和国、コスタリ

カ共和国、パラグアイ共和国、アンドラ公国、バチカン市国、サンマリノ共和国、リ

ヒテンシュタイン公国、クロアチア共和国及びリトアニア共和国については、通話に

限り取り扱います。 

４ 第３種料金着信払自動通話等の取扱地域は、上欄のうち当社が別に定める地域とし

ます。 

５ 国際ネットワーク１の区分における取扱地域については、本邦発の通話に限り取り

扱います。 

 

イ 非自動通話等に係るもの 

区分 取扱地域 

アジア アフガニスタン・イスラム共和国、【アラブ首長国連邦】、イエメン共

和国、イスラエル国、【イラク共和国】、イラン・イスラム共和国、イ

ンド、【インドネシア共和国】、オマーン国、カタール国、【カンボジ

ア王国】、キプロス共和国、クウェート国、サウジアラビア王国、シリ

ア・アラブ共和国、【シンガポール共和国】、【スリランカ民主社会主

義共和国】、【タイ王国】、【大韓民国】、【台湾】、【中華人民共和

国（香港及びマカオを除きます｡)】、朝鮮民主主義人民共和国、【ネパ

ール王国】、【バーレーン国】、パキスタン・イスラム共和国、バング

ラデシュ人民共和国、東ティモール、【フィリピン共和国】、ブータン

王国、ブルネイ・ダルサラーム国、【ベトナム社会主義共和国】、香

港、【マカオ】、【マレーシア】、ミャンマー連邦共和国、モルディブ

共和国、モンゴル国、ヨルダン・ハシェミット王国、ラオス人民民主共
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和国、レバノン共和国 

アフリカ アセンション島、アルジェリア民主人民共和国、アンゴラ共和国、ウガ

ンダ共和国、【エジプト・アラブ共和国】、エスワティニ王国、エチオ

ピア連邦民主共和国、エリトリア国、ガーナ共和国、カーボベルデ共和

国、ガボン共和国、カメルーン共和国、ガンビア共和国、ギニア・ビサ

ウ共和国、ギニア共和国、ケニア共和国、コートジボワール共和国、コ

モロ連合、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ民

主共和国、ザンビア共和国、シエラレオネ共和国、ジブチ共和国、社会

主義人民リビア・アラブ国、ジンバブエ共和国、スーダン共和国、セー

シェル共和国、赤道ギニア共和国、セネガル共和国、セントヘレナ島、

ソマリア共和国、タンザニア連合共和国、チャド共和国、中央アフリカ

共和国、チュニジア共和国、ディエゴ・ガルシア、トーゴ共和国、ナイ

ジェリア連邦共和国、ナミビア共和国、ニジェール共和国、西サハラ、

ブルキナファソ、ブルンジ共和国、ベナン共和国、ボツワナ共和国、マ

ダガスカル共和国、マラウイ共和国、マリ共和国、【南アフリカ共和

国】、南スーダン共和国、モーリシャス共和国、モーリタニア・イスラ

ム共和国、モザンビーク共和国、モロッコ王国、リベリア共和国、ルワ

ンダ共和国、レソト王国、レユニオン、マイヨット島 

アメリカ 【アメリカ合衆国（アラスカ及びハワイを除きます｡)】、【アラス

カ】、【アルゼンチン共和国】、アルバ、アンギラ、アンティグア・バ

ーブーダ、ウルグアイ東方共和国、エクアドル共和国、エルサルバドル

共和国、オランダ領アンティール、オランダ領セントマーチン、ガイア

ナ共和国、【カナダ】、キューバ共和国、グアテマラ共和国、グァデル

ーペ、グレート・ブリテン領ヴァージン諸島、グレナダ、ケイマン諸

島、コスタリカ共和国、コロンビア共和国、サンピエール島・ミクロン

島、ジャマイカ、スリナム共和国、セントヴィンセント及びグレナディ

ーン諸島、セントクリストファー・ネイビス、セント・ルシア、ターク

ス及びカイコス諸島、【チリ共和国】、ドミニカ共和国、ドミニカ国、

トリニダード・トバゴ共和国、ニカラグア共和国、ハイチ共和国、パナ

マ共和国、バハマ国、バミューダ諸島、パラグアイ共和国、バルバド

ス、【プエルト・リーコ】、フォークランド諸島、ブラジル連邦共和

国、フランス領ギアナ、【米領バージン諸島】、【ベネズエラ・ボリバ

ル共和国】、ベリーズ、【ペルー共和国】、ボリビア共和国、ホンジュ

ラス共和国、マルティニク、【メキシコ合衆国】、モンセラット 

オセアニア ウェーク島、【オーストラリア】、キリバス共和国、【グアム】、クッ

ク諸島、【クリスマス島】、【ココス・キーリング諸島】、【サイパ

ン】、サモア独立国、ソロモン諸島、ツバル、トケラウ諸島、トンガ王

国、ナウル共和国、ニウエ、ニュー・カレドニア、【ニュージーラン

ド】、ノーフォーク島、バヌアツ共和国、パプアニューギニア共和国、

パラオ共和国、【ハワイ】、【フィジー共和国】、フランス領ポリネシ

ア、米領サモア、マーシャル諸島共和国、ミクロネシア連邦、ミッドウ

ェー島 

ヨーロッパ アイスランド共和国、【アイルランド】、アゼルバイジャン共和国、

【アゾールス諸島】、アルバニア共和国、アルメニア共和国、アンドラ

公国、【イタリア共和国】、ウクライナ、ウズベキスタン共和国、エス
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トニア共和国、【オーストリア共和国】、【オランダ王国】、カザフス

タン共和国、【カナリア諸島】、【ギリシャ共和国】、キルギス共和

国、グリーンランド、【グレートブリテン及び北部アイルランド連合王

国】、クロアチア共和国、コソボ共和国、【サンマリノ共和国】、ジブ

ラルタル、ジョージア、【スイス連邦】、スウェーデン王国、【スペイ

ン】、【スペイン領北アフリカ】、スロバキア共和国、スロベニア共和

国、セルビア共和国、タジキスタン共和国、【チェコ共和国】、【デン

マーク王国】、【ドイツ連邦共和国】、トルクメニスタン、トルコ共和

国、ノルウェー王国、【バチカン市国】、【ハンガリー共和国】、フィ

ンランド共和国、フェロー諸島、【フランス共和国】、【ブルガリア共

和国】、ベラルーシ共和国、【ベルギー王国】、【ポーランド共和

国】、ボスニア・ヘルツェゴビナ、【ポルトガル共和国】、マケドニ

ア・旧ユーゴスラビア共和国、【マディラ諸島】、マルタ共和国、【モ

ナコ公国】、モルドバ共和国、モンテネグロ共和国、ラトビア共和国、

リトアニア共和国、【リヒテンシュタイン公国】、【ルーマニア】、

【ルクセンブルク大公国】、【ロシア連邦】 

特定衛星端末

１ 

スラーヤー 

特定衛星端末

２ 

イリジウム 

国際ネットワ

ーク１ 

Orange S.A.が提供する国際ネットワーク 

備考 

１ 【 】は外国から本邦に着する、当社電話交換局の交換取扱者に直接請求する非自

動通話等の取扱地域です。 

２ エルサルバドル共和国、マカオ、モルディヴ共和国、グアテマラ共和国、コスタリ

カ共和国、パラグアイ共和国、アンドラ公国、バチカン市国、サンマリノ共和国、リ

ヒテンシュタイン公国、クロアチア共和国及びリトアニア共和国については、通話に

限り取り扱います。 

３ 特定衛星携帯端末１、特定衛星携帯端末２及び国際ネットワーク１の区分（以下こ

の備考において「特定区分」といいます｡)以外における取扱地域に、特定区分の取扱

地域を含みません。 

 

(２) 削除 

 

イ 削除 
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料金表別表３ 削除 
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料金表別表３の２ 特定携帯国際自動通話（特定携帯国際自動通話定額を適用するものに限

ります｡)の取扱地域 

地域 

アメリカ合衆国（アラスカ及びハワイを除きます｡)、インド、オーストリア、オランダ

王国、カナダ、グアム、グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国、スウェーデ

ン王国、タイ王国、ネパール王国、ノルウェー王国、ハワイ、フィリピン共和国、ブラ

ジル連邦共和国、ベトナム社会主義共和国、ペルー共和国、ポルトガル共和国、マレー

シア、メキシコ合衆国、香港、台湾、大韓民国、中華人民共和国（香港及びマカオを除

きます｡) 
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別表１ 加入電話等契約 

１－１ 電話サービスに係るもの（相互接続協定を締結している者に係るもの） 

事業者の名称 契約の種類 契約約款の名称 

東日本電信電話株式会社 加入電話契約、臨時加入電

話契約又は着信用電話契約 

電話サービス契約約款 

西日本電信電話株式会社 加入電話契約、臨時加入電

話契約又は着信用電話契約 

電話サービス契約約款 

ソフトバンク株式会社 ダイレクト電話契約、臨時

ダイレクト電話契約、加入

電話契約又はストレート電

話契約 

電話サービス等契約約款 

楽天モバイル株式会社 電話契約又は直加入電話契

約 

電話サービス等契約約款 

アルテリア・ネットワーク

ス株式会社 

電話契約等 電話サービス契約約款 

株式会社アイ・ピー・エ

ス・プロ 

国内電話サービス提供契約 国内電話サービス約款 

備考 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社を除く事業者に係る加入電

話等契約に係る第２種一般電話等契約は、カテゴリーⅢに係るものに限ります。 

 

１－２ 電話サービスに係るもの（相互接続協定を締結していない者に係るもの） 

事業者の名称 契約の種類 契約約款の名称 

ＪＣＯＭ株式会社 ケーブルプラス電話サービ

ス契約 

ケーブルプラス電話サービ

ス契約約款 

ＪＣＯＭ株式会社 ケーブルプラス光電話サー

ビス契約 

ケーブルプラス光電話サー

ビス契約約款 

株式会社ジェイコム札幌 Ｊ：ＣＯＭ ＰＨＯＮＥプ

ラス契約 

Ｊ：ＣＯＭ ＰＨＯＮＥプ

ラスサービス契約約款 

株式会社ジェイコム東京 Ｊ：ＣＯＭ ＰＨＯＮＥプ

ラス契約 

Ｊ：ＣＯＭ ＰＨＯＮＥプ

ラスサービス契約約款 

株式会社ジェイコム湘南・

神奈川 

Ｊ：ＣＯＭ ＰＨＯＮＥプ

ラス契約 

Ｊ：ＣＯＭ ＰＨＯＮＥプ

ラスサービス契約約款 

株式会社ジェイコム埼玉・

東日本 

Ｊ：ＣＯＭ ＰＨＯＮＥプ

ラス契約 

Ｊ：ＣＯＭ ＰＨＯＮＥプ

ラスサービス契約約款 

株式会社ジェイコム千葉 Ｊ：ＣＯＭ ＰＨＯＮＥプ

ラス契約 

Ｊ：ＣＯＭ ＰＨＯＮＥプ

ラスサービス契約約款 

土浦ケーブルテレビ株式会

社 

Ｊ：ＣＯＭ ＰＨＯＮＥプ

ラス契約 

Ｊ：ＣＯＭ ＰＨＯＮＥプ

ラスサービス契約約款 

株式会社ジェイコムウエス

ト 

Ｊ：ＣＯＭ ＰＨＯＮＥプ

ラス契約 

Ｊ：ＣＯＭ ＰＨＯＮＥプ

ラスサービス契約約款 

株式会社ケーブルネット下

関 

Ｊ：ＣＯＭ ＰＨＯＮＥプ

ラス契約 

Ｊ：ＣＯＭ ＰＨＯＮＥプ

ラスサービス契約約款 

株式会社ジェイコム九州 Ｊ：ＣＯＭ ＰＨＯＮＥプ

ラス契約 

Ｊ：ＣＯＭ ＰＨＯＮＥプ

ラスサービス契約約款 

大分ケーブルテレコム株式 Ｊ：ＣＯＭ ＰＨＯＮＥプ Ｊ：ＣＯＭ ＰＨＯＮＥプ
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会社 ラス契約 ラスサービス契約約款 

横浜ケーブルビジョン株式

会社 

Ｊ：ＣＯＭ ＰＨＯＮＥプ

ラス契約 

Ｊ：ＣＯＭ ＰＨＯＮＥプ

ラスサービス契約約款 

備考 上記事業者に係る加入電話等契約に係る第２種一般電話等契約は、カテゴリーⅢ

に係るものに限ります。 

 

２ 総合ディジタル通信サービスに係るもの 

事業者の名称 契約の種類 契約約款の名称 

東日本電信電話株式会社 第１種契約、臨時第１種契

約、第２種契約又は臨時第

２種契約 

総合ディジタル通信サービ

ス契約約款 

西日本電信電話株式会社 第１種契約、臨時第１種契

約、第２種契約又は臨時第

２種契約 

総合ディジタル通信サービ

ス契約約款 

エヌ・ティ・ティ・コミュ

ニケーションズ株式会社 

専用アクセス契約 電話サービス等契約約款 

ソフトバンク株式会社 ディジタルダイレクト通信

契約、臨時ディジタルダイ

レクト通信契約、ディジタ

ル加入通信契約又はディジ

タルストレート通信契約 

電話サービス等契約約款 

Ｃｏｌｔテクノロジーサー

ビス株式会社 

ＩＳＤＮ契約、共用型マネ

ージドＩＰ－ＰＢＸ契約又

は専用型マネージドＩＰ－

ＰＢＸ契約 

総合ディジタル通信サービ

ス契約約款 

楽天モバイル株式会社 直収通信契約 電話サービス等契約約款 

株式会社ＱＴｎｅｔ 第１種契約又は第２種契約 総合ディジタル通信サービ

ス契約約款 

株式会社三通 総合ディジタル通信サービ

ス契約 

電話サービス契約約款 

備考 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社を除く事業者に係る加入電

話等契約に係る第２種一般電話等契約は、カテゴリーⅢに係るものに限ります。 

 

３ ＩＰ電話サービスに係るもの 

事業者の名称 契約の種類 契約約款の名称 

東日本電信電話株式会社 第１種契約又は第２種契約 音声利用ＩＰ通信網サービ

ス契約約款 

西日本電信電話株式会社 第１種契約又は第２種契約 音声利用ＩＰ通信網サービ

ス契約約款 

エヌ・ティ・ティ・コミュ

ニケーションズ株式会社 

第３種シェアードＩＰ－Ｐ

ＢＸ契約 

ＩＰ通信網サービス契約約

款 

東北インテリジェント通信

株式会社 

第２種ＩＰ電話契約又は第

３種ＩＰ電話契約 

ＩＰ電話サービス契約約款 

中部テレコミュニケーショ

ン株式会社 

第２種ＩＰセントレックス

サービス契約 

ＩＰ電話サービス契約約款 
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ＣＴＣ光電話契約 ＣＴＣ光電話サービス契約

約款 

オフィス光電話サービス契

約 

オフィス光電話サービス契

約約款 

光電話集合単体サービス契

約 

光電話集合単体サービス契

約約款 

株式会社オプテージ ＩＰ電話サービス契約 ＩＰ電話サービス契約約款 

音声利用ＩＰ通信網サービ

ス契約 

音声利用ＩＰ通信網サービ

ス契約約款 

株式会社ＳＴＮｅｔ 光電話サービス契約 光電話サービス契約約款 

光電話サービス（ピカラＣ

ＵＥｔｖ）契約約款 

光電話サービス（ピカラテ

レビあなん）契約約款 

光電話サービス（ピカラＵ

ＣＡＴ）契約約款 

光電話サービス（ピカラＣ

ＶＣ）契約約款 

光電話サービス（ピカラＩ

ＣＫ）契約約款 

光電話サービス（ピカラ愛

媛ＣＡＴＶ専用サービス

用）契約約款 

光電話サービス（ピカラよ

さこい）契約約款 

光電話サービス（ピカラＭ

ＣＢ）契約約款 

光電話サービス（ピカラＫ

ＢＣ）契約約款 

光電話サービス（ピカラ西

予）契約約款 

光電話サービス（ピカラＭ

ＴＣ）契約約款 

光電話サービス（ピカラ海

部）契約約款 

光電話サービス（ピカラ石

井ＣＡＴＶ）契約約款 

光電話サービス（ピカラ宇

和島市専用サービス用）契

約約款 

ビジネス光電話サービス契

約約款 

ビジネス光電話サービス

（愛媛ＣＡＴＶ専用サービ

ス用）契約約款 
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アルテリア・ネットワーク

ス株式会社 

直加入サービス契約 直加入サービス契約約款 

株式会社ＱＴｎｅｔ 第２種ＩＰ電話サービス ＩＰ電話サービス契約約款 

ソフトバンク株式会社 第３種ＩＰ電話契約、第４

種ＩＰ電話契約、第６種Ｉ

Ｐ電話契約又は第７種ＩＰ

電話契約 

ＩＰ電話サービス契約約款 

無線利用型ＩＰ電話契約 無線利用型ＩＰ電話サービ

ス契約約款 

楽天モバイル株式会社 直収電話契約又は特定ＩＰ

電話契約 

電話サービス等契約約款 

株式会社エネコム ＩＰ電話サービスに係る第

１種第３類契約又はＩＰ電

話サービスに係る第１種第

４類契約 

ＩＰ電話サービス契約約款 

Ｃｏｌｔテクノロジーサー

ビス株式会社 

ＩＰ電話契約 電話等サービス契約約款 

ＺＩＰ Ｔｅｌｅｃｏｍ株

式会社 

ＩＰ電話契約 電話サービス等契約約款 

備考 当社は、当社が別に定めるダイヤル手段による音声通信は提供しません。 
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別表２ 削除 
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別表３ 携帯契約回線に係る協定事業者等 

１ 携帯契約回線に係る協定事業者等 

(１) 特定第２種一般電話契約又は国際ローミング着信サービスに係る協定事業者等 

事業者の名称 契約の種類 契約約款の名称 

当社 ５Ｇ契約又はローミング契約 ａｕ（５Ｇ）通信サービス

契約約款 

ＬＴＥ契約又はローミング契約 ａｕ（ＬＴＥ）通信サービ

ス契約約款 

ｐｏｖｏ1.0 契約又はローミング契約 ｐｏｖｏ1.0通信サービス契

約約款 

ｐｏｖｏ2.0 契約又はローミング契約 ｐｏｖｏ2.0通信サービス契

約約款 

ＵＱ ｍｏｂｉｌｅⅡ契約又はローミン

グ契約 

ＵＱ ｍｏｂｉｌｅ通信サ

ービスⅡ契約約款 

ＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約又はローミング

契約 

ＵＱ ｍｏｂｉｌｅ通信サ

ービス契約約款 

沖縄セルラー

電話株式会社 

５Ｇ契約又はローミング契約 ａｕ（５Ｇ）通信サービス

契約約款 

ＬＴＥ契約又はローミング契約 ａｕ（ＬＴＥ）通信サービ

ス契約約款 

ｐｏｖｏ1.0 契約又はローミング契約 ｐｏｖｏ1.0通信サービス契

約約款 

ｐｏｖｏ2.0 契約又はローミング契約 ｐｏｖｏ2.0通信サービス契

約約款 

ＵＱ ｍｏｂｉｌｅⅡ契約又はローミン

グ契約 

ＵＱ ｍｏｂｉｌｅ通信サ

ービスⅡ契約約款 

ＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約又はローミング

契約 

ＵＱ ｍｏｂｉｌｅ通信サ

ービス契約約款 

備考 

１ 契約の種類は、上記に定めるものであって、通話を行うことができるものに限りま

す。 

２ 上欄に定める契約には、その電気通信事業者が提供する電気通信サービスを利用し

たＭＶＮＯサービス（電気通信事業報告規則（昭和 63 年郵政省令第 46 号。以下「報

告規則」といいます｡)に定める仮想移動電気通信サービスをいいます。以下同じとし

ます｡)に係る契約を含みます。 

 

(２) 削除 

 

(３) (１)以外の協定事業者等 

事業者の名称 契約の種類 契約約款の名称 

当社 ５Ｇ契約又はローミング契約 ａｕ（５Ｇ）通信サービス

契約約款 

ＬＴＥ契約又はローミング契約 ａｕ（ＬＴＥ）通信サービ

ス契約約款 
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ｐｏｖｏ1.0 契約又はローミング契約 ｐｏｖｏ1.0通信サービス契

約約款 

ｐｏｖｏ2.0 契約又はローミング契約 ｐｏｖｏ2.0通信サービス契

約約款 

ＵＱ ｍｏｂｉｌｅⅡ契約又はローミン

グ契約 

ＵＱ ｍｏｂｉｌｅ通信サ

ービスⅡ契約約款 

ＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約又はローミング

契約 

ＵＱ ｍｏｂｉｌｅ通信サ

ービス契約約款 

副回線契約 副回線通信サービス利用規

約 

沖縄セルラー

電話株式会社 

５Ｇ契約又はローミング契約 ａｕ（５Ｇ）通信サービス

契約約款 

ＬＴＥ契約又はローミング契約 ａｕ（ＬＴＥ）通信サービ

ス契約約款 

ｐｏｖｏ1.0 契約又はローミング契約 ｐｏｖｏ1.0通信サービス契

約約款 

ｐｏｖｏ2.0 契約又はローミング契約 ｐｏｖｏ2.0通信サービス契

約約款 

ＵＱ ｍｏｂｉｌｅⅡ契約又はローミン

グ契約 

ＵＱ ｍｏｂｉｌｅ通信サ

ービスⅡ契約約款 

ＵＱ ｍｏｂｉｌｅ契約又はローミング

契約 

ＵＱ ｍｏｂｉｌｅ通信サ

ービス契約約款 

副回線契約 副回線通信サービス利用規

約 

株式会社ＮＴ

Ｔドコモ 

５Ｇサービスに係る契約 ５Ｇサービス契約約款 

Ｘｉサービスに係る契約 Ｘｉサービス契約約款 

ＦＯＭＡサービスに係る契約 ＦＯＭＡサービス契約約款 

ワイドスターⅢ通信サービスに係る契約 ワイドスターⅢ通信サービ

ス契約約款 

ワイドスター通信サービスに係る契約 ワイドスター通信サービス

契約約款 

ソフトバンク

株式会社 

５Ｇ通信サービス契約 ５Ｇ通信サービス契約約款 

４Ｇ通信サービス契約 ４Ｇ通信サービス契約約款 

３Ｇ通信サービス契約 ３Ｇ通信サービス契約約款 

ワイモバイル通信サービスに係る契約 ワイモバイル信サービス契

約約款（電話サービス編） 

楽天モバイル

株式会社 

一般サービス 楽天モバイル通信サービス

契約約款 

１ 削除 

２ 契約の種類は、上記に定めるものであって、通話を行うことができるものに限りま

す。 

３ 上欄に定める契約には、その電気通信事業者が提供する電気通信サービスを利用し

たＭＶＮＯサービスに係る契約を含みます。 

 

２ 削除  
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別表４ 削除 

 

別表５ 削除 
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附則 

（実施時期） 

  この約款は、昭和６２年９月４日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、昭和６３年２月１９日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成元年２月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成元年２月２３日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成元年４月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務、及び平成元年４月１日前から継続して提供しているものであって、同日か

ら平成元年４月 30 日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定される電気通信サービス

の料金については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償については、

なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２年３月１９日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成２年７月１０日から実施します。 
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附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成３年３月１９日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成４年４月２９日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成４年７月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成５年４月１日から実施します。 

ただし、複数パスワードサービスに係る改正規定は、平成５年１０月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成５年７月２６日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成５年１１月４日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施の際現に通話中の通話については、その開始時刻から終了時刻までの

通話時間（以下「当該通話時間」といいます｡)に基づいてこの改正規定による改正前の約

款（以下「旧約款」といいます｡)の規定により算定して得た料金（その通話に接続する他

社接続通話の料金（この改正規定実施前の協定事業者の契約約款の規定により算定したも

のとします。以下同じとします｡)と合算して得たものとします｡)と、当該通話時間に基づ

いてこの改正規定による改正後の約款の規定により算定して得た料金のうち、低額のもの

を適用します。 

  ただし、第 141・条（責任の制限）第２項の規定の適用に関しては、高額のものを適用

します。 
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４ 第 123 条（通話等料金の支払義務）第２項及び第 141 条（責任の制限）第２項の規定の適

用に関し、この改正規定実施前の通話（前項の通話を除きます｡)に係る料金の算定に当た

っては、旧約款の規定により算定して得た料金にその通話に接続する他社接続通話の料金

を合算して得たものにより行います。 

５ この改正規定実施前に改正前の第 141 条（責任の制限）第１項及び料金表第１（通話等料

金）１（適用）の表の(6)欄の右欄のシの規定の適用を受ける事由が生じ、この改正規定実

施後においても継続する場合は、なお従前のとおりとします。 

６ この改正規定による改正後の料金表第１（通話等料金）１（適用）の表の(6)欄の右欄の

コの規 定の適用に関し、マンスリーパックの取扱いを行わなかったものとした場合の料金

額の算定にあ たっては、第３項及び第４項の規定の例によります。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成６年１月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に取り扱っているホームパックは、この改定規定実施の日にお

いて、マンスリーパックとみなします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成６年８月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成６年１２月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成７年５月１日から実施します。ただし、Ｖネット電話サービス等

の付加機能に係る改正規定は、平成７年７月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に提供している市外電話サービスは、この改正規定実施の日

（前項ただし書の部分を除きます｡)において、通常電話サービスに係る市外電話サービス

とみなします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成７年７月１日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 
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（実施時期） 

１ この改正規定は、平成７年１２月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に取り扱っているフリーコールプランは、この改正規定実施の

日において、フリーコールプラン・とみなします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成８年３月１９日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成８年４月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成８年５月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施の際現に取扱中のセレクトプランについては、そのセレクトプランに

係る料金月の初日がこの改正規定実施の日と同一の場合は、この改正規定実施の日から、

そのセレクトプランに係る料金月の初日がこの改正規定実施の日と異なる場合は、この改

正規定実施の日の属する料金月の翌料金月の初日から、それぞれ、この改正規定による改

正後の約款の規定を適用するものとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成８年６月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成８年７月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の約款の規定により一定の回線群に係る全時間帯に

おける月間累積通話料金の割引の適用を受けている契約者回線については、この改正規定

実施の日において、改正後の約款の規定による一定の場所内の回線群に係る全時間帯にお

ける月間累積通話料金の割引の適用を受けている契約者回線とみなします。 

 

附則 
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（実施時期） 

この改正規定は、平成９年１月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成９年２月３日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成９年３月１日から実施します。 

（他の約款の廃止） 

２ 次に掲げる約款は、廃止します。 

 (１) ダイレクト電話サービス契約約款 

 (２) アクセス電話サービス契約約款 

（経過措置） 

３ 削除 

４ この改正規定実施の際現に，当社とＶネット電話サービスに係る電話等契約を締結して

いる者は、この改正規定実施の日において、市外Ｖネット電話サービスⅠに係る一般電話

等契約を締結しているものとみなします。 

（この改正規定実施前に行った手続きの効力等） 

５ この改正規定実施前に、廃止約款の規定により行った手続きその他の行為は、この附則

に規定するもののほか、改正約款中にこれに相当する規定があるときは、改正約款の規定

に基づき行ったものとみなします。 

６ この改正規定実施の際現に、廃止約款の規定により提供している電気通信サービスは、

この附則に規定する場合のほか、この改正約款にこれに相当する規定があるときは、この

改正約款の規定に基づいて提供しているものとみなします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成９年４月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の約款の規定により当社と一般電話契約を締結して

いる者は、この改正規定実施の日において、この改正規定による改正後の約款の規定によ

り当社と一般電話等契約を締結しているものとみなします。 

３ この改正規定実施の際現に、改正前の約款の規定により提供されている電気通信サービ

スは、この附則に規定する場合のほか、改正後の約款にこれに相当する規定があるときは、

改正後の約款の規定に基づき提供しているものとみなします。 

４ 平成９年４月１日前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務及び同日前から継続して提供している電気通信サービスであって、同日か

ら平成９年４月 30 日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものの料金につい
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ては、なお従前のとおりとします。 

５ 平成９年４月１日前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成９年７月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成９年７月１０日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成９年８月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、この改正規定による改正前の約款の規定によりアカウント

プラン代表者又はスーパーアカウントプラン代表者となっている者は、この改正規定実施

の日において、この改正規定による改正後の約款の規定によるアカウントプラン代表者又

はスーパーアカウントプラン代表者とみなします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成９年１０月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成９年１１月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成９年１２月８日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１０年２月１日から実施します。 

  ただし、この改正規定中、「「隣接」・２０キロメートルまでのもの」の料金額に関す
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る部分については、平成 10 年４月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成１０年３月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成１０年４月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成１０年５月１日から実施します。 

 

附則 

この改正規定は、平成１０年６月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１０年７月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ 削除 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１０年８月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

４ 削除 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１０年９月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに
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ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１０年１０月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１  この改正規定は、平成１０年１０月２２日から実施します。 

ただし、この改正規定中、サテライト通話等に関する部分については、当社が別に定め

る日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、この改正規定による改正前の約款の規定により当社と一般

電話等契約を締結している者は、この改正規定実施の日において、この改正規定による改

正後の約款の規定により当社と第１種一般電話等契約を締結しているものとみなします。 

３ 特定第１種一般電話等契約者及び第２種一般電話等契約者は、当分の間、国際通話等に

限り行うことができるものとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成１０年１１月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１０年１２月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ 削除 

３ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

４ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１１年１月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、この改正規定による改正前の約款の規定により一定の場所

内の回線群に係る全時間帯における月間累積通話等料金の割引の適用を受けている契約者

回線については、この改正規定実施の日において、この改正規定による改正後の約款の規

定による一定の回線群に係る全時間帯における月間累積通話等料金の額に応じて定まる割
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引の適用を受けている契約者回線とみなします。 

３ この改正規定実施の際現に通話等中の国際通話等及びサテライト通話等に係る料金につ

いては、なお従前のとおりとします。 

４ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、この附則に規定するもののほか、なお従前のとおりとします。 

５ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１１年１月１８日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１１年３月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１１年４月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ 削除３ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サー

ビスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成１１年４月１０日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１１年４月１６日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 
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１ この改正規定は、平成１１年７月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、この改正規定による改正前の約款に規定するフリーコール

サービスは、この改正規定実施の日において、この改正規定による改正後の約款に規定す

るフリーコールサービス・とみなします。 

３ この改正規定実施の際現に通話等中のサテライト通話等に係る料金については、なお従

前のとおりとします。 

４  この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１  この改正規定は、平成１１年９月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、電話等契約者から要請のあった特定他社接続回線について

は、当社が別に定める日までの間、この改正規定による改正後の約款の規定（第３条（用

語の定義）の表の 30 欄及び第 93 条（電話サービス等の利用停止) 第１項各号列記以外の

部分の規定を除きます｡)は適用がないものとし、その特定他社接続回線については、なお

従前のとおり取り扱います。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１１年９月９日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

この改正規定は、平成１１年９月１７日から実施します。 

 

附則 

この改正規定は、平成１１年１０月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１１年１１月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 
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附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１２年１月１日から実施します。 

   ただし、第 141 条（責任の制限）の規定の改正に係る部分については平成１１年１２月

３１日か  ら実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１２年２月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ 削除 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１２年２月４日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１２年２月２３日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

この改正規定は、平成１２年３月１日から実施します。 

 

附則 

この改正規定は、平成１２年３月１５日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１２年３月１８日から実施します。 

（経過措置） 
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２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１２年３月３０日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に通話等中の国際通話等に係る料金については、なお従前のと

おりとします。 

３ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

４ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１２年４月１１日から実施します。 

  ただし、この改正規定中、スーパーセレクトプランプラスに係る部分については、平成

１２年５月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスに係

る料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

この改正規定は、平成１２年４月２１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１２年６月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定による改正前の約款（以下「改正前約款」といいます｡)に規定する下表の

左欄の市外Ｖネット電話サービス等は、この改正規定実施の日において、この改正規定に

よる改正後の約款（以下「改正後約款」といいます｡)に規定する下表の右欄の市外Ｖネッ

ト電話サービス等とみなします。 

市外Ｖネット電話サービスⅠ タイプⅠ 

市外Ｖネット電話サービス等Ⅱ タイプⅡ 

３ 削除４ この改正規定実施の際現に、特定事業者が特定事業者の電話サービス契約約款

の規定により相互に隣接する２の単位料金区域相互間の通話について、当分の間、区域内

通話として取り扱っている区域については、改正後約款の規定に関わらず、同様に取り扱
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うものとします。 

５ この改正規定実施前に、改正前約款の規定により行った手続きその他の行為は、改正後

約款にこれに相当する規定があるときは、改正後約款の規定に基づき行ったものとみなし

ます。 

６ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスに係

る料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

７ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

この改正規定は、平成１２年７月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１２年８月１日から実施します。 

  ただし、フリーコールサービスⅡ（タイプⅡのものに限ります｡)に係る特定通話等につ

いては、当社が別に定める日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、この改正規定による改正前の約款（以下「改正前約款」と

いいます｡)に規定する下表の左欄の付加機能は、この改正規定実施の日において、この改

正規定による改正後の約款（以下「改正後約款」といいます｡)に規定する下表の右欄の付

加機能とみなします。 

フリーコールサービスⅡ フリーコールサービスⅡ（タイプⅠのも

の） 

３ この改正規定実施前に、改正前約款の規定により行った手続きその他の行為は、この附

則に規定するもののほか、改正後約款にこれに相当する規定があるときは、改正後約款の

規定に基づき行ったものとみなします。 

４ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

５ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１２年８月１０日から実施します。 

  ただし、通話等料金の適用に係る部分については、平成１２年９月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 
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この改正規定は、平成１２年９月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１２年１０月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１２年１０月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、この改正規定による改正前の約款（以下「改正前約款」と

いいます｡)の規定により締結されている契約は、この改正規定実施の日において、この改

正規定による改正後の約款（以下「改正後約款」といいます｡)の規定による契約とみなし

ます。なお、改正前約款における契約と改正後約款における契約との対応関係については、

次のとおりとします。 

改正前約款における契約 改正後約款における契約 

第１種一般電話等契約（クレジット電話サ

ービス等に係るものを除きます｡) 

カテゴリーⅡに係る第１種一般電話等契約 

特定第１種一般電話等契約 カテゴリーⅡに係る特定第１種一般電話契

約 

第２種一般電話等契約 カテゴリーⅡに係る第２種一般電話等契約 

クレジット電話サービス等の提供を受ける

ための第１種一般電話等契約 

カテゴリーⅡに係るクレジット電話等契約 

３ この改正規定実施の際現に、改正前約款の規定により提供している付加機能は、この改

正規定実施の日において、改正後約款に規定する付加機能とみなします。なお、改正前約

款における付加機能と改正後約款における付加機能の対応関係については、次のとおりと

します。 

改正前約款における付加機能 改正後約款における付加機能 

クレジット電話サービス等に係るもの カテゴリーⅡに係るクレジット電話等契約

に係るクレジット電話サービス等に係るも

の 

Ｖネット電話サービス等に係るもの ＶネットサービスⅠに係るもの 

（旧ケイディディ株式会社のＫＤＤ電話サービス営業規約及び総合ディジタル通信サービス

営業規約の廃止） 

４ 旧ケイディディ株式会社のＫＤＤ電話サービス営業規約及び総合ディジタル通信サービ

ス営業規約（以下「旧ＫＤＤ電話サービス営業規約等」といいます｡)は廃止します。 

（旧ＫＤＤ電話サービス営業規約等の契約に関する経過措置） 

５ この改正規定実施の際現に旧ＫＤＤ電話サービス営業規約等の規定による契約は、この

改正規定実施に日において、改正後約款の規定による契約とみなします。なお、旧ＫＤＤ
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電話サービス営業規約等における契約と改正後約款における契約との対応関係については、

次のとおりとします。 

旧ＫＤＤ電話サービス営業規約等における

契約 

改正後約款における契約 

第１種ＫＤＤ電話利用契約 カテゴリーⅢに係る第２種一般電話等契約 

第２種ＫＤＤ電話利用契約 カテゴリーⅣに係る第１種一般電話等契約 

ＫＤＤ電話携帯利用契約 カテゴリーⅢに係る特定第１種一般電話契

約 

第１種ＫＤＤ電話内線利用契約 カテゴリーⅢに係る第２種一般電話等契約

であって、バーネットサービスに係る閉域

集団を代表する契約者回線に係るもの 

第２種内線利用電話設備による第２種ＫＤ

Ｄ電話内線利用契約 

カテゴリーⅣに係る第１種一般電話等契約

であって、ＶネットサービスⅡの提供を受

けているもの 

当社が別に定めるクレジットカードの利用

に関する契約を締結していて、第１種クレ

ジット通話又はクレジットカード・コール

の利用が可能なもの 

カテゴリーⅢに係るクレジット電話契約で

あって、第１種クレジット通話等又はクレ

ジットカード・コールの利用が可能なもの 

当社が別に定めるクレジットカードの利用

に関する契約を締結していて、第２種クレ

ジット通話の利用が可能なもの 

一般クレジットカード又は外国の電気通信

事業者が発行するクレジットカードを利用

して行われる第１種クレジット通話等又は

クレジットカード・コールの利用が可能な

もの 

プリペイド自動通話等の利用が可能なもの プリペイド自動通話等の利用が可能なもの 

利用休止の取扱いを受けているもの 特定通話等発信規制サービスⅠ、Ⅱ、Ⅲ、

Ⅳ及び特定通話等着信規制サービスを利用

しているもの 

第１種利用契約 カテゴリーⅢに係る第２種一般電話等契約 

第２種利用契約 カテゴリーⅣに係る第１種一般電話等契約 

第１種内線利用契約 

 

カテゴリーⅢに係る第２種一般電話等契約

であって、バーネットサービスに係る閉域

集団を代表する契約者回線に係るもの 

第２種内線通信設備による第２種内線利用

契約 

カテゴリーⅣに係る第１種一般電話等契約

であって、ＶネットサービスⅡの提供を受

けているもの 

６ この改正規定実施前に、旧ケイディディ株式会社が旧ＫＤＤ電話サービス営業規約等の

規定により預かった保証金については、この改正規定実施の日において、当社が旧ケイデ

ィディ株式会社から引き継ぐものとし、その取扱いについては、この改正後約款の規定に

よるものとします。 

７ この改正規定実施の際現に、旧ＫＤＤ電話サービス営業規約等の規定により適用してい

る選択料金制サービスは、この改正規定実施の日において、改正約款表に規定する選択料

金制サービスとみなします。なお、旧ＫＤＤ電話サービス営業規約等における選択料金制

サービスと改正後約款における選択料金制サービスの対応関係については、次のとおりと

します。 
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旧ＫＤＤ電話サービス営業規約等における

選択料金制サービス 

改正後約款における選択料金制サービス 

特定通話に係る選択料金制サービス 特定通話等に係る選択料金制サービス 

特定通信に係る選択料金制サービス 特定通話等に係る選択料金制サービス 

第２種料金着信払自動通話に係る割引率逓

増型選択料金サービス 

第２種料金着信払自動通話等に係る割引率

逓増型選択料金サービス 

第１種料金着信払通信に係る割引率逓増型

選択料金サービス 

第４種料金着信払自動通話等に係る割引率

逓増型選択料金サービス 

第２種料金着信払自動通話に係る割引率一

定型選択料金制サービス 

第２種料金着信払自動通話等に係る割引率

一定型選択料金制サービス 

第１種料金着信払通信に係る割引率一定型

選択料金制サービス 

第４種料金着信払自動通話等に係る割引率

一定型選択料金制サービス 

第２種ＫＤＤ電話内線利用契約に係る割引

率逓増型選択制選択料金制サービス 

ＶネットサービスⅡに係る割引率逓増型選

択料金制サービス 

第２種内線利用契約に係る割引率逓増型選

択制選択料金制サービス 

ＶネットサービスⅡに係る割引率逓増型選

択料金制サービス 

第２種ＫＤＤ電話内線利用契約に係る割引

率一 定型選択制選択料金制サービスⅠ、

Ⅱ、Ⅲ 

ＶネットサービスⅡに係る割引一定増型選

択料金制サービスⅠ、Ⅱ、Ⅲ 

第２種ＫＤＤ電話内線利用契約に係る一定

時間定額型第２種選択制選択料金制サービ

ス 

ＶネットサービスⅡに係る一定時間定額型

第２種選択料金制サービス 

第２種内線利用契約に係る一定時間定額型

選択料金制サービス 

ＶネットサービスⅡに係る一定時間定額型

第２種選択料金制サービス 

特定国内通話に係る国内国際統合割引率変

動型選択料金サービス 

特定国内通話等に係る国内国際統合割引率

変動型選択料金サービス 

第２種ＫＤＤ電話内線利用契約に係る割引

率変動型選択料金制サービス 

ＶネットサービスⅡに係る割引率変動型選

択料金制サービス 

第２種内線利用契約に係る割引率変動型選

択料金制サービス 

ＶネットサービスⅡに係る割引率変動型選

択料金制サービス 

８ 削除 

９ 削除 

10 削除 

11 この改正規定実施の際現に、旧ＫＤＤ電話サービス営業規約等の規定により提供してい

る付加機能は、この改正規定実施の日において、改正後約款に規定する付加機能とみなし

ます。なお、旧ＫＤＤ電話サービス営業規約等における付加機能と改正後約款における付

加機能との対応関係については、次のとおりとします。 

旧ＫＤＤ電話サービス営業規約等における

付加機能 

改正後約款における付加機能 

代表機能 代表サービス 

短縮ダイヤルイン機能 短縮ダイヤルサービス 

ダイヤルイン機能 ダイヤルインサービス 

国内通話内線接続機能 国内通話等内線接続サービス 

第１種料金着信払自動通話機能 フリーコールサービスⅤ 
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 世界共通料金着信払自動通話用番号登録

料を要するもの 

 着信転送機能 

 着信時間帯指定機能 

 ユニバーサルフリーナンバーサービス 

 

 着信転送サービス 

 着信時間帯指定サービス 

第三者課金機能 第三者課金サービス 

情報提供機能 情報提供サービス 

第２種料金着信払自動通話機能 

 時間外着信案内機能 

 接続分配機能 

 同時接続機能 

 全国共通番号機能 

 話中時転送機能 

 受付先変更機能 

 カスタム終了案内機能 

 待ち合わせ接続機能 

 コマンドルーティング機能 

 通話案内機能 

 内線個別着信機能 

 移動体電話設備接続機能 

旧フリーコールサービスⅢ 

 時間外着信案内サービス 

 接続分配サービス 

 同時接続サービス 

 全国共通番号サービス 

 話中時転送サービス 

 受付先変更サービス 

 カスタム終了案内サービス 

 待合せ接続サービスⅡ 

 コマンドルーティングサービス 

 通話等案内サービス 

 内線個別着信サービス 

 移動体アクセスサービス 

第３種料金着信払機能 フリーコールサービスⅣ 

第１種ＫＤＤ電話内線利用契約者が利用で

きる付加機能 

 擬似内線ダイヤル機能 

 詳細料金明細機能 

 内線ダイヤルイン機能 

バーネットサービスに係るもの 

 

 擬似内線ダイヤルサービス 

 詳細料金明細サービス 

 内線ダイヤルインサービス 

第２種ＫＤＤ電話内線利用契約者が利用で

きる付加機能 擬似内線ダイヤル機能 

 外線ダイヤル機能 

 閉域集団外設備発信機能 

 オンネット通話規制機能 

 特番オンネット通話機能 

 着信転送機能 

 閉域グループ接続機能 

 接続先変更機能 

 ホットライン機能 

 カスタムアナウンス機能 

 多重番号機能 

 内線個別着信機能 

Ｖネット電話サービスⅡに係るもの 

 擬似内線ダイヤルサービスⅡ 

 外線ダイヤルサービス 

 リモートアクセスサービスⅡ 

 オンネット通話等規制サービス 

 特番オンネット通話等サービス 

 着信転送サービスⅡ 

 閉域グループ接続サービス 

 接続先変更サービス 

 ホットラインサービス 

 カスタムアナウンスサービス 

 多重番号サービス 

 内線個別着信サービス 

国際ローミング着信自動通話機能 国際ローミング着信サービス 

（料金の適用等に関する経過措置） 

12 この改正規定実施前に、改正前約款又は旧ＫＤＤ電話サービス営業規約等により支払い、

又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお

従前のとおりとします。 

13 この改正規定実施前に、改正前約款又は旧ＫＤＤ電話サービス営業規約等の規定により

その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のと
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おりとします。 

14 １（実施時期）の規定に関わらず、第３種国内通話等（県内通話に係るものに限りま

す｡)の通話等料金については、当社が別に定める日より実施します。 

15 １（実施時期）の規定に関わらず、インマルサットミニＭ型の携帯移動地球局に着する

携帯移動衛星電話通信（ディジタル通信モード（64kbps）によるものに限ります｡)の料金

については、当社が別に定める日より実施します。 

16 削除 

17 削除 

 （改正前に行った手続きの効力） 

18 この改正規定実施前に、改正前約款又は旧ＫＤＤ電話サービス営業規約等の規定によっ

てなされた申込み、承諾、通知その他の手続きであって、この改正後約款中にこれに相当

する規定があるものについては、この改正後約款の規定に基づいて行ったものとみなしま

す。 

 

附則 

この改正規定は、平成１２年１０月１０日から実施します。 

 

附則 

この改正規定は、平成１２年１０月１４日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１２年１１月１日から実施します。 

  ただし、第３種国内通話の区域内通話に係る部分については、当社が別に定める日から

実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１２年１１月１０日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１２年１１月１３日から実施します。 



146 

 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１２年１２月１５日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１３年１月１日から実施します。 

  ただし、料金表別表５（選択料金制サービス）第 16 表のイ及び第 17 表のアの(イ)の割

引率に係る部分は、当社が別に定める日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

この改正規定は、平成１３年１月９日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１３年２月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１３年２月２０日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料
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金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１３年２月２３日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施の日以降を起算日とする料金月から平成１３年４月２３日を起算日と

する料金月までの間に限り、料金表別表５（選択料金制サービス）の第１４表（全時間帯

における確定単位料金区域への通話等に係る月間累積通話等料金の時間帯及び割引の適用

（タイプⅡ））の適用に係る通話等料金については、同表の規定に関わらず、定額料金の

支払いを要しません。 

３ この改正規定実施の日以降を起算日とする料金月から平成１３年４月２３日を起算日と

する料金月までの間に限り、料金表別表５（選択料金制サービス）の第３９表（全時間帯

における確定電話番号等への通話等に係る月間累積通話等料金の割引の適用Ⅱ）の適用に

係る通話等料金については、同表の規定に関わらず、定額料金の支払いを要しません。 

４ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

５ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１３年２月２８日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１３年３月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の電

話サービス契約約款に規定される加入電話契約者若しくは臨時加入電話契約者、又は総合

ディジタル通信サービス契約約款に規定される契約者（この改正規定による改正前の規定

により既に当社との間に、カテゴリーⅣに係る第１種一般電話等契約を締結している方を

除きます｡)は、この改正規定実施の日において、当社との間に、カテゴリーⅣに係る第２

種一般電話等契約を締結したこととなります。ただし、この改正規定の実施前に、カテゴ

リーⅣに係る第２種一般電話等契約を締結しない旨の通知を書面により当社に対して行っ

た方については、この限りではありません。 
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３ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

４ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（コンタクトプランの取扱いの経過措置） 

１ コンタクトプランの取扱いについて、平成１３年３月１５日から平成１３年４月３０日

の間（以下この附則において「特定期間」といいます｡)に請求のあったコンタクトプラン

Ⅰについては、料金表別表５（選択料金制サービス）第 16 表トに規定する年間累積通話等

料金の額が同表イに定 める契約金額を越えることを取扱いの要件とせず、同表トの規定を

適用しないものとして取扱います。 

（経過措置） 

２ １に規定する取扱いについては、「特定期間」に請求のあったコンタクトプランⅠにお

いて、コンタクトプランⅠの取扱いを行う期間の満了前の当社が別に定める期日までに取

扱いの終了の申出がない場合は、料金表別表５（選択料金制サービス）第 16 表コの規定に

関わらず、コンタク トプランⅠの取扱いを開始した料金月から 36 月の間に限り継続して

適用するものとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１３年３月３１日から実施します。 

  ただし、料金表別表５（選択料金制サービス）第５表に定める第２種電気通信事業者を

フレクッスプラン（タイプⅡ）代表者とする規定に関する部分は、所定の準備が整い次第

実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１３年４月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１３年４月１日から実施します。 
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（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１３年４月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１３年４月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ コンタクトプランの取扱いについて、平成１３年４月１日から平成１３年４月３０日の

間（以下この附則において「特定期間」といいます｡)に請求のあったコンタクトプランⅢ

については、料金表別表５（選択料金制サービス）第 16 表トに規定する年間累積通話等料

金の額が同表イに定め る契約金額を越えることを取扱いの要件とせず、同表トの規定を適

用しないものとして取扱います。 

３ ２に規定する取扱いについては、「特定期間」に請求のあったコンタクトプランⅢにお

いて、コンタクトプランⅢの取扱いを行う期間の満了前の当社が別に定める期日までに取

扱いの終了の申出がない場合は、料金表別表５（選択料金制サービス）第 16 表コの規定に

関わらず、コンタク トプランⅢの取扱いを開始した料金月から 36 月の間に限り継続して

適用するものとします。 

４ この改正規定実施の際現に取り扱っている高度振り分けサービスは、この改正規定実施

の日において、高度振り分けサービスⅠとみなします。 

５ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

６ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

この改正規定は、平成１３年４月２０日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１３年５月１日から実施します。 

（経過措置） 
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２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１３年５月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１３年５月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、株式会社ディーディーアイのａｕ電話サービス契約約款又

はａｕデュアルサービス契約約款に規定されるａｕ電話契約者（第４種のａｕ電話を利用

している者に限ります｡)又はａｕデュアル契約者は、この改正規定実施の日において、当

社との間に、特定第２種一般電話契約を締結したこととなります。 

  ただし、この改正規定の実施前に、特定第２種一般電話契約を締結しない旨の通知を書

面により当社に対して行った方については、この限りではありません。 

３ この改正規定実施の際現に、株式会社エーユー又は沖縄セルラー電話株式会社のａｕ電

話サービス契約約款又はａｕデュアルサービス契約約款に規定されるａｕ電話契約者（Ｃ

ＤＭＡ方式のａｕ電話を利用している者に限ります｡)又はａｕデュアル契約者は、この改

正規定実施の日において、当社との間に、特定第２種一般電話契約を締結したこととなり

ます。 

  ただし、この改正規定の実施前に、特定第２種一般電話契約を締結しない旨の通知を書

面により当社に対して行った方については、この限りでありません。 

 

附則 

この改正規定は、平成１３年５月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１３年５月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 
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附則 

この改正規定は、平成１３年５月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１３年５月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１３年５月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定の第２（通話等料金）の１（適用）の表（通話等料金の適用）の(２)（通

話等種類等の適用）欄のイの表に規定するユーザー間情報通知に係る通話等料金について

は、この改正規定実施の日から平成１３年７月３１日までの間、２（料金額）の(２)（総

合ディジタル通信に係るもの）のイ（ユーザー間情報通知）の規定に関わらず、料金額の

支払いを要しません。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１３年５月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ コンタクトプランの取扱いについて、平成１３年５月１日から平成１３年６月３０日の

間（以下この附則において「特定期間」といいます｡)に請求のあったコンタクトプランⅠ

又はコンタクトプランⅢについては、料金表別表第５（選択料金制サービス）第 16 表トに

規定する年間累積通話 等料金の額が同表イに定める契約金額を超えることを取扱いの要件

とせず、同表トの規定を適用しないものとして取扱います。 

３ ２に規定する取扱いについては、特定期間に請求のあったコンタクトプランⅠ又はコン

タクトプランⅢにおいて、コンタクトプランⅠ又はコンタクトプランⅢの取扱いを行う期

間の満了前の当社が別に定める期日までに取扱いの終了の申出がない場合には、料金表別

表第５（選択料金制サービス）第 16 表コの規定に関わらず、コンタクトプランⅠ又はコン

タクトプランⅢの取扱いを開 始た料金月から 36 月の間に限り継続して適用するものとし

ます。 

４ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

５ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１３年５月３日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定の際現に取り扱っているコンタクトプランⅢは、この改正規定実施の日に
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おいて、コンタトクトプランⅢ－１とみなします。 

３ コンタクトプランの取扱いについて、平成１３年５月３日から平成１３年６月３０日の

間（以下この附則において「特定期間」といいます｡)に請求のあったコンタクトプランⅢ

－２については、料金表別表第５（選択料金制サービス）第 16 表トに規定する年間累積通

話等料金の額が同表イ に定める契約金額を超えることを取扱いの要件とせず、同表トの規

定を適用しないものとして取扱います。 

４ ３に規定する取扱いについては、特定期間に請求のあったコンタクトプランⅢ－２にお

いて、コンタクトプランⅢ－２の取扱いを行う期間の満了前の当社が別に定める期日まで

に取扱いの終了の申出がない場合には、料金表別表第５（選択料金制サービス）第 16 表コ

の規定に関わらず、コンタクトプランⅢ－２の取扱いを開始した料金月から 36 月の間に限

り継続して適用するものと します。 

 

附則 

この改正規定は、平成１３年５月３０日から実施します。 

 

附則 

この改正規定は、平成１３年６月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１３年６月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１３年５月３０日から実施します。 

（経過措置） 

２ コンタクトプランの取扱いについて、平成１３年５月３０日から平成１３年６月５日ま

での間（以下この附則において「特定期間」といいます｡)に請求のあったコンタクトプラ

ンⅢ－３については、料金表別表第５（選択料金制サービス）第 16 表トに規定する年間累

積通話等料金の額が同表イに定める契約金額を超えることを取り扱いの要件とせず、同表

トの規定を適用しないもの として取り扱います。 

３ ２に規定する取扱いについては、「特定期間」に請求のあったコンタクトプランⅢ－３

において、コンタクトプランⅢ－３の取扱いを行う期間の満了前の当社が別に定める期日

までに取扱いの終了の申出がない場合は、料金表別表第５（選択料金制サービス）第 16 表

コの規定に関わらず、コンタクトプランⅢ－３の取扱いを開始した料金月から 36 月の間に

限り継続して適用するものとします。 

 

附則 
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（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１３年６月２０日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

この改正規定は、平成１３年６月２７日から実施します。 

 

附則 

この改正規定は、平成１３年６月３０日から実施します。 

 

附則 

この改正規定は、平成１３年７月１日から実施します。 

 

附則 

この改正規定は、平成１３年７月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１３年７月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ 当社が別に定めるＶネットサービスⅠの機能及びＶネットサービスⅠに係る付加機能に

係る請求に関する工事について、平成１３年７月１日から当社が別に定める日までの間に、

第１種一般電話等契約者（カテゴリーⅣに係る第１種一般電話等契約に係る者に限りま

す｡)であって、ＶネットサービスⅡの提供を受けている者が、その第１種一般電話等契約

を解除すると同時に、ＶネットサービスⅠに係る第１種一般電話等契約（カテゴリーⅠに

係るものに限ります｡)を当社と締結した場合は、料金表の第６（工事費）の２（工事費の

額）の規定に関わらず、工事費の支払いを要しません。 

３ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

４ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

この改正規定は、平成１３年７月６日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１３年７月１２日から実施します。 

（経過措置） 
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２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

この改正規定は、平成１３年７月２８日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１３年８月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１３年８月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１３年８月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１３年８月３１日から実施します。 

  ただし、付加機能使用料に係る部分以外の部分は、当社が別に定める日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１３年９月５日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１３年９月２５日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 
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附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１３年１０月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１３年１０月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１３年１０月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１３年１０月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前約款の規定により、特定料金表の適用に係る選択料

金制サービス（タイプ３）の適用を受けている登録回線及び登録内線回線については、こ

の改正規定実施の日において、改正後約款に規定する、特定料金表の適用に係る選択料金

制サービス（タイプ３）の取扱いを受ける割引対象回線とみなします。 

３ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

４ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１３年１０月２３日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１３年１１月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、この改正規定による改正前の約款（以下「改正前約款」と

いいます｡)の規定により提供している付加機能（カテゴリーⅣに係る第１種一般電話等契

約に係る旧フリーコールサービスⅢに係るものに限ります。以下この２において同じとし

ます｡)は、この改正規定実施の日において、この改正規定による改正後の約款（以下「改

正後約款」といいます｡)に規定する付加機能とみなします。なお、改正前約款における付

加機能と改正後約款における付加機能の対応関係については、次のとおりとします。 

改正前約款における付加機能 改正後約款における付加機能 

時間外着信案内サービス 受付先変更サービス 

接続分配サービス 着信先分配サービス 

同時接続サービス 受付回線設定サービス 
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全国共通番号サービス 全国共通番号サービス 

話中時転送サービス 受付回線設定サービス 

受付先変更サービス 受付先変更サービス コースⅡ 

カスタム終了案内サービス カスタムアナウンスサービスⅡ 

待合わせ接続サービスⅡ 待合わせ接続サービス 

通話等案内サービス 接続先案内サービス 

３ この改正規定実施の際現に、改正前約款の規定により提供している付加機能（フリーコ

ールサービスⅠ又はフリーコールサービスⅡに係るものに限ります。以下この３において

同じとします｡)は、この改正規定実施の日において、この改正後約款に規定する付加機能

とみなします。なお、改正前約款における付加機能と改正後約款における付加機能の対応

関係については、次のとおりとします。 

改正前約款における付加機能 改正後約款における付加機能 

受付先変更サービス 

 フリーコールサービスⅠに係るもの 

 フリーコールサービスⅡに係るもの 

受付先変更サービス 

 コースⅠ 

 コースⅡ 

４ この改正規定実施の際現に、改正前約款の規定により適用している選択料金制サービス

（カテゴリーⅣに係る第１種一般電話等契約に係るものに限ります｡)は、この改正規定実

施の日において、改正後約款に規定する選択料金制サービスとみなします。なお、改前約

款における選択料金制サービスと改正後約款における選択料金制サービスの対応関係につ

いては、次のとおりとします。 

改正前約款における選択料金制サービス 改正後約款における選択料金制サービス 

第２種料金着信払自動通話等に係る割引率

逓増型選択料金制サービス 一定の回線群に係る全時間帯における月間

累積通話等料金の額に応じて定まる割引の

適用（タイプⅡ） 

第２種料金着信払自動通話等に係る割引率

一定型選択料金制サービスⅠ、Ⅱ、Ⅲ及び

Ⅳ 

５ 削除 

６ 削除 

７ 削除 

８ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

９ この改正規定実施前にその事由の生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１３年１１月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１３年１１月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 
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 この改正規定は、平成１３年１１月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１３年１１月２３日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１３年１２月８日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１４年１月８日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１４年１月４日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１４年１月１０日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１４年２月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１４年２月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１４年２月１日から実施します。 
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（経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前約款に規定するＶネットサービスⅡに係る第１種一

般電話等契約を締結している者（料金表別表５の第２９表に規定する内線通話等逓増型選

択料金制サービスの適用を受けている者を除きます｡)は、この改正規定実施の日において、

当社との間に、この改正約款による改正後の約款（以下「改正後約款」といいます｡)に規

定するＶネットサービスに係る第１種一般電話等契約（カテゴリーⅡに係るものに限りま

す｡)を締結したこととなります。 

３ この改正規定実施の際現に、改正前約款に規定するＶネットサービスⅡに係る第１種一

般電話等契約を締結している者（料金表別表５の第２９表に規定する内線通話等逓増型選

択料金制サービスの適用を受けている者に限ります｡)は、この改正規定実施の日において、

当社との間に、改正後約款に規定するＶネットサービスに係る第１種一般電話等契約（カ

テゴリーⅠに係るものに限ります｡)を締結したこととなります。 

４ ２又は３に基づき、当社との間に、締結したこととしたＶネットサービスに係る第１種

一般電話等契約（カテゴリーⅠ又はカテゴリーⅡに係るものに限ります｡)に係る通話等に

ついては、第２（通話等料金）の１（適用）の表の(２)欄のエに関わらず、第１種国内通

話等とみなして取扱います。 

５ 削除６ 削除７ この改正規定実施の際現に、改正前約款の規定により提供している付

加機能（ＶネットサービスⅡに係るものに限ります｡)は、この改正規定実施の日において、

改正後約款に規定する付加機能（Ｖネットサービスに係るものに限ります｡)又はＶネット

サービスに係る機能とみなします。なお、改正前約款における付加機能と改正後約款にお

ける付加機能又はＶネットサービスに係る機能の対応関係については、次のとおりとしま

す。 

改正前約款における付加機能 改正後約款における付加機能又はＶネット

サービスに係る機能 

擬似内線ダイヤルサービスⅡ サブネットコール機能 

外線ダイヤルサービス オフネットコール機能 

ホットラインサービス 

  そのダイヤル操作方法がダイヤル操作

なしの方法により行われるもの  その

ダイヤル操作方法が＃のみダイヤルする

方法により行われるもの 

 

ダイレクトコールサービス 

♯ダイヤルサービス 

８ 削除９ この改正規定実施の際現に、改正前約款の規定により適用している選択料金制

サービス（ＶネットサービスⅡに係るものに限ります｡)は、この改正約款実施の日におい

て、改正後約款に規定する選択料金制サービス（Ｖネットサービスに係るものに限りま

す｡)とみなします。なお、改正前約款における選択料金制サービスと改正後約款における

選択料金制サービスの対応関係については、次のとおりとします。 

改正前約款における選択料金制サービス 改正後約款における選択料金制サービス 

ＶネットサービスⅡに係る割引率逓増型選

択料金制サービス 

一定の回線群に係る全時間帯における月間

累積通話等料金の額に応じて定まる割引の

適用（タイプⅡ） 

ＶネットサービスⅡに係る割引率一定型選

択料金制サービスⅡ 

一定の回線群に係る全時間帯における月間

累積通話等料金の一定割引の適用 

  

ＶネットサービスⅡに係る一定時間定額型 Ｖネットサービスに係る契約者回線に係る
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第２種選択料金制サービス 全時間帯における月間累積通話時間に係る

定額料金の適用 

10 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

11 この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１４年２月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１４年２月４日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１４年３月２５日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１４年４月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ 削除 

３ この改正規定実施の際現に、この改正規定による改正前の約款の規定により取り扱って

いるフレックスプラン、スーパーアカウントプランⅠ、スーパーセレクトプラン、スーパ

ーセレクトプランプラス、スーパーセレクトプランⅡ、割引率逓増型選択料金制サービス

Ⅱ及び割引率逓増型選択料金制サービスⅢは、この改正規定実施の日において、「旧フレ

ックスプラン」、「旧スーパーアカウントプラン」、「旧スーパーセレクトプラン」、

「旧スーパーセレクトプランプラス」、「旧スーパーセレクトプランⅡ」、「旧割引率逓

増型選択料金制サービスⅡ」及び「旧割引率逓増型選択料金制サービスⅢ」とし、その取

扱いは、次のとおりとします。 

一定の回線群

に係る全時間

帯における月

間累積通話等

料金の額に応

じて定まる割

ア 当社は、第１種一般電話等契約者（カテゴリーⅡに係る第１種一般

電話等契約に係る第１種一般電話等契約者であって料金明細内訳を記

録している者に限ります。以下この表において同じとします｡)から請

求があったときは、第１種一般電話サービス等（カテゴリーⅡに係る

第１種一般電話等契約に係る第１種一般電話サービス等に限ります。

以下この表において同じとします｡)に係る契約者回線により構成され
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引の適用 る回線群ごとに、その回線群（メンバーズコード（その電話等契約者

に係るものに限ります｡)を含みます｡)に係る全ての時間帯における第

１種国内通話等（区域内通話等、フリーコールサービスⅡに係る特定

通話等、第 12 表に規定するＶネットパックの適用を受ける通話等及

び第 44 表に規定するワイドプランの適用を受ける通話等を除きま

す｡)を料金月単位に累積し、その月間累積通話等料金の額から、その

月間累積通話等料金の額にその月間累積通話等料金の額（区域内通話

等及び第 44 表に規定するワイドプランの適用を受ける通話等に係る

月間累積通話等料金の額を含むものとし、他の選択料金制サービス

（当社が別に定めるものに限ります｡)の適用による場合は、適用した

後の額とします｡)に応じて定まる下表の割引率を乗じて得た額を割り

引く取扱い（以下「旧フレックスプラン」といいます｡)を行います。

  ただし、その他の選択料金制サービス（当社が別に定めるものに限

ります｡)の取扱いを受けている契約者回線については、旧フレックス

プランの取扱いを受けることはできません。 

月間累積通話等料金の額 割引率 

税抜額 5,000 円以上 30,000 円未満の場合 25.0％ 

税抜額 30,000 円以上 200,000 円未満の場合 28.0％ 

税抜額 200,000 円以上の場合 30.0％ 

(注１) 上表において、割引率は、第１種国内通話等に係る月間累積

通話等料金の額に適用する割引率とします。 

(注２) 上表において、その電話等契約者がＶネットサービスⅠ又は

Ｓネットサービスの提供を受けているときは、上表による割引のほ

か、全ての時間帯における第１種国内通話等（料金表別表１のオフ

ネットコール機能を利用して行われる通話等、区域内通話等（契約

者回線相互間の通話等又はスピードナンバーによる通話等に限りま

す｡)及びスピードナンバーによらない通話等を除きます｡)の通話等

料金（２（料金額）に規定する通話等料金とします｡)を料金月単位

に累積し、その月間累積通話等料金の額に5.0%を乗じて得た額を加

えて割り引くものとします。 

(注３) 削除 

イ 旧フレックスプラン回線群（アの回線群をいいます。以下同じとし

ます｡)は、同一の群を構成するものとして電話等契約者から申出のあ

った契約者回線であって、次の条件を満たすものにより構成されるも

のとします。 

(ア) １の電話等契約者に係る契約者回線により旧フレックスプラン

回線群を構成する場合 

  その電話等契約の名義が当該電話等契約者の本人名義のものであ

ること。 

(イ) ２以上の電話等契約者に係る契約者回線により旧フレックスプ

ラン回線群を構成する場合 

① その電話等契約の名義が相互に業務上緊密な関係を有すること

について当社が別に定める基準に適合するものであること。 

② 旧フレックスプラン回線群を構成することについて同意してい

る電話等契約者に係るものであること。 
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ウ 旧フレックスプランの取扱いを受けようとする電話等契約者は、旧

フレックスプラン回線群を構成する契約者回線に係る電話等契約者で

あって、旧フレックスプランに係る通話等料金その他の債務の支払い

を現に怠り、又は怠るおそれのない者を代表者として定め、その代表

者（以下「旧フレックスプラン代表者」といいます｡)を通じて旧フレ

ックスプランの取扱いの請求をしていただきます。旧フレックスプラ

ンの終了の申出の場合も同様とします。 

  ただし、イの(ア)に係る旧フレックスプラン回線群については、こ

の限りでありません。 

エ 電話等契約者は、旧フレックスプラン代表者を変更するときは、そ

のことを速やかに当社に届け出ていただきます。この場合において、

変更後の旧フレックスプラン代表者は、ウの条件を満たす者であるこ

とを要します。 

オ 当社は、旧フレックスプランに係る通話等料金その他の債務につい

ては、旧フレックスプラン回線群ごとに一括して、その旧フレックス

プラン回線群に係る電話等契約者（イの(イ)に係る旧フレックスプラ

ン回線群については、旧フレックスプラン代表者）に請求します。 

  ただし、当社が別に定めるところにより、旧フレックスプラン代表

者があらかじめ電話等契約者（その旧フレックスプラン回線群を構成

する契約者回線に係る電話等契約者に限ります｡)を指定するときは、

その指定のあった電話等契約者に請求するものとします。 

カ 当社は、オの規定に関わらず、当社が別に定めるところにより、そ

の旧フレックスプラン回線群に係る電話等契約者（イの(イ)に係る旧

フレックスプラン回線群については、旧フレックスプラン代表者）か

ら、あらかじめ、その請求の範囲を指定して分割請求の要請があった

ときは、その指定に基づき分割請求するものとします。 

キ 旧フレックスプランの取扱いは、次のとおりとします。 

(ア)新たに１の旧フレックスプラン回線群を構成する場合 

  新たに１の旧フレックスプラン回線群を構成する場合は、請求の

あった日（請求のあった日に電話等契約の申込みに基づく電話サー

ビス等の提供が開始されていない場合は、その提供開始日を請求の

あった日とみなして取り扱います｡)の属する料金月の翌料金月の初

日（電話等契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行上支障が

ないときは、その請求のあった日の属する料金月の当社が指定する

日）から旧フレックスプランの取扱いを開始することとし、その次

料金月以降においても、電話等契約者から旧フレックスプランの取

扱いの終了の申出がない限り、旧フレックスプランの取扱いは継続

するものとします。旧フレックスプランの取扱いの終了の申出があ

った場合は、その申出のあった日の属する料金月の末日までの間、

旧フレックスプランの取扱いは継続するものとします。 

(イ) 既存の１の旧フレックスプラン回線群を指定して契約者回線を

追加する場合 

既存の１の旧フレックスプラン回線群を指定して追加する契約者

回線については、請求のあった日（請求のあった日に電話等契約の

申込みに基づく電話サービス等の提供が開始されていない場合は、

その提供開始日を請求のあった日とみなして取り扱います｡)の属す
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る料金月の翌料金月の初日（電話等契約者から特に要請があり、当

社の業務の遂行上支障がないときは、その請求のあった日の属する

料金月の当社が指定する日）から旧フレックスプランの取扱いを開

始することとし、その次料金月以降においても、電話等契約者から

旧フレックスプランの取扱いの終了の申出がない限り、旧フレック

スプランの取扱いは継続するものとします。 

(ウ) 既存の旧フレックスプラン回線群から、契約者回線を指定して

旧フレックスプランの取扱いの終了の申出があった場合 

旧フレックスプランの取扱いの終了の申出があった契約者回線につい

ては、申出があった日の属する料金月の末日において、旧フレック

スプランの取扱いは終了したものとします。 

ク 次の場合は、その契約者回線に係る旧フレックスプランの取扱いは

終了したものとします。 

(ア) 旧フレックスプランの取扱いを受けている電話等契約者に係る

契約者回線がイに規定する条件を満たさなくなったとき。 

(イ)削除(ウ) 旧フレックスプランの取扱いを受けている電話等契約

者からの通知に基づいて、その契約者回線に係る電話等契約を解除

したとき。 

(エ) 旧フレックスプランの取扱いを受けている電話等契約者につい

て、その契約者回線の移転に伴い、その電話番号等が変更になった

とき。 

(オ) 旧フレックスプランの取扱いを受けている電話等契約者につい

て、当社がその契約者回線に係る電話等契約を解除したとき。 

(カ) 旧フレックスプランの取扱いを受けている電話等契約者から、

その契約者回線について、他の選択料金制サービス（当社が別に定

めるものを除きます｡)の取扱いの請求があったとき。 

ケ 次の場合は、その旧フレックスプラン回線群に係る旧フレックスプ

ランの取扱いは終了したものとします。 

(ア) その旧フレックスプラン回線群を構成する全ての契約者回線に

ついて、クの(ア)から(カ)までの事由が生じたとき。 

(イ) 電話等契約者（イの(イ)に係る旧フレックスプラン回線群につ

いては、旧フレックスプラン代表者又はオのただし書の規定により

指定のあった電話等契約者）が、旧フレックスプラン回線群に係る

通話等料金その他の債務について当社が定める支払期日を経過して

もなお一括又は分割（カの規定による場合に限ります｡)して支払わ

ないとき。 

(ウ) 旧フレックスプラン代表者がウの条件を満たす者でなくなった

とき。 

コ 当社は、ケの(イ)の規定により旧フレックスプランの取扱いが終了

した旧フレックスプラン回線群については、その旧フレックスプラン

回線群を構成する契約者回線１回線ごとの通話等料金を算出して、当

該契約者回線に係る電話等契約者に請求することとします。この場合

において、電話等契約者がその支払いを行うときに係る延滞利息の適

用に当たっては、ケの(イ)の支払期日を基に計算することとします。

サ 当社は、コの規定その他の場合において、契約者回線１回線当たり

の通話等料金の額を確定する必要が生じたときは、次の算式により算
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出することとします。 

契約者回線

１回線当た

りの通話等

料金の額 

＝

旧フレックスプラ

ン適用後の当該旧

フレックスプラン

回線群に係る通話

等料金の額 

×

旧フレックスプランの取

扱いを行わなかったとし

た場合の当該契約者回線

に係る通話等料金の額 

旧フレックスプランの取

扱いを行わなかったとし

た場合の当該旧フレック

スプラン回線群に係る通

話等料金の額 

 

シ サの場合において、旧フレックスプラン適用後の旧フレックスプラ

ン回線群に係る通話等料金の額からその旧フレックスプラン回線群を

構成する全ての契約者回線についてサに規定する算式により算出した

契約者線１回線当たりの通話等料金の額を合計した額を控除し、残額

が生じたときは、当社は、その残額を旧フレックスプランの取扱いを

受けている電話等契約者（イの(イ)に係る旧フレックスプラン回線群

については、旧フレックスプラン代表者）があらかじめ指定する特定

の１の契約者回線に係る通話等料金の額に加算するものとします。 

ス 旧フレックスプランの取扱いを受けている電話等契約者について、

料金月の起算日の変更があった場合は、新たな料金月については、旧

フレックスプランの取扱いを行わないこととし、その料金月の翌料金

月の初日から、旧フレックスプランの取扱いを行うものとします。 

  ただし、その電話等契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行

上支障がないときは、新たな料金月の当社が指定する日から、旧フレ

ックスプランの取扱いを行うものとします。 

セ 旧フレックスプランの取扱いを受けている電話等契約者について、

メンバーズコードの変更があった場合は、新たなメンバーズコードに

ついて、旧フレックスプランの取扱いを行うものとします。この場合

において、その変更が料金月の中途に行われたときは、その料金月に

関しては、変更後のメンバーズコードを変更前のメンバーズコードと

みなして取り扱うものとします。 

ソ 次の場合において、１の料金月を通じて通話等を全く行うことがで

きなかったときは、その料金月以降については、旧フレックスプラン

の取扱いは行わないこととし、次の(ア)又は(イ)の事由が解消した日

の属する料金月の翌料金月の初日から、旧フレックスプランの取扱い

を行うものとします。 

  ただし、その電話等契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行

上支障がないときは、次の(ア)又は(イ)の事由が解消した日の属する

料金月の当社が指定する日から、旧フレックスプランの取扱いを行う

ものとします。 

(ア) 旧フレックスプランの取扱いを受けている電話等契約者からの

請求に基づいて、電話サービス等の利用の一時中断を行ったとき。

(イ) 旧フレックスプランの取扱いを受けている電話等契約者につい

て、当社がその電話サービス等の利用停止をしたとき。 
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一定の回線群

に係る全時間

帯における月

間累積通話等

料金の一定割

引の適用 

旧スーパーアカウントプランの取り扱いについては、スーパーアカウン

トプランの規定に準じます。この場合において、スーパーアカウントプ

ランのカに規定する種類については、下表のとおりとします。 

種類 

定額料金の額（１旧

スーパーアカウント

プラン回線群ごとに

月額） 

割引額 

旧スーパーアカウン

トプラン 

税抜額 250,000 円 第１種国内通話等に

係る月間累積通話等

料金（フリーコール

サービスⅡに係る通

話等の月間累積通話

等料金を除きます｡)

の額に 20.0％を乗じ

て得た額に 5.0％を乗

じて得た額及び国際

通話等に係る月間累

積通話等料金の額に

12.5％を乗じて得た

額の合算額 

(注１) 上表において、その電話等契約者がＶネットサービスⅠ又は

Ｓネットサービスの提供を受けているときは、上表による割引のほ

か、全ての時間帯における第１種国内通話等（料金表別表１のオフ

ネットコール機能を利用して行われる通話等、区域内通話等（契約

者回線相互間の通話等又はスピードナンバーによる通話等に限りま

す｡)及びスピードナンバーによらない通話等を除きます｡)の通話等

料金（２（料金額）に規定する通話等料金とします｡)を料金月単位

に累積し、その月間累積通話等料金の額に5.0%を乗じて得た額を加

えて割り引くものとします。 

 

  

全時間帯にお

ける確定単位

料金区域への

通話等に係る

月間累積通話

等料金の割引

の適用 

ア 当社は、第１種一般電話等契約者（カテゴリーⅡに係る第１種一般

電話等契約に係る第１種一般電話等契約者であって料金明細内訳を記

録している者に限ります。以下この表において同じとします｡)であっ

て、通常電話サービス等（カテゴリーⅡに係る第１種一般電話等契約

に係る通常電話サービス等に限ります。以下この表において同じとし

ます｡)の提供を受けている者から請求があったときは、通常電話サー

ビス等に係る１の契約者回線（Ｓネットサービスの提供を受けている

契約者回線を除きます｡)ごとに、全ての時間帯における第１種国内通

話等（フリーコールサービスに係る通話等を除きます。以下この表に

おいて同じとします｡)及び国際通話等の通話等料金（２（料金額）に

規定する通話等料金とします。以下この表において同じとします｡)を

料金月単位に累積し、その月間累積通話等料金の額が税抜額 1,000 円

以上の場合には、下表の割引対象通話等に係る月間累積通話等料金で

あって、下表の条件を満たすものの額から、その額に下表の割引率を
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乗じて得た額を割り引く取扱い（以下「旧スーパーセレクトプラン」

といいます｡)を行います。 

 ただし、その契約者回線について、他の選択料金制サービス（当社が

別に定めるものを限ります｡)の取扱いを受けているときは、旧スーパ

ーセレクトプランの取扱いを受けることはできません。 

種類 割引対象通話等 割引額 

旧スーパーセレクト

プラン 

第 １ 種 国 内 通 話 等

（区域内通話等及び

第 44 表に規定するワ

イドプランの適用を

受ける通話等を除き

ます｡) 

上位５順位までの確

定単位料金区域への

月間累積通話等料金

の額に 25.0％を乗じ

て得た額 

国際通話等 上位５順位までの確

定取扱地域への月間

累積通話等料金の額

に 15.0％を乗じて得

た額 

イ 当社は、１の料金月について、１の旧スーパーセレクトプランに限

り提供します。 

ウ 旧スーパーセレクトプランの取扱いは、請求のあった日（請求のあ

った日に電話等契約の申込みに基づく電話サービス等の提供が開始さ

れていない場合は、その提供開始日を請求のあった日とみなして取り

扱います｡)の属する料金月の翌料金月の初日（電話等契約者から特に

要請があり、当社の業務の遂行上支障がないときは、その請求のあっ

た日の属する料金月の当社が指定する日）から開始することとし、そ

の次料金月以降においても、電話等契約者から旧スーパーセレクトプ

ランの取扱いの終了の申出がない限り、従前と同様の条件により、旧

スーパーセレクトプランの取扱いは継続するものとします。旧スーパ

ーセレクトプランの取扱いの終了の申出があった場合は、その申出の

あった日の属する料金月の末日までの間、旧スーパーセレクトプラン

の取扱いは継続するものとします。 

エ 次の場合は、その旧スーパーセレクトプランの取扱いは終了したも

のとします。 

(ア) 旧スーパーセレクトプランの取扱いを受けている電話等契約者

からの請求に基づいて、その第１種一般電話サービス等の区別の変

更又はその利用する契約者回線の変更を行ったとき。 

(イ) 旧スーパーセレクトプランの取扱いを受けている電話等契約者

からの通知に基づいて、その電話等契約を解除したとき。 

(ウ) 旧スーパーセレクトプランの取扱いを受けている電話等契約者

について、その電話番号等が変更になったとき。 

(エ) 旧スーパーセレクトプランの取扱いを受けている電話等契約者

について、当社がその電話等契約を解除したとき。 

(オ) 旧スーパーセレクトプランの取扱いを受けている電話等契約者

から、その契約者回線について、Ｓネットサービスの利用の請求が

あったとき。 
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(カ) 旧スーパーセレクトプランの取扱いを受けている電話等契約者

から、その契約者回線について、他の選択料金制サービス（当社が

別に定めるものを限ります｡)の取扱いの請求があったとき。 

オ 旧スーパーセレクトプランの取扱いを受けている電話等契約者につ

いて、料金月の起算日の変更があった場合は、新たな料金月について

は、旧スーパーセレクトプランの取扱いは行わないこととし、その料

金月の翌料金月の初日から、従前と同様の条件により、旧スーパーセ

レクトプランの取扱いを行うものとします。 

  ただし、その電話等契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行

上支障がないときは、新たな料金月の当社が指定する日から、従前と

同様の条件により、旧スーパーセレクトプランの取扱いを行うものと

します。 

カ 次の場合において、１の料金月を通じて通話等を全く行うことがで

きなかったときは、その料金月以降については、旧スーパーセレクト

プランの取扱いは行わないこととし、次の(ア)又は(イ)の事由が解消

した日の属する料金月の翌料金月の初日から、従前と同様の条件によ

り、旧スーパーセレクトプランの取扱いを行うものとします。 

  ただし、その電話等契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行

上支障がないときは、次の(ア)又は(イ)の事由が解消した日の属する

料金月の当社が指定する日から、従前と同様の条件により、旧スーパ

ーセレクトプランの取扱いを行うものとします。 

(ア) 旧スーパーセレクトプランの取扱いを受けている電話等契約者

からの請求に基づいて、電話サービス等の利用の一時中断を行った

とき。 

(イ) 旧スーパーセレクトプランの取扱いを受けている電話等契約者

について、当社がその電話サービス等の利用停止をしたとき。 

全時間帯にお

ける確定単位

料金区域への

通話等に係る

月間累積通話

等料金の時間

帯及び割引の

適用 

ア 当社は、一般第１種電話等契約者（カテゴリーⅡに係る第１種一般

電話等契約に係る第１種一般電話等契約者であって料金明細内訳を記

録している者に限ります。以下この表において同じとします｡)であっ

て、通常電話サービス等（カテゴリーⅡに係る第１種一般電話等契約

に係る通常電話サービス等に限ります。以下この表において同じとし

ます｡)の提供を受けている者から請求があったときは、通常電話サー

ビス等に係る１の契約者回線（Ｓネットサービスの提供を受けている

契約者回線を除きます｡)ごとに、下表の定額料金の支払いがあること

を条件に、全ての時間帯における第１種国内通話等（フリーコールサ

ービスに係る通話等を除きます。以下この表において同じとします｡)

の通話等料金（２（料金額）に規定する通話等料金とし、平日昼間に

係る通話等料金を、第１種国内通話等に係るものに限り、夜間・休日

に係る通話等料金とみなします。以下この表において同じとします｡)

を料金月単位に累積し、その月間累積通話等料金の額が税抜額 1,000 

円以上の場合には、下表の割引対象通話等に係る月間累積通話等料金

であって、下表の条件を満たすものの額から、その額に下表の割引率

を乗じて得た額を割り引く取扱い（以下「旧スーパーセレクトプラン

プラス」といいます｡)を行います。 

  ただし、その契約者回線について、他の選択料金制サービス（当社

が別に定めるものを限ります｡)の取扱いを受けているときは、旧スー
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パーセレクトプランプラスの取扱いを受けることはできません。 

種類 

定額料金の額

（１契約者回線

ごとに月額） 

割引対象通話等 割引額 

旧スーパーセレ

クトプランプラ

ス 

税抜額 200 円 第１種国内通話

等（区域内通話

等及び第 44 表

に規定するワイ

ドプランの適用

を受ける通話等

を除きます｡) 

上位５順位まで

の確定単位料金

区域への月間累

積通話等料金の

額に25.0％を乗

じて得た額 

イ 当社は、１の料金月について、１の旧スーパーセレクトプランプラ

スに限り提供します。 

ウ 旧スーパーセレクトプランプラスの取扱いは、請求のあった日（請

求のあった日に電話等契約の申込みに基づく電話サービス等の提供が

開始されていない場合は、その提供開始日を請求のあった日とみなし

て取り扱います｡)の属する料金月の翌料金月の初日（電話等契約者か

ら特に要請があり、当社の業務の遂行上支障がないときは、その請求

のあった日の属する料金月の当社が指定する日）から開始することと

し、その次料金月以降においても、電話等契約者から旧スーパーセレ

クトプランプラスの取扱いの終了の申出がない限り、従前と同様の条

件により、旧スーパーセレクトプランプラスの取扱いは継続するもの

とします。旧スーパーセレクトプランプラスの取扱いの終了の申出が

あった場合は、その申出のあった日の属する料金月の末日までの間、

旧スーパーセレクトプランプラスの取扱いは継続するものとします。

エ 次の場合は、その旧スーパーセレクトプランプラスの取扱いは終了

したものとします。 

(ア) 旧スーパーセレクトプランプラスの取扱いを受けている電話等

契約者からの請求に基づいて、その第１種一般電話サービス等の区

別の変更又はその利用する契約者回線の変更を行ったとき。 

(イ) 旧スーパーセレクトプランプラスの取扱いを受けている電話等

契約者からの通知に基づいて、その電話等契約を解除したとき。 

(ウ) 旧スーパーセレクトプランプラスの取扱いを受けている電話等

契約者について、その電話番号等が変更になったとき。 

(エ) 旧スーパーセレクトプランプラスの取扱いを受けている電話等

契約者について、当社がその電話等契約を解除したとき。 

(オ) 旧スーパーセレクトプランプラスの取扱いを受けている電話等

契約者から、その契約者回線について、Ｓネットサービスの利用の

請求があったとき。 

(カ) 旧スーパーセレクトプランプラスの取扱いを受けている電話等

契約者から、その契約者回線について、他の選択料金制サービス

（当社が別に定めるものを限ります｡)の取扱いの請求があったと

き。 

オ 旧スーパーセレクトプランプラスの取扱いを受けている電話等契約

者は、１の料金月を通じて通話等を全く行わなかった場合において
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も、その旧スーパーセレクトプランプラスに係る定額料金を支払って

いただきます。 

  ただし、料金表又は約款において、特段の規定がある場合は、その

規定によるものとします。 

カ 旧スーパーセレクトプランプラスの取扱いを受けている電話等契約

者について、料金月の起算日の変更があった場合は、新たな料金月に

ついては、旧スーパーセレクトプランプラスの取扱いは行わないこと

とし、その料金月の翌料金月の初日から、従前と同様の条件により、

旧スーパーセレクトプランプラスの取扱いを行うものとします。 

  ただし、その電話等契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行

上支障がないときは、新たな料金月の当社が指定する日から、従前と

同様の条件により、旧スーパーセレクトプランプラスの取扱いを行う

ものとします。 

キ 次の場合において、１の料金月を通じて通話等を全く行うことがで

きなかったときは、その料金月以降については、旧スーパーセレクト

プランプラスの取扱いは行わないこととし、次の(ア)又は(イ)の事由

が解消した日の属する料金月の翌料金月の初日から、従前と同様の条

件により、旧スーパーセレクトプランプラスの取扱いを行うものとし

ます。 

  ただし、その電話等契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行

上支障がないときは、次の(ア)又は(イ)の事由が解消した日の属する

料金月の当社が指定する日から、従前と同様の条件により、旧スーパ

ーセレクトプランプラスの取扱いを行うものとします。 

(ア) 旧スーパーセレクトプランプラスの取扱いを受けている電話等

契約者からの請求に基づいて、電話サービス等の利用の一時中断を

行ったとき。 

(イ) 旧スーパーセレクトプランプラスの取扱いを受けている電話等

契約者について、当社がその電話サービス等の利用停止をしたと

き。 

ク 旧スーパーセレクトプランプラスの取扱いを受けている電話等契約

者の責めによらない理由により、電話サービス等が全く利用できない

状態（当該電話等契約に係る電気通信設備による全ての通話等に著し

い支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含

みます｡)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻以降の料金月

に属する全ての日についてその状態が連続したときは、そのことを当

社が知った時刻以降の利用できなかった料金月（１料金月の倍数であ

る部分に限ります｡)に対応する定額料金の支払いは要しないこととし

ます。 

ケ 旧スーパーセレクトプランプラスの取扱いを受けている電話等契約

者であって、総合オープン通信網サービス（総合オープン通信網サー

ビス契約約款に規定する総合オープン通信網サービスであって、当社

が別に定めるものに限ります。以下同じとします｡)の提供を受けてい

る者から請求があり、旧スーパーセレクトプランプラスに係る通話等

料金と総合オープン通信網サービスに係る基本料金との料金月単位で

の一括請求の取扱いを行っている場合において、旧スーパーセレクト

プランプラスに係る電話等契約の契約名義と総合オープン通信網サー



169 

 

ビスに係る契約の契約名義が同一のときは、アの規定に関わらず、旧

スーパーセレクトプランプラスに係る定額料金の支払いは要しないこ

ととします。 

  ただし、その料金月において、総合オープン通信網サービスに係る

基本利用料が税抜額０円のときは、旧スーパーセレクトプランプラス

に係る定額料金の支払いを要することとします。 

コ 次の場合は、ケの取扱いは終了したものとします。 

(ア) ケに係る総合オープン通信網サービスに係る契約の解除があっ

たとき。 

(イ) ケに係る電話等契約者の電話等契約の契約名義と総合オープン

通信網サービスに係る契約の契約名義が異なることとなったとき。

サ ケに係るその他の取扱いは、旧スーパーセレクトプランプラスの取

扱い（ウ又はカの取扱いに限ります｡)に準じるものとします。 

シ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われている

ときは、その料金を返還します。 

全時間帯にお

ける確定電話

番号等への通

話等に係る月

間累積通話等

料金の割引の

適用 

ア 当社は、第１種一般電話等契約者（カテゴリーⅡに係る第１種一般

電話等契約に係る第１種一般電話等契約者であって料金明細内訳を記

録している者に限ります。以下この表において同じとします｡)であっ

て通常電話サービス等（カテゴリーⅡに係る第１種一般電話等契約に

係る通常電話サービス等に限ります。以下この表において同じとしま

す｡)の提供を受けている者から請求があったときは、通常電話サービ

ス等に係る１の契約者回線（Ｓネットサービスの提供を受けている契

約者回線を除きます｡)ごとに、下表の定額料金の支払いがあることを

条件に、全ての時間帯における第１種国内通話等（区域内通話等、フ

リーコールサービスに係る通話等及び第 44 表に規定するワイドプラ

ンの適用を受ける通話等を除きます。以下この表において同じとしま

す｡)の通話等料金（２（料金額）に規定する通話等料金とします。以

下この表において同じとします｡)を、料金月単位に累積し、その月間

累積通話等料金の額から、上位２順位までの確定電話番号等への月間

累積通話等料金の額に同表の割引率を乗じて得た額を割り引く取扱い

（以下「旧スーパーセレクトプランⅡ」といいます｡)を行います。 

  ただし、その契約者回線について、他の選択料金制サービス（当社

が別に定めるものを限ります｡)の取扱いを受けているときは、旧スー

パーセレクトプランⅡの取扱いを受けることはできません。 

種類 

定額料金の額（１旧

スーパーアカウント

プラン回線群ごとに

月額） 

割引額 

旧スーパーセレクト

プランⅡ 
税抜額 100 円 35.0％ 

(注) 上表において、その契約者回線に係る月間累積通話等料金の額

（区域内通話等及び第 44 表に規定するワイドプランの適用を受け

る通話等に係る月間累積通話等料金の額を含むものとし、他の選択

料金制サービス（当社が別に定めるものに限ります｡)の適用による

場合は、適用した後の額とします｡)が税抜額 1,000 円以上の場合に
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は、上表による割引のほか、その月間累積通話等料金の額から、上

位５順位までの確定単位料金区域への月間累積通話等料金の額（そ

の月間累積通話等料金の額に上位２順位までの確定電話番号等への

月間累積通話等料金の額が含まれているときは、その上位２順位ま

での確定電話番号等への月間累積通話等料金の額を控除した額とし

ます｡)に 25.0％を乗じて得た額を加えて割り引くものとします。 

イ 当社は、１の料金月について、１の旧スーパーセレクトプランⅡに

限り提供します。 

ウ 旧スーパーセレクトプランⅡの取扱いは、請求のあった日（請求の

あった日に電話等契約の申込みに基づく電話サービス等の提供が開始

されていない場合は、その提供開始日を請求のあった日とみなして取

り扱います｡)の属する料金月の翌料金月の初日（電話等契約者から特

に要請があり、当社の業務の遂行上支障がないときは、その請求のあ

った日の属する料金月の当社が指定する日）から開始することとし、

その次料金月以降においても、電話等契約者から旧スーパーセレクト

プランⅡの取扱いの終了の申出がない限り、従前と同様の条件によ

り、旧スーパーセレクトプランⅡの取扱いは継続するものとします。

旧スーパーセレクトプランⅡの取扱いの終了の申出があった場合は、

その申出のあった日の属する料金月の末日までの間、旧スーパーセレ

クトプランⅡの取扱いは継続するものとします。 

エ 次の場合は、その旧スーパーセレクトプランⅡの取扱いは終了した

ものとします。 

(ア) 旧スーパーセレクトプランⅡの取扱いを受けている電話等契約

者からの請求に基づいて、その第１種一般電話サービス等の区別の

変更又はその利用する契約者回線等の変更を行ったとき。 

(イ) 旧スーパーセレクトプランⅡの取扱いを受けている電話等契約

者からの通知に基づいて、その電話等契約を解除したとき。 

(ウ) 旧スーパーセレクトプランⅡの取扱いを受けている電話等契約

者について、その電話番号等が変更になったとき。 

(エ) 旧スーパーセレクトプランⅡの取扱いを受けている電話等契約

者について、当社がその電話等契約を解除したとき。 

(オ) 旧スーパーセレクトプランⅡの取扱いを受けている電話等契約

者から、その契約者回線について、Ｓネットサービスの利用の請求

があったとき。 

(カ) 旧スーパーセレクトプランⅡの取扱いを受けている電話等契約

者から、その契約者回線について、他の選択料金制サービス（当社

が別に定めるものを限ります｡)の取扱いの請求があったとき。 

オ 旧スーパーセレクトプランⅡの取扱いを受けている電話等契約者

は、１の料金月を通じて通話等を全く行わなかった場合においても、

その旧スーパーセレクトプランⅡに定額料金を支払っていただきま

す。 

  ただし、料金表又は約款において、特段の規定のある場合は、その

規定によるものとします。 

カ 旧スーパーセレクトプランⅡの取扱いを受けている電話等契約者に

ついて、料金月の起算日の変更があった場合は、新たな料金月につい
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ては、旧スーパーセレクトプランⅡの取扱いは行わないこととし、そ

の料金月の翌料金月の初日から、従前と同様の条件により、旧スーパ

ーセレクトプランⅡの取扱いを行うものとします。 

  ただし、その電話等契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行

上支障がないときは、新たな料金月の当社が指定する日から、従前と

同様の条件により、旧スーパーセレクトプランⅡの取扱いを行うもの

とします。 

キ 次の場合において、１の料金月を通じて通話等を全く行うことがで

きなかったときは、その料金月以降については、旧スーパーセレクト

プランⅡの取扱いは行わないこととし、次の(ア)又は(イ)の事由が解

消した日の属する料金月の翌料金月の初日から、従前と同様の条件に

より、旧スーパーセレクトプランの取扱いを行うものとします。 

  ただし、その電話等契約者から特に要請があり、当社の業務の遂行

上支障がないときは、次の(ア)又は(イ)の事由が解消した日の属する

料金月の当社が指定する日から、従前と同様の条件により、旧スーパ

ーセレクトプランⅡの取扱いを行うものとします。 

(ア) 旧スーパーセレクトプランⅡの取扱いを受けている電話等契約

者からの請求に基づいて、電話サービス等の利用の一時中断を行っ

たとき。 

(イ) 旧スーパーセレクトプランⅡの取扱いを受けている電話等契約

者について、当社がその電話サービス等の利用停止をしたとき。 

ク 旧スーパーセレクトプランⅡの取扱いを受けている電話等契約者の

責めによらない理由により、電話サービス等が全く利用できない状態

（当該電話等契約に係る電気通信設備による全ての通話等に著しい支

障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みま

す｡)が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻以降の料金月に属

する全ての日についてその状態が連続したときは、そのことを当社が

知った時刻以降の利用できなかった料金月（１料金月の倍数である部

分に限ります｡)に対応する定額料金の支払いは要しないこととしま

す。 

ケ 旧スーパーセレクトプランⅡの取扱いを受けている電話等契約者で

あって、総合オープン通信網サービスの提供を受けいている者から請

求があり、旧スーパーセレクトプランⅡに係る通話等料金と総合オー

プン通信網サービスに係る基本利用料との料金月単位での一括請求の

取扱いを行っている場合において、旧スーパーセレクトプランⅡに係

る電話等契約の契約名義と総合オープン通信網サービスに係る契約の

契約名義が同一のときは、アの規定に関わらず、旧スーパーセレクト

プランⅡに係る定額料金の支払いは要しないこととします。 

  ただし、その料金月において、総合オープン通信網サービスに係る

基本利用料が税抜額０円のときは、旧スーパーセレクトプランⅡに係

る定額料金の支払いを要することとします。 

コ 次の場合は、ケの取扱いは終了したものとします。 

(ア) ケに係る総合オープン通信網サービスに係る契約の解除があっ

とき。 

(イ) ケに係る電話等契約者の電話等契約の名義と総合オープン通信

網サービスに係る名義が異なることとなったとき。 
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サ 旧スーパーセレクトプランⅡの取扱いを受けている電話等契約者で

あって、特定移動体事業者の契約者から請求があり、次の各号に該当

する場合は、ア又はケのただし書の規定に関わらず、旧スーパーセレ

クトプランⅡに係る定額料金の支払いは要しないこととします。 

(ア) 旧スーパーセレクトプランⅡに係る電話等契約者と特定移動体

事業者の電気通信サービスに係る契約者が同一（当社が別に定める

場合を含みます。以下スにおいて同じとします｡)であるとき。 

(イ) その請求が、１の特定移動体事業者に係る契約につき１の旧ス

ーパーセレクトプランⅡに係る契約者回線に係る請求であるとき。

シ サの場合において、旧スーパーセレクトプランⅡに係る電話等契約

者の契約名義と特定移動体事業者の電気通信サービスに係る契約の契

約名義が異なるときは、旧スーパーセレクトプランⅡに係る電話等契

約者は、当社が旧スーパーセレクトプランⅡの取り扱いを行うに当た

り、必要な範囲で特定移動体事業者の契約者に係る情報の通知を受け

ることに関するその特定移動体事業者の契約者の同意書等を提出して

いただきます。 

ス 次の場合は、サの取扱いは終了したものとみなします。 

(ア) サに係る特定移動体事業者の電気通信サービスに係る契約の解

除があったとき。 

(イ) サに係る電話等契約者の電話等契約の名義と特定移動体事業者

の電気通信サービスに係る契約の契約名義が同一でなくなったと

き。 

セ ケ及びサに係るその他の取扱いは、旧スーパーセレクトプランⅡの

取扱い（ウ又はカの取扱いに限ります｡)に準じるものとします。 

ソ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われている

ときは、その料金を返還します。 

割引率逓増型

選択料金制サ

ービスⅡ 

旧割引率逓増型選択料金制サービスⅡの取り扱いについては、割引率逓

増型選択料金制サービスⅠの規定（コの(ハ)の規定及びその関連規定を

除きます｡)に準じて取り扱います。この場合において「別紙１」及び

「割引率逓増型選択料金制サービスⅠ」とあるのは、「附則別紙」及び

「旧割引率逓増型選択料金制サービスⅡ」と読み替えるものとします。

また旧割引率逓増型選択料金制サービスⅡ定額料及び月間合計額から割

引を行う額は次表のとおりとします。 

区分 料金額 

定額料 １の旧割引率逓増型選択料金制サービスⅡごとに月

額 10,000 円 

月間合計額か

ら割引を行う

額 

月間合計額のうち、10万円を超え30万円までの部分

に 100 分の４を乗じて得た額、30 万円を超え 100 万

円までの部分に100分の６を乗じて得た額、100万円

を超え 300 万円までの部分に 100 分の８を乗じて得

た額及び 300 万円を超える部分に 100 分の 10 を乗じ

て得た額を合算した額。（この場合において、当該

合計した額に 1 円未満の端数が生じたときは、これ

を切り上げます｡) 
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割引率逓増型

選択料金制サ

ービスⅢ 

旧割引率逓増型選択料金制サービスⅡの取り扱いについては、割引率逓

増型選択料金制サービスⅠの規定（コの(ハ)の規定及びその関連規定を

除きます｡)に準じて取り扱います。この場合において「別紙１」及び

「割引率逓増型選択料金制サービスⅠ」とあるのは、「附則別紙」及び

「旧割引率逓増型選択料金制サービスⅢ」と読み替えるものとします。

また旧割引率逓増型選択料金制サービスⅢ定額料及び月間合計額から割

引を行う額は次表のとおりとします。 

区分 料金額 

定額料 １の旧割引率逓増型選択料金制サービスⅢごとに月

額 1,000 円 

月間合計額か

ら割引を行う

額 

月間料金額のうち、１万円を超え 10 万円までの部分

に100分の３を乗じて得た額、10万円を超え30万円

までの部分に 100 分の４を乗じて得た額及び 30 万円

を超える部分に 100 分の５を乗じて得た額を合算し

た額。この場合において、当該合計した額に１円未

満の端数が生じときは、これを切り上げます。 

  

備考 

１ 旧割引率逓増型選択料金制サービスⅡ及び旧割引率逓増型選択料金制サービスⅢに

係る登録回線を、他の旧割引率逓増型選択料金制サービスⅡ及び旧割引率逓増型選択

料金制サービスⅢに係る登録回線として重複して登録することはできません。 

２ 旧割引率逓増型選択料金制サービスⅡ及び旧割引率逓増型選択料金制サービスⅢに

係る登録回線を、異なる種類の選料金制サービスに係る登録回線として重複して登録

することはできません。 

３ 旧割引率逓増型選択料金制サービスⅡ及び旧割引率逓増型選択料金制サービスⅢに

係る登録回線において、異なる種類の選択料金制サービスを重複して利用することは

できません。 

４ 削除 

４ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

５ この改正規定実施前にその事由の生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１４年４月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由の生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 
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 この改正規定は、平成１４年５月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由の生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１４年５月１０日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１４年５月１５日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由の生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１４年５月３０日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１４年６月１日から実施します。 

２ 削除 

（経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

４ この改正規定実施前にその事由の生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１４年６月３日から実施します。 

 

  附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１４年６月７日から実施します。 

（経過措置） 

２ この附則実施の日以降を起算日とする料金月から平成１４年６月２７日を起算日とする
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料金月までの間に限り、KDDI 企第 279 号（平成 13年 12月 21日）の改正規定による改正前

の料金表別表５ （ 選択料金制サービス）の第２４表（割引率一定型第１種選択料金制サ

ービス）及び第２６表（割 引率一定型第２種選択料金制サービス）並びに第二電電企第

1160 号（平成 12 年 9 月 14 日）の附則 ７で 定める旧回線群型選択料金制サービスの適用

に係る通話等料金については、同表の規定に関わらず、定額料の支払を要しません。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１４年６月１５日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由の生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１４年６月３０日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１４年７月１日から実施します。 

 （平成８年１０月１日付附則の改定） 

２ 平成８年１０月１日付附則の第２項及び第３項を削除します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１４年７月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、この改正料金表に係る改正前の約款により取り扱っている

国内国際統合割引率変動型選択料金制サービスは、この附則実施の日において、「旧国内

国際統合割引率変動型選択料金制サービス」とし、その取扱いは、次のとおりとします。 

旧国内国際統

合割引率変動

型選択料金制

サービス 

ア 「旧国内国際統合割引率変動型選択料金制サービス」（以下「旧統

合変動型選択料金制サービス」といいます｡)とは、次表(ア)に掲げる

通話等の料金の１料金月における合計額（以下本表において「月間合

計額」といいます｡)について、次表(イ)に定める割引を適用するサー

ビスをいいます。 

(ア) 

区分 通話等の種類等 

国際通話等（ディジタル通信モー

ド（64kbps）による総合ディジタ

ル通信及びフレックスプラン（タ

イプⅡ）の適用を受ける通話等を

除きます。以下この表において同

一般自動通話等及び第３種内線自

動通話等 
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じとします｡) 

第１種海事衛星電話通話等及び携

帯移動衛星電話通話等並びに海事

衛星通信サービス契約約款等に規

定する通話（ディジタル通信モー

ド（64kbps）による総合ディジタ

ル通信及びフレックスプラン（タ

イプⅡ）の適用を受ける通話等を

除きます｡)（以下この表において

「第１種海事衛星電話通話・通信

等といいます｡) 

一般自動通話等 

(イ) 

月間合計額から割引を行う額 

（税抜額１円未満の端数が生じたときは、これを切り上げます｡) 

月間合計額 割引額 

税抜額 5,000 円以上 30,000 円未

満の場合 

月間合計額に 100 分の 25 を乗じ

て得た額 

税抜額 30,000 円以上 200,000 円

未満の場合 

月間合計額に 100 分の 28 を乗じ

て得た額 

税抜額 200,000 円以上の場合 月間合計額に 100 分の 30 を乗じ

て得た額 

イ  当社は、第２種一般電話等契約者（カテゴリⅢに係る第２種一般電

話等契約に係る者に限ります。以下本表において同じとします｡)から

請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、その請求

を承諾し、旧統合変動型選択料金制サービスを提供します。この場

合、第２種一般電話等契約者にはその契約者回線（カテゴリⅢに係る

第２種一般電話等契約に係るものに限ります。以下本表においてヒ及

び備考を除き、同じとします｡)１回線を、旧統合変動型選択料金制サ

ービスの契約に係る回線（以下本表において「旧統合変動型選択料金

制サービスに係る契約者回線」といいます｡)として指定していただき

ます。 

○ その請求をした第２種一般電話等契約者が、電話サービス等に係

る料金その他の債務の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき。

○ 当社の業務の遂行上又は技術上著しい支障があるとき。 

ウ  イの規定により当社から旧統合変動型選択料金制サービスの利用を

承諾された第２種一般電話等契約者（以下「旧統合変動型選択料金制

サービス利用者」といいます｡)は、旧統合変動型選択料金制サービス

に係る契約者回線につき、異なる種類の選択料金制サービス（ 当社

が別に定める選択料金制サービスを除きます。以下本表において同じ

とします｡)を重複して利用することはできません。 

エ 第 78 条の規定により契約者回線、他社接続回線又はアクセス回線

を使用できない場合は、当該契約者回線、他社接続回線又はアクセス

回線から旧統合変動型選択料金制サービスを利用することはできませ

ん。 

オ 第 69 条の規定により旧統合変動型選択料金制サービス利用者に係
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る電話サービス等の利用を停止されたときは、旧統合変動型選択料金

制サービスの利用を廃止したものとみなすことがあります。 

カ 旧統合変動型選択料金制サービス利用者は、旧統合変動型選択料金

制サービスに係る契約者回線につき、第 30 条の規定その他の規定に

より第２種一般電話等契約が解除（その解除が、当該契約者回線に係

る電話等契約者（カテゴリーⅢに係る第２種一般電話等契約者に限り

ます｡)からのカテゴリーⅠに係る第１種一般電話等契約の申込みを承

諾したことに伴う場合を除きます｡)されることによって、旧統合変動

型選択料金制サービスの利用が廃止されることとなる場合、若しくは

ケで規定する旧統合変動型選択料金制サービスに係る登録回線が廃止

されることとなる場合は、あらかじめ、その旨を当社に通知してくだ

さい。 

キ 当社は、カの場合において、ケで規定する旧統合変動型選択料金制

サービスに係る登録回線が廃止されたにも関わらず、カに規定する通

知がなされないときは、旧統合変動型選択料金制サービスに係る登録

回線であった契約者回線から発信された通話等を、旧統合変動型選択

料金制サービスに係る通話等とみなして取り扱うことがあります。こ

の場合において、その通知がなされるまでの旧統合変動型選択料金制

サービスの利用に係る通話等の通話等料金の支払い義務については、

第 88 条第 1 項及び第 2 項の規定を準用します。 

ク 旧統合変動型選択料金制サービス利用者は、旧統合変動型選択料金

制サービスに係る契約者回線につき、選択料金制サービスの利用を廃

止しようとするときは、あらかじめ、その旨を当社に通知してくださ

い。 

ケ 適用の対象となる一般自動通話等は、次の契約者回線又は携帯契約

回線（以下本表において総じて「登録回線」といいます｡)から発信さ

れたものに限ります。 

(イ) 甲種登録回線 

  旧統合変動型選択料金制サービスに係る契約者回線並びに旧統合

変動型選択料金制サービス利用者名義のものであって、その旧統合

変動型選択料金制サービス利用者があらかじめ指定した契約者回線

及びカテゴリーⅢに係る特定第１種一般電話契約に係る携帯契約回

線 

(ロ) 乙種登録回線 

  旧統合変動型選択料金制サービス利用者と相互に業務上密接な関

係にあることについて当社が別に定める基準に適合する第２種一般

電話等契約者及びカテゴリーⅢに係る特定第１種一般電話契約者で

あって、サによりその旧統合変動型選択料金制サービス利用者と共

同して旧統合変動型選択料金制サービスを利用することについて当

社の承諾を受けた方の、シによりその旧統合変動型選択料金制サー

ビス利用者があらかじめ指定した契約者回線又はカテゴリーⅢに係

る特定第１種一般電話契約に係る携帯契約回線 

コ 削除 

サ 旧統合変動型選択料金制サービス利用者と共同して旧統合変動型選

択料金制サービスを利用しようとする方（以下このサにおいて「請求

者」といいます｡)は、その旨をその旧統合変動型選択料金制サービス
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利用者（以下このサにおいて単に「旧統合変動型選択料金制サービス

利用者」といいます｡)を通じて当社に請求してください。当社は次の

いずれかに該当する場合を除き、その請求を承諾します。 

(イ) 請求者が電話サービス等に係る料金その他の債務の支払を怠

り、又は怠るおそれがあるとき 

(ロ) 請求者がその請求に係る契約者回線につき、重複して複数の選

択料金制サービス（当社が別に定める選択料金制サービスを除きま

す｡)を利用することとなるとき 

(ハ) 請求者の通話等料金の明細情報が、旧統合変動型選択料金制サ

ービス利用者に通知されることについて、請求者が承諾しないとき

(ニ) その請求を承諾することにより当社の業務の遂行上又は技術上

著しい支障があるとき 

シ 旧統合変動型選択料金制サービス利用者は、乙種登録回線及び乙種

登録内線回線の指定を行うときは、サの請求と同時に行ってくださ

い。 

ス 当社は、旧統合変動型選択料金制サービス利用者と共同して旧統合

変動型選択料金制サービスを利用する方（以下「旧統合変動型選択料

金制サービス共同利用者」といいます｡)が、第 69 条の規定により旧

統合変動型選択料金制サービス共同利用者に係る電話サービス等の利

用が停止されたときは、サの承諾を取り消すことがあります。 

セ 適用の対象となる第３種料金着信払自動通話等は、登録回線に着す

るものに限ります。 

ソ 削除 

タ 削除 

チ 削除 

ツ 旧統合変動型選択料金制サービスの利用の開始日は、その利用の請

求があった日を含む料金月の翌料金月の初日（当社が承諾するとき

は、その料金月における当社が指定する日）とし、利用の廃止日は、

その廃止の請求があった日を含む料金月の末日（オ及びカの規定によ

り、旧統合変動型選択料金制サービスの利用が廃止されることとなる

場合は、この限りではありません｡)とします。 

テ 当社は、旧統合変動型選択料金制サービスに係る一般自動通話等、

第３種料金着信払自動通話等及び第３種内線自動通話・通信等の通話

等料金（以下本表において「割引適用後通話等料金」といいます｡)を

旧統合変動型選択料金制サービス利用者に、一括して請求します。こ

の場合において、旧統合変動型選択料金制サービス利用者は割引適用

後通話等料金を一括して当社に支払ってください。 

ト 当社は、テの一括請求の際に旧統合変動型選択料金制サービス共同

利用者の通話等料金の明細情報を旧統合変動型選択料金制サービス利

用者に通知します。 

ナ 当社は、旧統合変動型選択料金制サービス利用者が割引適用後通話

等料金を当社に一括して支払わないときは、その旧統合変動型選択料

金制サービスの利用を廃止します。この場合において、当社は第 88

条第１項及び第２項の規定に従い、その旧統合変動型選択料金制サー

ビスに係る通話等の通話等料金を、その通話等料金の支払義務者に請

求します。 
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ニ 旧統合変動型選択料金制サービス利用者は、旧統合変動型選択料金

制サービスに係る登録回線及び登録内線回線の登録の追加、抹消及び

変更を請求しようとするときは、あらかじめ、その旨を当社に通知し

てください。 

ヌ 旧統合変動型選択料金制サービス共同利用者は、その方に係る登録

回線の登録の抹消を請求しようとするときは、あらかじめ、旧統合変

動型選択料金制サービス利用者を通じて、その旨を当社に通知してく

ださい。 

ネ ニ及びヌの場合当社は、その通知日を含む料金月の翌料金月からそ

の追加、抹消及び変更を適用します。 

ノ 当社は、旧統合変動型選択料金制サービス利用者及び旧統合変動型

選択料金制サービス共同利用者が旧統合変動型選択料金制サービスを

当社が別に定める一定期間利用しなかった場合には、旧統合変動型選

択料金サービス利用者の承諾をもって、この旧統合変動型選択料金制

サービスの利用を廃止します。 

ハ 当社は、第 88 条第３項に規定する場合においては、同条同項の規

定により算定する額の適用に当たって、その料金月以前に選択料金制

サービスの適用を受けていたときは、その選択料金制サービスの適用

がなかったものとみなします。 

ヒ 旧統合変動型選択料金制サービスの利用を承諾された契約者から、

その契約者回線について、異なる種類の選択料金制サービスの取扱い

の請求があったときは、次のとおりとします。 

(ア) その契約者回線が旧統合変動型選択料金制サービスに係る契約

者回線である場合 

  旧統合変動型選択料金制サービスの利用を廃止したものとしま

す。 

(イ) その契約者回線が旧統合変動型選択料金制サービスに係る契約

者回線以外の登録回線又は登録内線回線である場合 

その契約者回線に係る登録の抹消を行ったものとします。 

備考 

１ 旧統合変動型選択料金制サービスに係る登録回線を、他の旧統合変動型選択料金制

サービスに係る登録回線として重複して登録することはできません。 

２  旧統合変動型選択料金制サービスに係る登録回線を、異なる種類の選択料金制サー

ビスに係る登録回線として重複して登録することはできません。 

３  旧統合変動型選択料金制サービスに係る登録回線において、異なる種類の選択料金

制サービスを重複して利用することはできません。 

４ 削除 

３ この改正料金表実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの

料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

４ この改正料金表実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱い

については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１４年８月１日から実施します。 
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（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由の生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１４年８月１５日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１４年８月２８日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１４年１０月１日から実施します。 

 ただし、料金表第２（通話等料金）に定めるインマルサットＦ型に関する部分は、平成１

４年１２月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由の生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１４年１０月２５日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１４年１１月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１４年１２月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、この改正規定による改正前の約款に規定するＶネットパッ

クは、こ の改正規定による改正後の約款に規定するＶネットパック１とみなします。 

３ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

４ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 
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附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１４年１２月１６日から実施します。 

（経過措置） 

２ 削除 

３ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

４ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１４年１２月２０日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１５年１月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１５年１月２日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１５年１月１７日から実施します。 

  ただし、この改正規定中、第３種月間合計額に関する規定については、平成１５年２月

１日から 適用を開始します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１５年１月３１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１５年２月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料
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金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１５年２月２０日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１５年３月１０日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１５年３月１２日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１５年３月１７日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１５年３月２６日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１５年４月１日から実施します。 
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附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１５年４月１１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１５年４月３０日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１５年５月２６日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１５年８月１日から実施します。 

  ただし、タイ王国に係る国際ローミング着信自動通話については平成１５年８月８日、

台湾に係 る国際ローミング着信自動通話については当社が別に定める日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成 1５年８月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 



184 

 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１５年８月１日から実施します。 

 （平成１４年６月１日付附則の改定） 

２ 平成１４年６月１日付附則の第２項中「区域内通話等、フリーコールサービスⅡに係る

特定通話等及び第 44 表に規定するワイドプランの適用を受ける通話等」とあるのは、「区

域内通話等、第２種移動体着信通話等若しくは第３種移動体着信通話等、フリーコールサ

ービスⅡに係る特定通話等及び第 44 表に規定するワイドプランの適用を受ける通話等」に

改めます。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１５年８月１６日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１５年８月２９日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１５年９月１５日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正料金表は、平成１５年９月１8日から実施します。 

 （ＫＤＤＩ渉第 596 号附則の改正） 

２ ＫＤＤＩ渉第 596 号（平成 15 年 7 月 24 日付）に係る附則の第 1 項中「当社が別に定め

る日」を「平  成１５年９月１８日」に改めます。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１５年１０月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料
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金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１５年１０月１０日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１５年１０月１６日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１５年１０月２８日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１５年１１月１５日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１５年１１月１９日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１５年１２月１日から実施します。 
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附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１５年１２月１９日から実施します。 

（経過措置） 

２ 平成１５年１２月１９日から平成１６年４月１日までの間に取扱いを開始したモバイル

国際プランについては、その取扱いを開始した日（以下「取扱開始日」といいます｡)に応

じて定まる下表の料金月に限り、料金表別表５（選択料金制サービス）の第 56 表（全時間

帯における携帯契約回線からの通話への特定料金表の適用）の適用に係る通話等料金を料

金月単位に累積し、その月間累積通話等料金の額から、当該月間累積通話等料金の額のう

ち、1,000 円までの部分に１を乗じて得た額を割り引く取扱いを行います。ただし、この

取扱いは１の携帯契約回線につき、１回に限ります。 

区分 割り引く取扱いを行う料金月 

取扱開始日が平成１５年１２月１９日から

平成１６年１月１日までの間の場合 

平成１６年１月１日を起算日とする料金月 

取扱開始日が平成１６年１月２日から平成

１６年２月１日までの間の場合 

平成１６年２月１日を起算日とする料金月 

取扱開始日が平成１６年２月２日から平成

１６年３月１日までの間の場合 

平成１６年３月１日を起算日とする料金月 

取扱開始日が平成１６年３月２日から平成

１６年４月１日までの間の場合 

平成１６年４月１日を起算日とする料金月 

３ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

４ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

 この改正規定は、平成１６年２月１２日から実施します。 

 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１６年３月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１６年４月１日から実施します。 

（経過措置） 
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２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この附則は、平成１６年４月２日から実施します。 

（経過措置） 

２ 平成１６年４月２日から平成１６年７月１日までの間に取扱いを開始したモバイル国際

プランについては、その取扱いを開始した日（以下「取扱開始日」といいます｡)に応じて

定まる下表の料金月に限り、料金表別表５（選択料金制サービス）の第 56 表（全時間帯に

おける携帯契約回線からの通話への特定料金表の適用）の適用に係る通話等料金を料金月

単位に累積し、その月間累積通話等料金の額から、当該月間累積通話等料金の額のうち、

1,000 円までの部分に１を乗じて得た額を割り引く取扱いを行います。ただし、この取扱

い（KDDI 渉第 713 号(平成 15 年 12 月 5 日)の改正料金表による取扱いを含みます｡)は１の

携帯契約回線につき、１回に限ります。 

区分 割り引く取扱いを行う料金月 

取扱開始日が平成１６年４月２日から平成

１６年５月１日までの間の場合 

平成１６年５月１日を起算日とする料金月 

取扱開始日が平成１６年５月２日から平成

１６年６月１日までの間の場合 

平成１６年６月１日を起算日とする料金月 

取扱開始日が平成１６年６月２日から平成

１６年７月１日までの間の場合 

平成１６年７月１日を起算日とする料金月 

３ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

４ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１６年４月１２日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正附則は、平成１６年４月１６日から実施します。 

（経過措置） 

２ 毎暦日の１６日又は２３日を起算日とする料金月に従って計算する電話等契約のうち、



188 

 

平成１６ 年６月１日より毎暦日の１日を起算日とする料金月に変更するものについては、

次表の区分に従い 、同表に定める期間に従って計算します。 

区分 割り引く取扱いを行う料金月 

１ 毎暦日の１６日を起算日とする料金月

に従って計算する電話等契約の場合 

平成１６年４月１６日から平成１６年５月

３１日までの期間 

２ 毎暦日の２３日を起算日とする料金月

に従って計算する電話等契約の場合 

平成１６年４月２３日から平成１６年５月

３１日までの期間 

３ 前項の場合、定額料金を要する選択料金サービスの適用については、同項で定める計算

期間を１料金月とみなして取り扱います。 

４ 第２項で定める計算期間における料金表の料金表別表５（選択料金制サービス）の第 50

表（一定の回線群に係る全時間帯における月間累積通話等時間に係る定額料金の適用）の

取扱いについては、同表で定める基準時間に代えて、次表に規定する基準時間を適用しま

す。 

区分 基準時間 

毎暦日の１６日を起算日とする料金月に従

って計算する電話等契約の場合 

料金表別表５（選択料金制サービス）の第

50 表（一定の回線群に係る全時間帯におけ

る月 間累積通話等時間に係る定額料金の

適用）で定める基準時間に 1.5 を乗じて得

た時間 

毎暦日の２３日を起算日とする料金月に従

って計算する電話等契約の場合 

料金表別表５（選択料金制サービス）の第

50 表（一定の回線群に係る全時間帯におけ

る月 間累積通話等時間に係る定額料金の

適用）で定める基準時間に 1.3 を乗じて得

た時間 

５ 第２項で定める計算期間における料金表の第３（付加機能使用料）の１（適用）の表の

(２)欄 （優先接続に係るフリーコールサービスに係る料金額の適用）の取扱いについて

は、同欄で定める 減額金額に代えて、減額金額を２００円（付加機能使用料の額が２０

０円に満たない場合は、その 付加機能使用料の額）とします。 

６ この改正附則実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

７ この改正附則実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１６年４月１７日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 
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１ この改正規定は、平成１６年５月２０日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１６年６月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１６年６月１０日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１６年６月１５日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１６年６月２５日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 
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附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１６年７月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この附則は、平成１６年７月２日から実施します。 

（経過措置） 

２ 平成１６年７月２日から平成１６年９月１日までの間に取扱いを開始したモバイル国際

プランに ついては、その取扱いを開始した日（以下「取扱開始日」といいます｡)に応じ

て定まる下表の料 金月に限り、料金表別表５（選択料金制サービス）の第 60 表（全時間

帯における携帯契約回線からの通話への特定料金表の適用）の適用に係る通話等料金を料

金月単位に累積し、その月間累積  通話等料金の額から、当該月間累積通話等料金の額の

うち、1,000 円までの部分に１を乗じて得た  額を割り引く取扱いを行います。ただし、

この取扱い（平成 15 年 12 月 19 日から平成 16 年 7 月 1 日  までに行われた同様の取扱い

を含みます）は１の携帯契約回線につき、１回に限ります。 

区分 割り引く取扱いを行う料金月 

取扱開始日が平成１６年７月２日から平成

１６年８月１日までの間の場合 

平成１６年８月１日を起算日とする料金月 

取扱開始日が平成１６年８月２日から平成

１６年９月１日までの間の場合 

平成１６年９月１日を起算日とする料金月 

３ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

４ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１６年７月３日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１６年７月８日から実施します。 
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（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１６年１０月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１６年１０月２２日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１６年１１月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１６年１２月１５日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 
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（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１６年１２月２８日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１７年２月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１７年２月４日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１７年２月２３日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１７年３月４日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 
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附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１７年３月７日から実施します。 

（経過措置） 

２ 本附則実施より平成１７年９月３０日までに特定選択料金制サービスⅣの申込みをし、

その承諾を受けたときは、特定選択料金制サービスⅣ適用を受ける１の回線につき、第６

２表アの(２) 低利用料で定める 低利用料を超過する通話料金（税抜き）が発生してい

ない場合でも、 低利用料の支払いを要しません。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１７年３月２９日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１７年４月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１７年４月２８日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１７年５月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ 協定事業者の電話サービス契約約款又は総合ディジタル通信サービス契約約款に定める
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優先接続の取扱いにおいて、電話会社固定の区分により、市内通話、県内市外通話、県間

市外通話及び国際通話全ての通話等区分について当社事業者識別番号を指定した場合につ

いて、本附則実施より平成１７年９月３０日までに特定料金表の適用に係る選択料金制サ

ービス（タイプ 4）の申込みをし、その承諾を受けたときは、特定料金表の適用に係る選

択料金制サービス（タイプ 4）の適用を受ける１の回線につき、第６２表アの(２) 低利

用料で定める 低利用料を超過する通話料金（税抜き）が発生していない場合でも、 低

利用料の支払いを要しません。また、上記記載の優先接続の取扱いにおいて、市内通話、

県内市外通話、県間市外通話及び国際通話の通話等区分のうちいずれか１以上の区分につ

いて当社事業者識別番号を指定した場合について、本附則実施より平成１７年９月３０日

までに特定料金表の適用に係る選択料金制サービス（タイプ 4）の申込みをし、その承諾

を受けたときは、平成１７年９月３０日までの通話料金につき、 低利用料の支払いを要

しません。 

３ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

４ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成１７年７月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１７年７月１６日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１７年７月２８日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１７年９月１日から実施します。 

（経過措置） 
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２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１７年１０月１日から実施します。 

 （経過措置） 

２ 協定事業者の電話サービス契約約款又は総合ディジタル通信サービス契約約款に定める

優先接続の取扱いについて、電話会社固定の区分により、市内通話、県内市外通話、県間

市外通話及び国際通話全ての通話等区分について当社事業者識別番号を指定した場合につ

いて、本附則実施より平成１８年３月３１日までに特定料金表の適用に係る選択料金制サ

ービス（タイプ 4）の申込みをし、その承諾を受けたときは、特定料金表の適用に係る選

択料金制サービス（タイプ 4）の適用を受ける１の回線につき、第６２表アの(２) 低利

用料で定める 低利用料を超過する通話料金（税抜き）が発生していない場合でも、 低

利用料の支払いを要しません。 

３ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

４ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１７年１０月１９日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１７年１１月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１７年１１月１０日から実施します。 

（経過措置） 
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２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１８年１月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１８年１月１８日から実施します。 

（経過措置） 

２ 削除 

３ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

４ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１８年２月６日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１８年３月８日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 
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（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１８年４月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ 協定事業者の電話サービス契約約款又はディジタル通信サービス契約約款に定める優先

接続の取扱いについて、電話会社固定の区分により、市内通話、県内市外通話、県間市外

通話、及び国際通話全ての通話等区分について当社事業者識別番号を指定した場合につい

て、本附則実施より平成１８年６月３０日までに特定料金表の適用に係る選択料金制サー

ビス（タイプ４）の申込みをし、その承諾を受けたときは、特定料金表の適用に係る選択

料金制サービス（タイプ４）の適用を受ける１の回線につき、第６２表アの(２) 低利用

料で定める 低利用料を超過する通話料金（税抜き）が発生していない場合でも、 低利

用料の支払いを要しません。 

３ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

４ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

  

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１８年５月１日から実施します。 

 （提供終了） 

２ 「旧国内国際統合第１種選択料金制サービス」及び「旧国内国際統合第２種選択料金制

サービス」の提供を終了します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１８年６月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１８年７月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ 協定事業者の電話サービス契約約款又はディジタル通信サービス契約約款に定める優先

接続の取扱いについて、電話会社固定の区分により、市内通話、県内市外通話、県間市外
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通話、及び国際通話全ての通話等区分について当社事業者識別番号を指定した場合につい

て、本附則実施より平成１８年１２月３１日までに特定料金表の適用に係る選択料金制サ

ービス（タイプ４）の申込みをし、その承諾を受けたときは、特定料金表の適用に係る選

択料金制サービス（タイプ４）の適用を受ける１の回線につき、第６２表アの(２) 低利

用料で定める 低利用料を超過する通話料金（税抜き）が発生していない場合でも、 低

利用料の支払いを要しません。なお、平成１８年７月１日から平成１８年１２月３１日ま

での間に申込みがあった特定選択料金制サービスⅣには、第６２表アの(２)－１条件のア、

イ及びウを適用しません。 

３ この改定規則実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

４ この改定規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する措置賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１８年８月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１８年１０月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１８年１０月１３日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１８年１１月１日から実施します。 
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（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１８年１１月１４日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１８年１１月１７日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１９年１月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ 協定事業者の電話サービス契約約款又はディジタル通信サービス契約約款に定める優先

接続の取扱いについて、電話会社固定の区分により、市内通話、県内市外通話、県間市外

通話、及び国際通話全ての通話等区分について当社事業者識別番号を指定した場合につい

て、本附則実施より平成１９年６月３０日までに特定料金表の適用に係る選択料金制サー

ビス（タイプ４）の申込みをし、その承諾を受けたときは、特定料金表の適用に係る選択

料金制サービス（タイプ４）の適用を受ける１の回線につき、第６２表アの(２) 低利用

料で定める 低利用料を超過する通話料金（税抜き）が発生していない場合でも、 低利

用料の支払いを要しません。 

３ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

４ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１９年２月１日から実施します。 
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（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成１９年４月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改定規則は、平成１９年７月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ 協定事業者の電話サービス契約約款又はディジタル通信サービス契約約款に定める優先

接続の取扱いについて、電話会社固定の区分により、市内通話、県内市外通話、県間市外

通話、及び国際通話全ての通話等区分について当社事業者識別番号を指定した場合につい

て、本附則実施より平成２０年６月３０日までに特定料金表の適用に係る選択料金制サー

ビス（タイプ４）の申込みをし、その承諾を受けたときは、特定料金表の適用に係る選択

料金制サービス（タイプ４）の適用を受ける１の回線につき、第６２表アの(２) 低利用

料で定める 低利用料を超過する通話料金（税抜き）が発生していない場合でも、 低利

用料の支払いを要しません。 

３ この改定規則実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

４ この改定規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する措置賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附  則 

（実施時期） 

１ この改正規定は平成 19 年 11 月 13 日より実施します。ただし、料金表別表５ 第 63 表 

特定料金表の適用に係る選択料金制サービス（タイプ 5）に係る改正規定は、平成 20 年 2

月 1 日から実施します。 

（経過措置） 

２ 協定事業者の電話サービス契約約款又はディジタル通信サービス契約約款に定める優先

接続の取扱いについて、電話会社固定の区分により、市内通話、県内市外通話、県間市外

通話、及び国際通話全ての通話等区分について当社事業者識別番号を指定した場合につい

て、本附則実施より平成２０年６月３０日までに特定料金表の適用に係る選択料金制サー

ビス（タイプ 5）の申込みをし、その承諾を受けたときは、特定料金表の適用に係る選択
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料金制サービス（タイプ 5）の適用を受ける１の回線につき、第 63 表イの(２) 低利用料

で定める 低利用料を超過する通話料金（税抜き）が発生していない場合でも、 低利用

料の支払いを要しません。 

３ この改定規則実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

４ この改定規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する措置賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は平成 19 年 11 月 14 日より実施します。ただし、料金表別表５ 第 63 表 

特定料金表の適用に係る選択料金制サービス（タイプ 5）に係る改正規定は、平成 20 年 2

月 1 日から実施します。 

（経過措置） 

２ 協定事業者の電話サービス契約約款又はディジタル通信サービス契約約款に定める優先

接続の取扱いについて、電話会社固定の区分により、市内通話、県内市外通話、県間市外

通話、及び国際通話全ての通話等区分について当社事業者識別番号を指定した場合につい

て、本附則実施より平成２０年６月３０日までに特定料金表の適用に係る選択料金制サー

ビス（タイプ 5）の申込みをし、その承諾を受けたときは、特定料金表の適用に係る選択

料金制サービス（タイプ 5）の適用を受ける１の回線につき、第 63 表イの(２) 低利用料

で定める 低利用料を超過する通話料金（税抜き）が発生していない場合でも、 低利用

料の支払いを要しません。 

３ この改定規則実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

４ この改定規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する措置賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２０年１月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２０年２月１６日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに
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ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２０年３月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２０年３月２８日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２０年４月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２０年５月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他 の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては 、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成２０年６月１６日から実施します。 

 

附則 
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（実施時期） 

この改正規定は、平成２０年７月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改定規則は、平成２０年８月２９日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改定規則実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改定規則実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成２０年９月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改定規則は、平成２０年１０月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改定規則実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改定規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する措置賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改定規則は、平成２０年１０月２２日から実施します。 

（経過措置） 

２ 削除 

３ この改定規則実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

４ この改定規則実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改定規則は、平成２０年１１月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改定規則実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改定規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する措置賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 
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附則 

（実施時期） 

１ この改定規則は、平成２１年１月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改定規則実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改定規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する措置賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２１年２月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ 平成２０年１０月２２日付附則第 2 項の改正料金表エに以下の規定を追加します。 

（ク） セの取扱いを受けている契約者回線について、協定事業者の電話サービス契約約款

又は総合ディジタル通信サービス契約約款に定める優先接続の取扱いにおいて、市内通話

を除く全ての通話等区分について当社の事業者識別番号の指定が解除されたことを当社が

確認したとき（その電話等契約者から特に継続の要請があった場合を除きます｡)。 

３ この改定規則実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

４ この改定規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する措置賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２１年４月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改定規則実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改定規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する措置賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２１年６月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改定規則実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改定規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する措置賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 
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（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２１年６月１９日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改定規則実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改定規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する措置賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２１年８月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改定規則実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改定規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する措置賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２１年８月３日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改定規則実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改定規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する措置賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２１年８月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改定規則実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改定規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する措置賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２１年１０月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改定規則実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改定規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する措置賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 
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附則 

この改正規定は、平成２１年１１月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２１年１１月９日から実施します。 

（経過措置） 

２ 当社は、次のいずれの条件も満たす場合、料金表別表第 64 表の特定選択料金制サービス

Ⅵの取扱いを開始した日の属する料金月に限り、特定選択料金制サービスⅥの取扱いの適

用に係る通話等料金を料金月単位に累積した額（以下、月間累積通話等料金といいます｡)

から、税抜額 800 円（税込額 840 円）を割り引く取扱いを行います。 

ア 協定事業者の電話サービス契約約款又は総合ディジタル通信サービス契約約款に定める

優先接続の取扱いにおいて、電話会社固定の区分により、市内通話、県内市外通話、県間

市外通話、及び国際通話全ての通話等区分について当社事業者識別番号を指定した場合。 

イ 優先接続の取扱いにおいて、申込み取り次ぎを当社に請求した場合。 

ウ この改正規定実施の日から平成２２年５月３１日までに、特定選択料金制サービスⅥの

取扱いについての電話等契約者からの請求があったことを当社がサービス取扱所において

確認した場合。 

３ ２の取扱いは、当該月間累積通話等料金が税抜額 800 円（税込額 840 円）に満たない場

合は、当該料金月を含め 6 か月間に限り月間累積通話等料金の累積額が税抜額 800 円（税

込額 840 円）に達するまで同様の取扱いを行います。当該料金月を含め 6 か月間に月額累

積通話等料金の累積額が税抜額 800 円（税込額 840 円）に達しなかった場合には、その時

点でこの取扱いを終了します。 

４ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

５ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２１年１２月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改定規則実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改定規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する措置賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

この改正規定は、平成２２年２月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 
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１ この改正規定は、平成２２年３月１４日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２２年３月３１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２２年４月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２２年４月２０日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２２年４月２３日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 
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附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２２年５月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２２年６月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ 当社は、次のいずれの条件も満たす場合、料金表別表第 64 表の特定選択料金制サービス

Ⅵの取扱いを開始した日の属する料金月に限り、特定選択料金制サービスⅥの取扱いの適

用に係る通話等料金を料金月単位に累積した額（以下、月間累積通話等料金といいます｡)

から、税抜額 800 円（税込額 840 円）を割り引く取扱いを行います。 

ア 協定事業者の電話サービス契約約款又は総合ディジタル通信サービス契約約款に定める

優先接続の取扱いにおいて、電話会社固定の区分により、市内通話、県内市外通話、県間

市外通話、及び国際通話全ての通話等区分について当社事業者識別番号を指定した場合。 

イ 優先接続の取扱いにおいて、申込み取り次ぎを当社に請求した場合。 

ウ この改正規定実施の日から平成２２年９月３０日までに、特定選択料金制サービスⅥの

取扱いについての電話等契約者からの請求があったことを当社がサービス取扱所において

確認した場合。 

３ ２の取扱いは、当該月間累積通話等料金が税抜額 800 円（税込額 840 円）に満たない場

合は、当該料金月を含め 6 か月間に限り月間累積通話等料金の累積額が税抜額 800 円（税

込額 840 円）に達するまで同様の取扱いを行います。当該料金月を含め 6 か月間に月額累

積通話等料金の累積額が税抜額 800 円（税込額 840 円）に達しなかった場合には、その時

点でこの取扱いを終了します。 

４ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

５ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２２年７月１２日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 
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附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成２２年７月１２日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成２２年８月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成２２年８月９日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２２年８月３１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２２年１０月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施の日から平成２３年８月３１日までの間に、支払証明書の発行の請求

をし、その承諾を受けたときは、電話等契約者は、別記 15 の(5)の規定に関わらず、その

請求に係る料金表第９（支払証明書の発行手数料）に規定する支払証明書発行手数料の支

払いを要しません。 

３ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

４ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成２３年１月４日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２３年２月１０日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料
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金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成２３年３月１５日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２３年３月３１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２３年４月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ 削除 

３ この改正規定実施の際現に取扱中のフレックスプラン(タイプⅡ)、スーパーアカウント

プラン、コンタクトプラン、アカウントＹプラン、割引率逓増型選択料金制サービスⅠ、

特定統合変動型選択料金制サービス、特定料金選択料金制サービス、特定料金選択料金制

サービスⅡ、特定料金選択料金制サービスⅢ、コンタクトプランプラス（当社が別に定め

るそのコンタクトプランプラス回線群代表者に係るものに限ります。）及びフレックスプ

ラン（タイプⅢ）に関する取扱いについては、なお従前のとおりとします。 

４ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

５ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成２３年７月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２３年８月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 （その他） 

４ 平成２３年４月１日の附則第２項について、ダイレクト電話サービスに係る規定を削除
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等します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２３年９月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２３年１０月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２３年１２月１３日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２４年１月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２４年３月１日から実施します。 

 （その他） 

２ 平成２３年４月１日の附則第２項（３）のイの（ア）の①の(a)のⅰの(ⅲ)中「Ｖネット

サービスから、当社が提供する総合オープン通信網サービス契約約款に規定する音声通信

サービスⅠ、デジタルデータサービス契約約款に規定する音声通信サービス、イーサネッ

ト通信サービス契約約款に規定する音声通信サービス、光ダイレクト電話サービス、メタ

ルプラス電話サービス又はペーパーレスＦＡＸ等提供サービスに係る電気通信回線に着信

する通話等に係るもの」を「Ｖネットサービスから、当社が提供する総合オープン通信網

サービス契約約款に規定する音声通信サービスⅠ、デジタルデータサービス契約約款に規

定する音声通信サービス、イーサネット通信サービス契約約款に規定する音声通信サービ

ス、光ダイレクト電話サービス、イントラネットＩＰ電話サービス、メタルプラス電話サ
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ービス、ペーパーレスＦＡＸ等提供サービス又はａｕひかりビジネスサービスに係る電気

通信回線に着信する通話等に係るもの」に改めます。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２４年４月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

この改正規定は、平成２４年４月１０日から実施します。 

 

附則 

この改正規定は、平成２４年４月１８日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２４年５月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２４年７月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２４年７月２３日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２４年８月１５日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 
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３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２４年８月２４日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２４年９月１０日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成 24 年 9 月 21 日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２４年１０月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

 （その他） 

４ 平成２３年４月１日の附則第２項（３）のイの（ア）の①の(a)のⅰの(ⅲ)中「Ｖネット

サービスから、当社が提供する総合オープン通信網サービス契約約款に規定する音声通信

サービスⅠ、デジタルデータサービス契約約款に規定する音声通信サービス、イーサネッ

ト通信サービス契約約款に規定する音声通信サービス、光ダイレクト電話サービス、イン

トラネットＩＰ電話サービス、メタルプラス電話サービス、ペーパーレスＦＡＸ等提供サ

ービス又はａｕひかりビジネスサービスに係る電気通信回線に着信する通話等に係るもの」
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を「Ｖネットサービスから、当社が提供する総合オープン通信網サービス契約約款に規定

する音声通信サービスⅠ、光ダイレクト電話サービス、イントラネットＩＰ電話サービス、

メタルプラス電話サービス、ペーパーレスＦＡＸ等提供サービス又はａｕひかりビジネス

サービスに係る電気通信回線に着信する通話等に係るもの」に改めます。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２４年１２月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２５年１月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成２５年１月３０日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２５年２月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２５年２月１９日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、この改正規定による改正前の約款に規定する下表の左欄の

付加機能は、この改正規定実施の日において、この改正規定による改正後の約款に規定す

る下表の右欄の付加機能に移行したものとします。 

受付先変更サービス 

 タイプⅠ 

 タイプⅡ 

カスタマアナウンスサービスⅡ 

 タイプⅠ 

 タイプⅡ 

受付先変更サービス 

 コースⅠ 

 コースⅡ 

カスタマアナウンスサービスⅡ 

 コースⅠ 

 コースⅡ 
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（附則の改正） 

３ 次の規定中「フリーコールサービスⅢ」とあるのは「旧フリーコールサービスⅢ」に変

更します。 

（１）平成１２年１０月１日付附則第 11 項 

（２）平成１３年１１月１日付附則第２項、第５項及び第６項 

４ 次の規定中、「タイプⅠ」とあるのは「コースⅠ」に、「タイプⅡ」とあるのは「コー

スⅡ」にそれぞれ変更します。 

（１）平成１３年１１月１日付附則第２項及び第３項（受付先変更サービスに係るものに限

ります｡) 

（２）平成１３年１１月１日付附則第２項、第５項及び第６項 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２５年５月１日から実施します。 

（払込取扱票の発行等に関する経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、当社が指定するサービス取扱所又は金融機関等における料

金等の支払いを選択している場合、この改正規定実施の日において、別記 16(1)に定める

請求があったものとみなして取り扱います。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成２５年９月９日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

この改正規定は、平成２５年１０月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２５年１１月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２５年１２月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いに

ついては、なお従前のとおりとします。 

（附則及び附則別表の改正） 
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４ 次表左欄の規定中、次表右欄の規定を削ります。 

 

平成１２年８

月１日付附則

第２項 

 

平成１２年１

０月１日付附

則第３項 

 

平成１２年１

０月１日付附

則第 11 項 

 

ナビゲートコールサービス ナビゲートコールサービス（タイ

プⅠのもの） 

 

 

ナビゲートコールサービスに係る

もの 

ナビゲートコールサービスⅠに係

るもの 

 

 

特定番号着信自動通話等 

 時間外着信案内機能 

 接続分配機能 

 同時接続機能 

 全国共通番号機能 

 話中時転送機能 

 受付先変更機能 

 カスタム終了案内機能 

 待ち合わせ接続機能 

 コマンドルーティング機能 

 

 通話案内機能 

ナビゲートコールサービスⅡ 

 時間外着信案内サービス 

 接続分配サービス 

 同時接続サービス 

 全国共通番号サービス 

 話中時転送サービス 

 受付先変更サービス 

 カスタム終了案内サービス 

 待合せ接続サービスⅡ 

 コマンドルーティングサービス

 通話等案内サービス 

 

域集団外設備発信機能 

着信転送機能 

発信規制機能 

リモートアクセスサービス 

着信転送サービス 

発信規制サービス 

  

５ 次表左欄の規定中、次表中央欄の規定は次表右欄のとおりに改めます。 

平成１４年４月１日付附則

第３項の表「一定の回線群

に係る全時間帯における月

間累積通話等料金の額に応

じて定まる割引の適用」欄

のア 

区域内通話等、フリーコー

ルサービスⅡに係る特定通

話等、ナビゲートコールサ

ービスに係る通話等、第 12

表に規定するＶネットパッ

クの適用を受ける通話等及

び第 44 表に規定するワイド

プランの適用を受ける通話

等 

 区域内通話等、フリーコー

ルサービスⅡに係る特定通

話等、第 12 表に規定するＶ

ネットパックの適用を受け

る通話等及び第 44 表に規定

するワイドプランの適用を

受ける通話等 

平成１４年４月１日付附則

第３項の表「全時間帯にお

ける確定単位料金区域への

通話等に係る月間累積通話

等料金の割引の適用」欄の

ア 

フリーコールサービスに係

る通話等及びナビゲートコ

ールサービスに係る通話等 

フリーコールサービスに係

る通話等 

平成１４年４月１日付附則

第３項の表「全時間帯にお

フリーコールサービスに係

る通話等及びナビゲートコ

フリーコールサービスに係

る通話等 
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ける確定単位料金区域への

通話等に係る月間累積通話

等料金の時間帯及び割引の

適用」欄のア 

ールサービスに係る通話等 

平成１４年４月１日付附則

第３項の表「全時間帯にお

ける確定電話番号等への通

話等に係る月間累積通話等

料金の割引の適用」欄のア 

区域内通話等、フリーコー

ルサービスに係る通話等、

ナビゲートコールサービス

に係る通話等及び第 44 表に

規定するワイドプランの適

用を受ける通話等 

区域内通話等、フリーコー

ルサービスに係る通話等及

び第 44 表に規定するワイド

プランの適用を受ける通話

等 

平成１４年６月１日付附則

第２項の表「一定の回線群

に係る全時間帯における月

間累積通話等料金の額に応

じて定まる割引の適用」欄

のア 

区域内通話等パーソナルナ

ンバーサービスに係る通話

等を除きます｡)、フリーコ

ールサービスⅡに係る特定

通話等、ナビゲートコール

サービスに係る通話等、第

12 表に規定するＶネットパ

ックの適用を受ける通話等

及び第 44 表に規定するワイ

ドプランの適用を受ける通

話等 

区域内通話等、フリーコー

ルサービスⅡに係る特定通

話等、第 12 表に規定するＶ

ネットパックの適用を受け

る通話等及び第 44 表に規定

するワイドプランの適用を

受ける通話等 

平成２０年１０月２２日付

附則第２項の表「全時間帯

における確定単位料金区域

への通話等に係る月間累積

通話等料金の時間帯及び割

引の適用（タイプⅡ）」欄

アの（イ） 

区域内通話等（パーソナル

ナンバーサービスに係る通

話等を除きます｡)、フリー

コールサースに係る通話

等、ナビゲートコールサー

ビス に係る通話等及び第44

表に規定するワイドプラン

の適用を受ける通話等 

区域内通話等、フリーコー

ルサースに係る通話等及び

第 44 表に規定するワイドプ

ランの適用を受ける通話等 

平成２０年１０月２２日付

附則第２項の表「国内国際

統 合第１種選択料金制サ 

ービスⅡ」欄アの（イ） 

Ｖネットサービスに係る通

話等、スピードナンバーに

よる通話等、フリーコール

サービスに係る通話等及び

ナビゲートコールサービス

に係る通話等 

Ｖネットサービスに係る通

話等、スピードナンバーに

よる通話等及びフリーコー

ルサービスに係る通話等 

６ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているナビゲートコールサービ

ス、パーソナルナンバーサービス又はリモートアクセスサービスは、この改正規定実施の

日において、廃止する旨の申出があったとみなして取り扱います。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２６年１月６日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 
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附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２６年２月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２６年３月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２６年４月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２６年５月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

この改正規定は、平成２６年６月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２６年６月３日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２６年７月１日から実施します。 

（経過措置） 
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２ この改正規定実施前に支払、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２６年８月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、料金表第３（付加機能利用料）２（料金額）（４）（フリ

ーコールサービスに係るもの）エに定めるフリーコールサービスⅣの適用を受けている電

話等契約者に対する第３種料金着信払自動通話等（取扱地域がコスタリカ共和国のものに

限ります。）に関する取扱い（この改正規定による改正前の約款に定めるものに限りま

す。）は、この改正規定実施後も、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２６年１０月１日から実施します。 

（附則の改正） 

２ 平成１４年６月１日付附則第２項中「又はカテゴリーⅣ」を削り、「区域内通話等、フ

リーコールサービスⅡに係る特定通話等及び第 44 表に規定するワイドプランの適用を受け

る通話等」とあるのは「区域内通話等、第２種移動体着信通話等若しくは第３種移動体着

信通話等、フリーコールサービスⅡに係る特定通話等及び第 44 表に規定するワイドプラン

の適用を受ける通話等」に改めます。 

３ 平成１５年８月１日付附則第２項を次のとおりに改めます。 

４ 平成２０年１０月２２日附則第２項中「第２種携帯着信通話等」とあるのは全て「第２

種移動体着信通話等」に改めます。 

５ 削除 

（経過措置） 

６ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２６年１０月２０日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

この改正規定は、平成２６年１２月２４日から実施します。 

 

附則 
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（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２７年１月１日から実施します。 

（附則の改正） 

２ 平成２３年４月１日の附則第２項第８号イ（料金額）を次のとおりに改めます。 

  イ 料金額 

区分 単位 料金額 

ユニバーサルサービス料 １電気通信番号ごとに月額 税抜額 ２円

３ 平成２４年１月１日付附則第３項及び平成２４年７月１日付附則第３項を削ります。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

４ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２７年２月２４日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定（附則別紙に係るものを含みます｡)は、平成２７年３月１日から実施しま

す。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

（その他） 

３ 平成２３年４月１日から実施の附則第２項第３号のイ（料金額）中、「料金表別表３に

定めるところによります」を「料金表別表２に定めるところによります」にそれぞれ改め

ます。 

 

附則 

この改正規定は、平成２７年３月１８日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２７年４月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

この改正規定は、平成２７年５月１２日から実施します。 
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附則 

この改正規定は、平成２７年６月１日から実施します。 

 

附則 

この改正規定は、平成２７年７月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２７年７月１０日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２７年９月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

この改正規定は、平成２７年９月３日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２７年１１月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２７年１１月１７日から実施します。 

（経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

この改正規定は、平成２７年１２月１日から実施します。 

 

附則 

この改正規定は、平成２８年１月１４日から実施します。 
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附則 

この改正規定は、平成２８年２月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２８年２月１０日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２８年３月１日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。  
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附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２８年４月１日から実施します。 

（附則の改正） 

２ 次表の左欄に定める規定について、右欄に定める取扱いを行います。 

規定 取扱い 

平成９年３月１日付附則第３項 「削除」に改めます。 

平成９年４月１日付附則第２項 「当社と一般電話契約、ダイレクト電話契約又は

アクセス電話契約を締結している者」とあるのは

「当社と一般電話契約を締結している者」に、「

当社と一般電話等契約、ダイレクト電話契約又は

アクセス電話契約を締結しているものとみなし」

とあるのは「当社と一般電話等契約を締結してい

るものとみなし」にそれぞれ改めます。 

平成１０年６月１日付附則ただし書 「削除」に改めます。 

平成１０年７月１日付附則第２項 「削除」に改めます。 

平成１０年８月１日付附則第４項 「削除」に改めます。 

平成１０年１２月１日付附則第２項 「削除」に改めます。 

平成１１年１月１日付附則第２項 「契約者回線又は加入契約回線等については」と

あるのは「契約者回線については」に、「契約者

回線又は加入契約回線等とみなします、」とある

のは「契約者回線とみなします、」ににそれぞれ

改めます。 

平成１１年４月１日付附則第２項 「削除」に改めます。 

平成１２年２月１日付附則第２項 「削除」に改めます。 

平成１２年６月１日付附則第３項 「削除」に改めます。 

平成１２年１０月１日付附則 

第２項 

 改正前約款における契約の欄が「

ダイレクト電話等契約（臨時ダイ

レクト電話等契約を含みます｡)」

の行 

第５項 

 旧ＫＤＤ電話サービス営業規約等

における契約の欄が次のものであ

る行 

  「第１種ＫＤＤ電話加入契約で

あって、他社接続回線の設置を

受けるもの」 

  「第１種ＫＤＤ電話加入契約で

あって、当社契約者回線の設置

を受けるもの」 

  「第２種ＫＤＤ電話加入契約（

臨時取扱いのものを含みます｡)

であって、他社接続回線の設置

 

 

削ります。 

 

 

 

 

削ります。 
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を受けるもの」 

  「第２種ＫＤＤ電話加入契約（

臨時取扱いのものを含みます｡)

であって、当社契約者回線の設

置を受けるもの」 

  「第２種内線加入電話設備によ

る第２種ＫＤＤ電話内線利用契

約（臨時取扱いのものを含みま

す｡)」 

  「第１種加入契約であって、他

社接続回線の設置を受けるもの

」 

  「第１種加入契約であって、当

社契約者回線の設置を受けるも

の」 

  「第２種加入契約であって、他

社接続回線の設置を受けるもの

」 

  「第２種加入契約であって、当

社契約者回線の設置を受けるも

の」 

 旧ＫＤＤ電話サービス営業規約等

における契約の欄が「第１種ＫＤ

Ｄ電話内線利用契約」の行 

 旧ＫＤＤ電話サービス営業規約等

における契約の欄が「第１種内線

利用契約」の行 

第７項 

 「第２種ＫＤＤ電話内線利用契約

に係る一定時間 定額型第１種選択

制選択料金制サービス」の行 

第８項、第９項、第１６項及び第１

７項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

右欄を「カテゴリーⅢに係る第２種一般電話等契

約であって、バーネットサービスに係る閉域集団

を代表する契約者回線に係るもの」に改めます。

右欄を「カテゴリーⅢに係る第２種一般電話等契

約であって、バーネットサービスに係る閉域集団

を代表する契約者回線に係るもの」に改めます。

 

削ります。 

 

 

「削除」に改めます。 

 

平成１３年１１月１日付附則 

第５項から７項まで 

 

「削除」に改めます。 

平成１４年２月１日付附則 

第５項、第６項及び第８項 

第９項中「改正前約款における選択

料金制サービス」の欄が「Ｖネット

サービスⅡに係る一定時間定額型第

１種選択料金制サービス」の行 

 

「削除」に改めます。 

削ります。 

 

平成１４年４月１日付附則 

第３項表中 

「一定の回線群に係る全時間帯にお

ける月間累積通話等料金の額に応じ
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て定まる割引の適用」欄 

 アの注３ 

 クの（イ） 

「一定の回線群に係る全時間帯にお

ける月間累積通話等料金の一定割引

の適用」欄の（注２） 

 

「削除」に改めます。「削除」に改めます。 

削ります。 

 

 

平成１４年６月１日付附則 

第２項 

 

「削除」に改めます。 

平成１８年１月１８日付附則 

第２項表中 

「旧国内国際統合第１種選択料金制

サービス」欄 

 ソ、タ及びチのただし書 

「旧国内国際統合第２種選択料金制

サービス」欄 

 ソ、タ及びチのただし書 

 

 

 

 

削ります。 

 

 

削ります。 

平成２０年１０月２２日付附則 

第２項表中「国内国際統合第１種選

択料金制サービスⅡ（商品名：ＫＤ

ＤＩかけどくパック２）」欄 

 ス、セ及びソのただし書 

 

 

 

 

削ります。 

平成２３年４月１日付附則 

第２項 

第３項 

 

「削除」に改めます。 

次のとおりに改めます。 

 ３ この改正規定実施の際現に取扱中のフレッ

クスプラン(タイプⅡ)、スーパーアカウント

プラン、コンタクトプラン、アカウントＹプ

ラン、割引率逓増型選択料金制サービスⅠ、

特定統合変動型選択料金制サービス、特定料

金選択料金制サービス、特定料金選択料金制

サービスⅡ、特定料金選択料金制サービスⅢ

、コンタクトプランプラス（当社が別に定め

るそのコンタクトプランプラス回線群代表者

に係るものに限ります。）及びフレックスプ

ラン（タイプⅢ）に関する取扱いについては

、なお従前のとおりとします。」 

平成２６年１０月１日付附則 

第５項 

 

「削除」に改めます。 

附則別紙 

「旧割引率逓増型選択料金制サービ

スⅡの通話等料金」及び「旧割引率

逓増型選択料金制サービスⅢの通話

等料金」の表 

「上段：加入契約回線等」の記載が

ある欄 

 

 

 

 

 

削ります。 
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「アジア１」から「特定衛星携帯端

末２」までの行の料金額欄 

備考中の第３項 

上段記載の金額等を削ります。 

 

削ります。 

別紙１ 

「上段：加入契約回線等」の記載が

ある欄 

「アジア１」から「特定衛星携帯端

末２」までの行の料金額欄 

備考中の第３項 

 

削ります。 

 

上段記載の金額等を削ります。 

 

削ります。 

（２）平成１４年４月１日付附則第３項の表中「一定の回線群に係る全時間帯における月間

累積通話等料金の額に応じて定まる割引の適用」欄の次表左欄の規定について、次表中

央欄の文言を次表右欄のとおりに改めます。 

ア 「、クレジット電話等契約者（カテゴ

リーⅡに係るクレジット電話等契約に

係るクレジット電話等契約者であって

料金明細内訳を記録している者に限り

ます。以下この表において同じとしま

す｡)又はダイレクト電話等契約者（カ

テゴリーⅠに係るダイレクト電話等契

約に係るダイレクト電話等契約者であ

って料金明細内訳を記録している者に

限ります。以下この表において同じと

します｡)」 

「又はクレジット電話等契約者（カテ

ゴリーⅡに係るクレジット電話等契約

に係るクレジット電話等契約者であっ

て料金明細内訳を記録している者に限

ります。以下この表において同じとし

ます｡)」 

 

 

 

 

「契約者回線又はダイレクト電話サー

ビス等（カテゴリーⅠに係るダイレク

ト電話等契約に係るダイレクト電話サ

ービス等に限ります。以下この表にお

いて同じとします｡)に係る加入契約回

線等」（事業者識別番号である0077を

ダイヤルして行われる通話等の利用が

可能なものに限ります。以下この表に

おいて同じとします｡) 

「契約者回線」 

「区域内通話等（ダイレクト通話等を

除きます｡)、フリーコールサービスⅡ

に係る特定通話等、第９表に規定する

ダイレクトパックの適用を受ける通話

」 

「区域内通話等、フリーコールサービ

スⅡに係る特定通話等」 

「区域内通話等（ダイレクト通話等を

除きます｡)及び第44表に規定するワイ

ドプランの適用を受ける通話等」 

「区域内通話等及び第44表に規定する

ワイドプランの適用を受ける通話等」

「契約者回線又は加入契約回線等につ

いては、旧フレックスプランの取扱い

を受けることはできません。」 

「契約者回線については、旧フレック

スプランの取扱いを受けることはでき

ません。」 

イ 

（ア） 

 

「契約者回線又は加入契約回線等」 

 

「契約者回線」 
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（イ） 「契約者回線又は加入契約回線等」 「契約者回線」 

ウ 「契約者回線又は加入契約回線等」 「契約者回線」 

オ 「契約者回線又は加入契約回線等」 「契約者回線」 

キ 

（イ） 

 

「契約者回線又は加入契約回線等を追

加する場合」 

「契約者回線又は加入契約回線等につ

いては、」 

 

「契約者回線を追加する場合」 

 

「契約者回線については、」 

（ウ） 「契約者回線又は加入契約回線等を指

定して」 

「契約者回線又は加入契約回線等につ

いては、」 

「契約者回線を指定して」 

 

「契約者回線については、」 

ク 「契約者回線又は加入契約回線等」 「契約者回線」 

（ア） 「契約者回線又は加入契約回線等」 「契約者回線」 

（ウ） 「契約者回線又は加入契約回線等」 「契約者回線」 

（エ） 「その契約者回線若しくは加入契約回

線等の移転に伴い、その電話番号等又

は加入契約回線等番号が変更になった

とき、又はその加入契約回線等の移転

に伴い、相互接続点若しくは網内接続

点の変更若しくは収容する電話サービ

ス等取扱所が変更になったとき。」 

「その契約者回線の移転に伴い、その

電話番号等が変更になったとき。」 

 

 

（オ） 「契約者回線又は加入契約回線等」 「契約者回線」 

（カ） 「契約者回線又は加入契約回線等」 「契約者回線」 

ケ 

（ア） 

「契約者回線又は加入契約回線等」 「契約者回線」 

コ 「その旧フレックスプラン回線群を構

成する契約者回線又は加入契約回線等

」 

「当該契約者回線又は加入契約回線等

」 

「その旧フレックスプラン回線群を構

成する契約者回線」 

 

「当該契約者回線」 

サ 「契約者回線又は加入契約回線等１回

線当たりの通話等料金の額を確定する

必要」 

「契約者回線１回線当たりの通話等料

金の額を確定する必要」 

（式中） 「契約者回線又は加入契約回線等１回

線当たりの通話等料金の額」 

「当該契約者回線又は加入契約回線等

に係る通話等料金の額」 

「契約者回線１回線当たりの通話等料

金の額」 

 

「当該契約者回線に係る通話等料金の

額」 

シ 「契約者回線又は加入契約回線等につ

いて」 

「契約者回線又は加入契約回線等１回

線当たりの通話等料金の額」 

「特定の１の契約者回線又は加入契約

回線等」 

「契約者回線について」 

 

「契約者回線１回線当たりの通話等料

金の額」 

 

「特定の１の契約者回線」 

備考欄の 「選択料金制サービスに係る加入契約 「選択料金制サービスに係る契約者回
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４ 回線等又は契約者回線」 

「その加入契約回線等又は契約者回線

」 

線」 

 

 

「その契約者回線」 

（３）平成１４年７月１日付附則第２項の表中次表左欄の規定について、次表中央欄の文言

を次表右欄のとおりに改めます。 

イ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ダイレクト電話等契約者（カテ

ゴリーⅠ又はカテゴリーⅡに係る

ダイレクト電話等契約に係る者に

限ります。以下本表において同じ

とします｡)、又は第２種一般電話

等契約者」 

「ダイレクト電話等契約者、又は

第２種一般電話等契約者」 

「その加入契約回線等（カテゴリ

ーⅠ又はカテゴリーⅡに係る加入

契約回線等に限ります。以下本表

においてヒ及び備考を除き、同じ

とします｡)又は契約者回線」 

「旧統合変動型選択料金制サービ

スに係る加入契約回線等又は契約 

「その請求をしたダイレクト電話

等契約者、第２種一般電話等契約

者」 

「第２種一般電話等契約者」 

 

 

 

 

 

「第２種一般電話等契約者」 

 

「その契約者回線」 

 

 

 

 

「旧統合変動型選択料金制サービ

スに係る契約者回線」 

「その請求をした第２種一般電話

等契約者」 

ウ 

 

 

「ダイレクト電話等契約者又は第

２種一般電話等契約者」 

「加入契約回線等又は契約者回線

」 

「第２種一般電話等契約者」 

「契約者回線」 

ク 「加入契約回線等又は契約者回線

」 

「契約者回線」 

ケ 「次の加入契約回線等、契約者回

線又は携帯契約回線」 

「次の契約者回線又は携帯契約回

線」 

（イ） 「加入契約回線等又は契約者回線

（それが加入契約回線等であって

、ダイレクト電話サービスの品目

がディジタルのときは、「加入契

約回線等に係る音声伝送チャネル

」とします。以下本表において同

じとします｡)」 

「あらかじめ指定した加入契約回

線等、契約者回線」 

「契約者回線」 

 

 

 

 

 

 

「あらかじめ指定した契約者回線

」 

（ロ） 「基準に適合するダイレクト電話

等契約者、又は第２種一般電話等

契約者」 

「あらかじめ指定した加入契約回

「基準に適合する第２種一般電話

等契約者」 

 

「あらかじめ指定した契約者回線
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線等、契約者回線」 」 

コ 「次の加入契約回線等、契約者回

線」 

「次の契約者回線」 

(イ) 「旧統合変動型選択料金制サービ

スに係る加入契約回線等又は契約

者回線」 

「加入契約回線等、契約者回線又

は携帯契約回線」 

「旧統合変動型選択料金制サービ

スに係る契約者回線」 

 

「契約者回線又は携帯契約回線」 

（ロ） 「加入契約回線等、契約者回線又

は携帯契約回線」 

「契約者回線又は携帯契約回線」 

サ   

（ロ） 「加入契約回線等又は契約者回線

」 

「契約者回線」 

ソ 「ダイレクト電話等契約者又は第

２種一般電話等契約者」 

「第２種一般電話等契約者」 

タ 「ダイレクト電話契約者又は第１

種一般電話等契約者」 

「第１種一般電話等契約者」 

ヒ 「ダイレクト電話契約者又は第１

種一般電話等契約者 

「第１種一般電話等契約者」 

（ア） その加入契約回線等又は契約者回

線が旧統合変動型選択料金制サー

ビスに係る加入契約回線等又は契

約者回線である場合 

その契約者回線が旧統合変動型選

択料金制サービスに係る契約者回

線である場合 

（イ） 「その加入契約回線等又は契約者

回線が」 

「加入契約回線等又は契約者回線

以外の」 

「その加入契約回線等又は契約者

回線に係る登録」 

「その契約者回線が」 

 

「契約者回線以外の」 

 

「その契約者回線に係る登録」 

備考 

 ４ 

「加入契約回線等又は契約者回線

を」 

「その加入契約回線等又は契約者

回線」 

「契約者回線を」 

 

「その契約者回線」 

（４）平成２０年１０月２２日付附則第２項の表中次表左欄の規定について、次表中央欄の

文言を次表右欄のとおりに改めます。 

「全時間帯における確定単

位料金区域への通話等に係

る月間累積通話等料金の時

間帯及び割引の適用（タイ

プⅡ）（商品名：だんぜん

昼割２）」欄 

 ア（イ）の表中（注３） 

「クレジット電話等契約又

は当社が別に定めるクレ

ジットカードの利用に関

する契約に係るもの（加

入契約回線等から発信さ

れたもの及び加入契約回

線等に着信したものを除

きます｡)」 

 

 

「クレジット電話等契約又

は当社が別に定めるクレ

ジットカードの利用に関

する契約に係るもの」 
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「国内国際統合第１種選択

料金制サービスⅡ（商品名

：ＫＤＤＩかけどくパック

２）」欄 

 テ 

「その契約者回線若しくは

加入契約回線等に係る加入

電話等契約」 

「その電話番号等若しくは

加入契約回線等番号」 

「その契約者回線又は加入

契約回線等に係る国内国際

統合第１種選択料金制サー

ビスを終了する通知」 

 

「その契約者回線に係る加

入電話等契約」 

「その電話番号等番号」 

「その契約者回線に係る国

内国際統合第１種選択料金

制サービスを終了する通知

」 

 

「全時間帯における確定電

話番号等への国際通話等に

係る月間累積通話等料金の

割引の適用」欄 

 ア（ア）の表中（注３） 

「クレジット電話等契約又

は当社が別に定めるクレジ

ットカードの利用に関する

契約に係るもの（加入契約

回線等から発信されたもの

及び加入契約回線等に着信

したものを除きます｡)」 

「クレジット電話等契約又

は当社が別に定めるクレジ

ットカードの利用に関する

契約に係るもの」 

（５）平成２５年１２月１日付附則第５項の表中次表左欄の規定について、次表中央欄の文

言を次表右欄のとおりに改めます。 

「平成１４年４月１日付附

則第３項の表「一定の回線

群に係る全時間帯における

月間累積通話等料金の額に

応じて定まる割引の適用」

欄のア」の行の中央欄及び

右欄 

「区域内通話等（ダイレク

ト通話等を除きます｡)」 

「第９表に規定するダイレ

クトパックの適用を受ける

通話、第12表に規定するＶ

ネットパックの適用を受け

る通話等」 

「区域内通話等」 

 

「第12表に規定するＶネッ

トパックの適用を受ける通

話等」 

「平成１４年６月１日付附

則第２項の表「一定の回線

群に係る全時間帯における

月間累積通話等料金の額に

応じて定まる割引の適用」

欄のア」の行の中央欄及び

右欄 

「区域内通話等（ダイレク

ト通話等を除きます｡)」 

「第９表に規定するダイレ

クトパックの適用を受ける

通話、第12表に規定するＶ

ネットパックの適用を受け

る通話等」 

「区域内通話等」 

 

「第12表に規定するＶネッ

トパックの適用を受ける通

話等」 
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（６）附則別紙中次表左欄の規定について、次表中央欄の文言を次表右欄のとおりに改めま

す。 

「○ 旧回線群型選択

料金制サービス」の表

「旧回線群型選択料金

制サービスⅠ」の欄 

（１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 

 

 

（６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８） 

 

 

 

 

「ダイレクト電話契約者（カテ

ゴリーⅢに係るダイレクト電話

等契約に係るものに限ります。

以下本表において同じとします

｡)又は第１種一般電話等契約者

」 

「その請求をしたダイレクト電

話契約者又は第１種一般電話等

契約者」 

「承諾されたダイレクト電話契

約者又は第１種一般電話等契約

者」 

「旧回線群型選択料金制サービ

スⅠ利用者に係る加入契約回線

等（その加入契約回線等に係る

ダイレクト電話サービスの品目

が６Mbpsの場合は、「加入契約

回線等に係る音声伝送チャネル

」とします。以下本表において

同じとします｡)又は 

契約者回線」 

「加入契約回線等及び契約者回

線」 

「ダイレクト電話契約者及び第

１種一般電話等契約者」 

 

 

 

 

「第１種一般電話等契約者」 

 

 

 

 

 

「その請求をした第１種一般電

話等契約者」 

 

「承諾された第１種一般電話等

契約者」 

 

「契約者回線」 

 

 

 

 

 

 

 

 

「契約者回線」 

 

「第１種一般電話等契約者」 

附則別紙 

「○旧割引率逓増型選

択料金制サービス」の

「旧割引率逓増型選択

料金制サービスⅡの通

話等料金」の表及び「

旧割引率逓増型選択料

金制サービスⅢの通話

等料金」の表 

 

 

 

「(ⅰ) 契約者回線及び加入契約

回線等に係る国際通話等の

通話等料金」 

 

 

 

 

「(ⅰ) 契約者回線に係る国際通

話等の通話等料金」 

別紙１ 「(ⅰ) 契約者回線（携帯契約

回線を除きます。以下本表にお

いて同じとします｡)及び加入契

約回線等（カテゴリーⅠ又はカ

テゴリーⅡに係るダイレクト電

「(ⅰ) 契約者回線（携帯契約

回線を除きます。以下本表にお

いて同じとします｡)に係る国際

通話等の通話等料金」 



232 

 

話等契約に係るものに限ります

。以下本表において同じとしま

す｡)に係る国際通話等の通話等

料金」 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２８年５月１日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

この改正規定は、平成２８年５月２１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２８年７月１日から実施します。 

（メタルプラス電話サービス等の廃止等に関する経過措置） 

２ 削除 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２８年８月１日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２８年１１月１日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

（その他） 

３ 平成２８年７月１日から実施の附則第２項について、「削除」に改めます。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成２８年１２月１日から実施します。 
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（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成 29 年１月１日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成 29 年２月１日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成 29 年２月 11 日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成 29 年２月 15 日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成 29 年７月 1 日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

この改正規定は、平成 29 年８月 29 日から実施します。 

 

附則 
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（実施時期） 

１ この改正規定は、平成 30 年１月 1 日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

この改正規定は、平成 30 年３月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、平成 30 年５月 1 日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

この改正規定は、平成 30 年９月 26 日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改定規定は、平成 31 年２月 28 日午後０時 00 分 00 秒から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

（その他） 

３ 平成 14 年４月１日から実施の附則第３項の表中「一定の回線群に係る全時間帯における

月間累積通話等料金の額に応じて定まる割引の適用」欄の次表左欄の規定について、次表

右欄のとおりに取扱いを行います。 

アの規定 

「又はクレジット電話等契約者（カテゴリーⅡに係るクレジ

ット電話等契約に係るクレジット電話等契約者であって料金

明細内訳を記録している者に限ります。以下この表において

同じとします｡)」部分 

 

削ります。 

４ 削除 

５ 平成 14 年 12 月 16 日から実施の附則第２項について、「削除」に改めます。 

６ 平成 20 年 10 月 22 日から実施の附則第２項の「全時間帯における確定単位料金区域への

通話等に係る月間累積通話等料金の時間帯及び割引の適用（タイプⅡ）」の表のアの(イ)

の注２及び「全時間帯における確定電話番号等への国際通話等に係る月間累積通話等料金

の割引の適用」の表のアの(ア)の注２中、「締結しているクレジット電話等契約又は当社

が別に定めるクレジットカードの利用に関する契約」を「締結している当社が別に定める

クレジットカードの利用に関する契約」にそれぞれ改めます。 
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附則 

（実施時期） 

１ この改定規定は、平成 31 年３月 15 日午前 10 時 00 分 00 秒から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改定規定は、平成 31 年４月１日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

この改定規定は、平成 31 年４月 19 日から実施します。なお、この改正規定は、実施日に関

わらず、平成 31 年４月１日に遡って効力を生じます。 

 

附則 

この改正規定は、令和元年５月 22 日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改定規定は、令和元年７月１日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

この改定規定は、令和元年９月 27 日から実施します。 

 

附則 

この改正規定は、令和元年９月 30 日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、令和元年 10 月１日から実施します。 

  ただし、この改正規定中、プリペイド自動通話及び第３種移動体着信通話に関する改正

規定については、令和元年 10 月 1 日午前 0 時 00 分 00 秒以降に開始日した通話について実

施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 
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附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、令和２年３月１日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

この改正規定は、令和２年３月 26 日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改定規定は、令和２年４月１日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

この改正規定は、令和２年７月 28 日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改定規定は、令和２年 10 月１日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改定規定は、令和２年 12 月１日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改定規定は、令和２年 12 月１日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 
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１ この改定規定は、令和３年２月１日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この国際通話等の取扱地域等に関する改正規定は、令和３年４月１日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

この改正規定は、令和３年３月 10 日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改定規定は、令和３年３月 23 日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改定規定は、令和３年５月 10 日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

この改正規定は、令和３年 7月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改定規定は、令和３年９月２日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改定規定は、令和３年９月 29 日午前９時から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 
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２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改定規定は、令和３年 10 月１日から実施します。 

（プリペイドカードを利用して行う通話等の提供終了） 

２ 当社は、令和３年 10 月 31 日をもって、第２種プリペイドカード又は第３種プリペイド

カードを利用して行う通話等の提供を終了します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改定規定は、令和３年 11 月１日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ 電話等契約者は、この改正規定実施の日以降に第２種プリペイドカード又は第３種プリ

ペイドカードを利用して行う通話等を終了した場合も、改正前の規定に基づき、その通話

等に係る通話等の料金の支払いを要します。 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改定規定は、令和３年 11 月 17 日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改定規定は、令和４年１月１日から実施します。 

（通話等の一部の提供終了及び経過措置） 

２ 当社は、日本時間の令和４年３月 31 日をもって、携帯契約回線から 001 をダイヤルして

行う国際通話等、海事衛星電話通話等及び携帯移動衛星電話通話等（それぞれ国際ローミ

ング着信自動通話等及び非自動通話等に係るものを除きます｡)の提供を終了します。 

３ 当社は、日本時間の令和４年３月31日をもって、次表に定める取扱い（第２号から第17

号については、特定第１種一般電話契約者に係るものに限ります｡)の提供を終了します。 

(１) 全時間帯における携帯契約回線からの通話への特定料金表の適用（商品名：001国

際モバイルトーク） 

(２) 全時間帯における確定単位料金区域への通話等に係る月間累積通話等料金の割引

の適用（タイプⅡ）（商品名：だんぜんトークⅡ） 

(３) 全時間帯における確定電話番号等への通話等に係る月間累積通話等料金の割引の

適用Ⅱ（商品名：だんぜんトークⅡＤＸ） 

(４) 全時間帯における確定単位料金区域への通話等に係る月間累積通話等料金の時間
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帯及び割引の適用（タイプⅡ）（商品名：だんぜん昼割２） 

(５) 国内国際統合第１種選択料金制サービスⅡ（商品名：ＫＤＤＩかけどくパック

２） 

(６) 一定の回線群に係る全時間帯における月間累積通話等料金の額に応じて定まる割

引の適用タイプ（Ⅱ）（商品名：まる得割引ワイド） 

(７) 一定の回線群に係る全時間帯における月間累積通話等料金の長期継続利用契約に

基づく割引の適用（商品名：長期継続割引プランスーパー） 

(８) 一定の回線群に係る全時間帯における月間累積通話等料金の利用期間に基づく割引

の適用（商品名：長期継続割引プラン） 

(９) 割引率逓増型選択料金制サービス（商品名：ＫＤＤＩ大型割引Ⅰ） 

(10) 特定国内通話等に係る国内国際統合割引率変動型選択料金制サービス（商品名：

ＫＤＤＩまる得割引） 

(11) 特定料金表の適用に係る選択料金制サービス（商品名：国際まる得割引スーパ

ー） 

(12) 特定料金表の適用に係る選択料金制サービス（タイプ２）（商品名：国際まる得

割引プランⅠ） 

(13) 特定料金表の適用に係る選択料金制サービス（タイプ３）（商品名：国際まる得

割引プランⅡ） 

(14) 一定の回線群に係る全時間帯における月間累積通話等料金の長期継続利用契約に

基づく割引の適用Ⅱ 

(15) 一定の回線群に係る全時間帯における月間累積通話等時間に係る定額料金の適用

（商品名：まる得割引フラット） 

(16) 一定の回線群に係る全時間帯における月間累積通話等料金の長期継続利用契約に

基づく割引の適用Ⅲ 

(17) 一定の回線群に係る全時間帯における月間累積通話等料金の長期継続利用契約に

基づく割引の適用Ⅳ 

４ 電話等契約者は、日本時間の令和４年４月１日以降に第２項に定める通話等及び前項の

取扱いの適用を受ける通話等を終了した場合であっても、その通話等に係る通話等の料金

及びその取扱いに係る定額料金の支払いを要します。 

５ 電話等契約者は、日本時間の令和４年３月 31 日午後９時以降、第２項に定める通話等を

発信することができない場合があります。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改定規定は、令和４年４月１日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

（その他） 

３ 平成２０年１０月２２日から実施の附則第２項の「全時間帯における確定単位料金区域

への通話等に係る月間累積通話等料金の時間帯及び割引の適用（タイプⅡ）（商品名：だ

んぜん昼割２）」の表のア中、次表の左欄の部分を同表の右欄のとおり改めます。 

当社は、一般第１種電話等契約者（カテゴ

リーⅠに係る第１種一般電話等契約に係る

第１種一般電話等契約者であって料金明細

当社は、一般第１種電話等契約者（カテゴ

リーⅠに係る第１種一般電話等契約に係る

第１種一般電話等契約者であって料金明細
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内訳を記録している者に限ります。以下こ

の表において同じとします｡)であって、通

常電話サービス等（カテゴリーⅠに係る第

１種一般電話等契約に係る通常電話サービ

ス等に限ります。以下この表において同じ

とします｡)の提供を受けている者又は特定

第１種一般電話契約者（カテゴリーⅢに係

る特定第１種一般電話契約に係る特定第１

種一般電話契約者に限ります。以下この表

において同じとします｡)から請求があった

ときは、通常電話サービス等に係る１の契

約者回線（Ｓネットサービスの提供を受け

ている契約者回線を除きます｡)又は１の携

帯契約回線（カテゴリーⅢに係る特定第１

種一般電話契約に係るものに限ります。以

下この表において同じとします｡)ごとに、 

内訳を記録している者に限ります。以下こ

の表において同じとします｡)であって、通

常電話サービス等（カテゴリーⅠに係る第

１種一般電話等契約に係る通常電話サービ

ス等に限ります。以下この表において同じ

とします｡)の提供を受けている者から請求

があったときは、通常電話サービス等に係

る１の契約者回線（Ｓネットサービスの提

供を受けている契約者回線を除きます｡)ご

とに 

４ 平成２０年１０月２２日から実施の附則第２項の「国内国際統合第１種選択料金制サー

ビスⅡ（商品名：ＫＤＤＩかけどくパック２）」の表のイを「削除」に、ウ中「第１種一

般電話等契約者又は特定第１種一般電話契約者」を「第１種一般電話等契約者」に、「第

１種一般電話等契約又はカテゴリーⅢに係る特定第１種一般電話契約に係るもの」を「第

１種一般電話等契約に係るもの」に、それぞれ改めます。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改定規定は、令和４年７月１日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

この改定規定は、令和４年７月５日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改定規定は、令和４年７月７日から実施します。 

（契約の一部提供終了） 

２ 当社は、日本時間の令和４年11月12日をもって、電話会議契約の取扱いを終了します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改定規定は、令和４年９月１日から実施します。 
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ただし、この改正規定中、国際通話等の取扱地域に関する改定規定については、令和４

年 10 月１日から実施します。 

（契約の一部提供終了） 

２ 当社は、日本時間の令和４年９月 30 日をもって、第三者課金サービス及びバーネットサ

ービスの提供とこれら２つのサービスに係る通話並びに料金表別表５に定める選択料金制

サービスの取扱いを終了します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改定規定は、令和４年１０月１日から実施します。 

２ 当社は、前項の規定に関わらず、この改正規定実施前に第２種内線自動通話等、バーネ

ットサービスに係るもの及び第三者課金自動通話等の提供を受けていた電話サービス等契

約にかかる電話サービス等契約者（以下、この附則において「旧電話サービス等契約者」

といいます。）から当社が別に定める請求があったときは、契約者の責めに帰すことので

きない事由により、直ちに代替する電気通信サービスの利用を開始できないものであって

この改正規定実施の日以降もなお従前のとおり取り扱うことについて、当社の業務の遂行

上著しい支障がない場合に限り、当面の間、なお従前の条件にて、その請求に応じて第２

種内線自動通話等、バーネットサービスに係るもの及び第三者課金自動通話等の提供を継

続する取扱いを行います。 

 ただし、旧電話サービス等契約者から当該取扱いを終了する旨の申出があった場合は、

この限りでありません。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

（附則の改正） 

４ 次表の左欄に定める規定について、右欄に定める取扱いを行います。 

規定 取扱い 

平成１４年４月１日付附則第３項の表中

「割引率逓増型選択料金制サービスⅢ」の

備考欄の４の規定 

 

 

「削除」に改めます。 

平成１４年７月１日付附則第２項の表中

「旧国内国際統合割引率変動型選択料金制

サービス」欄 

コの規定 

チの規定 

備考欄の４の規定 

 

 

 

「削除」に改めます。 

「削除」に改めます。 

「削除」に改めます。 

附則別紙 

「旧割引率逓増型選択料金制サービスⅡの

通話等料金」の表中（ロ）の規定 

   (ⅱ) 

「旧割引率逓増型選択料金制サービスⅡの

 

 

 

「削除」に改めます。 
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通話等料金」の表中（ロ）の規定 

   (ⅱ)の規定 

 

「削除」に改めます。 

別紙１ 

「割引率逓増型選択料金制サービスⅠの通

話等料金」の表中(ロ)の規定 

 

「削除」に改めます。 

 

５ 次表左欄の規定中、次表中央欄の規定は次表右欄のとおりに改めます。 

平成１４年７月１日付附則

第２項の表「旧国内国際統

合割引率変動型選択料金制

サービス」欄のアの（ア）

の表中「通話等の種類等」

の欄 

一般自動通話等（バーネッ

トサービスに係る擬似内線

ダイヤルサービスを利用し

て行われた自動通話等及び

オフネット自動通話等を除

きます。以下この表におい

て同じとします｡)、第三者

課金自動通話等、第３種内

線自動通話等、バーネット

サービスに係る擬似内線ダ

イヤルサービスを利用して

行われた自動通話等、オフ

ネット自動通話等 

一般自動通話等及び第３種

内線自動通話等 

一般自動通話等及び第三者

課金自動通話等レジット自

動通話等 

一般自動通話等 

附則別紙 

「旧割引率逓増型選択料金

制サービスⅡの通話等料

金」の表中（ロ）の規定 

 

 

 

 

「旧割引率逓増型選択料金

制サービスⅢの通話等料

金」の表中（ロ）の規定 

 

 

 

 

第３種内線自動通話等及び

バーネットサービスに係る

擬似内線ダイヤルサービス

を利用して行われた自動通

話等の通話等料金 

第３種内線自動通話等及び

バーネットサービスに係る

擬似内線ダイヤルサービス

を利用して行われた自動通

話等の通話等料金 

 

 

 

第３種内線自動通話等を利

用して行われた自動通話等

の通話等料金 

 

 

第３種内線自動通話等を利

用して行われた自動通話等

の通話等料金 

６ 平成 20 年 10 月 22 日から実施の附則第２項について、次表の左欄の規定中、同表の中央

欄の部分を右欄のとおり改めます。 

「全時間帯における確定単

位料金区域への通話等に係

る月間累積通話等料金の時

間帯及び割引の適用（タイ

プⅡ）（商品名：だんぜん

昼割２）」の表のアの(イ) 

一般自動通話等（バーネット

サービスに係る擬似内線ダイ

ヤルサービスを利用して行わ

れた自動通話等及びオフネッ

ト自動通話等を除きます｡) 

一般自動通話等 

国内国際統合第１種選択料

金制サービスⅡ（商品名：

一般自動通話等（バーネット

サービスに係る擬似内線ダイ

一般自動通話等 
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ＫＤＤＩかけどくパック

２）の表のアの(ア) 

ヤルサービスを利用して行わ

れた自動通話等及びオフネッ

ト自動通話等を除きます。以

下本表において同じとしま

す｡) 

国内国際統合第１種選択料

金制サービスⅡ（商品名：

ＫＤＤＩかけどくパック

２）の表のアの(イ) 

海事衛星電話通話等及び携帯

移動衛星電話通話等（ディジ

タル通信モード（64kbps）に

よる総合ディジタル通信を除

きます。以下本表において同

じとします｡)における、一般

自動通話等及び当社電話交換

局の交換設備において通話等

の請求の受付を行う外国間の

クレジット自動通話等 

海事衛星電話通話等及び携

帯移動衛星電話通話等（デ

ィ ジ タ ル 通 信 モ ー ド

（64kbps）による総合ディ

ジタル通信を除きます。以

下本表において同じとしま

す｡)における一般自動通話

等 

全時間帯における確定電話

番号等への国際通話等に係

る月間累積通話等料金の割

引の適用の表のアの(イ) 

一般自動通話等（バーネット

サービスに係る擬似内線ダイ

ヤルサービスを利用して行わ

れた自動通話等及びオフネッ

ト自動通話等を除きます｡)及

びクレジット自動通話等（別

に定めるものに限ります｡) 

一般自動通話等 

一般自動通話等及びクレジッ

ト自動通話等並びに海事衛星

通信サービス契約約款に規定

するクレジット自動通話及び

携帯移動衛星通信サービス契

約約款に規定するクレジット

自動通話 

一般自動通話等 

７ 平成 20 年 10 月 22 日から実施の附則第２項の「全時間帯における確定電話番号等への国

際通話等に係る月間累積通話等料金の割引の適用」の表の(注１)及び(注２)について、そ

れぞれ削除します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改定規定は、令和４年 11 月 13 日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改定規定は、令和５年１月１日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金
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その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改定規定は、令和５年２月１日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

この改定規定は、令和５年２月 28 日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改定規定は、令和５年４月１日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改定規定は、令和５年４月１日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

この改定規定は、令和５年３月 29 日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、令和５年４月１日から実施します。 

（ＰＨＳサービスの終了までの利用料の支払いに関する経過措置） 

（附則の改正） 

２ 平成１４年４月１日から実施の附則第３項について、次表の左欄の規定中、同表の中央

欄の部分を右欄のとおり改めます。 

「一定の回線群に係る全時

間帯における月間累積通話

等料金の額に応じて定まる

割引の適用」の表のア 

及びＰＨＳ着信通話等の通話等料金（２

（料金額）に規定する通話等料金としま

す｡) 

削ります。 

(注４) 上表の規定に関わらず、ＰＨＳ

着信通話等に係る月間累積通話等料金の

額に適用する割引率は５％とします。 

削ります。 

「一定の回線群に係る全時

間帯における月間累積通話

、ＰＨＳ着信通話等に係る月間累積通話

等料金の額 

削ります。 
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等料金の一定割引の適用」

の表の割引額の表 

３ この改正規定実施の際現に、この改正規定による改正前の約款に規定する特定移動体事

業者は、この改正規定実施の日において、この改正規定による改正後の約款に規定する「

当社が別に定める携帯電話事業者」に名称を変更したものとみなします。 

４ この改正規定実施の際現に、この改正規定による改正前の約款に規定する移動体契約回

線は、この改正規定実施の日において、この改正規定による改正後の約款に規定する「携

帯契約回線」に名称を変更したものとみなします。 

５ この改正規定に関わらず、当社とＰＨＳ事業者（電波法施行規則（昭和 25 年電波監理委

員会規則第 14 号）第６条第４項第６号に規定するＰＨＳの陸上移動局との間で行われる無

線通信による電気通信サービス（以下この附則において「ＰＨＳサービス」といいます｡)

を提供する協定事業者をいいます｡)との間の相互接続協定に基づく相互接続が終了するま

での間に行われた、ＰＨＳサービスに係る電気通信回線（以下この附則において「ＰＨＳ

契約回線」といいます｡)に着信する通話等及びＰＨＳ契約回線から行われた通話等に係る

利用料については、なお従前のとおりとします。 

（料金等の支払いに関する経過措置）  

６ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

この改定規定は、令和５年４月 13 日から実施します。 

 

附則 

この改定規定は、令和５年７月１日から実施します。 

 

附則 

この改定規定は、令和５年７月５日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、令和５年 12 月１日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった収納手数料及び附帯サー

ビスに関する料金等については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改定規定（附則別紙、別紙１及び別紙６に係る改正規定を含みます。以下この附則

において同じとします｡)は、令和５年 10 月１日から実施します。 

  ただし、この改正規定中、次表に定める選択料金制サービスの適用の請求に関する改正

規定は令和５年 12 月１日（令和５年 11 月 30 日以前にその請求があり、同年 12 月１日以

降に当社が承諾することとなるものを含みます｡)から、通話等料金の料金額に関する改正

規定は令和６年１月１日午前０時 00 分 00 秒以降に開始した通話等について実施します。 
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(１) 全時間帯における確定単位料金区域への通話等に係る月間累積通話等料金の割引

の適用（タイプⅡ）（商品名：だんぜんトークⅡ） 

(２) 全時間帯における月間累積通話等料金の利用期間に基づく割引の適用（商品名：

だんぜん年割） 

(３) 全時間帯における確定電話番号等への通話等に係る月間累積通話等料金の割引の

適用Ⅱ（商品名：だんぜんトークⅡＤＸ） 

(４) 全時間帯における区域内通話等に係る通話等料金の割引の適用（商品名：市内ロ

ング） 

(５) 全時間帯における隣接区域内通話等に係る通話等料金の割引の適用（商品名：市

内ワイド） 

(６) 特定料金表の適用に係る選択料金制サービス（タイプ６）（商品名：au まとめラ

イン） 

（通話等料金の支払いに関する取扱い） 

２ 前項のただし書に定める通話等料金に関する改正規定実施までの間、その通話等に係る

通話等料金は、料金表第２（通話等料金）２（料金額）の規定に関わらず、以下のとおり

とします。 

ア 第１種一般電話等契約又は第２種一般電話等契約に係るもの（国際無線電話通話、海

事衛星電話通話及び携帯移動衛星電話通話を除きます｡) 

(ア) カテゴリーⅠに係る第１種一般電話等契約に係るもの 

① 第１種国内通話 

(ａ) 契約者回線（携帯契約回線を除きます。以下この２（料金額）において同じと

します｡)から行うもの 

ⅰ 区域内通話に係るもの（ⅴに係るものを除きます｡) 

ⅰ 区域内通話に係るもの（ⅴに係るものを除きます｡) 

区分 

料金額 

（次の秒数までごとに税抜額 8.5 円(税込額 9.35 円)） 

平日昼間 夜間・休日 深夜・早朝 

区域内通話 180.0 秒 180.0 秒 240.0 秒

備考 通話等ごとの通話等料金の算定に当たっては、料金表通則 20（端数処理）の規定

は適用しません。 

ⅱ 県内通話に係るもの（ⅴに係るもの及びフリーコールサービスに係るもの

を除きます｡) 

区分 

料金額 

（次の秒数までごとに税抜額 10 円(税込額 11 円)） 

平日昼間 夜間・休日 深夜・早朝 

隣接区域内通話 90.0 秒 90.0 秒 120.0 秒

区域

外通

話 

通話等地域間距離 90.0 秒 90.0 秒 120.0 秒

20 キロメートルまで

のもの 

60 キロメートルまで

のもの 

60.0 秒 75.0 秒 90.0 秒

60 キロメートルを超

えるもの 

45.0 秒 60.0 秒 90.0 秒

ⅲ 県内通話に係るもの（フリーコールサービスに係るものに限ります｡) 
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区分 

料金額 

（次の秒数までごとに税抜額 10 円(税込額 11 円)） 

平日昼間 夜間・休日 深夜・早朝 

隣接区域内通話 90.0 秒 90.0 秒 120.0 秒

区域

外通

話 

通話等地域間距離 90.0 秒 90.0 秒 120.0 秒

20 キロメートルまで

のもの 

60 キロメートルまで

のもの 

75.0 秒 90.0 秒 90.0 秒

60 キロメートルを超

えるもの 

45.0 秒 60.0 秒 90.0 秒

ⅳ 県間通話に係るもの（フリーコールサービスに係るものに限ります｡) 

区分 

料金額 

（次の秒数までごとに税抜額 10 円(税込額 11 円)） 

平日昼間 夜間・休日 深夜・早朝 

隣接区域内通話 90.0 秒 90.0 秒 120.0 秒

区域

外通

話 

通話等地域間距離 90.0 秒 90.0 秒 120.0 秒

20 キロメートルまで

のもの 

60 キロメートルまで

のもの 

75.0 秒 90.0 秒 90.0 秒

100 キロメートルま

でのもの 

30.0 秒 45.0 秒 60.0 秒

170 キロメートルま

でのもの 

22.5 秒 30.0 秒 45.0 秒

170 キロメートルを

超えるもの 

22.5 秒 26.0 秒 45.0 秒

ⅴ Ｖネット回線又はＳネットサービスを利用してスピードナンバーをダイヤ

ルして行われる通話で、当社が別に定める当社の電気通信サービスに係る電

気通信回線に着信する通話に係るもの 

料金額（３分までごとに） 

税抜額８円(税込額 8.8 円) 

ⅵ ⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳ及びⅴ以外のもの 

区分 

料金額 

（次の秒数までごとに税抜額 10 円(税込額 11 円)） 

平日昼間 夜間・休日 深夜・早朝 

区域内通話 90.0 秒 90.0 秒 120.0 秒

隣接区域内通話 90.0 秒 90.0 秒 120.0 秒

区域

外通

話 

通話等地域間距離 90.0 秒 90.0 秒 120.0 秒

20 キロメートルまで

のもの 

30 キロメートルまで

のもの 

60.0 秒 60.0 秒 75.0 秒
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60 キロメートルまで

のもの 

45.0 秒 60.0 秒 75.0 秒

100 キロメートルま

でのもの 

30.0 秒 45.0 秒 60.0 秒

170 キロメートルま

でのもの 

22.5 秒 30.0 秒 45.0 秒

170 キロメートルを

超えるもの 

22.5 秒 26.0 秒 45.0 秒

③ 国際通話 

(ａ) (ｂ)以外のもの 

ⅰ 自動通話に係るもの 

区分 

料金額 

初の１分まで６秒までごとに 初の１分経過後６秒までごとに 

平日昼間 夜間・休

日 

深夜・早

朝 

平日昼間 夜間・休

日 

深夜・早

朝 

アジア１ 13 円 10 円 9 円 12 円 10 円 9 円

アジア２ 18 円 18 円 11 円 16 円 13 円 10 円

アジア３ 17 円 17 円 8 円 16 円 13 円 8 円

アジア４ 17 円 17 円 11 円 16 円 13 円 10 円

アジア５ 19 円 16 円 14 円 18 円 16 円 13 円

アジア６ 18 円 18 円 11 円 17 円 15 円 11 円

アジア７ 21 円 21 円 14 円 19 円 15 円 12 円

アジア８ 29 円 26 円 22 円 19 円 15 円 12 円

アジア９ 24 円 21 円 17 円 17 円 14 円 11 円

アジア 10 27 円 24 円 21 円 25 円 22 円 21 円

アジア 11 31 円 28 円 26 円 23 円 20 円 19 円

アジア 12 37 円 32 円 26 円 31 円 25 円 21 円

アジア 13 31 円 28 円 26 円 23 円 20 円 19 円

オセアニア１ 19 円 16 円 16 円 12 円 10 円 9 円

オセアニア２ 6 円 5 円 4 円 6 円 5 円 4 円

オセアニア３ 21 円 21 円 14 円 18 円 14 円 11 円

オセアニア４ 30 円 26 円 21 円 18 円 14 円 11 円

オセアニア５ 31 円 26 円 22 円 22 円 18 円 13 円

オセアニア６ 30 円 26 円 21 円 18 円 14 円 11 円

オセアニア７ － － － － － －

アメリカ１ 6 円 5 円 4 円 6 円 5 円 4 円

アメリカ２ 19 円 16 円 16 円 12 円 10 円 9 円

アメリカ３ 29 円 25 円 21 円 21 円 17 円 13 円

アメリカ４ 35 円 30 円 26 円 30 円 24 円 21 円

アメリカ５ 35 円 31 円 27 円 30 円 24 円 21 円

アメリカ６ 31 円 28 円 8 円 28 円 22 円 8 円

アメリカ７ 32 円 28 円 25 円 28 円 22 円 19 円

アメリカ８ 35 円 31 円 27 円 30 円 24 円 21 円

ヨーロッパ１ 15 円 14 円 6 円 14 円 14 円 6 円
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ヨーロッパ２ 20 円 20 円 6 円 19 円 18 円 6 円

ヨーロッパ３ 31 円 26 円 23 円 22 円 18 円 16 円

ヨーロッパ４ 31 円 26 円 23 円 22 円 18 円 16 円

ヨーロッパ５ 32 円 28 円 25 円 27 円 22 円 18 円

アフリカ１ 37 円 33 円 29 円 31 円 25 円 24 円

アフリカ２ 37 円 33 円 29 円 31 円 25 円 24 円

アフリカ３ － － － － － －

特定衛星携帯

端末１ 

39 円 39 円 39 円 39 円 39 円 39 円

特定衛星携帯

端末２ 

54 円 54 円 54 円 54 円 54 円 54 円

備考 

１ 各区分における取扱地域は、別紙６に定めるところによります。 

２ 外国から本邦の契約者回線に着する第３種料金着信払自動通話の料金は、契約者回

線から当該国にあてる一般自動通話とみなした場合に適用される自動通話の通話料と

同額とします。 

(イ) カテゴリーⅡに係る第１種一般電話等契約又は第２種一般電話等契約に係る

もの 

① 国内通話 

本項の(ア)の①（第１種国内通話)の料金と同額 

(ウ) カテゴリーⅢに係る第２種一般電話等契約に係るもの 

② 国際通話 

(ａ) (ｂ)以外のもの 

本項の(ア)の③の(ａ)の料金と同額 

タ 携帯移動衛星電話通話 

(ア) 契約者回線から発信するもの 

(ａ) 特定携帯国際自動通話による通話以外のもの 

区分 
料金額 

自動通話 

インマルサットサービスに係るもの ６秒までごとに 30 円

（第１種一般電話等契約の解除に関する取扱い） 

３ 当社は、第１種一般電話等契約（東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社

の電話サービス契約約款若しくは総合ディジタル通信サービス契約約款に定める優先接続

の取扱いにおいて、電話会社選択又は電話会社固定に係る通話区分若しくは通信区分のい

ずれかにおいて、当社の事業者識別番号が指定されているものに限ります｡)について、令

和６年１月１日以降、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社がその加入電

話等契約に係る優先接続の取扱いを終了したときは、その第１種一般電話等契約を解除し

ます。 

（一部の通話等及び選択料金制サービスの提供終了） 

４ 当社は、令和５年 12 月 31 日をもって、次に定める電話サービス等、付加機能、通話等

及び選択料金制サービスの提供を終了します。 

(１) 電話サービス等 

Ｖネットサービス（料金表通則第 11 項（電話サービス等の区別）に定める種類がタイプ

Ⅰのものに限ります｡) 
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(２) 付加機能 

ア ダイレクトコールサービス（商品名：ホットライン） 

イ ＃ダイヤルサービス（商品名：ウォームライン） 

ウ パスワード着信サービス（商品名：ＶＩＰコール） 

(３) 通話等 

ア 他社公衆電話の電話機から 001 をダイヤルして行う国際通話、海事衛星電話通話及

び携帯移動衛星電話通話 

イ ユーザー間情報通知及び国際通信(ディジタル通信モード(64kbps)によるものに限り

ます｡) 

(４) 選択料金制サービス 

ア 全時間帯における確定単位料金区域への通話等に係る月間累積通話等料金の割引の

適用（タイプⅡ）（商品名：だんぜんトークⅡ） 

イ 全時間帯における月間累積通話等料金の利用期間に基づく割引の適用（商品名：だ

んぜん年割） 

ウ 全時間帯における確定電話番号等への通話等に係る月間累積通話等料金の割引の適

用Ⅱ（商品名：だんぜんトークⅡＤＸ） 

エ 全時間帯における区域内通話等に係る通話等料金の割引の適用（商品名：市内ロン

グ） 

オ 全時間帯における隣接区域内通話等に係る通話等料金の割引の適用（商品名：市内

ワイド） 

カ 特定料金表の適用に係る選択料金制サービス（タイプ６）（商品名：au まとめライ

ン） 

キ 全時間帯における確定単位料金区域への通話等に係る月間累積通話等料金の時間帯

及び割引の適用（タイプⅡ）（商品名：だんぜん昼割２） 

ク 国内国際統合第１種選択料金制サービスⅡ（商品名：ＫＤＤＩかけどくパック２） 

ケ 全時間帯における確定電話番号等への国際通話等に係る月間累積通話等料金の割引

の適用（商品名：国際トークプラス） 

コ 一定の回線群に係る全時間帯における月間累積通話等料金の額に応じて定まる割引

の適用タイプ（Ⅱ）（商品名：まる得割引ワイド） 

サ 一定の回線群に係る全時間帯における月間累積通話等料金の一定割引の適用（商品

名：一括割引プラン） 

シ Ｖネットサービスに係る契約者回線に係る全時間帯における月間累積通話時間に係

る定額料金の適用（商品名：ＫＤＤＩ－ＶＰ２０） 

ス 一定の回線群に係る全時間帯における月間累積通話等料金の長期継続利用契約に基

づく割引の適用（商品名：長期継続割引プランスーパー） 

セ 一定の回線群に係る全時間帯における月間累積通話等料金の利用期間に基づく割引

の適用（商品名：長期継続割引プラン） 

ソ 割引率逓増型選択料金制サービス（商品名：ＫＤＤＩ大型割引Ⅰ） 

タ 一定額利用型選択料金制サービス（商品名：ＫＤＤＩ国際割引プランロング） 

チ 特定国内通話等に係る国内国際統合割引率変動型選択料金制サービス（商品名：Ｋ

ＤＤＩまる得割引） 

ツ 通信時間に応じて段階的に割引率を適用する選択料金制サービス（商品名：国際Ｉ

ＳＤＮ長時間割引サービス） 

テ 全時間帯における通話等の区分に応じて定まる割引の適用（商品名：まる得割引ラ

イト） 



251 

 

ト 特定料金表の適用に係る選択料金制サービス（商品名：国際まる得割引スーパー） 

ナ 特定料金表の適用に係る選択料金制サービス（タイプ２）（商品名：国際まる得割

引プランⅠ） 

二 特定料金表の適用に係る選択料金制サービス（タイプ３）（商品名：国際まる得割

引プランⅡ） 

ヌ 全時間帯における月間累積通話等料金の一律割引の適用（商品名：まる得ライト

Ⅱ） 

ネ 一定の回線群に係る全時間帯における月間累積通話等時間に係る定額料金の適用

（商品名：まる得割引フラット） 

ノ 一定の回線群に係る全時間帯における月間累積通話等料金の長期継続利用契約に基

づく割引の適用Ⅲ 

ハ 一定の回線群に係る全時間帯における月間累積通話等料金の長期継続利用契約に基

づく割引の適用Ⅳ 

ヒ 一定の回線群に係る全時間帯における通話等の区分に応じて定まる割引の適用（商

品名：まる得期間契約割引） 

フ 特定料金表の適用に係る選択料金制サービス（タイプ4）（商品名：まる得ライトプ

ラス） 

ヘ 特定料金表の適用に係る選択料金制サービス（タイプ5）（商品名：まる得ライトプ

ラス（au ケータイ着信割引）） 

ホ 旧割引率逓増型選択料金制サービスⅡ 

マ 旧割引率逓増型選択料金制サービスⅢ 

ミ 割引率逓増型選択料金制サービスⅠ 

ム 一定額利用型選択料金制サービス 

メ 特定料金選択料金制サービス 

モ 特定料金選択料金制サービスⅡ 

ヤ 特定料金選択料金制サービスⅢ 

５ 電話等契約者は、令和６年１月１日午前０時 00 分 00 秒以降に前項に定める電話サービ

ス等、付加機能、通話等及び選択料金制サービスの適用を受ける通話等を終了した場合で

あっても、その通話等に係る通話等料金の支払いを要します。 

（第１種一般電話等契約（法人及び法人に相当するものと当社が認めるものに限ります。）

の取扱い） 

６ 第３項の規定に関わらず、当社は、令和５年６月 30 日に、現に締結されている第１種一

般電話サービス（東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の電話サービス契

約約款若しくは総合ディジタル通信サービス契約約款に定める優先接続の取扱いにおいて、

電話会社選択又は電話会社固定に係る通話区分若しくは通信区分のうち、市内通話、県内

市外通話及び県間市外通話において当社の事業者識別番号が指定され、国際通話において

当社の事業者識別番号が指定されている又は未登録となっているものに限ります｡)に係る

第１種一般電話等契約は、令和６年１月１日以降、東日本電信電話株式会社又は西日本電

信電話株式会社がその加入電話等契約に係る優先接続の取扱いを終了したときに、当社の

ＫＤＤＩ通話サービスに係るＫＤＤＩ通話サービス契約に移行したものとみなします。 

ただし、当社が別に定める場合はこの限りではありません。 

７ 第３項の規定に関わらず、当社は、令和６年１月１日、現に締結されている第１種一般

電話等契約（Ｖネットサービス（料金表通則第 11 項（電話サービス等の区別）に定める種

類がタイプⅡのものに限ります｡)は、当社が別に定めるＶネットサービス契約約款に係る
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「本サービス」に移行したものとみなします。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

８ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

この改定規定は、令和５年 10 月 11 日から実施します。 

 

附則 

この改定規定は、令和５年 10 月１日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改定規定は、令和５年 11 月 10 日から実施します。 

ただし、この改正規定中、通話等料金の料金額に関する改正規定は、令和６年１月１日

午前０時 00 分 00 秒以降に開始した通話等について実施します。 

（通話等料金の支払いに関する取扱い） 

２ 前項のただし書に定める通話等料金に関する改正規定実施までの間、その通話等に係る

通話等料金は、料金表第２（通話等料金）２（料金額）の規定に関わらず、令和５年 10 月

１日附則第２項に定めるとおりとします。 

３ 前項の規定のほか、第１項のただし書に定める通話等料金に関する改正規定実施までの

間、その通話等に係る通話料等料金は、料金表第２（通話等料金）２（料金額）(１)（通

話に係るもの）ア （第１種一般電話等契約又は第２種一般電話等契約に係るもの（国際無

線電話通話、海事衛星電話通話及び携帯移動衛星電話通話を除きます｡)）①（第１種国内

通話）(ｂ)及び(ｄ)の規定に関わらず、契約者回線に着信するものであって携帯契約回線

からメンバーズコード（フリーコールサービスⅡに係るものに限ります｡)により行うもの

及び契約者回線に着信するものであって任意の公衆電話の電話機等を使用してメンバーズ

コードにより行うものの通話料は以下のとおりとします。 

(ｂ) 契約者回線に着信するものであって携帯契約回線からメンバーズコード

（フリーコールサービスⅡに係るものに限ります｡)により行うもの 

区分 

料金額 

（次の秒数までごとに税抜額 10 円(税込額 11 円)） 

平日昼間 夜間・休日 深夜・早朝 

フリーコールサービスⅡに

係る契約者回線に着信する

とき。 

14.0 秒 15.0 秒 16.0 秒

(ｄ)  契約者回線に着信するものであって任意の公衆電話の電話機等を使用し

てメンバーズコードにより行うもの 

区分 

料金額 

（次の秒数までごとに税抜額 10 円(税込額 11 円)） 

平日昼間 夜間・休日 深夜・早朝 

区域内通話 90.0 秒 90.0 秒 120.0 秒

隣接区域内通話 47.0 秒 47.0 秒 60.0 秒
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区域

外通

話 

通話等地域間距離 47.0 秒 47.0 秒 60.0 秒

20 キロメートルまで

のもの 

30 キロメートルまで

のもの 

31.0 秒 31.0 秒 41.0 秒

60 キロメートルまで

のもの 

25.0 秒 25.0 秒 30.5 秒

100 キロメートルま

でのもの 

13.5 秒 17.5 秒 19.0 秒

170 キロメートルま

でのもの 

9.5 秒 16.0 秒 17.5 秒

170 キロメートルを

超えるもの 

9.0 秒 13.5 秒 15.0 秒

（一部の通話及び選択料金制サービスの提供終了） 

４ 当社は、令和５年 12 月 31 日をもって、次に定める選択料金制サービスの提供を終了し

ます。 

ア 一定の回線群に係る全時間帯における月間累積通話等料金の長期継続利用契約に基

づく割引の適用Ⅱ（商品名：コンタクトプランプラス） 

イ 県間通話等のみを割引判定通話等とする一定の回線群に係る全時間帯における月間

累積通話等料金の長期継続利用契約に基づく割引の適用（商品名：コンタクトプラン

ワイド） 

ウ 全時間帯におけるフリーコールサービスに係る通話等への特定料金表の適用（商品

名：フリーコールシンプルレートプラン） 

エ 一定の回線群に係る全時間帯におけるフリーコールサービスに係る通話等の月間累

積割引判定通話等料金の額に応じて定まる割引の適用（商品名：フリーコールフレッ

クスプラン） 

オ 一定の回線群に係る全時間帯における区域内通話等に係る通話等料金の割引の適用

（商品名：ロングプラス） 

５ 電話等契約者は、令和６年１月１日午前０時 00 分 00 秒以降に第４項及び第５項に定め

る選択料金制サービスの適用を受ける通話等を終了した場合であっても、その通話等に係

る通話等料金の支払いを要します。 

６ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改定規定（附則別紙及び別紙１から別紙６に係る改正規定を含みます。以下この附

則において同じとします｡)は、令和６年１月１日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置）  

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

（その他） 

３ 平成 22 年 10 月 22 日から実施の附則第２項及び附則別紙について、それぞれ「削除」に

改めます。 
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附則 

（実施時期） 

１ この改定規定は、令和６年２月１日から実施します。 

ただし、この改正規定中、国際通話等の取扱地域に関する改定規定については、令和６

年３月１日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置）  

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改定規定は、令和６年４月２日から実施します。 

（料金等の支払いに関する経過措置）  

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則  

（実施時期）  

１ この改定規定は、令和６年３月４日から実施します。  

（料金等の支払いに関する経過措置）  

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金そ

の他の債務については、なお従前のとおりとします。 

 

附則  

この改定規定は、令和６年３月 27 日から実施します。 

 

附則 

（実施時期） 

１ この改正規定は、令和６年６月１日午前０時 00 分 00 秒以降に終了した通話について実

施します。 

（ａｕ国際通話定額に関する取扱い） 

２ 令和６年５月１日から令和６年５月 31 日までの間、料金表第２（通話等料金）１（適用）

(16)に定める国際通話定額の適用額は、同欄のア中「60回以内」を「50回以内」、「61回

以上」を「51 回以上」にそれぞれ読み替えて適用します。 

（通話料の支払いに関する取扱い） 

３ 令和６年５月１日から令和６年５月 31 日までの間、特定携帯国際自動通話（特定衛星携

帯端末に係るものを除きます｡)に係る通話先区分及び通話料は、料金表第２（通話等料金）

２（料金額）(１)のエの(ア)の①及び③の規定に関わらず、次表に定めるとおりとします。 

区分 通話先区分 料金額 

(30 秒までごとに) 

通話料 アメリカ合衆国（アラスカ及びハワイを除きます｡)、ア

ラスカ、オーストラリア、カナダ、グアム、サイパン、

20 円
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ニュージーランド、ハワイ 

マカオ、香港、台湾、大韓民国、中華人民共和国（香港

及びマカオを除きます｡)、朝鮮民主主義人民共和国 

55 円

アイスランド共和国、アイルランド、アゼルバイジャン

共和国、アゾールス諸島、アフガニスタン・イスラム共

和国、アラブ首長国連邦、アルバニア共和国、アルメニ

ア共和国、アンドラ公国、イエメン共和国、イスラエル

国、イタリア共和国、イラク共和国、イラン・イスラム

共和国、インド、インドネシア共和国、ウクライナ、ウ

ズベキスタン共和国、エストニア共和国、オーストリア

共和国、オマーン国、オランダ王国、カザフスタン共和

国、カタール国、カナリア諸島、カンボジア王国、キプ

ロス共和国、ギリシャ共和国、キリバス共和国、キルギ

ス共和国、クウェート国、クック諸島、グリーンラン

ド、クリスマス島、ジョージア、グレートブリテン及び

北部アイルランド連合王国、クロアチア共和国、ココ

ス・キーリング諸島、コソボ共和国、サウジアラビア王

国、サモア独立国、サンマリノ共和国、ジブラルタル、

シリア・アラブ共和国、シンガポール共和国、スイス連

邦、スウェーデン王国、スペイン、スペイン領北アフリ

カ、スリランカ民主社会主義共和国、スロバキア共和

国、スロベニア共和国、セルビア共和国、ソロモン諸

島、タイ王国、タジキスタン共和国、チェコ共和国、ツ

バル、デンマーク王国、ドイツ連邦共和国、トケラウ諸

島、トルクメニスタン、トルコ共和国、トンガ王国、ナ

ウル共和国、ニウエ、ニュー・カレドニア、ネパール王

国、ノーフォーク島、ノルウェー王国、バーレーン国、

パキスタン・イスラム共和国、バチカン市国、バヌアツ

共和国、パプアニューギニア共和国、パラオ共和国、ハ

ンガリー共和国、バングラデシュ人民共和国、フィジー

共和国、フィリピン共和国、フィンランド共和国、ブー

タン王国、フェロー諸島、フランス共和国、フランス領

ポリネシア、ブルガリア共和国、ブルネイ・ダルサラー

ム国、ベトナム社会主義共和国、ベルギー王国、ベルラ

ーシ共和国、ポーランド共和国、ボスニア・ヘルツェゴ

ビナ、ポルトガル共和国、マーシャル諸島共和国、マケ

ドニア・旧ユーゴスラビア共和国、マディラ諸島、マル

タ共和国、マレーシア、ミクロネシア連邦、ミャンマー

連邦共和国、モナコ公国、モルディブ共和国、モルドバ

共和国、モンゴル国、モンテネグロ共和国、ヨルダン・

ハシェミット王国、ラオス人民民主共和国、ラトビア共

和国、リトアニア共和国、リヒテンシュタイン公国、ル

ーマニア、ルクセンブルク大公国、レバノン共和国、ロ

シア連邦、東ティモール、米領サモア 

65 円

アセンション島、アルジェリア民主人民共和国、アンゴ 85 円
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ラ共和国、ウガンダ共和国、エジプト・アラブ共和国、

エチオピア連邦民主共和国、エリトリア国、ガーナ共和

国、カーボベルデ共和国、ガボン共和国、カメルーン共

和国、ガンビア共和国、ギニアビサウ共和国、ギニア共

和国、ケニア共和国、コートジボワール共和国、コモロ

連合、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プ

リンシペ民主共和国、ザンビア共和国、シエラレオネ共

和国、ジブチ共和国、ジンバブエ共和国、スーダン共和

国、エスワティニ王国、セーシェル共和国、セネガル共

和国、セントヘレナ島、ソマリア共和国、タンザニア連

合共和国、チャド共和国、チュニジア共和国、ディエ

ゴ・ガルシア、トーゴ共和国、ナイジェリア連邦共和

国、ナミビア共和国、ニジェール共和国、ブルキナファ

ソ、ブルンジ共和国、ペナン共和国、ボツワナ共和国、

マイヨット島、マダガスカル共和国、マラウイ共和国、

マリ共和国、モーリシャス共和国、モーリタニア・イス

ラム共和国、モザンビーク共和国、モロッコ王国、リビ

ア、リベリア共和国、ルワンダ共和国、レソト国、レユ

ニオン、赤道ギニア共和国、中央アフリカ共和国、南ア

フリカ共和国、南スーダン共和国 

アメリカ領ヴァージン諸島、アルゼンチン共和国、アル

バ、アンギラ、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ

東方共和国、エクアドル共和国、エルサルバドル共和

国、オランダ領アンティール、オランダ領セントマーチ

ン、ガイアナ共和国、キューバ共和国、グアテマラ共和

国、グァデルーベ、グレート・ブリテン領ヴァージン諸

島、グレナダ、ケイマン諸島、コスタリカ共和国、コロ

ンビア共和国、サンピエール島・ミクロン島、ジャマイ

カ、スリナム共和国、セントクリストファー・ネイビ

ス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セント

ルシア、タークス・カイコス諸島、チリ共和国、ドミニ

カ共和国、ドミニカ国、トリニダード・トバゴ共和国、

ニカラグア共和国、ハイチ共和国、パナマ共和国、バハ

マ国、バミューダ諸島、パラグアイ共和国、バルバド

ス、プエルト・リーコ、フォークランド諸島、ブラジル

連邦共和国、フランス領ギアナ、ベネズエラ・ボリバル

共和国、ベリーズ、ペルー共和国、ボリビア共和国、ホ

ンジュラス共和国、マルティニク、メキシコ合衆国、モ

ンセラット 

95 円

国際ネットワーク１ 65 円

（料金等の支払いに関する経過措置） 

４ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 
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